




↓沼1J.-/.̀?I 憶,!1-~〒'≧∃.E__.:J;.青雲 メ̀･≡海iiiI雇…77--F;打∫_._那I宮1千I

1.:.fli ヨ享 T- k=--,- 記号≦ 竃二郎生..I叱t.LB;Jt.≡シ三一-I

二.I-1,331請 ～
i:I :Ifg..:-汁f葵 管 Ay.■.､二:､ゝi_1.i～.～.)賢慮.-.-=il.こヽ. ･.-∴..′ヽゝ●'認hT:JI

苧i

# '｣ふ I/1+

)ヾ㌔*_i.i′:iiiii■ヽl一一】･jli--蚕豆J一.二≡‡.;,.{ tu:''iヾ.F:Y＼ -̀I.IlL.17.4
一覧'..>.;.-.㌔ヽ∴ EI9.- -

珊 -_- J評謂ii ＼ii ＼

港北ニュータウン.タウンセル

街づくり誘導賃料作成業務報告書

平成5年7月

種市都市計画局

住宅･都市整備公団港北開発局

株式会社港北都開発センター



右ま じ め Cこ

港北ニュータウン･タウンセンター地区は､港北ニュータウン

の中心としてのみでなく､横浜市北部の中心として首都圏までを

視野におさめた商業 ･業務 ･文化等の多様な施設を集積した多機

能複合型のセンターをめざしている｡

当該地区は､土地区画整理事業により開発されるセンターで義

り､地元地権者､建設業者等な様々な関係者が上物整備に関わる

計画である｡

タウンセンター73haは段階的に供用開始され､施設の計画も徐

々に進んでいくことが予想される｡

そのため､立地する施設 ･建物計画をどのように誘導し､タウ

ンセンターの魅力づくりを行うかも､タウンセンターの地権者代

表者等関係者からなる組織 rタウンセンター開発推進協議会jで

･検討してきた｡

本報告書は､ rタウンセンター開発推進協議会Jの専門部会で

ある開発ルール部会で協議された r街づくり協定 (秦)』を地権

者全員の方に周知していただき､ F街づくり協定Jとして締結さ

れるまでの過程をまとめたものである｡

また､ 500人に及ぶ関係者に街づくり協定のめざす街づくりの

イメージを膨らませていただくために､全国の先進事例を紹介し､

街づくり協定の考え方をまとめた街づくりビデオの製作過程も合

わせて取りまとめた｡

とめた街づくりビデオの製作過程も合わせて取りまとめた｡

今回の作業結果が､タウンセンターの開発並びにニュータウン

全体の今後の開発に寄与することを念願する次第であるo

平成5年7月

㈱港北都市開発センター
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1.街づくり協定
1-1.街づくり協定締結までのあゆみ

■′第 11回 開 発 ノレ- ノレ部 会 ■■

【検討内容】 ●街づくり協定案の内容について

【主な議論】 ●協定書内の文章表現について

●看板の規制細目は協定の中に入れないほうが良い｡

●協定は街づくり憲章的なものと考えるべき｡

- 第 12回 開 発 ノレ- ノレ普β会 『

【検討内容】 ●街づくり協定案の内容について

●文章表現の変更について

【主な議論】 ●協定の担保方法について

●看板の規制や暫定利用の施設に対する協定の周知の方法

- 第 13回 開 発 ノレ- ノレ部 会 -

【検討内容】

【主な議論】

街づくり協定案の内容について

看板 ･広告物の細目の変更について

制限すべき看板と脹わいを生み出す看板

協定は方針､ガイ ドラインで細目をフォローする｡

■■第 14回 合 同 部 会 l■■

【検討内容】 ●街づくり協定案の内容について

●街づくりビデオの紹介

【主な議論】 ●住宅計画の制限が厳しい｡

■ 第 3回 開 発 推 進 協 議 会 {■

【検討内容】 ●街づくり協定案の内容について

【主な議論】 ●住宅計画の制限が厳しい｡経済情勢も考えるべき｡

●時代の要請に対応出来るような柔軟なルールが必要｡

■■ブ ロ ッ ク 連 絡 会 -

【検討内容】

【主な議論】

街づくりビデオの紹介

街づくり協定案の内容について

壁面後退や住宅制限などの法的拘束力について

駐輪場 ･駐車場に整備について

協定の締結方法について 等

93.03.13-15

■■第 15回 合 同 部 会 ■『

【検討内容】 ●ブロック連絡会での質問 ･意見について

●街づくり協定の変更点について

●協定運営委員会の運営等について

【主な議論】 ●運営委員会での柔軟なルールの運用を期待したい｡

●皆が守れる､共感できるルール作りを考えたい｡

- 第 4 回 開 発推 進 協 議 会 ■■

【検討内容】 ●ブロック連絡会での質問 ･意見について

●街づくり協定の変更点について

●協定運営委員会の遷宮等について

【主な議論】 ●運営委員の選定や委員会の要綱について
4協定区域に隣接するエリアもルール作りを考えたい｡

YAMATEPLANNINGCABIN●
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- 第 4 回 地 権 者 総 会 -

【検討内容】 ●街づくり協定案の内容について
●協定運営委員会の運営に関する要綱について

【主な議論】

- 第 5 回 開 発 推 進 協 議 会 ■■

【検討内容】 ●葉書による地権者の質問 ･意見について

●地権者総会､ブロック連絡会等の意見整理

●街づくり協定案について

【主な議論】 ●運営委員の選定や委員会の要綱について

●協定区域に隣接するエリアもルール作りを考えたいC

一 第 5 回 地 権 者 総 会 』■

【検討内容】 ●街づくり協定について

●協定運営委員会の運営等について

●協定運営委員会委員について

【主な議論】 ●話し合いを基本としてルールの運用を行いたい｡

●ブロック内での話し合いも行いたい｡

YAMATEPLANNINGCABIN'



■港北NTタウンセンター開発推進協議会 第11回開発ルール部会

日時 :92.10.26(月) 10:00-12:00

於 :港北都市開発センター

(出席)徳江 義治部会長 中村 横浜市港北NT建設部 事業調整課課長

大久保信正委員 石毛 住都公団港北開発局 事業計画二課課長

栗原 靖 委員 野渡 港北都市開発センター計画部部長

小山 正委員 丸山 ′′ 計画部次長

平野 泰二委員 高橋 ′′ 計画部計画係長

守谷寿三男委員

(欠席)内野 義宣委員

金子三千男委員

栗原 貞夫委員

高橋 良雄委員

中山礼二郎委員

皆川 成夫委員

1.開会 :港北都市開発センター 丸山次長

●第11回のルール部会を開会いたいます｡

●先B]の協議会の内容､各部会の概要､今後のスケジュール等については､T

Cレター4号として先日発行しました0

2.あいさつ :徳江部会長

●先日の協議会では､ルール部会におけるこれまでの検討内容について､概ね

了承を頂いた｡

●今回は協定案の残りの部分を中心に検討頂きたい｡また､協議会において十

分御発言頂けなかったかたはこの場でお願いします｡

3.協定案について :山手総合計画研究所､菅

4.討議

(徳江) ●まず総括的な御意見を頂きたい｡

(小山) ● ｢締結｣というふうになっているが､1人 1人の承認を以てまとめ

られるものなのか｡

(丸山) ●地権者総会での承認とは､法律的にいうと ｢合同行為｣ということ

を差しており､全体の方向性の一致を以て承認と考えている｡

(小山) ●総会での承認を以て締結とするのでいいのか｡

(丸山) ●他地区の例では､ ｢締結｣という言葉を使用しているので､このよ

うにしている｡別の表現としたほうが良いか｡

(大久保)●拘束力はどうなるのか｡NT内の準工地区では協定を結んでいるが

違いはあるのか｡

(丸山) ●街つくり協定は法的な拘束力は持っていない｡

(管) ●NT内の準工地区は建築協定であり､建築行為を行う場合は､地元

運営委員会の承認が事前に必要となり､建築確認申請の時点でも､

区の建築課でチェックされる仕組みである｡

●街づくり協定は紳士協定であり､個人のルールに対する取り組み方

によっており､拘束力は持たない｡例えていうと､ トランプ等のゲ

ームでも仲間内でのルールの中で行われるものであり､ルールを守

れない人は参加資格がなくなるようなものだ｡

(大久保)●協定の表現について､あまり動かない条文にはしない方が良い｡

_●看板の規制でも､ ｢1壁面 1看板とする｣などとすると決めつけて

いるようで抵抗が大きい｡

(守谷) ●看板は､柚看板も小さくするばかりでは､小さなテナントが多数入

るビルではテナントが入らないことも考えられる｡

●田園調布などで例があるが､最小敷地規模を決めてしまうと､相続

の時に分割出来なくて 出ていかなければならなくなる｡

●色についても､どの様にイメージされているか分からないが､MM
やヨーロッパなどの都市と港北は同じにしない方が良いのではO

●広場を取ることについても､小さい敷地では広場を取ると建物が成

立しなくなる｡

●通り沿いの高さについても､容積が使い切れない等問題が出る｡

(丸山) ●ルールの内容については､他地区と比較してもそれ程厳しくないと

考えている｡

(管) ●作業の段階で､具体的な数字を上げたルールは最小限になるよう考

慮している｡

●各敷地で計画していくときにルールの中から選択していくもので､

全ての内容を満たすべきものではないと考えている｡計画のための

ヒントとなるような協定としたい｡

●敷地規模の項目も､各敷地を有効に利用するための方針である｡

●色についても具体的な色は決めていないが､遠景としてみた場合に

あまり派手にならないよう濃さは抑えている｡界隈色が必要ならば
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創るよう考えたい｡

●看板についても厳しいのはシンボル広場やシンボル道路なと一部で

それ以外は構浜市内の一般的基準とあまり変わらない｡

●高さについても､通り毎で決めるなどの対応も考えられるO

(守谷) ●緩い内容でまとめて頂きたい｡自分で自分の首を占めないようなル

ールにすべきだ｡

●表現についても柔らかい表現でお願いしたい｡

(大久保)●こういうルールはあるべきだと思うが､取り締まるような表現は避

けた方が良い｡

●チェック機関は複数の人数で構成した方が良い｡地権者2･3人と

市等2･3人で検討する｡合議制とした方がやりやすいだろう｡

(徳江) ●他地区で建築協定の委員をやっているが､運営資金の問題がある｡

●申請1件につき一定の審査料を徴収することも考えたが､どうも難

しい｡いまのところ東急にやらせているO

(徳江) ●事務局で判断出来ない難しい場合には委員会に上げている｡

●通常のチェックは事務局で行う難しいものや問題のある案件につい

ては､街づくり協議会にかけるというやり方はどうか｡

●建築協定といえども､完成検査後手を加えて協定違反している場合

があるが､立入り検査の権利もない｡なまじ拘束力があってもだめ｡

●建築協定と街づくり協定の運営の違いもあると思うが､建築協定は

穴抜けが出るが､建築局もそれに対する指導はやってくれず地元ま

かせになっている｡

(平野) ●今後はどういうふうに進めていくのか｡

(丸山) ●来年3月を目標に､協定のための総会を開催したい｡

●ルール部会も積み残しの件を検討するため､年内に数輯開きたい｡

(平野) ●ルールがあるために企業の進出が滞らないようにしたいO

(丸山) ●ルールの内容によって企業進出が濡ることはないのではないか.バ

ブル崩壊などの経済的影響の方が大きい｡

(徳江) ●締結､効力を発する､といった表現は避けた方がよいと思う｡

(平野) ●ルールがどういう位置づけなのか明確にすべき｡現在の表現では自

分たちで創ったものとは思えない｡

(管) ●東戸塚でも街づくり協定を持っているが､街づくり憲章というもの

を設けており､表現としては ｢～しましょう｣といった表現になっ

ている｡

●義顎については全体をもう一度再検討したい｡

(徳江) ●前々から､NT憲章というべきものを創りたいと考えていたが､実

現しなかった｡

(大久保)●イトーヨーカドーなど具休的に話が来た場合に､どこが主催してど

う進めていくのか､分からない｡

●ブロックの代表として､ブロック内の計画について 1つ 1つ対応す

るのは､私の場合出来ない｡

●1地区の共同化義務街区ではとのように進めてきたか聞きたい｡

(丸山) ●計画の話があれば､現在地元で検討中であることを話している｡

●義務街区の副理事長である守谷委員からお話頂きたい｡

(守谷) ●現在､企業提案の中で1位2位を選出した｡決定はまだである｡

(大久保)●そこまでの経緯について数えてほしい｡

(丸山) ●共同化義務街区開発推進協議会を発足し､企業の方に提案をお願い

した｡

(大久保)●具体的に提案をチェックするのはどこになるのか｡

(丸山) ′7条 3項の事務局になるのか｡

(大久保)●企業から具体的に進出の話がある場合の受け口､出そうな場合の相

談窓口となるものが必要になってくる｡

(徳江) ●中川では､生活対策協会がそういう役割をしている｡

●TCではそういう母体となる団体が必要だということで昔から検討

してきたが､反対が多くて結局実現しなかった経緯がある0

●互助会や生対協が発展した組織が必要だ.

(中村) ●協議会はルールの内容だけでなく､TC全体の機能配置まで考える

ような組織にまでなると良い｡

●窓口は港北都市開発センターで良いのではないかO但し､市も含め

た団休になれば､色々な補助金なども関係桟関との調整は必要であ

るが､導入の可能性はあるかもしれない｡

(丸山) ●センター会社には､現在建築職がいないため､現段階ではルールの

運営の事務局として対応出来ない｡

(守谷) ●MMは敷地のロットが大きくMMそのままのルールではTCの中で

は対応出来ないのではないか｡

(中村) ●MMでは地権者企業が出資している協議会がルールの運営を行って

いる｡MMのルールは細目までは規定していない｡

(守谷) ●看板の規制もTCではロットが小さいため目立つ看板を出さないと

建物が分からなくなり､テナントも誘致出来ない｡

(管) ●看板のルールの主旨は､シンボル広場やシンボル道路といったTC



の中心区間のシンボル性を出すことを主としているDこの部分だけ

は少し厳しくなるが､その他地区は緩いものになっている0

●それぞれの主旨を理解頂きたい｡

(守谷) ●商業床であればいいが､業務が入る場合抽看板は必要になってくる｡

(管) ●視察の例では､新横浜でも柚看板の出ている通りとそうでない通り

がある｡出していない通りはビルの入口にまとめた看板を出したり

低い位置に出している｡通りを歩いていても､上の方の看板までは

余り見ないのではないか｡

(大久保)●看板のルールは必要だと思う｡何でもかんでも目立てば良いという

ものではない｡
(守谷) ●立ち看板の高さも10mに規定しているが､市の看板の基準では20m

位まで高くしていいはずだOそれくらいないと目立たないO

(大久保)●ガソリンスタンドの看板は通常13mある｡中川では10mに押さえて

いるのに13mのものを立てられて問題になっている｡

(小山) ●エリアのなかでも幹線道路沿いでは緩くしないと車から見えない｡

●幹線道路沿いは分けた方が良いのではないか｡

(徳江) ●看板の議論も両方の意見があり､折り合いの付けどころが難しい0

●両極端にすると､靖国通りのように閑散としたり､香港のように姥

然としたりする｡

(守谷) ●空間を提供して唯一お金が貰えるのにもったいない｡

(管) ●TCの広告は自社 ･テナント広告に限っており､商業的看板は出さ

ないようにしている｡

(守谷) ●桜木町駅前のぴおシティの屋上看板は年間千二百万円の収入になっ

ているらしい｡

(栗原) ●7条2項の緩和で対応出来るのではないか｡

(徳江) ●そういう特別な収入は共有の利益とすべきか｡

(小山) ●街全体のためになる広告なら特別に扱うことも考えられる｡

(守谷) ●看板設置の話が来たときに､みすみす逃してしまうのはもったいな

い｡
(小山) ●収入の魅力はあるが､この街は看板広告はだめだと分かっていれば

初めから話は来ない｡

●ビルの中に何が入っているのか分からないような場合は､抽看板で

標示しても良いと思う｡

●敷地の位置や立地条件が恵まれていることで､他の地権者と違う場

合には､その人のみに恩恵があるというのはルール上おかしい｡
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(徳江) ●そのようにして得られた利益は､協議会の運営費等共通の利益にし

た方がいいのではないか｡

●菅さんにその辺をもう少し研究して頂きたい｡
(丸山) ●協定書の表現については､事務局でもう一度検討することにします｡

●あと2･3回部会を開いて､協定案をまとめたい｡

(徳江) ●年内は12月になると中旬以降は避けてはしい｡今スケジュールを決

めたい｡

(丸山) ●次回は11月12日午前10時より､その次は12月 8日午後 1時30分より

とします｡

(徳江) ●長時間の議論ありがとうございました｡



■港北NTタウンセンタ~開発推進協議会 第12回開発ルール部会

日時 :92.ll.12(木) 10:00-12:00

於 :港北都市開発センター

(出席)徳江 義治部会長 西川 横浜市港北NT建設部 事業管理課次長

金子三千男委員 中村 横浜市港北NT建設部 事業調整課課長

守谷寿三男委員 石毛 住都公団港北開発局 事業計画二課課長

大久保信正委員 野渡 港北都市開発センター計画部部長

小山 正委員 丸山 ′′ 計画部次長

平野 泰二委員 高橋 ′′ 計画部計画係長

内野 義宣委員

(欠席)栗原 貞夫委員

栗原 靖 委員

高橋 良碓委員

中山礼二郎委員

皆川 成夫委員

1.開会 :港北都市開発センター 丸山次長

●第12回のルール部会を開会いたいます｡

2.あいさつ :徳江部会長

●今回は､協定案の復習的な意味を強めて､より突っ込んだ議論を頂きたい｡

●また､積み残しの部分についても､事務局から説明してもらいたい｡

●逐条的に議論いただき､ルール部会も次回でまとめ案を創りたい｡

3.協定案について :山手総合計画研究所､菅

●十分御発言頂けなかったかたはこの場でお願いします｡

4.討議

(徳江) ●意見､質問を自由に出してください｡

(丸山) ●前回､指摘のありました表現については､かなり柔らかな表現に変

更させてもらっています｡

(小山) ●看板についてはエリアに分けているが､界隈毎に､制限をする､し

ないということも考えられるのか｡

(管) ●これからは､界隈毎の関係者の機運が高まれば､独自のルールづく

りを行っていきたい｡

(大久保)●第8条 1項の ｢あらかじめ｣は､76条申請等の前の一番最初にくる

という意味か｡

(丸山) ●計画をされる方は､事前確認ということで､最初にお話いただくこ

とになる｡

(金子) ●ここを通さないで直接建築に出しにいった場合､建築側で対応して

くれるのか｡

(管) ●市内の他の地区でも､地元の確認が条件のひとつとなっている｡

(大久保)●看板については建築確認は必要ないが､どのように担保しようと考

えているのか｡確認申請の段階ではテナントが決まっていない場合

もあって､看板の話が必ずあるとは関らない｡

(丸山) ●看板の規制については緑政局の屋外広告物の係とリンクさせること

も考えられる｡

(大久保)●その辺を決めておかないと､ルールを作っても担保出来ない｡

(守谷) ●自分の首を締めるような規制はしないほうが身のためではないか｡

(徳江).●今のところ､看板のチェックは緑政局だけか｡

(西川) ●道路上にはみ出すものについては､管理上問題があるため､道路管

理者に申請が必要になるため､そこでチェック出来る｡

(大久保)●現行規制にかからない小さい看板はどうするのか｡

(管) ●藤沢市では景観条例があり､建築計画書の中に看板についての欄が

あり､そこに書いていっしょに申請している｡

(大久保)●しかし､後から出てくる看板については､チェック出来ないのでは

ないか｡

(管) ●抽看板などは事前に位置が決められるものではないかO

(金子) ●最近は独立看板が増えているため､後から出てくるものも多いと考

えられる｡

(徳江) ●建築で､協議会の確認がないと受け付けないような対応が出来るの

か｡

(市､嶋田)●市内では､街づくり協議地区として､建築協定､地区計画締結に至

らない地区を事前協議対象地区にしており､建築計画の相談の際に

ルールの内容などを事前に説明できる体制になっている｡

(石毛) ●NT内に対象地区はあるのか｡

(市､嶋田)●NTは76申請があるので､その段階でチェック出来るため､特に也

区に定めていない｡

(石毛) ●76申請の前にやるのはいいが､申請が無くなった時点で､対応の方

法が問われる｡
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(徳江) .建築協定の場合は地元に来ないで＼直接建築に行っている｡

(管) .内の事務所で建築設計をする場合にも､事前にその土地に関する制

限や規制の確認に役所に行く｡協定などがある場合にはその場で知

らせてもらえる｡

●その地区にルールがあれば､良心的な事務所であればそれに沿った

計画を行っている｡

(金子) ●文字にするとうるさいが､この内容ではそれほど厳しいとは思わな

い｡

(徳江) ●大久保さんの心配も良く分かる｡

(金子) ●建築家､ゼネコン､デベロッパーの良心に依っている｡この場で細

かく議論しても､始まらない｡

(徳江) ●悪いデベロッパーは､協定通りに建てた場合と協定潜りをした場合

にこれだけのもうけがあります､という説得をしてくる｡

●別表 1の営業用倉庫も､申請時は自家用として申請して､後で人に

貸したりする方法もまかり通っている｡

(大久保)●事務局に人の余裕がないと大変だ｡中川でさえ､あの広さで問題が

山積している｡

(守谷) ●配送センターのようなものも､自家用倉庫として申請すれば出来て

しまう｡

(金子) ●新横浜でも､裏手のほうには引っ越しセンターやそのコンテナ置堤

などに使用しているが､目抜き通りにはない｡

(徳江) ●しかし､経済性から考えると､倉庫のようなものは建設坪単価が安

くて事業的には楽だろう｡

(守谷) ●実際に自分が､そのような状況になった時に､首が締まらないよう

しておいた方が良いと思いますが｡

(金子) ●タウンセンターで倉庫をやるのは､伊勢佐木モールの真ん中で倉庫

をやるようなものだ｡だれもそのようなことはしないだろうo

(徳江) ●業務上必要なものは､仕方がないだろう｡

(金子) ●今のままの､営業用倉庫だめ､でいいのではないか｡

(小山) ●配送センターでも､建物の中に入るのは良いのではないか｡

(金子) ●スーパーや百貨店であれば､名の通っているところは､敢えてルー

ルを侵してまで出店しないだろう｡

(大久保)●設備の隠蔽で､中川では屋上室外機などは周りを囲って目隠しして

いるが､この前キュービクルが消防法上目隠し出来ないと言われて

丸見えになってしまった例がある｡建築確認の時に隠せるように調

整出来ないのか｡

●柚看板で､レストランなどの小さな形の凝ったものも規制されてし

まうのか｡

(金子) ●大きい柚看板と小さい抽看板の扱いを変えたほうがよいか｡視察で

はどのような評価だったのかO

(徳江) ●多摩センターのメインストリートは､看板もなく正面に鳥居がない

だけで､靖国通りのような寂しい感じだった｡

(丸山) ●看板はある程度の秩序がないと､空間全体として安っぽい雰囲気に

なってしまうO

●最近は袖看板も､内界式やネオン管のものは減少している.外から

解らすライトアップ式のものが多くなっている.

(徳江) ●賑やかしいのがいいからといって､香港のような道路上も広告で溢

れているのは良くない｡

(小山) ●エリアの図を見ると厳しいのは一部の区域だけで､大部分はそれ荏

_ 厳しいものではないようだ｡

(金子) ●この中心部分こそ看板が大事になるのではないか｡車利用者のこと

を考えると､大きい判りやすい看板が出ていた方が良い｡

(小山) ●エリア1は歩行者専用空間で､駅前広場も含むが車には余り関係の

ないエリアではないか｡

(石毛) ●エリ71の対象は葦ではなく､歩行者である｡

(金子) ●確かに､厳しいのはシンボル広場周りだけで､街区の裏側は厳しく

ない｡横の通りに看板を出せば問題はないか｡

(徳江) ●3階までの高さに押さえているのを5階くらいにして目立つように

なるのか｡

(金子) ●新境浜でも､一部のビルは小さくしている｡シンボル広場周りで見

て､駅舎から出たときに余り大きい看板は必要ないか｡

●看板をあまり付けないようにしている主旨をハツキリしてほしい｡

(丸山) ●やはり空間的に稚然として､大体においてかっこ悪くなってしまう

ため､制限している｡

(大久保)●銀行のCDコーナーなど､看板が無いと何処にあるか分かりづらい

というものもある｡

●○○興行や○○事務所などは必要ないだろう｡

(金子) ●醜くないものであれば､規制する必要はないのではないか.

(大久保)●中川は1つの抽看板の高さは2mにしているが､テナントが多いと

標示が細分化してしまう｡
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(小山) .ビルの名称が分かればいいのではないか｡

(守谷) ●目立たない小さなビルは､目立つ看板を付けないと分からない｡

(徳江) .柚看板は小さくて効用があるのか｡

(金子) .やはり建物の高さでフロア構成が分かるものでないと､判りやすい

とは言えない｡小さいものは殆ど見えないと考えて良い｡

(丸山) ●事務局のほうでもう一度､これまでの議論を元に研究してみます0

(守谷) ●私のビルでは柚看板の取り合いになっている｡オーナー側で造って

テナントに貸す場合は､テナントもお金を渋り気味になるO

(徳江) ●看板に的を絞ってもう一度議論をしましょう｡

(金子) ●大久保さんの中川での経験をお話いただいて､タウンセンターの参

考にしましょう｡

(大久保)●暫定利用についても､中川の住情報センターの区画で､住宅メーカ

ーからモデル住宅をやらせて欲しいと言ってきているが､当初の計

画と異なっており､いつまでの暫定かはっきりしないため､許可を

渋っている｡

●事務局で十分チェック出来るよう､仕組みを考えて欲しいa

(金子) ●暫定利用は､資材置場やコンテナ置場等に利用すると未成年者がシ

ンナーを吸っていたり､周辺住民には嫌がられている｡

(守谷) ●別表 1の風営法関連営業の1･2･5号はどのような用途か.理知

出来ないのか｡

(丸山) ●1･2･5号は風営法で､福富町など特定の区域のみの立地となっ

ている｡1号は個室浴場等､2号はストリップ劇場やのぞき小屋等

5号は個室マッサージ等である｡

(守谷) ●街の脹わいのためにはあってもいいと思うが｡通り毎に決めて､立

地出来る通りがあっても良いのでは｡

(石毛) ●8条2項で､事前届出についての規定はあるが､建設後のチェック

の項目を入れた方が良いと思う｡

(大久保)●項目にするなら､それをバックアップする方法も検討しておく必要

がある｡

(平野) ●新横浜では奈良建設がセットバックしておらず､周りが立ち上がっ

たら､目立ってしまっている｡

(丸山) ●あの建物は協議地区にする前の建設なので､しょうがないo

(大久保)●区の絵合庁舎や歴史博物館も建設が進みつつあるが､この協定の内

容に沿ったものになっているのか｡

●大熊の駅舎も､元々のあの当たりの街づくりがハイテクイメージで

あったはずなのに､ ドイツ学園があるから欧風なクラシックな街と

解釈して､あのようなでデザインになってしまっている｡中川の街

づくりのイメージとバッティングしてしまった｡NT全域的な街づ

くりのイメージの調整が必要なのではないか｡

(徳江) ●市はきちんと対応しているのか｡区庁舎の図面は一度も見たことが

ないが､大丈夫なのか｡

(中村) ●区庁舎は区の新設の時期に合わせるため急いでおり､基礎工事の方

から先行的に進めているo建物のデザインについては､まだ固まっ

ていない｡

●協定の素案の段階から､担当部局や設計者と調整は行っている｡

(徳江) ●宿発な御議論､ありがとうございました｡



d港北NTタウンセンター開発推進協議会 第13回開発ル-ル部会
日時 :92.12.08(火) 13:30-16二00

於 :港北都市開発センター

(出席)徳江 義治部会長 西川 横浜市港北NT建設部 事業管理課次長

内野 義宣委員 中村 横浜市港北NT建設部 事業調整課課長

大久保信正委員 石毛 住都公団港北開発局 事業計画二課課長

栗原 靖 委員 丸山 港北都市開発センター計画部次長

小山 正委員 高橋 ′′ 計画部計画係長

中山礼二郎委員

平野 泰二委員

皆川 成夫委員

守谷寿三男委員

(欠席)金子三千男委員

栗原 貞夫委員

高橋 良雄委員

1.開会 :港北都市開発センター 丸山次長

2.あいさつ :徳江部会長

3.協定案､看板 ･広告物の細目について :山手総合計画研究所､菅

4.討議

(徳江) ●内容の把握のためもう少し検討の時間を頂きたい｡

(守谷) ●壁面後退について新たな説明がなかった｡

●パリのルーブルの建物は1･2階部分の壁面後退を回廊のように創

っている｡ (写真を指して)

(管) ●シンボル広場廻りの壁面後退はそのような形態を考えている｡

●パリなども広い空間があり､それを廻りの建物がシンボリックに演

出している｡ルーブルにも看板はなかったはずだ｡

●TCの目玉も､他の都市にはない広大なシンボル広場にある｡その

空間を生かすためにも､シンボル広場くらいは看板のない世界に誇

れる場所としてはどうか｡

(守谷) ●TCをパリの街のイメージで考えておられるようだが､港北の原っ

ぱで､そのような街づくりをして集客できるのか｡

●日本的な雑多さも必要ではないか｡

(内野) ●街づくり協定にも､幹となる内容と枝葉となる内容がある｡幹の那

分は壁面後退や用途等の話になる｡

●今の議論である看板等の話は､枝葉に当たるのではないか｡

●協定の枝葉の内容については大局を決めておいて､細目は街づくり

が進んだ段階で協議会等で検討していくほうが良いのではないか｡

●あまり細目にこだわると､幹の部分が決められなくなる｡

(小山) ●決めるなら決めるで今決めておいたほうが良いのではないか｡後で

ルールに合わないから取れと言うのは難しい｡

(丸山) ●細目の代替案Bはかなり緩いと思うのだが｡

(守谷) ●屋上看板の13mというのも､屋上に乗せるとかなり小さいものだ｡

●広告収入の一部徴収についても割合を決めておいてもらわないと検

討出来ない｡

(内野) ●広告収入の話はアイデアとしては良いが､論理的に疑問があるO

(守谷) ●広告を乗せると地震等で建物が痛むため､徴収率によっては採算が

合わなくなる｡

(中山) ●風が強い場合も建物にかなりの負担がかかる｡

(管) ●屋上広告の高さは､新横浜や多摩センター等の写真で見ても､高い

ものでも建物の階高の2倍程度なので7m位までが一般的だ｡

(平野) ●資料で馬車道では看板などのルールが守られなくなってしまってい

ると書いてあるが､どのように運営しているのか｡

(守谷) ●会社毎にClで看板の色が決まっているが､看板の色を規制すると

出店の予定のある会社も出てこなくなるのではないか｡

(管) ●企業の看板の色はいろいろなところで規制している例はある｡

●江ノ島でもマクドナル ドの看板の色を規制しているが､それでも工

夫して看板を出している｡看板の色を規制したから企業が出てこな

いということはない｡

●やはりルールの運用が大切になってくる｡

(小山) ●ビルの経営者の立場では広告収入もあったほうがいいが､TCの街

づくりイメージとして､他の街と一緒でいいか､他と違わせるのか

で違うO

(徳江) ･あまり看板がないと､多摩センターのように活気のない場所になっ

てしまう恐れもあるOどのあたりで折り合いをつけるか耗しい｡

(中山) ●ルールを細かく沢山つくるのもいいが､なかなか進展しない｡

●初めの15年間はゆるくしておいて､ある程度立ち上がったら､それ
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ぞれの界隈毎に街のイメージに合わせた詳細なルールをつくる方が

いいのではないか｡

(守谷) ●TCは関内と山下町を合わせたくらいの規模だろう｡その中で 1つ

のルールというのは無理があるO

(管) ●南北の長さでいうと同程度だが､面積的にはかなり小さい｡MMと

比べても小さい｡

(中山 ) ●あちこちでやっている再開発の場合は､広告物についても関係者が

一体となって対応出来るが､TCの様々な新規開発の場合は､そう

いう訳にもいかない｡

(守谷) ●始めから皆の首を絞めるようなルールは止めておいたはうがいいo

(丸山) ●資料Plの取扱代替案Bは今までの議論の趣旨に合っていると思う

がどうでしょうか｡

(管) ●内野さんの言われる枝葉を落とした案が代替案Bである｡

(守谷) ●目安程度を示すに止めておいた方がいい｡

(西川) ●代替案Bは比較的緩い内容になっている｡細かい規定についてはガ

イ ドライン等で適宜誘導すれば良いのではないか｡

(石毛) ●先日見学した多摩センターは良い面悪い面があったが､今回の提秦

ではエリア毎にメリハリを付けようとする考え方である｡

●TCの中でも大切な場所､顔となる場所 (シンボル広場､駅前広場

くらいは大事にして､他の場所は緩くてもいいという案である｡

●TC全体がパリのようでも困るが､今言った3段階くらいで考えて

はどうか｡

(中村) ●初期の段階では､核的施設はかっちり造られても､他の一般街区で

は､当面は仮設的な建設を中心に街づくりが進むのではないかと考

えている｡

●細かいルールは､施設の建ち上がり等の状況に応じて､後で考えて

もいいと思う｡

(大久保)●基本的にはOKだO細かい話だが､公団の基盤整備と合わせて､通

りの名前､案内看板､通りの特徴づけを図っていけば､広告が無く

とも人は呼べるのではないか｡何か検討しているのか｡

(中村) ●今の段階では､TCデザインの確固たる方針がない｡

(大久保)●歴史博物館の計画も施設の建設と同時に看板が出てくると思うが､

その場合のやり方が実際の手本となっていくので､十分に検討して
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欲しい｡

●基盤整備､施設整備､サイン計画が一緒に進んでいないと難しいD

(石毛) ●今検討している段階で､今後また協議会にも諮って生きたいと考え

ている｡

(徳江) ●看板はとこに作っても収入はあるのか｡

(守谷) ●やはり目立つ場所だけだ｡どこでもいいという訳ではない｡

(中山) ●抽看板はテナントが出すもので､収入になるのは屋上広告だけだ｡

(徳江) ●通り毎にその方針が決められるといいのだが｡

(大久保)●最初にある程度の方向性を決めておく必要がある｡

(中村) ●看板が全て苦いとは考えていないO

(守谷) ●オフィス街はギラギラさせる必要はないが､飲食街は華やかさが必

要だ｡

(中村) ●TC内でも看板がギラギラするのが似合いそうな街区がある｡

(大久保)●ライトアップ方式は安っぽくならないか｡ネオンの方が良いのでは0

(丸山) ●今はライトアップ方式が主流になっているが､アンコウのチョウチ

ン照明はやめたい｡

(大久保)●中川でもライトアップでやろうという話はあったが､ルールにはい

たっていない｡

(丸山) ●文章でカチッとやるのではなく参考例等を示して､それに合わせて

街づくりを進めてはどうか｡

(守谷) ●設備の隠蔽は大事なことだが､どの程度までやるかで韓難さが増すO

●無理な内容で､資金的に負担が増えるのは困る｡

(大久保)●防火水槽やクーリングタワーはルーバーで簡単に隠せる｡しかし､

キュービクルは消防法でなかなか隠せないO

(小山) ●通りから見えなくても､電車からは見えるでは困る｡

(内野) ●協定の運用の段階で指導していくことが可能だと思う｡

●枝葉の部分は皆さんに示すが､細かい部分は指導の段階で啓蒙でき

るので､そこに期待したい｡

(守谷) ●江ノ島のマクドナル ドの規制は風致地区だからではないか｡

(管) ●風致地区と看板や色は関係ない｡別のルールを定めてやっている｡

(徳江) ●本文はこの内容でいいのではないか｡

(丸山) ●本文は柔らかな表現になっていて､看板の細目は別表という形でま

とめてきたが､その扱いも今回検討して頂きたい｡

(守谷) ●TCは明るく脹わいのある街として看板広告は必要｡

●看板を出す方も､新横浜のラブホテル街のようなケパケバしい看板
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の出し方はしないものだ｡

●その辺は広告を出すほうに任せられるのではないか｡

(徳江) ･代替案A秦の別表を少し手直しして､協定に盛り込んではどうか｡

●守谷さんもケパケバしい看板は反対とのことなので､ある程度のル

ールは協定に盛り込んで置いた方が良いのではないか｡

(管) ●共通項目の内容についてまとめたいO

●aはシンボル広場､駅前広場､シンボル道路とエリアを限定しては

どうかO

●bは外し｡C､d､eはこのままでOKかO

(徳江) ●代替案Bの別表の所に今の内容を入れて､本文を別表の内容に合わ

せて若干修正することでどうか｡

(守谷) ●そこまで許されるなら高さは15mまで､面積は最低 500nfはルール

の中に盛り込んで欲しい｡

(大久保)●デザインの質の高い看板という考え方は大切である｡

●中川では頑張って質の高い建物の計画に努めているが､テナントの

1つがペンキ書きのベニア板にアングルをっけて壁に勝手に取り付

けてしまった｡誰の許可も得ていない｡

●パン屋はパンの形をした小さな看板があれば簡単にわかる｡そうい

う看板を積極的に創るようにしたい｡

(守谷) ●前､提案した建物毎の住居表示のサインについて協定の中に盛り近

んでもらえないかo

●ヨーロッパでは建物の壁に通りの名前や番地を表示してあって､始

めての土地でも非常に分かり易かった｡

(徳江) ●アメリカ等は建物の番号が入口に統一されて入っている｡

●日本は建物の名前の表示など､ばらばらでまとまりがない｡

(守谷) ●関内に2･3か所､藤沢にも1か所ある｡

(中村) ●現行の住居表示の看板はいまいちなので､TCは質の高いものにし

たい｡

(中山) ●番号の飛びはないのか｡

(管) ●欧米は街路式であり､道路の左右で偶数 ･奇数に分けられている｡

●日本の場合は街区式のため通りの左右で町名が変わったりしてイメ

ージ通りにはならない.

●住居表示等については別途サイン計画の検討で対応したい0

(守谷) ●意匠と大きさと高さを揃えなければ意味がないので十分留意して揺

しい｡

(丸山) ●本文は承認頂くとして､看板については代替案Bを主体として別義

を加えるという考え方で良いか｡

●看板の細目はガイドラインとして参考例をまとめたい｡

(徳江) ●細Ejはガイドラインではなく､指針として示して欲しいoそれに向

かって努力しようではないですか｡

(丸山) ●現在､ビデオを作成中で､来年2月を目処に作業を進めている｡

●合同部会でビデオを見て頂きたい｡

(徳江) ●今回の変更をその前に確認してもらわなくてはいけないのでそうい

う場が必要だ｡

(丸山) ●修正した資料を委員の方にお送りしてチェックして頂､次回合同部

会の開催日当日､事前にお集まり頂くことでいきたい｡

●今回の議論を元に最終案をまとめたい｡

●部会長が言われたように看板の細目は指針としてまとめたい｡

●次回は来年2月5日､8日を合同部会として予定したい｡
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タ ウ ン セ ン タ ー 開 発 推 進 協 議 会

合 同 書信 会 次 第

と き 平成 5年 2月 8日 14時 ～

ところ 港北都市開発セ ンタ-1階会 議室

1 開会 の挨拶 徳 江 部 会長

2 議 事
し

日) 開発 ルー ル部会 ､事業化促進部会 の開催経過等 につ いて

(2) 今後 の進 め方

(3) ｢街 づ くり協定｣ につ いて

｢

ノ 華麗 叫 ,_/;* TL㌧-､

田 丸 部会長

(4) その他 報告 等

●市 か らの連絡事項

●公 団 か らの連絡事項

● 日程 調整

3 閉会 の挨拶



<善巧会 開 催 経 過 幸琵告 ≫

開 発 - - ル 部 会 の 活 動 の 現 況

タウンセンターの街づくりの基本的な考え方に基づいて､具体的に街づ

くりを進めていくためには､一定の/レールを設ける必要があります｡

このような考え方を受け､一昨年来､延べ 13回にわたり､魅力的な街

っくりめざして開発ルールについての検討を行ってきましたが､比較的､

理解が得られやすい街づくりのルール項目､基準について ｢街づくり協朝 '-隻)㌔

というかたちにしてまとめ､これを開発ルール部会の戒巣の一部として提

示し､事業化促進部会との調整､すりあわせをはかる段階にいたり まし

た｡

∃吉葉 イヒ促 進 善巧会 の 活 動 の 現 況

タウンセ ンターの具体的街づ くりの方策について一昨年来､延べ8回に

ゎたり､タウンセンターの土地利用のゾーニングや構或イメージ､開発拠

点地区の設定などの検討を行いました｡

また､具体的ビル ドアップの参考とするため､センター第2地区東側エ

I)7をモデルとして各敷地の前提条件と集積接能について検討 しましたO

さらに､センター第 1地区においてもモデル街区を2箇所設定 し､具体

的たちあげを目指 し､顎在､検討を進めています｡

タ ウ ン セ ン タ ー 開 発 推 i珪 †宗 議 会

(部 会 ) 開 催 # _締

第1回タウンセ ンタ

第 1回 (合同)平或3年9月3日

第2回 (合同)平成3年 10月29日

第 3回 (合同)平成3年12月6日

【開発ルール部会】 【事業化促進部会】

第 4回 平成 4年 1年 21日

第 5回 平成 4年2月7日

第 6回 平戎4年2月27日

第 7回 平成 4年3月10日

第 8匝】 平成4年 3月 24日

第 4回 平成 4年 1円21日

第 5回 平戒4年 2月27日

第 6回 平成 4年 3月24日

【合同視察会】

平或4年 4月24日 多産ニュータウン､所有合ケ丘､新横浜

第 9回 平成4年6月4日

第 10回 (合同)平或4年8月5日 第 7E](合同)平成 4年 8月5日

前 官了丁 重⊂コ
第 11回平戒4年 10月26日

第 12回平戒4年 11月 12日

第 13回平戒Jl年 12月8[] 第 8Fnj平成 4年 12月10E]

●第 14回 (合同)平枝5年2F18L-3 第9回平成 5年2月8El



タ ウ ン セ ン タ ー 開 発 推 i生 協 言養 会

当 面 の ス ケ ジ ュ ー ノレ (莱 )

●2月8日 (月)14時～合 同 部 会

★ 港北都市開発センター会議室

① 両部会の経過及び活動報告

② 街づ くり協定 (案)の説明

③ 今後のスケジュール等

2月19日 (金)14喝 ～ 協 言義 会

★ 港北都市開発センター会議室

① 両部会の経過及び活動報告

② 街づ くり協定 (案)の説明

③ ブロック連絡会の開催､スケジュール等

3月13日 (土)14時～､18時～ フ ー- ツ ク 連 第各 会

14日 (冒)14時～､18時～ ブ - ツ ク 連 絡 会

15日 (月) t ILt埠-プ - ツ ク 連 絡 会

★ いずれ も港北都市開発セ ンター会議室

① 両部会の経過及び活動報告

② 街づ くりビデオの紹介

③ 街づ くり協定案の説明

4月6E】(火)14時一 協 議 会

★ 削 ヒ都市開発センター会議室

① 街づ くり協定 (案)の意見集約

② 地権者総会の開催等について

⊥々 lうLthC:げ
4月｣右j耕 地 木往 昔 総 会

★ 隈㈱ __う拝し妄童 :-!/J/7れ -LT巨)

① 街づ くり協議会の活動輯告

② 街つ くり協定 (繋)の採択



ゥンセンタ-の街づ くりイメージとルールの必要性

l商業･業務の開発跳 lタウンセンターカ唱指す街づくり l街づくりルールの必要性 l読づくりルール

ウンセンター開発の前提

よこはま2惟紀プラン
浜の副都心にふさわしい

備

(自立型の都市をめざす)

北冊肝の開祖念

多様能複合に基づく広域

拠点の形成

生活･文化の情報発信拠

点の形成

高度の都心性と自然性を

備えたセンターの形成

個性豊かで自己主張を持

つセンターの形成

0関根略の考え方

●広域集客が可能な商業環境を活かす.

●菓務機能立地の可能性を拡げる｡

●街として広域的な個性を持たせるO

凸

0開発難上の課題

+広域的な集客構造の梼集がポイント

+共同化 ･協調化開発による一体的な街づく

りが必要

●個々の敷地 ･建物が魅力を充分発揮する､

個性のある衝の形成が重要

lマスタープランによる折の骨格

(D全休構成の基本方針

●第 1･2地区の個性化と相互の補完による

回遊分散性のある虻がりのある街づくり

●シンボル広場 ･都市軸 ･回遊軸による街の

構造の明確化｡

●特敏あるゾーンの複合による衝づくり

②交通計画

●横極的な車対応のための大量の駐車場整備

と変化にとんだ歩行者空間のiTJ造

③景観計画､景観指針の作成

●シンボル広場､シンボル道路といったシン

ボル空間の積極的創出

●公共 ･公益施設による景観形成の誘導

④造成計画

●高低差のある現況地形を活かした造成

(9新都市施設の計画

●情報系施設と高水準の新都市施設の整備

●商業 ･業務の開発戦略とマスター

プラン (基盤整備)に対応して､

街づくりの方針を以下のように定

めますO

①広域を対象としたセンターに相応

しい施設を誘致し､調和のある荷

並みを創るために､敷地 ･建物 の

茎旦比腰 韮丘主星=華99駕牽
づくりを進めます｡

②タウンセンターの開発理念を実現

するために必要な用途 ･桟能を集

積することによと｢頂高言首有事
創ります｡

③通り抜けのモールや中庭といった

人々が自由に利用できる半公共的

な空間と､高低差の行き来を助け

一首昇降装置を建物や敷地内に設け

るなと､漫 獲盗竪琴監 奥行き､
発見のある楽しい荷を創ります｡

④建物の高さや色彩なとの調和に留

意t::~ゥちシ妄ブラ=嘉鼓重体の
個性､ r通りJや ｢街区｣毎の個

冨悪賢監 妄語 謁 諾 課
す｡

⑤水 ･緑 ･光 ･モニュメントなとを

広場に備え､昼 ･夜､季節の変化

に応じた徳の賑わいを創造する様

々な演出を行い･常I職 属
してゆく衝づくりを行います｡

⑥広域的な拠点形成に対応出来るよ

う､利用し易く十分な堅棄湯1混
篇場を整備し､乗街着にとって利

便性の高い街づくりを進めます｡

街づくりの基本的な考え方

に基づいて､具体的に街づ

くりを進めていくために一

定のルールを設ける必要が

あります｡

この街づくりルールを骨格

として､街づくりに関わる

人々相互の創意工夫によっ

て､より良い衝づくりを進

めて行きます｡

ル1レの那

a).敷地蔑壕

②.共同化

(参. 1階の用途

(む.住宅

(9.用途鮒

(む.都市利便施設の付置

⑦.壁面後退

㊨.通り抜け通路

(9.広場､榊7トlトク､中庭

⑩.階段､エス'bレ-卜 等の設置

①.緑､水､彫刻

⑬.建物の意匠

⑬ 抑 高さ

⑭.街並みのスケール

⑬ー色彩

⑬_設備の隠蔽

⑳.看板 .広告 .日除けテント

⑳.夜間の賑わい

⑬.駐車場 -駐韓場の設置

⑳.藍手場の設え方

㊨.サービス用車両の処理

街づくり虹 ルの手法
●衝づくり協定

●街づくりルールの中心となる取り決め

で､具体的な7イデア集としてガイド

ラインも作成します○

●法的に担保するためには地区計画の辱
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街づくり協定

【街づくり協定の目的】

.街づくりの基本的な考え方に基づいて､具休的に街づくりを進めていくために､⊥定のルールを設ける必要

があります｡

｡この街つくりルールを骨格として､街づくりに関わる人々の創意工夫によって､より良い街づくりを進めて

行きます｡

【街づくり協定の内容】

○街づくり協定の趣旨

○建物等に関する項目

①.敷地

②.共同化

③.1階の用途

④.住宅

⑤.用途規制

⑥.都市利便施設の付置

G).壁面後退

⑧.通り抜け通路

⑨.広場 ･抑川トク･中庭

⑩.階段 ･エスカレータ一･等の設置

⑫.緑 ･水 ･彫刻

⑫.高さの最高限度

⑬.通り沿いの高さ

⑩,街並みのスケール

地区計画 ･鞠
【地区計画の目的】

●港北ニュータウンのタウンセンターに相応

しい土地利用や街並みの骨格等街づくり協

定の重要項目を法的に担保するもので､土

地利用の基本方針､公共施設等の整備方針

地区別の建物の整備方針を定めます｡

⑮.色彩

⑬.設備の隠蔽

⑰.看板 ･広告 ･日除けテント

⑬,夜間の賑わい

⑲.駐車場 ･駐輪場の設置

㊨.駐車場の設え方

㊨.サービス用車両の処理

●街づくり協定の内容を具体的

ガイ ドライン に補完する参考例や留意事項

を示した解説書ですO

【ガイドラインの目的】

●具体的に施設計画を行っていく場合の､街づくり協定

で定めた項目の考え方や背景の解説と､具体的な作り

方､アイデアや参考事例などを示し､街づくり協定を

実際の街づくりに反映させるためのものです｡

C, ⇒ 【ガイドラインの内容】

●街づくり協定の各項目に対応し､その内容をわかり易

く解説します｡

●例えば､色彩の項目であれば具体的な色を選ぶガイド

を示します｡

●看板 ･広告物であれば､その大きさや位置､色彩等の

基準以外の工夫の仕方の参考例を示します｡

●駐車場のしっらえ方であれば､星章場を計画する場合

の留意事項や事例を示します｡

礎す謂声含お 酌
により法的に担保することが考えられますO

【地区計画で定める項目】

①地区方針

●街づくりの基本方針を明示するもので､タウンセン

ターの街づくりの方向性を示します｡

②地区整備計画

●地区施設の配置及び規模､建築物等の取り決め等に

ついて担保する内容を定めますo
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はじめに

港北二ュ-タウン･タウンセンター地区は､人 ･自然 ･郡市空間･都市接能と

いった様々な要素が共鳴 ･融合化する､21世紀に向けた新しい都市の創造をめざ

しています｡

タウンセンター地区の街づくりは広域にわたる多様な挽能集積と長期に及ぶ開

発期間を有する性格を持つため､地権者や事業者など街づくりにかかわる総ての

人々が､魅力的な街づくりに向けて､基本的な街づくりの方向性や約束事を共有

し守っていくことが重要となります｡

この街づくり協定書は､今後都市基盤整備の進捗に合わせ街づくりが進んでい

くなかで､広域拠点として魅力ある街づくりを行うため､街づくりに参加する人

々の問で共有する基本的な街づくりの方向性とそれに基づいた街づくりの約束事

をまとめたものです｡

第 1条ll'f5づくり協定の趣旨
1.街づくり協定の目的

この街づくり協定書は､港北ニュータウン･タウンセンター地区において魅力

的な都市環境を形成していくために､タウンセンター建設にかかわる人々の創意

と工夫による街づくりを進めていく拠り所として､建築物等に関する基準やその

遷宮方法などを定め､協定として取り決めるものです｡

タウンセンターの街づくりは､この協定に基づいて､具体的に行なわれていき
■∃■ヒヨ
=9o

2.毎づくり協定の位置づけ
街づくり協定は､港北二ュ-タウン.タウンセンター地区全域にわたる街つく

りの基本的考え方 ･方針を示すものです｡

-今後は､多様な個性を育むタウンセンターづくりをめざし､小さなエリアや通

り毎などのまとまり (以下 r界隈Jという)毎に､それぞれの界隈毎の特徴を出

すことや､重要な項目について担保する方法を検討していくことが大切になって

いきます｡

第 2条El'寿づくりの基本方針
1.タウンセンターの開発理念

タウンセンター地区の開発理念は以下の4項呂が挙げられています｡

(1)多機能複合に基づく広域拠点の形成

(2)生活 ･文化の情報発信拠点の形成

(3)高度の都心性と自然性を備えたセンターの形成

(4)個性豊かで自己主張を持つセンターの形成

2.タウンセン9-の衛づくりの基本的な考え方
(1)広域を対象としたセンターにふさわしい施設を誘致し､調和のある街並みを

創るために､敷地 ･建物の共同化､協調化による一体的な街づくりを進めます｡

(2)タウンセンターの開発理念を実現するために必要な用途 ･機能を集積するこ

とにより､魅力ある街を創ります｡

(3)通り抜けのモールや広場 ･中庭といった､人々が自由に利用できる半公共的

な空間や､高低差の行き来を助ける昇降装置を建物や敷地内に設けるなど､多

様な回遊性､奥行き･発見のある楽しい街を創ります｡

(4)敷地内の半公共空間には水 ･緑 ･光 ･モニュメント等を備え､昼 ･夜､また

は季節の変化に応じた街の脹わいを創造する様々な演出を行い､常に情報を発 t

進してゆく街づくりを行います｡

(5)建物は､意匠 ･高さ･色彩等の調和に留意し､タウンセンター地区全播の個

性と共に､ ｢通り｣や ｢街区｣毎に統一感のある雰囲気を持った施設づくりを

行ない､それぞれの施設の個性が共鳴する街づくりを進めます｡

(6)広域的な拠点形成に対応できるよう､利用し易い十分な駐車場 ･駐輪場を整

備し､来街着にとって利便性の高い街づくりを進めます｡

第 3条El'寿づくり協定の取り決め
この街づくり協定は､平成〇年〇月〇日のタウンセンター地権者絵会で取決め

られたものです｡

第 4条匝 定の変更及び廃止
この協定を変更及び廃止する場合､第7条で定める街づくり協定運営委員会で

協議のうえ､前条の例にならってこれを行うt)のとします｡



第 5条
この協土

協定の区域
における街づくりの区域は､別図1に示す港北ニュータウン･タウン

センター地区の区域とします｡ (く,別図1)

第 6条博 物等に関する基準
(1)敷地 ･共同化

① 敷地 :

良好な市街地環境を確保するため､狭小な敷地 ･間口の小さな敷地に分割し

ないようにしましょうo

② 共同化 :

来街者の回遊性を創出する集客力のある施設立地を促進し､脹わいのある街

づくりを行うため､隣地宅地との共同化 ･協調化した施設計画を進めましょう｡

タウンセンターの核となる大規模施設の立地を促進するため､共同化を前提

とした共同化義務街区を別図2に示す位置に設定します｡ (=>別図2)

(2)用途

③ 1階の用途 :

通りの賑わいを形成するために､施設の1階には賑わい施設を立地させまし

ょう｡特に､歩行者系道路に面した施設の1階部分には､住宅 ･倉庫 ･駐車場

などの施設 (脹わいを生み出さない施設)は立地させないようにしましょう｡

暫定利用施設は､通りの脹わいを阻害しないような工夫をしましょう｡

④ 住居 :

周辺の施設集積への影響を低減するために､別図3に示すように住宅配置可

能地区を定めます｡ (ES別区13)

⑤ 用途 :

タウンセンターの魅力形成上好ましくない用途は規制します｡特に別表 1に

上げる風俗営業法による関連官業等は制限します｡ (⇒別表 1)

⑥ 都市利便施設の付置 :

来街着の利便性を高める都市利便施設 (与りシュ･コイ-､キオスク等都市生活を補完

する施設)を積極的に付置するよう努めましょう｡

(3)オープンスペースの確保

⑦ 壁面後退 :

建物の前面は街に関放し､人々が施設になじみやすいようにしましょう｡

シンボル広場に面した施設は1･2階部分を4m以上壁面後退させ､広場を

囲む回廊を創りましょう｡また幹線道路沿いは､建築物､工作物とも2m以上
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後退させ､十分な歩行者空間を確保するようにしましょう｡ (⇒別図4)

⑧ 通り抜け通路 :

敷地の中､建物の中に歩行者空間を引込み､来街着にとって多様な空間体験

や発見､亙遊佐のある脹わいを創り出しましょう｡

タウンセンター内の回遊性を形成するため､大規模敷地内には宅地内通路を

確保しましょう｡ (=>別図4)

⑨ 広場､かつトパーク､中庭 :

人が集まり､様々な藩動の出来るセミパブリック･スペース (半公共的空間)

として､広場や中庭､アトリウムを積極的に設けましょう｡公開空地の清掃 ･

管理についても十分に心掛けましょう｡

⑩ 階段､エスカレーター等の設置 :

タウンセンターは坂の街です｡高低差が苦にならない街づくりを行うため､

施設内の昇降施設を公開で利用できるように工夫しましょう｡特に､階段､歩

行者デッキ､歩行者専用道路橋などに隣接する施設においては､出来るだけこ

れらに接続して釆街着の利便性を高めるようにしましょう｡

⑪ 緑､水､彫刻 :

敷地内に設けられたオープンスペースには､緑､水､モニュメント等､賑わ

い､うるおいを創り出す装置を設けましょう｡

(4)建物形態

⑫ 意匠 :

建物の意匠は､界隈毎に統一感を持った街並みを創り出すように工夫しまし

ょう｡

⑩ 高さ:

スカイラインや通りの景観を整えるため､建物の通りに面する壁面の高さを

揃えるなど､通り毎､歩行者空間毎の工夫を行いましょう｡

⑭ 街並みのスケール :

施設の通りに面した部分は､人のスケールにあわせてデザインしましょう｡

⑮ 色彩 :

タウンセンターの色彩の統一感の創出と､各施設 ･通りの個性の演出に心掛

けましょう｡

遠景からの統一感のある街並みを創り出すため､建物の壁面の3階以上の部

分は F基調色Jを使用しましょうoまた､通り毎に､まとまりを持たせる r界

隈色Jの導入も検討しましょう. (ES別表2)
⑯ 設備の隠蔽 :

設備綴器等は通りや他の建物から見えにくいように修景しましょう｡



(5)付属物

⑰ 看板､広告､日除けテント:
デザインの質の高い看板､広告物､日除けテント等によって､街の個性､店

の個性を創り出しましょう｡

界隈の街並みの統一感を演出するため､看板 ･広告物は位置･大きさ･色彩

などを街並みに調和するよう心掛けましょう｡ (ES別表3)

⑱ 夜間の賑わい:

夜間も脹わいがあり､安全に楽しく歩けるよう､照明など夜間の街並みの演

出に心掛けましょう｡

(6)駐車場 ･駐輪場

⑩ 駐車場 .駐輪場の設置 :

来街着の利便性､円滑な道路利用を高めるために､駐車場 ･駐輪場の付置を

図りましょうO

駐車場を付置する場合､付置義務台数以上の整備に努めましょう0

大規模な施設計画を行う場合､用途に応じて駐輪場を付置しましょう｡

⑳ 駐車場のしっらえ方 :

駐車場の出入口は､歩行者の安全性､円滑な道路交通を損なわない位置とし､

わかり易く､利用し易い施設にしましょう｡

駐車場は駐車車両が丸見えにならないよう修景しましょう｡特に歩行者系道

路に面する場合には､通りの脹わいを損なわない計画としましょう｡

⑳ サービス用車両の処置 :

サービスヤ-ドは歩行者の安全性､円滑な道路利用を損なわないようにしま

しょう｡

大規模施設のサービスヤー ドは､駐車場との併設を考慮し､歩行者系道路に

面しては設けないようにしましょう

小規模宅地では､駐車場の計画に際して共同化等に努めましょう｡

来街者で賑わう時間帯は､サービス車両の出入りを行わないようにしましょ

う｡

第 7条｢協定の運営

1.街づくり協定運営委員会の設置
街づくり協定の取り決めにあたり､第5条に定める街づくり協定区域の地権者

等関係者の代表からなる街づくり協定運営委員会を設置します｡

街つくり協定運営委員会は､当分の問､タウンセンター開発推進協議会の専門

部会としますD ｢蒜惑こ二軍 蒜'-:義r Wr叫

2.街づくり協定運営委員会の役割 +Y'{t?rh断ち
(1)街づくり協定運営委員会は､この協定の遷宮を行うものとします｡

なお､遷宮の細目については､必要に応じ､別途街づくり協定遷宮委員会に

おいて定めるものとします｡

(2)街づくり協定遷宮委員会は､止むを得ない場合において､第6条の各項の

基準の適用緩和の捨置を行うことが出来るものとします｡

3.街づくり協定運営委員会の事務局
(1)街づくり協定運営委員会の事務を行うため､事務局を設置します｡

(2)事務局は(掬港北都市開発センター内に設置します｡

第 8条廃 築等の手続き及び届出

I.街づくり行為の届出
第5条に定める協定区域内で街づくり行為 (建築物の建設､広告物 ･工作物の

設置等)を行なうとする場合は､あらかじめその計画を第7条に定める街づくり

協定遷宮委員会に届け出て､その計画について運営委員会の承認を得なければな

らないものとします｡

2.暫定土地利用の届出
第5条に定める協定区域内の土地について､暫定的な土地利用 (仮設建築､青

空駐車場､資材置場等)を行う場合にも､この協定の内容に沿ったものとし､前

項の手続きを行うものとします｡



別 表 1･規制する用途

●風俗営業法で区分される関連官業のうち以下の用途は禁止しますo
⇒●3号官業･-ラブホテル等

+4号官業･･･7ダル トショップ等

(1号 ･2号 ･5号官業は風俗営業法によって､タウンセンターには出店

出来ません｡)

●用途地域上制限を受けない用途のうち､以下のものは設置しないようにしまし

ょう ｡

⇒●官業用倉庫

●自動車教習所､床面積の合計が15ETfを超える畜舎｡

.作業場の床面積の合計が50rrfをこえる工場で､危険性や環境を悪化

させるおそれの極めて少ない施設以外の施設｡

●火薬類､石油類､ガスなどの危険物の貯蔵､処理の施設｡

(ただし､貯蔵､処理の量が非常に少ない施設は除く｡)

｣-ガソリンスタンドは幹線道路沿いのみ立地可能とする｡

男TJ表 2 .色彩

●色彩における r基調色Jの考え方は以下の通りです｡

●基調色は3階以上の高さに使用する色で､遠景からの街の色を特徴

づけるものです｡

●タウンセンターは明るい街をイメージさせるため白に近い色 (明度

の高い色)を基調色として使用するものとします｡

●明度の基準は､マンセル色度表示による明度9以上とし､色相'2に

ついては特に定めないものとします｡

4ただし､地区毎､通り･街区毎 (界隈毎)にそれぞれの特徴を出す

ために､独自の約束事を設けることも考えられます｡

●r界隈色Jの考え方は以下の通りです｡

●界隈色は､通り･街区毎 (界隈毎)に基調色や､建物の2階以下の

壁面の部分の色彩について､それぞれに個性を演出するために､色

相の範囲や明るさなどを取り決めるものです｡

荏)●1明度 :色の明るさを表し､白を10として､大きく10段階で表示されます0

暮2色相 :色の色あいを表し､大きく赤､黄､緑､青､紫の5つの色相に分割さ

れ､さらに細分化して表示されます｡

芳り表 3,看板 ･広告物等設置基準

●看板 ･広告物に関する基本的な考え方は以下の通りです｡

a.看板の氾濫のない整った街並みを創るため､シンボル広場 ･シンボル道

路 ･駅前広場の周辺には､屋上広告 ･窓面広告 ･野立広告板等は設置し

ないようにしましょう｡

b.蛍光塗料､点滅サインは使用しないようにしましょう｡

C.赤 ･黄の面的使用は交通信号 ･緊急時の表示に優先使用するため､使わ

｡.+31品三三三去…た需 妄板 ･広告物の色彩感 を低く抑えましょう｡
(マンセル色度表示による各色の最高彩度の 1/3までに抑える｡)

e.建物の住所や名称を表示するサJlyi/句ま､通りや界隈毎にデザインを統一

するようにしましょう｡ Jr
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ゥンセンター街づ くり協定区域内における建築手続きの流れ

事業者

土地区画整理法
第76条届出

土地区画整理法 t建築確認申請
第76条許可 ≡(76条許可書を

街づくり協定に関する事前協議と承認 土地区画整理事業に関する許可申請

粘市

区建築課･建築審査課

注)開発許可､高さ緩和 (環境設計制度)､大規模店舗法の届出等を要する

施設計画は､確認申請の前にそれぞれ所定の手続きが必要になります｡
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■視点

街区の角地の建集物はE]立ちやす く､人々の記憶に残り

やTいため､建築物の形葱を工夫 して公共廷曇らしさを表

現する｡

街路の交差.古は人々の出合いの場であり､都市空間の節

員として印象的な空間整備をはかる｡

T字法

隅切りを行い､交差引こ対してファサードを向け正面性

をもたせることi:よりシンボル性､視認性を高めるo

時計台､物見塔などの設置により地域のランドマークと

,なる琶美物とする｡

コ~ナ一品分の七 y トバックにより街角::E場を設け､

うるおいのあるレストスづ-スを提供ITるC

■留意点

･立面図のみで検討せず､角地の形態を把握できる手法

(/ト ス等)で検言すするD

･植栽や彫刻を設置する｡

【コ8t浜市 ･Fa内ホール
ロ大臣市 .文辞Fg甚美FT怠
口香山巴皇:丘

ロ研究字td【1)田地
D京fB市中景正
[〕神戸市北牙

角地の活用75Lit辞=上段)上空偏51lT段)



-2裏張新都順境デザインマニュアル

テサイン
マ二二フル

:貢現テ'frインの計画信韮設計 (設計のこ.TDの字引)

ムー3 茎 葉 形 態 等

3淫栗城等の形態 SW -上の謡Lnを変る7=の.淫宗謁等の天王哲に記荘する｡

I.1吉尾PE-からC:)gi三 重迂宗詞の賃宇J=記の屋上亨は土語73､らの

言;芸に記還し/その話芸や崖f_三の1=こげ1､主

完､謹化等EE葉上の二天を行う｡

C3,ランドマーク ･ ランドマ-クあるいはシンボルと7;=る.J語注
シンボル

;三､そのデザインに記屋する｡

(例)葛J¥化､要訣のない注･Tru等

近:謁に部 池上E･旨やス刀イウニイiE正信なt'歩行考の

三E5矧 こ芯､張いと貨の表情を天王広するため.

シ≡ウウインドゥや芸等のPFTBD茄をii'1けるよ

う≡三屋する.

SJ･壬彩 ･材鞘

ヨ環5=ゲインの:T面積正設計 (設:Tの7=BDの字引)

4-3這棄形態等

こ6)注棄付l=監房

速亮-7,の外壁≡しくZ言これに代つる蓬の5_

影は.原則こして度量を置け周辺の謀叛と調

和L,7=落ち藩きのある色誌､又L=P.与るい5_記

とする｡

有賀7kj寸 TVアンテ丁､屋上慧及びその

13の逢妻付属設信に､その芳l宏や量影等に三

三蔓す る｡

17J敷地内の工作物 歩行者環境を演出する.3異だてとなるシ≡

ウケ-スやア-ケート等の敷地同工作詞Eg､

ヨ箆及び,L'=1通の乗法⊂三笥貢□するよう､そのデ

ザインに吉己屋する.

簡易シ=ルターや工事罵一版惑い､詩法の買

台等菜設工作i頂について=.)､その事荒馬闇に

7)､か73らず恩昌の景現と調和するよう配慮す

る｡

(8)ライトアップ 新都JClの夜間の涙出の一環として主要な冠

設をライトアップし.3.%いこ鷲つをモえるよ

う配慮する｡

(9)黙地内増設局地 持完､窪更物等が増設それる島地にt,%化

等を行い周巨の環最 ⊂況和するよう記屋する｡
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r敷地内に駐重場､サービスヤー ド､ 自己聖駐輪 (E)匡 lこ婚茄策 そ!生ける〉

鳩Iiとそ配置する場合には､以下の点 に恕立riる｡

①Si重1gや大規模11号王揺鳩がiE指やベデ等か らi遠

見7る場合ほ､周H]に櫓鼓笛を設ける｡

･だ崇をE]的 とす るため'A誠の低木 ･中米を主化

とするが､周辺を歩 く歩行者に も声己屈 して､花

井や積水を組み合せて､変化のあ る地政を行 う｡

･掘鼓群によ る完全な遮蔽では11く､あ る‡呈政見

iQLを砧併 し､見通 した先にも崇奴的なポイノ

トを設けるとよい｡

･地形によるレベル差を信用 した り､ マ ウン ドを

利用 して もよい｡

a)もi登場の発奴の問題点の 】つ は錨装面であ る｡

必ず しも周囲を格鼓でDi)わな くて もilt裳の工夫

と､広大ILも丘法面の広が りを仕切 る地点があ る

と､免税上の効果は大 きい｡

'商業施設や公共的な施設は､特 に都会 らしいに

書わい岳が必要であ り､駐立場等について も純

延を工夫 し､緑陰抄を配す る11と､ スペ ース自

任を工夫 して広場的な雰囲気にす る｡

●歩退ほや､建物か らの見えがか りに留慈 し､駁

聖堀内に も適喜高木を巳匿す る｡

(床面のJ夫 )

7ス フ ケル トに白は B右 タ イル
くLIJiJAP186にtiも を行 つ)

(小は.I 翁触Ei で歩1う毛冨rllと一休化)

⑳ m ~｢1⑳ 歯 r T

-O J -l a JJl

●道掩 IJ17-'沿いや､敷地内広場な どか ら目立つ (生垣で哲t.)

所に設備故買､その他県税上望ま しく11いもの

が蒜出す る場合 には､空瓶括託を行 う｡

● この他､退路 ･ペデ ･折地fiとか らプ ライバ シ

ーを確保す るため人の視蝶を さえ ぎる必要があ

る所にも重義植栽を行 う｡

4選蔽植鼓は以下の点 に懲悪をす る｡

①で きるだけ外周植栽地､駐立場の接見絶鼓地等 (ウインドー7rl'ックス･相戦帯)
ニCfL;ILL■

と一体化 した抱取得の中に設訳 し､常緑による

中高木で遮蔽す る｡

②対象物の周PZ]に高生垣等を･設 け､逆 に原取上の

お もしろさ､効果をね らう｡

●立位駐来場等につ いて は､廷禁物 としての7 T

サー ド処理に充分1監房す る他､ これを梢 うため､

以下のよ うに植栽 による任免を考原す る｡

①望面にツタ等をはわせ る｡

② ウィン トーIi-:I/クスによる祇故を行 う｡

③望面の嗣面に抱載帯を設 ける｡
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■港北NTタウンセンター開発推進協議会 合同部会
日時 :93.02.08(火) 14:00-16:30
於 :港北都市開発センタ- 1階会議室

ロルール部会
(出席)徳江 義治部会長

高橋 良珪委員

栗原 貞夫委員
中山礼二郎委員

大久保信正委員

I-- 小山 正委員
平野 泰二委員
守谷寿三男委員

(欠席)内野 義宣委員
金子三千男委員
栗原 靖 委員

皆川 成夫委員

ロ事業化促進部会

(出席)田丸 部会長

男全 富雄委員

飯田 恒姓委員

松津 秀定委員

米山 敏明委員

(欠席)関 義和委員

吉田 隆男委員

小島 喜治委員

関 敬一委員

西川 検浜市港北NT建設部 事業管理課次長

中村 ′′ 事業調整課課長

石毛 住宅 ･都市整備公団港北開発局 事業計画二課課長

野渡 港北都市開発センター計画部部長

丸山 ′′ 計画部次長

鈴木 ′′ 開発部開発課長

1.徳江部会長､開会のあいさつ

●今春には地下鉄が開通 し､センターにとって開発元年になるo

●按浜市､公団とも相談 しつつ､今後の街づ くりを進めていきたい｡

2.議事 (1) :丸山 ㈱港北都市開発センター計画部次長

●各部会の開催経過等について｡資料説明

●今後の進め方について｡資料説明

3.議事 (2)街づ くり協定について :管 (輔山手総合計画研究所

●資料 1の説明 - 一昨年からの開発ルール部会､事業化促進部会で

の検討をまとめたもの｡

●資料 2の説明 一 多人数､長期間に及ぶため､初期の街づくりの目

標を明確化するためのものである｡

●資料 3､資料 4の説明

3.補足説明 :丸山 ㈱港北都市開発センター計画部次長

(1)資料 2 第 7条について

●7条 1項の当分の問の専門部会は､開発ルール部会の委員を中心に

構成 したいと考えている｡

●横浜市､公団もこの中に入るO

(2)資料 3 建築手続きの流れについて

●手続きにおける事務局の役割は､定形的なものについては運営委員

会の委任を受けた形で事務局が承認という形にしたい｡

●運営委員会は､著 しいルール違反や､ルールの解釈に係わる場合に

開催するものとしたい｡

4.質疑

(高橋) ●昨今の景気後退の中で､テナント撤退や考え方の変化が起こってお

り状況として非常に厳 しいものがある｡新横浜でも床が埋まらない

ところも多く､倒産 してしまったものもある｡

●これまでルール部会で何度 も言ってきたが､住宅配置可能街区の見

直しをお願いしたい｡

_'1階から住宅というのはルールの通り良 くないと思うが､4階まで
は商業床として残りは住宅にすることは出来ないか｡

●これからどのような景気状況になっていくか分からない中で､高い

減歩率を払っておいて､更に厳 しい条件になるのはかなわない｡

(丸山) ●個別の内容については､協定の運用の中で対応 していくようにした

い｡

(高橋) ●運用の中で対応 して欲 しいと言っているのではなく､協定の策定前

であるので､今の段階で盛り込んで貰いたい｡

(管) ●計画人口の中で土地利用が考えられているので､それを変える訳に

はいかない｡

●換地の条件も土地利用を前提としているとして､申し出換地をして

いると聞いているが｡

(高橋) ●一世帯当たりの人口が減少 している状況を考えると､この配置計画

は再検討の余地があるのではないか｡

(石毛) ●計画人口の変更はニュータウンの計画を根底から変更 しなければ行

けない話である｡

(高橋) ●協定は地権者全員で取り決めるものであり､法的な役割を持つもの

である｡そのような決められ方をするもので､特定の地権者の土地

利用を大きく制限するのは良 くないのではないか｡

(田丸) ●タウンセンターは21世紀に向けた街づくりを考えたいO

●しかし､バブル後企業が及び腰になっているのは確かであるが､公

定歩合も引き下げられ､企業の意欲も高まってくるのではないか｡

●不景気だからマンションを造ってしまうのでは､新桂浜の二の舞で

3流の街になって しまう｡今の新横浜はバブルに押 し上げられてや

っと一流に近づいてきたといった所だ｡

1/2
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(管)

平成7年のタウンセンター完成に向けて換地を早急に進めても､固

定資産税を払えない地権者が多数出てくる｡

田丸部会長のご意見の趣旨は全くその通りである｡長期的視野で街

づくりを行っていくべきだ｡

●住宅配置可能地区の検討では､戸当たり人口を 3.3から3.0に変更
して検討している｡

(飯田) .先程の土地利用を減歩率を反映したという話は違っている｡
●また容積率の設定が従前のものと違っているようだが､どうなって

いるのか｡

(中村) .容積率は変更の手続きを行っていないので､従前の計画とは変わっ
ていない｡

(飯田) ●高橋さんの場合も､換地計画の際には住宅建設不可の話はなかった
のだから､協定で住宅が計画出来ないとはしないほうがよいのでは｡

(中村) ●タウンセンターは横浜市の業務核拠点の1つとなっている｡
●初期投資を抑える面でも､上に住宅を乗せてしまうと､居住権が生

じて､その後の計画に支障が出てくる｡

(田丸) ●一番の問題はテナントの誘致の問題だと思う｡その点では高橋さん
のご心配ももっともである｡

(飯田) ●7条 2項に緩和措置の項目があるので､住居の問題はそれで緩和す
るようにしたらどうか｡

(高橋) ●緩和措置での取扱の問題ではない｡

く田丸) ●今は住宅は2DK以上では人が入らないらしい｡しばらくして景気

が良くなれば､企業も金は出すから建物を建てさせろということに

なるかもしれない｡

●ルールの解釈の幅をあまり拡げると､何のためのルールかわからな
くなるO

●事業化部会の話になるが､今度の検討では成果即事業化というよう

な検討を行いたいと考えている｡ただ形だけの検討では駄目で､テ

ナントを呼び込んで実現出来るプランづくりを行いたい｡

(徳江) ●高橋氏のご心配､EE丸部会長のご意見を伺って､ルール部会長とし

てお話ししたい｡

●タウンセンター計画を始めた当初は Fすぼらしい街をつくろうJと

いうことで､地権者のみなさんと一緒にスタートした｡

●ルールがまとまってきた今､外を見ると吹雪であるが､だからとい

ってルールも吹雪に合わせることはないのではないか｡

●荏田の駅前でも建築協定を締結する際に､住居地域と一種住専の換

地の選択があり､一種住専の人から駅前なのに一種住専ではおかし

いからと用途地域の変更の要請があったが､換地の段階でその用途

を選ばれたのだからということで納得していただいた｡

(丸山) ●議論が進んでおりますが､協定は大きな柱として取り決めて､それ

ぞれ個別の問題は別途対応させて頂きたいD

(高橋) ●基本理念としては田丸部会長､徳江部会長と同感である｡

●しかし､実際問題として事業的に成り立たないのでは困る｡

5.その他報告等

(中村) ●多極分散型国土形成法に業務核都市制度というのがあり､横浜市ち

業務核都市の1つとして位置づけられている｡

●今回､横浜業務核都市構想が国により承認された｡

+MM21地区･横浜駅周辺等の都心部､新横浜の第二都心､副都心と

して鶴見 ･上大岡 ･戸塚 ･港北タウンセンターが業務施設集積地区に位置

づけられる｡

●タウ沖ンクーの中核施設としてビジネスコアを考えているが､事業主体

に3セクを置くと国の低利融資を受けられ､タウンセント の 1つの起爆

剤となる｡

●現在の事業予定として､3号線開業に合わせた駐輪場整備を予定し
ている｡

(大久保)●駐輪場もルールに合った様に計画してもらいたい｡中川の駐輪場は

いただけない｡

(石毛) ●共用開始の進め方O前面道路が完成後､建築着工希望者に供用開始

する｡その後は半年毎に希望者を募っていく予定である｡

▲1地区･2地区DTの初期供用開始エリア以外の供給処理施設の取

付け位置の希望伺いは3月中旬ころに行いたい｡

(高橋) ●今回の私の意見は､次回以降の際にも､このような意見があったと

報告してもらいたい｡毎Eil私が説明しなければならないのは困る｡

(丸山) ●長時間のご議論ありがとうございました｡

6.閉会のあいさつ :田丸部会長

●.*JL､にご議論いただいた｡

●時期も迫っているので､まとめる方向でご検討いただきたい
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第3回 開発推進協議会
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Ⅱ.部会開催経緯

Ⅱ.当面のスケジュール
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2.衝づくり協定 (秦)

3.手続きの流れ
4.ガイドライン事例

Ⅵ.諌事録

平 成 5-年 2 月 19日



第 3 EJ=_q タ ウ ン セ ン タ - 開 発 推 i窒

協 議 会 次 第

日 時 平成 5年 2月ユ9日午後 2時～

場 所 港北都市開発センタ-1階会議室

1 開 会

2 開 会 の 挨 拶 L 金 子 会長

3 議 一 事

(日 宇美化促進部会の開催経緯韓告について 田 丸 部会長

(2) 開発ルール部会の開催経緯報告について 徳 江 部会長

(3) 街づ くり協定 (塞)について

(質 疑 応 答)

(41 今後の進め方等について

4 報 告 等

5 閉 会 の 挨 拶 金 子 会長



タ ウ ン セ ニ/ タ - 開 発 推 進 1森 議 会

(部 会 ) 開 催 経 緯

≪善巧会 開 催 経 過 幸臣告 ≫

) 参 事匡化 促 進 部 会 の 活 動 の 現 況

タウンセンターの具体的街づ くりの方策について一昨年来､延べ 9臥 こ

ゎたり､タウンセンターの土地利用のゾーニ ングや構成イ メージ､開発拠

点地区の設定なとの検討を行いました｡

また､異体的 ビル ドアップの参考とするため､センター第 2地区東側エ

J)アをモデルとして各敷地の前提条件と集積積能について検討 しました｡

さらに､センター第 1地区においてもモデル街区を 2箇所設定 し､具体

的たちあげを目指 し､現在､検討を進めていますO

開 発 )レ - ノレ部 会 の 活 動 の 現 況

タウンセンターの街づ くりの基本的な考え方に基づいて､具体的に街づ

くりを進めていくためには､一定のルールを設ける必要がありますC

このような考え方を受け､一昨年来､延-14回にわたり､魅力的な街

づくりめざして開発ルールについての検討を行ってきましたが､比較的･

琴解が得られやすい街づくりのル-ル項臥 =基準について ｢街づ くり協定 ｣

というかたちにして まとめ､これを開発JL,-ル部会の成果の一部として提

示し､本協議会に､お諮りする設階にいたりましたo

第 1回タウンセ ンター開発推進協議会 (平成 3年 6月6日)

第 1回 (合同)平成 3年9月3日

第 2回 (合同)平或3年10月29日

第 3回 (合同)平成 3年12月6日

【開発ルール部会】 【事業化促進部会】

第 4回 平成 4年 1年 21日

C?第 5回 平成 4年 2月7日

第 6回 平成 4年 2月27日

争第 7回 平成4年 3月10日

第 8回 平成 4年 3月24日

第 4回 平成4年 1月21日

第 5回 平成 4年 2月27E]

第 6回 平成 4年 3月24日

【合同視察会】

平成 4年 4月24日 多摩ニュータウン､新百合ケ丘､新横浜

む第 9回 平成 4年 6月4日

第 10回 (合同)平成 4年 8月5日 第 7回 (合同)平成 4年 8月5日

第 2回タウンセ ンタ

r J～-1

_?第 11回平成 4年 10月26E] .,'}-レつL3

Jl第 12回平成 4年 11月12日

第 13回平成 4年 12月8E] 第 8回平成 4年 12月10日

第 14回 (合間)平成 5年 2月8E】 第9回 (合同)平成 5年 2月8日



ラ ポ ー ノレ シ ア タ ー 案 内 (地権者総会)

タ ウ ン - - ク ー 開 発 推 進 協 議 会

当 面 の ス ケ ジ エ ー ル (莱 )

●2月19日 (金) 14時～ 協 議 会
★ 港北都市開発センター会議室

① 両部会の経過及び活動報告

② 街つ くり協定 (莱)の説明

③ ブロック連絡会の開催､スケジュール等

3月13日 (土)14時一､18時～ ブ - ツ ク 連 絡 会

14日 (日) 14時一､18時～ブ - ツ ク 連 宗各 会

15EH 月) 18時～ ブ - ツ ク 連 幕各 会

★ いずれも港北都市開発センター会議室

★ 地権者毎の参加目については､別途連絡 します｡

① 両部会の経過及び活動報告

② 街づ くりビデオの紹介

③ 街づ くり協定案の説明

4月6日 (火) 14時～ 協 言義 会

★ 港北郡市開発セ ンター会議室

① 街づ くり協定 (案)の意見集約

② 地権者総会の開催等について

4月24日 (土) 10時～ 地 権 者 総 会

★ ラポールシアター (斯積浜 別図参興)

① 街つ くり協議会の活動報告

⑦ 街づ くり協定 (秦)の採択

■ 交 通 案 内

JR･市営地下鉄新横浜駅から徒歩約10分

※ マイカーでの御来場は､なるへ く御遠慮下さいo



ブ ロ ッ ク 連 絡 会 , 委 員 出 席 予 元≡ く奏 ) 一 覧 表
(敬称曜)

3 月 1 3 日 3 月 1 4 Eヨ 3 ノ弓 1 5 E∃

午 後 2 時 ～ 午 後 6 時 ～ 午 後 2 時 ～ 午 後 6 時 ～ 午 後 p6 時 ～

1ロ-/チ 氏 名 地権者数 プロ7ク 氏 名 地権者数 加7ク 氏 名 地権者数 プロ可 氏 名 地権者数 7'ロ.Jク 氏 名 地権者数

第1地区'lj.∴ 1 男全 富雄 7人 18 塩藍 圭一 8人 4√高橋 良雄 4人

2 男全 巌 10β19 皆川 亮一 18〟 9 市川 満男栗原 靖小島 喜治 49〝

3 草間 保定 12♪

5 大久保 久夫 14〟

6 皆川 成夫 5〟 10 EEl丸 政治 3〟

7 徳留 二郎 14〟 16 飯田 恒堆 16〟

8 栗原 勲 2〟 17 大久保 信正 lュ〟
ll 栗原 貞夫 5,

12 漆原 一郎 4′

13 餅田 重夫 12〟

14 皆川 健- 14〟
15 二島 建夫 13,

第2地区-?う2,〇I;;,･声 3 鈴木 幸男 21人 19 矢田 太一 9人 1 松津 秀定 3人 ll 岸 純一 14人

4 - 15〝24 内野 義宣閉 義和 7〟 2 小山 正 5〟14 屠場 国史 9〟6 平野 泰二 16〟 5 関 敬一 10〝15 宮下 進二 11〟

7 遠藤 琢也 15〝27 鈴木 孝輔 4〟 8 金子 宏正較島 清守谷 寿三男 39〝16 Jけ野 和雄 16〟

25 徳江 義治 12〟 17 嶋村 朝夫 17〟

26 青田 隆男 20〟 18 谷本 峯珪 18〟

9 金子 三千男 9〟

10 米山 敏明 1 3∬

12 中山 敏成 4〝

13 中山 礼二郎 8〝

20 岸 芳秋 7〟

21 黒坂 浜郎 8〟

22 高橋 辰男 5〟

23 金子 保 lo灯



ゥソセンターの街づくりイメージとルールの必要性

l商業･業務の開発鯛 lタウンセントが目指す街づくり l街づ(リルールの必要性

-1L

l街づくりルール

資料1

(B五里の都市をめざす)

北蜘軒の開発理念

多技能複合に基づく広域

転点の形成

皇后･文化の情報発信拠

点の形成

1帳の都心性と自然性を

眠たセンターの形成

抵豊かで自己主張を持

つセンターの形成

0閑珊略の考え方

･広域集客が可能な商業環境を活かす｡∵宣 て

●業務機能立地の可能性を拡げる｡ ･【 ～_-L
4第として広域的な個性を持たせる｡

凸
0開珊畦上の課題

●広域的な集客構造の構築がポイント

●共同化 ･協調化開発による一体的な街づく

りが必要

●個々の敷地 ･建物が魅力を充分菜種する､

個性のある荷の形成が重要

lマスタープランによる都市の骨格

①全体構成の基本方針

●第 1･2地区の個性化と相互の祷完による

回遊分散性のある正がりのある街づくり

●シンボル広場 ･都市軸 ･回遊軸による荷の

構造の明確化｡

●特番あるゾーンの複合による荷づくり

②交通計画

●積極的な車対応のための大量の監車場整備

と変化にとんだ歩行者空間の創造

③景観計画､景観指針の作成

●シンボル広場､シンボル道鴇といったシン

ボル空間の積毎的創出

●公共 ･公益施設による景捜形成の誘導

Q)造成計画

●高低差のある現況地形を活かした造成

⑤新都市施設の計画

●情報系施設と高水準の新都市施設の整備

●商業 ･業務の開発戟噂とマスタ-

プラン (基整整備)に対応して､

街づくりの方針を以下のように定

めます｡

①広域を対象としたセンタ-に相応

しい施設を誘敦し､調和のある祷

並みを創るために､敷地 ･建物の

.共同化二協調化IJ 互=塵的JJi藩

づくりを進めます｡

②タウンセンターの開発理念を実現

するために必要な用途 ･低能を集

最することにより､鮭力ある石を
創ります｡

③通 り抜けのモールや中庭といった

人々

な空間と､高低差の行き来を助け

る声墜星置を建物や敷地内に設け

ぷ 三雲 芸器 芸芸諾 警告

④建物の高さや色彩なとの調和に留

意 し､タウンセンター地区全体の

個性､ ｢通り｣や ｢荷区J毎の個

性 (界隈性)､それぞれの施設の

｣撃墜墾 塑 達 筆二三⊥りを行いま
す｡

⑤水 ･緑 ･光 ･モニュメントなどを

広場に備え､墨 ･夜､季節の変化

に応じた荷の脹わいを創造する様

々な清正毒育てて~膏に情報を発信

してゆく街づくりを行概 ~-
⑥広域的な拠点形成に対応出来るよ

う､利用し易く十分な蒙喜場 ･監

筆墨を整備し､兼帯著だ百三号粁
便性の高い衝づくりを進めます｡

杏づくりの基本的な考え方

に基づいて､具体的に街づ

くりを進めていくために一

定のルールを設ける必要が

あります｡Ii==ー __
この街づくりルールを骨格

として､街づくりに関わる

人々相互の創意工夫によっ

て､より良い街づくりを進

めて行きます｡

ルールの項目

①.敷地規瑳

②.共同化

③. 1階の用途

(乱 住宅

G).用途規制

⑥.都市利便施設の付置

⑦.壁面後退

⑧.通り抜け通路

⑨.広場､約7トlトク､中農

⑩.障投､エスカL,-卜 等の設置

⑬.緑､水.影刻

⑫.建物の意匠

⑬ 通り沿いの高さ

⑭.荷並みのスケール

⑬.色彩

⑬ー設備の隠蔽
⑰.看板 .広告 .日除けテント

⑩.夜間の賑わい

⑩.駐車場 .駐韓場の設置

⑳.駐車場の設え方

⑳_サービス用車両の処聖

績づくりルールの手法
●読づくり協定

●街づくりルールの中心となる取り決め

で､具体的なアイデア集としてガイ ド

ラインも作成します.

●法的に担保するためには地区計画の専



資料 1-2

タ ウ ニ/ セ ン タ - 衝 -ゴ く り ノレ - ノレ

街づくり協定

【街づくり協定の目的】

.街づくりの基本的な考え方に基づいて､具体的に街づ くりを進めていくために､-定のルールを設ける必要

があります｡

.この街づくりルールを骨格として､街づ くりに関わる人々の創意工夫によって､より良い街づ くりを進めて

行きます｡

【街づくり塩定の内容】

〇番づくり協定の趣旨

○建物等に関する項目

①.敷地

②.共同化

③.1階の用途

④.住宅

⑤.用途規制

⑥.都市利便施設の付置

⑦.壁面後退

(勤.通 り抜け通路

⑨.広場 ･糾い/トク･中庭

⑬.階段 ･エスカレータ一･等の設置

⑮.緑 ･水 ･彫刻

⑫.高さの最高限度

⑬.通 り沿いの高さ

⑩.街並みのスケール

⑮.色彩

⑬.設備の隠蔽

⑰.看板 ･広告 ･日除けテント

⑬.夜間の脹わい

⑲.駐車場 ･定論場の設置

⑳.駐車場の設え方

㊨.サービス用書面の処理

●街づくり協定の内容を具体的

ガイ ドライン に甫完する参考例や留意事項

を示した解説書です｡

【ガイ ドラインの目的】

●具体的に施設計画を行っていく場合の､街づ くり協定

で定めた項目の考え方や背景の解説と､具休的な作り

方､アイデアや参考事例などを示 し､街づ くり協定を

実際の街づ くりに反映させるためのものですO

(' ⇒ 【ガイ ドラインの内容】

●街づくり協定の各項目に対応 し､その内客をわかり易

く解説 します.

●例えば､色彩の項Ejであれば具体的な色を選ぶガイ ド

を示 します｡

●看板 ･広告物であれば､その大きさや位置､色彩等の

基準以外の工夫の仕方の参考例を示 します｡

.駐車場のしっらえ方であれば､駐車場を計画する場合

の留意事項や事例を示しますO

地区計画 .重要矧 こついては､地区計画によ｡法的に担保することが考えられますO

【地区計画の目的】

●港北ニュータウンのタウンセンターに相応

しい土地利用や街並みの骨格等街づ くり協

定の重要項目を法的に担保するもので､土

地利用の基本方針､公共施設等の整備方針

地区別の建物の整備方針を定めます｡

【地区計画で定める項目】

①地区方針

●街づ くりの基本方針を明示するもので､タウンセン

ターの街づ くりの方向性を示 します｡

②地区整備計画

●地区施設の配置及び規模､建築物等の取 り決め等に

ついて担保する内容を定めます｡
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港 北ニュ づ ウ ン ･タ ウ ンセ ンタ ー 地 区 街づ く り協定 (莱)

巨∃次

第 1条 街づくり協定の趣旨

1.街つくり協定の目的

2.街づくり協定の位置づけ

第 2 条 街づくりの基本方針

1.タウンセンターの開発理念

2.タウンセンターの街づくりの基本的な考え方

第 3 条 街づくり協定の取り決め

第 4 条 協定の変更及び廃止

第 5 条 協定の区域

第 6 条 建物等に関する基準

(1).敷地 ･共同化

(3). オープンスペ-スの確保

(4).建物形態

(5).付属物

(6).呈主重場 ･駐輪場

第 7粂 協定の遷宮

1.街づくり協定遷宮委員会の設置

2.街づくり協定運営委員会の役割

3.街づくり協定運営委員会の事務局

第 8 条 建築等の手続き及び届出

(街づくり協議会 (仮称)への提出)

別表 1 規制する用途

別表 2 色彩

別表 3 看板 ･広告物等設置基準

別図 1 街づくり協定の区域

別図 2 最小敷地規模設定街区

別図 3 住居配置ゾーン

別図 4 壁面後退と通り抜け通路



…港北二ュリウン･タウンセンター地区 街づ くり協定 (莱)≡
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はじめに

港北ニュータウン･タウンセンター地区は､人 ･自然 ･都市空間 ･都市桟能と

いった様々な要素が共鳴 ･融合化する､21世紀に向けた新 しい都市の創造をめざ

しています｡

タウンセンター地区の街づ くりは広域にわたる多様な桟能集積と長期に及ぶ開

発期間を有する性格を持つため､地権者や事業者など街つ くりにかかわる絶ての

人々が､魅力的な街つくりに向けて､基本的な街つくりの方向性や約束事を共有

し守っていくことが重要となります｡

この街づ くり協定書は､今後都市基盤整備の進捗に合わせ街づくりが進んでい

くなかで､広域拠点として魅力ある街づ くりを行うため､街づ くりに参加する人

々の問で共有する基不的な街づ くりの方向性とそれに基づいた街づ くりの約克事

をまとめたものです｡

第 1条 廃 づ くり協定の趣旨

1.街づくり協定の目的
この街づ くり協定書は､港北ニュータウン･タウンセンター地区において魅力

的な都市琵境を形成 していくために､タウンセンター建設にかかわる人々の創意

と工夫による街Ijくりを進めていく拠 り所として､建築物等に関する基準やその

遷宮方法などを定め､協定として取り決めるものです｡

タウンセンターの街つ くりは､この協定に基づいて､具休的に行なわれていき
⊥L⊥
=9D

2,雛くり協定の位置づけ
街づくり協定は､港北ニュータウン･タウンセンター地区全域にわたる街づ く

りの基本的考え方 ･方針を示すものです｡

今後は､多様な個性を育むタウンセンターづ くりをめざし､小さなエ リアや通

り毎なとのまとまり (以下 r昇劇 という)毎に､それぞれの界隈毎の特徴を出

すことや､重要な項目について担保する方法を検討 していくことが大切になって

いきますD
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第 2条 El'寿づ くりの基本方針

1.タウンセンタ-の閃鯉念
タウンセンター地区の開発理念は以下の4項目が挙げられていますO

(1)多耗能複合に基つ く広域拠点の形成

(2)生宿 ･文化の情報発信拠点の形成

(3)高度の都心性と自然性を備えたセンターの形成

(4)個性豊かで自己主張を持つセンターの形成

2.タウンセン9-の街づくりの基本的な考え方
(1)広域を対象としたセンターにふさわ しい施設を誘致し､調和のある街並みを

創るために､敷地 ･建物の共同化､協調化による一体的な街づ くりを進めますO

(2)タウンセンターの開発理念を実現するために必要な用途 ･綴能を集積するこ

とにより､魅力ある街を創ります｡

(3)通り抜けのモールや広場 ･中庭といった､人々が自由に利用できる半公共的

な空間や､高低差の行き来を助ける昇降装置,-ir建物や敷地内に設けるなど､多

様なE]遊佐､奥行き ･発見のある楽しい街を創りますO

(4)敷地内の半公共空間には水 ･緑 ･光 ･モ二二メント等を備え､昼 ･夜､また

は季節の変化に応じた街の脹わいを創造する様々な演出を行い､常に情報を発

進 してゆく街つ くりを行います｡

(5)建物は､意匠 ･高さ ･色彩等の調和に留意 し､タウンセンター地区全体の個

性と共に､ ｢通り｣や ｢街区｣毎に統一感のある雰囲気を持った施設づくりを

行ない､それぞれの施設の個性が共鳴する街つくりを進めますD

(6)広域的な拠点形成に対応できるよう､利用 し易い十分な駐車場 ･駐輪場を整

備 し､来街着にとって利便性の高い街づくりを進めます0

第 3条 廃 づ くり協定の取 り決め
この子宕づ くり協定は､平成〇年〇月〇日のタウンセンター地権者給会で取決め

られたものですO

第 4条 匝 定の変更及び廃止
この協定を変更及び廃止する場合､第 7条で定める街づくり協定運営委員会で

協謀のうえ､前条の例にならってこれを行うものとしますO



第5条匝定の区域
この協定における街づくりの区域は､別図1に示す港北ニュータウン･タウン

センター地区の区域としますO (=〉別図 1)

第6条博 物等に関 する基準
(1)敷地 ･共同化

① 穀地 :

良好な市街地環境を確保するため､狭小な敷地 ･間口の小さな敷地に分割 し

ないようにしましょう｡

② 共同化 :

来街着の回遊性を創出する集客力のある施設立地を促進 し､脹わいのある街

づくりを行うため､隣地宅地との共同化 ･協調化した施設計画を進めましょう｡

タウンセンターの核となる大規模施設の立地を促進するため､共同化を前提

とした共同化義務街区を別図2に示す位置に設定しますO (⇒別図2)

(2)用途

③ 1階の用途 :

通りの脹わいを形成するために､施設の1階には脹わい施設を立地させまし

ょう｡特に､歩行者系道路に面 した施設の 1階部分には､住宅 ･倉直 ･駐車場

などの施設 (脹わいを生み出さない施設)は立地させないようにしましょう.

暫定利用施設は､通りの脹わいを阻害しないような工夫をしましょう｡

④ 住居 :

周辺の施設集積への影響を低減するために､別図3に示すように住宅配置可

能地区を定めます｡ (⇒別図3)
⑤ 用途 :

タウンセンターの魅力形成上好ましくない用途は規制します｡特に別表 1に

上げる風俗言業法による関連官業等は制限します｡ (⇒別表 1)

⑥ 都市別便施設の付置 :

来街着の利便性を高める都市利便施設 (キ†ブシュ･コート､キオスク等都市生活を‡言完

する施設)を講極的に付置するよう努めましょう｡

(3)オープンスペースの確保

⑦ 壁面後退 :

建物の前面は街に開放 し､人々が施設になじみやすいようにしましょうO

シンボル広場に面 した施設は1･2階部分を4m以上壁面後退させ､広場を

囲む回廊を創りましょう｡また幹線道路沿いは､建築物､工作物とも2m以上
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後退させ､十分な歩行者空間を確保するようにしましょうo (⇒別Eg]4)

⑧ 通り抜け通路 :

敷地の中､建物の中に歩行者空間を引込み､来街着にとって多様な空間体験

や発見､直遊佐のある脹わいを創り出しましょう｡

タウンセンター内の瓦遊佐を形成するため､大規模敷地内には宅地内通路を

確保しましょう｡ (⇒別図4)

@ 広場､かっ[/i-ク､中庭 :

人が集まり､様々な活動の出来るセミパブリック･スペース (半公共的空間)

として､広場や中庭､ア トリウムを積極的に設けましょうO公開空地の清掃 ･

管理についても十分に心掛けましょう｡

⑩ 階段､エ加レーター等の設置 :

タウンセンターは坂の街です｡高低差が苦にならない街づくりを行うため､

施設内の昇降施設を公開で利用できるように工夫しましょう｡特に､階段､歩

行者デッキ､歩行者専用道路橋などに隣接する施設においては､出来るだけこ

れらに提読 して来街着の利便性を高めるようにしましょう｡

Q) 稔､水､彫刻 :

敷地内に設けられたオープンスペースには､緑､水､モニュメント等､賑わ

い､うるおいを創り出す装置を設けましょう｡

(4)建物形態

⑫ 意匠 :

建物の意匠は､界隈毎に統一感を持った街並みを創り出すように工夫しまし

ょう｡

⑬ 高さ :

スカイラインや通りの景観を整えるため､建物の通りに面する壁面の高さを

揃えるなど､通り毎､歩行者空間毎の工夫を行いましょうD

⑭ 街並みのスケール :

施設の通りに面した部分は､人のスケールにあわせてデザインしましょう｡

⑯ 色彩 :

タウンセンターの色彩の読一審の創出と､各施設 ･通りの個性の演出に心掛

けましょう｡

遠景からの読一感のある街並みを創り出すため､建物の壁面の3階以上の部

分は F基調色Jを使用しましょう｡また､通り毎に､まとまりを持たせる F界

隈色止の導入も検討 しましょう｡ (ES別表2)

⑯ 設備の障憲 :

設備枝器等は通りや他の建物から見えにくいように修景 しましょうD
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(5)付属物

⑰ 看取 広告､日除けテント:
デザインの質の高い看板､広告物､日除けテント等によって､街の個性､店

の個性を創り出しましょう○

界隈の街並みの統一感を演出するため､看板 ･広告物は位置 ･大きさ･色彩

なとを街並みに調和するよう心掛けましょうO (⇒別表3)

⑩ 夜間の賑わい :

夜間も脹わいがあり､安全に楽 しく歩けるよう､照明など夜間の街並みの演

出に心掛けましょうO

(6)駐車場 ･駐輪場

⑩ 駐車場 ･駐輪場の設置 :

来街着の利便性､円滑な道路利用を高めるために､駐車場 ･駐輪場の付置を

図りましょう｡

荘重場を付置する場合､付置義務台数以上の整備に努めましょう｡

大規模な施設計画を行う場合､用途に応じて駐輪場を付置しましょうO

⑳ 駐車場のしっらえ方 :

駐車場の出入口は､歩行者の安全性､円滑な道路交通を損なわない位置とし､

わかり易く､利用し易い施設にしましょう｡

駐車場は生車重両が丸見えにならないよう修景しましょう｡特に歩行者系道

路に面する場合には､通りの脹わいを損なわない計画としましょうO

⑳ サービス用車両の処置 :

サービスヤー ドは歩行者の安全性､円滑な道路利用を損なわないようにしま

しょう｡

大規模施設のサービスヤー ドは､駐車場との併設を考慮し､歩行者系道路に

面しては設けないようにしましょう

小規模宅地では､駐車場の計画に際して共同化等に努めましょうO

来街着で賑わう時間帯は､サービス車両の出入りを行わないようにしましょ

う｡
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第 7条伸 定の運営

1.街づくり協定運営委員会の設置
街つくり協定の取り決めにあたり､第5条に定める街づくり協定区域の地権者

等関係者の代表からなる街づくり協定運営委員会を設置します｡

街づくり協定運営委員会は､当分の問､タウンセンター開発推進協議会の専門

部会としますo L-.し寿 も -= 夏 ･写_下 し

2,番づくり協定運営委員会の役割
(1)街つくり協定選言委員会は､この協定の遷宮を行うものとします｡

なお､遷宮の細目については､必要に応じ､別途街づくり協定運営委員会に

おいて定めるものとしますo

ll(2)街づくり協定選言委員会は､止むを得ない場合において､第6条の各項の

基準の適用緩和の措置を行うことが出来るものとしますD

3.街づくり協定運営委員会の事務局
(1)街つくり協定運営委員会の事務を行うため､事務局を設置しますO

(2)事務局は(掬港北都市開発センター内に設置します｡

第 8条 廃 築等の手続き及び届出

1.街づくり行為の届出
第5条に定める協定区域内で街づくり行為 (建築物の建設､広告物 ･工作物の

設置等)を行なうとする場合は､あらかじめその計画を第7条に定める街づくり

協定運営委員会に届け出て､その計画について遷宮委員会の承認を得なければな

らないものとします0

2.暫定土地利用の届出
第5条に定める協定区域内の土地について､暫定的な土地利用 (仮設建築､青

空駐車場､資材置場等)を行う場合にも､この協定の内容に沿ったものとし､前

項の手続きを行うものとします｡



男rj表 3 .看板 ･広告物等設置基準

ち以下の用途は禁止します｡
L｣に:一i一

cO･3号営業･･う プホテル等

.4号官業-･アダル トショップ等

(1号･2号 ･5号官業は風俗首業法によって､タウンセンターには出店

出来ません｡)

4用途地攻上制限を受けない用途のうち､以下のものは設置しないようにしまし

よう｡
分.営業用倉庫

.自動車教習所､床面請の合計が15Ⅱfを超える畜舎｡

｡作業場の床面鏡の合計が50Dfをこえる工場で､危険性や環境を悪化

させるおそれの極めて少ない施設以外の施設｡

･火薬類､石油類､ガスなどの危険物の貯蔵､処理の施設｡

(ただし､貯蔵､処理の量が非常に少ない施設は除く｡)

｣ ガソリンスタンドは幹線道路沿いのみ立地可能とする｡

別 表 2 .色彩

●色彩における F基調色』の考え方は以下の通りですD

●基調色は3階以上の高さに使用する色で､遠景からの街の色を特徴

づけるものですO

●タウンセンターは明るい街をイメージさせるため白に近い負 (明度

の高い色)を基調色として使用するものとします.

ノーた差もて､地区毎､通り.帯区毎 (界隈毎)にそれぞれの特徴を出す

ために､独白の約束事を設けることも考えられます｡

●r界隈色Jの考え方は以下の通りです｡

●界隈色は､通り･街区毎 (界隈毎)に基調色や､建物の2階以下の

壁面の部分の色彩について､それぞれに個性を演出するために､色

相の範囲や明るさなどを取り決めるものです｡

鍾)')明度 =色の明るさを表し､白を10として､大きく10段階で表示されます｡

暮2色相 :色の色あいを表し､大きく赤､責､緑､青､柴の5つの色相に分割さ

れ､さらに細分化して蓑示されます｡
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●看板 ･広告物に関する基本的な考え方は以下の通りです.

a.看板の氾濫のない整った街並みを創るため､シンボル広場 ･シンボル道

路 ･駅前広場の周辺には､屋上広告 ･窓面広告 ･野立広告板等は設置し

ないようにしましょう｡

b.蛍光塗料､点滅サインは使用しないようにしましょう｡

C.赤 ･黄の面的使用は交通信号 ･緊急時の表示に優先使用するため､使わ

ないようにしましょう｡

d.3階以上の高さに付く看板 ･広告物の色彩は彩度'1を低く抑えましょう｡

(マンセル色度表示による各色の最高彩度の 1/3までに抑える｡)

e:建物の住所や名称を嘉示するサインは､通りや界隈毎にデザインを統一

一一するようにしましょう｡

注)Il彩度 :色の鮮やかさを表し､彩度 0は色味のない無彩色となります｡色相 ･

明度によって最高彩度の数字は異なります｡
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ゥンセンター街づ くり協定区域内における建築手続きの流れ

事革青･: ∴ ､

土地区画整理法

第76条届出

土地区画整理法 ‡建築確認甲請
I

第76条許可 !(76条許可書を

:添付)

齢くり協定に関する事前協議と承認 土地区画整理事業に関する許可申請

離市

区建築課･建築審査課

症)開発許可､高さ緩和 (琵境設計制度)､大規模店舗法の届出等を要する

施設計画は､確認申請の前にそれぞれ所定の手続きが必要になりますO



-1神戸市建築デザインマニュアル

角地

)視点

街区の角地の廷嘉軌三≡立ちやすく､人々の記憶に残 り

や丁い,ため､廷萎物の形態を工夫 して公共廷嘉らしさを表

現丁る｡

街路の交差古､三人々の出合いの場であり､郡市空間の茄

Eとして印象的な空間整備をはかる.

ZS法

碍切 :)を行い､交差点に対 して77サー ドを向け正面珪

をもJたせる二二二二よ･〕シンボル性､視認性を高める｡

琴言十台､-TT晃等fJとの設置;'ここ!?地域のランドて-クと

なる 萱 禁 物 と て る C

ニーナー-;r汝 のIt ソトハ /,クに三･)街角1ここ場を設け､

うる=ゴいのあるレストスペースをlL,RL供丁る=

■留意点

･立面団のみて検討･どす､角地の形態 をfe彊できる手だ

(/''-ス等)で検討する｡

･植栽や覇王刻を設置丁るO

二葦 壷 :魁 Lf!T iiT_::i_

F)大1こと3tl'ニラ-･ト.I-ク='_つてtl ポリー,クでフラ7-ロ-rTVGのうノ
r̂7.AJX士J l.T-クこr_つている E7E声#_rqll

ロ7*浜市 r;q内7--ル
〇六Fa市 取洋喝這英司fE
ロ石山記念轄

[]研究生fEl'1低地
コ京茄市ED京区
[コ神戸市北野

U.iM]の争い積故Jlつ-_外山の715-,-_こJ日比り･刀ラフJi･{-1
-i/ニモノノj:リ･/ク■二だ7している

舞 rL ヒロティ{_一二1.二二･)ET撮壬;I_角地こT_'っている

杓延の7云岸7ILl一仰Eこ.ylと21'LqrblT托)
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:芸濃テティンの…lSF標韮設計

･ (~二三=7-/･仝ヒ;′'--
ii-こ.董デ.tJ:･7//･悪手

3淫葉物等の宍三悪 三雲p--=0:三軍;Iを五三7=の､淫案諸事の≡三fELこ記屋する｡

r書J屈指か､ら〇g≡芸 壬注葉F,i/?1喜平屈罰の,5_.=学芸二三E･7:､らの

筈三塁:=記,3し､モC話芸七,=まの一=二:I-､童

FJ3､と烹1t,享/書芸二〇二天空プラう｡

三 尾三溝顎との琵寺コ 宗謹JTる這套-T=千二作-77J･ご言語i:亭二〇 欄 革

=三三の講〒:ガt亘らnるC:う三三患.害EEこ;三屋

E '岩〕c

3,ランドマーク ランi<マーク禿るい芯シン7Tfル⊂-3る語注
シンボル

は､モOT/デブ ノンt=記屋する｡

(例)盲窓化､票雲のない淫gJ宇

4欄 ○部 ここ5･巨やス7:ノウ=イ設即 g･,-gc-歩行書の

三記譜に.I-0.､邑≡い⊂謹,･の天頂を天王,忘する::み､

シ≡ウウインドウや≡革の駕.=訂モ望C･るよ

う;三屋T吉.

デザイン

マ二二フル

忘5_?/･17科

i:;環テ･?インの…丁豆だiE設三†(設三TのたつC手引)

4-3 這 築 形 態 等

.5 注更付尾泣信

造築-T,の外壁≡しくはこTLに二一てつる7三の童

彩に､原則こして漂量を還17周辺の漂環⊂諾

守口し7=喜ち若きの売る色諾､又は預るい童謡

こ E I-～ ○

高菜水槽.TVアンチT､屋二慧及びその

てコの這更付属設備:=､号の宍三雲やA=彰等[=監

査5 '岩)○

7.恕池内の工作招 歩行亭:真溝を票ttiする這異だてと=1るシ三

つ71-スわアーケード等の恕tPJ.Tq工作謁忘､

三宝友IL,t'y=t遠の景正⊂三等和するC:ラ.モCT/チ

ブインr=記荘する｡

闇募シ二ルタ-や二軍罵考反震い､請詮の舞

三等菜iE=作詞について=_､号の亭讃窮罵:=

7;､7;､わら7=笥霊の崇環と講和するよう記応す

る ｡

'≡ノライトアップ 新都心の夜間の這出の一環として三雲=J売

詮をライトアップL,､邑烹し＼⊂影C)をモえるよ

う配慮する｡

'≡:敷地内増設罵地 毒気 蓬監物等が漕'ii'これる宅ft=芯､詰化

等を行い圃岳の浸炭⊂調号ロするよう記LGする｡
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+出地内L:ちi重唱､サービス7- ｢､ 自転BISi砧 (膚臥 こIH TASlを三i-17'.)
糊TLと,-i-監荘するiB畠には､以下の点 に乱臣-51るb

①tiAHBや大放頓な.516長嶋が退路やペデ等か ら立言

見1る場合LJ_､周E にほ穀端,iik'Lける｡

･tiftそEl的 とす るため 鵜紬の低木 ･中米を主化

とするが､周辺を歩 く歩行者E:も配慮 して､花

人や砧JLを払み合せて､変化のあるjd故,2･4Tう｡ (EF面のJ大)
施政輔によ る完全 +i遊転ではブよく､ある程度見

地しそ柘併 し､見ia3した先E:も蚊班的1.1･;I-Vイノ

トを設けるとよいC

地形によるレベル差を宿用 した り､-/ワン トを

利用 してもよい｡

CI川 嶋の穀艇の問題点の )つ は鎚装ii)であ る｡

必ずしも均蛤を掘鼓で固わfiくて も畠ほ の工夫

と､広大!IS止望面の広が りを仕切る旭光がある

と､兄松上の効果は六 きい｡

･晦AT指投や公共的11施設 【土､特に古も全 らしいに

ぎわい岳が必要であ り､gi逓場等につ いて も菖A

i:･そ工夫 し･削 三越を巴す る1Jど､スペ ース白

ttを工夫 して広場即 よ雰囲気にす る｡

歩道は･p､建物 か らの見えかか りに皆殺 し､ち王

k場内にも重言高木を配旺す るC

【コ二日
,..:_.I ;- !

~ _i

出石タイル

薗∩1T職歯rT

●造詣 ･ペデ沿いや､敷地内広場な どか らELTT_つ く生垣T-琶い

所に設節Fl器､その他具現上望ま しくJLい もの

が霞出す る喝合には､空取柄先を行 う｡

● この他､道FS･ペテ ･鰐地なt'か らプ ライハ ソ

ーを砧I.,%す るため人の視裸をさえきる必雫があ

る所 に も遭転植靴を行 うO

●空転植鼓は以下の点 に邪.Cをす る｡

①できるだけ外周栴載地､駐g_甥の信男=il故地等 (ウィンド-捕-,クス･様鼓帯)
立 件 五三立 坪 言

と一体化 した捕殺･77与の中に設訳 し､7m言による

由高木で空転す る.

②対象物の周囲 に市生ib-TTを設け､逆に黙たT-1上の

お もしろさ､効果をね らう｡

●立体ち三BT_1g等については､班禁物 としてLT)フ丁

サー ド処理に天分巴荘す る他､ これを杓 っため､

以下のようにqi鼓による作男を考荘す るr

①J'=面にツタ芋をはわせ る｡

② ウィン ドIA-'･/クスによる柄孤を行 う ｡

ei,1聖面の肌両に植栽･T:-を設ける｡ い′-







d那 回 港北ニュータウン･タウンセンター開発推進協議会
日時 :93.02.19(金) 14:00-16:30
於 :港北都市開発センター 会議室

田 員蓋警 保 開発推進協議会 会長
田丸 政治 事業化促進部会 会長

徳江 義治 開発ルール部会 会長

(第1地区)
男全 富雄

男全 巌

高橋 良珪

大久保 久蛙

市川 満男

栗原 勲

餅田 重夫

皆川 健一

二島 建夫

大久保 信正

(第2地区)

小山 正
関 敬一

平野 泰二

金子 宏正

宮下 進二

川野 和雄

嶋村 朝夫

谷本 峯娃

矢田 太一

関 義和

日新化工㈱

(欠席者氏名省略､敬称略)

牧畑 横浜市都市計画局 港北NT建設部長

両角 住宅 ･都市整備公団港北開発局 事業部長

布施 ㈱港北都市開発センター 開発部長

(事務局)西川 横浜市港北NT建設部次長 事業管理課長

中村 横浜市港北NT建設部 事業調整課課長

松本 ′′ 事業管理課係長

石毛 住宅 ･都市整備公団港北開発局 事業計画二課課長

野田 ′′ 事業計画二課係長

野渡 港北都市開発センター計画部部長

丸山 ′′ 計画部次長

高橋 ′′ 計画部課長代理

菅 (掬LLl手総合計画研究所

1.開会

2.開会のあいさつ :金子会長

●半年ぶりの協議会であり､その間に活発な議論がされたと思う｡

●今年は3月に地下鉄が開業し､TCの開発元年とも言える年である｡

●子孫に誇れる街づくりを行いたい｡

●具体的かつ実効性のある計画を進めて生きましょう｡

3.議事

(1)事業化促進部会の開催経緯報告について :EEl丸 部会長

+9回の部会を開催したが､十分な成果が得られなかったのは浅念だO

●景気が良くないため企業がなかなか出てくれない｡企業が出てくれ

れば事業的にうまくいく｡

●昨年度は第2地区東側地区でモデル共同化の検討を行い､事業試算
も行ったが企業には出てもらえなかった｡

●今回は第 1地区について2か所でモデル検討を行う｡今回は実効性

のある計画としたい｡企業進出の動きもあるようなので逃げないよ
うにしたい｡

●そのためにも､ルール部会での検討も､早くまとめたい0

(2)開発ルール部会の開催経緯報告について :徳江 部会長

●一昨年来､合同部会を含めて14回の会合を持っている｡

●横浜における最大の街づくり､国際的な街づくりを目指して､皆さ

んのご協力を頂きたい｡

●屋外広告､街並み､住宅の配置なと諸々の議論を行って､ようやく

協定の素案としてまとめることが出来たoご意見頂きたいO

(3)街づくり協定 (秦)について :管 ((掬LLF手総合計画研究所)
●資料 1-4説明

○補足説明 :丸山

●先回の合同部会で高橋氏から住宅配置可能地区の枠を設けないよう

要望があった｡

●NT全体としての人口配置計画は変えられないためTCの人口計画

も変更出来ない｡しかし､7条 2項 2号の適用緩和の措置もあるの

で､事情を考慮して対応したい｡

●資料3で､協定の実際の遷宮は､一々運営委員会の委員の方に集ま

って頂くのは難しいため､一般的な内容については港北都市開発セ

ンターが代行させていただくことにしました｡

○質疑応答

(高橋) ●協定の主旨にはとやかく言わない｡

●経済情勢から地権者の首を締めるような決め方は問題ではないか｡
●その辺をくみ取って決めていただきたい｡

1/2
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(丸山) ●住宅配置可能地区以外での住宅計画は7条2項での対応となると考
えている｡

●協定の例外的な運用となるので､事務局でも今後更に検討したい｡

(棚 節)●資料3の事業者の中には官公庁も入るのかo

(丸山) ●勿論入るo

(姶良E正)●官公庁の場合､建築確認は要らないと聞いたが本当かO

(菅' ●票'箸;T写警 讐 票賢 という名称で､建築確認と同様の手続きを

(組長距).このルールが出来る前に進んでいる計画についてはルール通りにな
ているのか｡聞くところでは､歴史博物館では十分な駐車場を確保

していないらしいが､後で増やせるのか｡

●公団も街の外横を創っていくなかで橋や照明なども調和を図って計

画しているのか｡中川では駅前の ドームや歩専橋や照明などがバラ

バラで､取り合いなど丸で考えられていないようだ｡

(両角) ●TCの方では､シンボル広場 ･駅前広場 ･道路とTC全体の検討を
進めているOちぐはぐにならないよう全体を視野に入れて考えてい
る｡

(牧畑) .住宅配置ゾーンについて､商業業務系の街並みの作り方には触れて
いるが､住宅については協定の中に触れられていない｡

●洗濯物やふとんが見えると景観上良くないと思うが､入れないのか｡

(管) ●TCは商業業務主休の街づくりをメインとしている｡住宅について
は具体的に協定の中では触れていないが､設備の隠蔽や洗濯物など

の問題はガイドラインの中で触れていきたいと考えている｡

(高橋) ●別図4について､壁面後退は民間の土地だけのようだが､市や公団

の土地にはかからないのか｡

(管) ●官民関係なく必要なものについてはかけている｡

(高橋) ●1地区シンボル広場回りの4m後退は､市用地にはかかっていない｡

●民地だけかけるのは良くない｡

(丸山) ●後日お答えすることにさせて頂きます｡

(放任富正)●住居表示の表示の仕方はルール部会でも出ている話であるoTCは

電柱がないので壁付きの表示のもので良いものを考えたい｡

●電柱付きの住居表示は結横間遭っているものが多いので､公団か市

できちんと管理してもらいたい｡

(丸山) ･別図4については留保させて頂きたいが､全体の内容についてはブ

ロック連絡会に提案させて頂きたいoまた今後のスケジュールにつ

いても同様に提案させて頂きたい｡

●承認頂けるでしょうか｡ (承認)

4.報告等

(1)横浜市

●2月1日付けで構浜市が業務核都市に指定された｡

●ビジネスコアも市の中核施設の1つとして指定されている｡指定を

受けると3セク設立が条件となるが低利融資も受けられ､企業誘致
に有利になる｡

●2月19日付けで用途地域が指定された｡マスタープランの変更に伴
っての変更となる｡

(2)公団 (石毛)

●4年度末に換地希望をとった｡1地区1人 ･2地区0人であった｡
今後半年毎に希望をとる予定｡

●DT地下埋設物の取り出し位置のヒアリングを行ったが､今春から

亮りのエリアのヒアリングを開始するO

●荏田にある公団局舎をTC内に移転する｡5階建て4000nf｡隣接し
て事業PR館を設ける｡2階建て｡

(3)事務局 (丸山)

●今回の資料をTCレターとして全地権者に配付する｡
(4)市 (西川)

●先程の歴史博物館の駐車場の件｡

●歴史博物館の付置義務台数は37台だが､計画は一般車両42台､バス

6台となっている｡

●総合庁舎は付置義務台数は 150台だが､計画として 250台確保して

おり､どちらも付置義務台数以上を設けている｡

5.閉会のあいさつ :金子会長

+開発元年にあたり､地権者とても市 ･公団とともに､開発フレーム

をまとめていきたい｡

●今後は両部会を踏まえて更に検討を加えたい｡



港北ニュー9ウン･タウンセント開発推進協議会
ブロック連絡会

目 次 Ⅰ.ブロック連絡会開催のお知らせ､TCレター
Ⅱ.部会開催経緯

Ⅱ.当面のスケジュール
Ⅳ.ブロック連絡会 委員出席予定者一党

V.資料ー 1.舛沖ンクーの街づくりイメージとルール句必要性
2.街づくり協定 (秦)
3.手続きの流れ ､
4.ガイドライン事例

Ⅵ 議事録
i

平 成 5年 3月 13-15日



平成 5年 3月1日

地 権 者 各 位

港 北 ニ ュー タウ ン タウ ンセ ンター開発推進協議 会

会 長 金 子 保

副 会 長 徳 江 義 治

副 会 長 田 丸 政 治

タ ウ ン セ ン タ - 開 発 推 i王墓協 議 会

ブ ロ ッ ク 連 絡 会 開 催 の お し ら せ

時下ますますご健勝のこととお喜び申 しあげます｡

日頃､協議会の運営にこ協力を賜わり､厚 くお礼申し上げます｡

さて､次ぎにより､標記連絡会を開催いた しますので､ご出席のほどよ

ろしくお願い致 しますD

1 日 時 平成 5年 3月 13E】(土)

午後 2時～､

午後 6時～ 巨

4日

後 2時～

後 6時～:三 ニ ー==i

★ 上記､日時 (5回)で開催 しますり

★ 参加E]時については､別紙を参興 して下さい｡

2 場 所 港北都市開発センター .1階会議室 (案内図参照)

3 議 題

日) 開発ルール部会､事業化促進部会の活動経緯について

(2) 街づ くり協定 (案)について

(3) その他

★なお､参加当日は､別紙TCレター (Na5)を ご持寄 くださいO



第-地 区 ブロ ック連絡 会

開催 日時 ブロックNO

3月13日 1､2､3､5､6､7､8､11

午後2時～ 12､13､14､15

3月13日午後6時～ 18､19



第 二 地 区 フーロ ッ ク 連 絡 会

捕 催 日 時 ブロックNO

3月13日午後6時～ 3､4､ 6､7､25､26

3月14日午後2時～ 19､24､ 27

3月14E] 1､2､5､8､ 9､ 10､ 12､

午後6時～ 13､20､21､ 22､23

3月15日
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発信 ;港北NTタウンセ ンター

開発推進協議会事務局

時下､益々御健勝のこととお喜び申し上げます｡ この臥 第 3回タウ

ンセンター開発推進協議会が､平成 5年2月19日に開催され､一昨年来､

rBa発ルール部会｣｢事業化促進部会｣の両部会で検討されて きた成果に

っいて寄書が行われました｡ (別紙参照)

併せて､開発ルール部会の戒黒の一つとして ｢荷づ くり協定｣ (案)に

っいても議論されましたO (別紙参照)

なお､ ｢街づ くり協定｣ (案)については､一部調整が必要な箇所 (

別図4 壁面後退)を除きブロック連絡会 (3月13巳､14E]､15日

=参n]E]時については､地権者個人苑て連絡)での説明について了承され

ました｡

また､横浜市､住宅 ･都市誓備公団､事聯局か らそれぞれ次の韓告があ

りました｡

① 平成5年2月1E]､横浜市が業務核郡市に指定され､タウンセンター

ビジネスコアが中核施設 として指定された｡ (市)

② 平成 5年 2月19日タウンセンター地区の用途地域がマスタ ープラ

ンの変更に合わせた形で変更になったO (市)

③ 平成4年度末供用開始の地権者に対 し､建築着工希望を募った結果､

第 1地区 1人､第 2地区 0人であった｡

今後､半年毎に希望をとる｡ (公団)

@ 取りつけ桝､歩道の切 り下げ等について平成 5年春に､お しらせを

行 うO (公団)

⑤ タウンセンター総合病院予定地近接地に新局舎を近 く着工する｡

(公団)

⑥ TCレター (No.5)を全地権者に郵送する. (事務局)

○お問い合せは下記の協議会事務局までお願いします｡

港北都市開発センター

丸山 高橋

045-943-2459

2470



タ ウ ニノ セ ン タ - 開 発 推 ii蓋†森 議 会

(部 会 ) 開 催 案葦 緯

≪-部 会 開 催 経 過 幸昆告 ≫

(1) 辞 襲 化 促 進 部 会 の 活 動 の 現 況

タウンセンターの具体的街づ くりの方策について一昨年来､延べ 9回に

ゎたり､タウンセンターの土地利用のゾーニ ングや構成イメージ､開発拠

点地区の設定などの検討を行いましたo

また､具体的 ビル ドア ップの参考とするため､センター第 2地区棄側エ

リアをモデルとして各敷地の前提条件と集積機能について検討 しました｡

さらに､センター第 1地区においてもモデル街区を 2簡所設定 し､具体

的たちあげを目指 し､環在､検討を進めています｡

(2) 開 発 JL'- ノレ菩汚会 の 活 動 の 現 況

タウンセンターの街つ くりの基本的な考え方に基づいて､具体的に街づ

くりを進めていくためには､一定のルールを設ける必要があります｡

このような考え方を受け､一昨年来､延べ 14回にわたり､魅力的な街

づくりめざして開発ルールについての検討を行ってきましたが､比較的､

埋解が得られやすい街づくりのル-)1./項巳､基準について ｢街づ くり協定 )

というかたちにしてまとめ､これを開発Jレール部会の攻里の一部とLて提

示し､本協議会に､お諮りす る段階にいたりました｡

第 1回タウンセンタ-開発推進協議会 (平成 3年 6月 6日)

第 1回 (合同)平成 3年 9月3日

第 2回 (合同)平成 3年 10月29日

第 3回 (合同)平成 3年 12月6E]

【開発ルール部会】 【事業化促進部会】

第 4回 平成4年 1年21日

第 5回 平成 4年 2月7日

第 6回 平成 4年 2月27日

第 7回 平成 4年 3月10日

第 8回 平成 4年 3月24日

第 4回 平成 4年 1月 21日

第 5回 平成 4年 2月27日

第 6回 平成 4年 3月 24日

【合同視察会】

平成 4年 4月24日 多産ニュータウン､新百合ケ丘､新横浜

第 9回 平成 4年 6月4日

第 10回 (合同)平成 4年 8月 5日 第 7回 (合同)平成 4年 8月5日

第 2回タウンセ ンクー開発推東 哀套 (平成 4年 9月14日):~コ
第 11回平成 4年 10月 26日

第 12回平成 4年 11月 12日

第 13回平成 4年 12月8日 第 8回平戒4年 12月]OEl

第 14回 (合同)平成 5年 2月8日 第 9回 (合同)平成 5年 2月8日

rep盲 3回タウン五つ~妄~二面亮亮遍扇 転 ｢享有5年 2月 1ヱ 旦し｣

ど



ラ ボ - ノレ シ ア タ - 案 r大ヨ (地梅毒総会)
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タ ウ ン セ ン タ ー 開 発 推 進 協 議 会
当 面 の ス ケ ジ コL- ノレ

●2月19日 (金)14時～ I森 譲 会
★港北都市開発セ ンター会議室

① 両部会の経過及び活動蕪苦

② 街づ くり協定 (塞)の説明

③ ブロック連絡会の開催､スケンユ-ル等

3月13E](土)14時一､18時～フ Lロ - ク 連 素各 会

14日 (日)14時～､18時～ 7 ､にコ ッ ク 連 舞各会

15E (月)18時～ ブ ロ ッ ク 連 糸各 会

★ いずれも港北都市開発センター会議室

★地権者毎の参加 日については､別途連絡 します｡

① 両部会の経過及び活動報告

② 街づ くりビデオの紹介

③ 街づ くり協定案の説明

4月6日 (火) 14時～ 協 孟義 会

★ 港北都市開発セ ンター会議室

① 街づ くり協定 (案)の意見集約

② 地権者絵会の開催等について

4月24日 (土) 1(1時～ 地 権 者 総 会

★ ラポール シアター (新横浜 別図参照)

① 街つ くり協議会の活動報告

② 街づ くり協定 (案)の採択

1交通案内

JJI, ∴:-r-三種 二/;二l.:ンLt 玉井三京菜 1北tlC ;p'J ' ∴

1横浜ラ嘉蜜 三ンタ-@ 句 転 L 社見川 華

＼＼･丁'}J■_:て7i,+i .fA浜 労 災 ホ 扶

合リハビリテ-シま J tZン 9 - -.-- ~パ ー､
-I--+ .

I::L::i ..-. .,-,.三､､___. _

J♪■一一一.1.｢ヽ一..Iir:I】′I-l>､ 感 ニ 蒜

聾宅 ･法 垂溢 7三.:㍊

≒襲 撃 令

∴チー ご撃 取 ;ごよ 一月 :救 Li,-4 PL.東 ∴

三拝莞-*■ノtT差額:三芳/_㌔くTE守コ.二二十;盲j+lJ ユ ′､T Jノ _.一七､2弓lP 望 蕪 ア リ ー ナ圭tI見-_i 薪I一浜研
加島-.∴L;-LE.くL{呈~ 一●.一惟1ヤ r_75=_,ー

JR･市営地下鉄新横浜駅から徒歩約10分

※ マイカーでの御来場は､なるへ く御淫慮下さい｡



ブ ロ ッ ク 連 絡 会 ･ 委 員 出 席 予 定 く案 ) 一 覧 表
(敬称曜)

第1地区 3 月 1 3 亡∃ 3 .弓 1 4 Ei 3 .胃1 5 日

午 後 2 時 ～ 午 後 6 時 ～ 午 後 2時～ 午 後 6 時 ～ 午 後 6 時 ～

プロ7ク 氏 名 地権者数 1D7ク 氏 名 地権者敷 プロ7ク 氏 名 地権者数 了P7ク 氏 名 地権者数 ブロワク 氏 名 地権者数

1 男全 富雄 7人 18 塩重 量- 8人 4 高橋 良碓 4人 i H
2 男全 巌 10 . 19 皆川 亮一 18〟 9 市川 満男栗原 靖小島 喜治 49〟

3 草間 保定 12 ∫

5 大久保 久夫 14 〟

6 皆川 成美 5 ′ 10 田丸 政治 3.

7 徳留 二郎 14 . 16 坂 田 恒堆 16F

8 栗原 勲 2 . 17 大久保 信正 11■

ll 栗原 貞夫 5 .

12 漆原 一部 4 一13餅田重夫12.14皆川健一14,15二島建夫13.

第2地区 3鈴木幸男 21人 19 矢EEl 太一 9人 1 松漂 奔走 3人 ll 岸 純一 14人

4- 15〝24 内野 義宣関 義和 了一 2 小山 正 5♪14 贋鴫 国史 9 〟6平野泰二. 16∬ 5 閑 散- 10′15 宮下 進二 11 〟

7遠藤琢也15.27 鈴木 孝輔 4一 8 金子 宏正鮫島 清守谷 寿三男 39 ■ 16 川野 和堆 16 ′

25徳江義治12. 17 嶋村 朝夫 17 .26喜田隆男 20 . 18 谷本 益雄 18.

9 金子 三千男 9 .

10 米山 敏明 13 .

12 中山 敏成 4 .

13 中山 礼二郎 8.

20 岸 芳秋 7 x

21 黒坂 浜郎 8.

22 高橋 辰男 5 -

23 金子 保 10 一

4



タウンセンタ-の街づ くりイメ-ジとルールの必要性

l商業 ･業務の階 鯛 lタウンセンターが目指す苗づくり l街づくりルールの必要性 l街づ(ル ール

5

っルター糖 の前提

.:誹 21世折 ラン1.鵬 の肺 心にふさわしいt●
～8立i!の都市をめざす)

:紺酢 の開発触

I1■他社合に基づく広域

■点の形成

:生活･文化の情報発信拠

点の形成

J■正の林心性と自然性を

4えたセンターの形成

l■BJかで自己主張を持

つセンターの形成

0開発桃 の考え方

●広域集客が可能な商業環隻を活かす｡

●業務犠能立地の可能性を拡げる｡

●街として広域的な個性を持たせる｡

凸

0開発 雛 上 の課題

+広域的な集客構造の構築かポイント

●共同化 ･協調化開発による一任的な街づく

りが必要

●個々の敷地 ･建物が魅力を充分発揮する､

個性のある街の形成が重要

lマスト プランによる都市の骨格

①全休構成の基本方針

●第 1･2地区の個性化と相互の補完による

回遊分散性のある虻がりのある衝づくり

●シンボル広場 ･都市軸 ･回養軸による荷の

構造の明確化｡

+特番あるゾーンの複合による街づくり

②交通計画

+積極的な車対応のための大量の駐車場整備

と変化にとんだ歩行者空間の創造

③景観計画､景較指針の作成

●シンボル広場､シンボル遭緒といったシン

ボル空間の積極的創出

●公共 ･公益施設による景観形成の誘導

④造成計画

●高低差のある現況地形を活かした造成

(9新都市施設の計画

+情報系施設と高水準の新都市嶺殻の整備

●商業 ･業務の開発戦時とマスタ-

プラン (基盤整備)に対応して､

衝づくりの方針を以下のように定

めますO

①広域を対象としたセンターに相応

しい施設を誘鼓し､調和のある杏

並みを創るために､敦地 ･建物の

共同化 ･協調化による一体的な荷

づくりを進めます｡

②タウンセンターの開発理念を実現

するために必要な用途 ･横能を集

積することにより､魅力ある荷車
創ります｡

③通り抜けのモールや中庭といった

人々が自由に利用できる半公共的

な空間と､高低差の行き来を助け
る昇降装置を建物や敷地内に設け

るなと､多様な回遊性､奥行き､

発見のある楽しい荷を創ります｡

④建物の高さや色彩などの調和に留

意し､タウンセンター地区全休の

個性､ ｢通りJや r街区J毎の個

性 (界隈性)､それぞれの施設の

個性が共鳴する街づくりを行いま

す｡

(9水 .稔 ･光 ･モニュメントなどを

広場に備え､星 ･夜､季節の変化

に応じた筏の振わいを創造する様

々な演出を行い､常に情報を発信

してゆく街づくりを行います｡

(参広域的な拠点形成に対応出来るよ

う､利用し易く十分な駐車場 .隻

肯場を整備し､釆街着にとって利

便性の高い街づくりを進めます｡

街づくりの基本的な考え方

に基づいて､具体的に街づ

くりを進めていくために一

定のルールを設ける必要が

あります｡

この街づくりルールを骨格

として､街づくりに関わる

人々相互の創意工夫によっ

て､より良い街づくりを進

めて行きます｡

ルールの項目

①.敷地規模

②.共同化

③. 1階の用途

店).住宅

⑤.用途規制

⑥.都市利便施設の付置

⑦.壁面後退

⑧.通り抜け通箱

⑨.広場､約7LIトク､中庭

⑳.階段､エス力レク-等の設置

①.緑､水､彫刻

⑫.建物の意匠

⑬ 通り沿いの高さ

⑭.街並みのスケール

⑬,色彩

⑩.設備の隠蔽

⑳.看板 .広告 .日除けテント

⑩.夜間の賑わい

⑩.駐車場 .駐篇場の設置

㊨.島車場の設え方

㊨.サービス用車両の処理

街づくりル-)レの手法
●荷づくり協定

●祷づくりルールの中心となる取り決め

で､具休的なアイデア集としてガイド

ラインも作成します｡

●法的に担保するためには地区計画の導

入も考えられます｡



ルールの骨組み
タ ウ ン セ ン タ - 衛 ｢ゴ く そっ ノレ- ノレ

街づくり協定

【祈づくり協定の目的】

.街づくりの基本的な考え方に基づいて､具体的に街づくりを進めていくために､一定のルールを設ける必要

があります｡

.この街づくりルールを骨格として､街づくりに関わる人々の創意工夫によって､より良い街づくりを進めて

行きます｡

【街づくり協定の内容】

○街づくり協定の趣旨

○建物等に関する項目

①.敷地

②.共同化

⑧.通り抜け通路 ⑬.色彩

⑨.広場 ･抑TrIトク･中庭 ⑬.設備の隠蔽

③.1階の用途 ⑲.階段 ･エスカレータ一･等の設置 ⑰.看板 ･広告 ･日除けテント

㊨.住宅 ⑮.緑 ･水 ･彫刻 ⑬.夜間の脹わい

⑤.用途規制 ⑫.建物の意匠 ⑲.鑑真場 ･駐輪場の設置

⑥.都市利便施設の付置 ⑬.通り沿いの高さ ⑳.駐車場の設え方

⑦.壁面後退 ⑩.街並みのスケール ㊧.サービス用車両の処理

也

資料 1-2

●街づくり協定の内容を具体的

ガイ ドライン に補完する参考例や留意事項

を示した解説書です｡

【ガイドラインの目的】

●具体的に施設計画を行っていく場合の､街づくり協定

で定めた項目の考え方や背景の解説と､具体的な作り

方､アイデアや参考事例などを示し､街づくり協定を

実際の街づくりに反映させるためのものですD

車 中 【ガイ ドラインの内容】

●街づくり協定の各項目に対応し､その内容をわかり易

く解説します｡

●例えば､色彩の項Ejであれば具体的な色を運ぶガイ ド

を示します｡

●看板 ･広告物であれば､その大きさや位置､色彩等の

基準以外の工夫の仕方の参考例を示します｡

●駐車場のしっらえ方であれば､駐車場を計画する場合

の留意事項や事例を示します｡

地区計画 .重要項目については､地区計画により法的に担保することが考えられます｡

【地区計画の目的】

●港北ニュータウンのタウンセンターに相応

しい土地利用や街並みの骨格等街づくり協

定の重要項目を法的に担保するもので､土

地利用の基本方針､公共施設等の整備方針

地区別の建物の整備方針を定めます｡

【地区計画で定める項目】

①地区方針

●街づくりの基本方針を明示するもので､タウンセン

ターの街づくりの方向性を示します｡

②地区整備計画

●地区施設の配置及び規模､建築物等の取り決め等に

ついて担保する内容を定めます｡
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港北二ュづ ウン ･タ ウンセンタ ー 地 区 街づくり協定 (莱 )

第 1条 街つ くり協定の趣旨

1.街づ くり協定の目的

2.街づ くり協定の位置づけ

第 2 条 街づ くりの基本方針

1.タウンセンターの開発理念

2.タウンセ ンターの街づ くりの基本的な考え方

第 3 条 街つ くり協定の取 り決め

第 4 条 協定の変更及び廃 止

第 5条 協定の区域

第 6 条 建物等に関する基準

(ll).敷地 ･共同化

(3). オープンスペースの確保

(4).建物形態

(5).付属物

(6).駐車場 ･駐輪場

第 7 条 協定の遷宮

1.街づ くり協定運営委員会の設置

2.街づ くり協定運営委員会の役割

3.街づ くり協定運営委員会の事務局

第 8 条 建築等の手続 き及び届出 ･･

(街づ くり協定運営委員会への提出)

別表 1 規制する用途

別表 2 色彩

別表 3 看板 ･広告物等設置基準

別図 1 街づ くり協定の区域

別図 2 最小敷地規模設定街区

別図 3 住居配置ゾーン

別図 4 壁面後退 と通 り抜け通路
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…港北二rタウン･タウンセンター地区街づくり協定(莱)≡
5IH11日日日日日日日日日日日日日…=-=…=日日…=--l--=--日日-=-111日日日=1日=tM- l"""LllH日産

はじめに
港北ニュータウン･タウンセンター地区は､人 ･自然 ･都市空間 ･都市機能と

いった様々な要素が共鳴 ･融合化する､21世紀に向けた新しい都市の創造をめざ

しています｡

タウンセンター地区の街づくりは広域にわたる多様な機能集積と長期に及ぶ開

発期間を有する性格を持つため､地権者や事業者など街づくりにかかわる総ての

人々が､魅力的な街づくりに向けて､基本的な街づくりの方向性や約束事を共有

し守っていくことが重要となります｡

この街づくり協定書は､今後都市基盤整備の進捗に合わせ街づくりが進んでい

くなかで､広域拠点として魅力ある街づくりを行うため､街づくりに参加する人

々の問で共有する基本的な街づくりの方向性とそれに基づいた街づくりの約束事

をまとめたものです｡

第1条庫 づくり協定の趣旨
1.酢くり協定の目的

この街づくり協定書は､港北ニュータウン･タウンセンター地区において魅力

的な都市環境を形成していくために､タウンセンター建設にかかわる人々の創意

と工夫による街づくりを進めていく拠り所として､建築物等に関する基準やその

遷宮方法などを定め､協定として取り決めるものです｡

タウンセンターの街づくりは､この協定に基づいて､具体的に行なわれていき

ます｡

2.街づくり協定の位置づけ
街づくり協定は､港北ニュータウン･タウンセンター地区全域にわたる街づく

りの基本的考え方 ･方針を示すものです｡

今後は､多様な個性を育むタウンセンターづくりをめざし､小さなエリアや通

り毎などのまとまり (以下 r界軌 という)毎に､それぞれの界隈毎の特徴を出

すことや､重要な項目について担保する方法を検討していくことが大切になって

いきます｡

ー1-

第 2条庫 づくりの基本方針
1.タウンセンターの開発理念

タウンセンター地区の開発理念は以下の4項目が挙げられていますo

(1)多機能複合に基つく広域拠点の形成

(2)生活 ･文化の情報発信拠点の形成

(3)高度の都心性と自然性を備えたセンターの形成

(4)個性豊かで自己主張を持つセンターの形成

2.タウンセンターの街づくりの基本的な考え方
(1)広域を対象としたセンターにふさわしい施設を誘致し､調和のある街並みを

創るために､敷地 ･建物の共同化､協調化による一序的な街づくりを進めます｡

(2)タウンセンターの開発理念を実現するために必要な用途 ･挽能を集積するこ

とにより､魅力ある街を創ります｡

(3)通り抜けのモールや広場 ･中庭といった､人々が自由に利用できる半公共的

な空間や､高低差の行き来を助ける昇降装置を建物や敷地内に設けるなど､多

様な回遊性､奥行き･発見のある楽しい街を創ります｡

(4)敷地内の半公共空間には水 ･緑 ･光 ･モニュメント等を備え､昼 ･夜､また

は季節の変化に応じた街の脹わいを創造する様々な演出を行い､常に情報を発

達してゆく街づくりを行います｡

(5)建物は､意匠 ･高さ･色彩等の調和に留意し､タウンセンター地区全播の個

性と共に､ r通り｣や ｢街区｣毎に統一感のある雰囲気を持った施設づくりを

行ない､それぞれの施設の個性が共鳴する街づくりを進めます｡

(6)広域的な拠点形成に対応できるよう､利用し易い十分な駐車場 ･駐輪場を整

備し､来街着にとって利便性の高い街つくりを進めます｡

第 3条ll'f5づくり協定の取り決め
この街づくり協定は､平成〇年〇月〇日のタウンセンター地権者総会で取決め

られたものです｡

第4条この協土協定の変更及び 廃 止を変更及び廃止する場合､第7条で定める街づくり協定運営委員会で

協議のうえ､前条の例にならってこれを行うものとします｡
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第5条画 定の区域
この協定に掛ナる街づくりの区

センター地区の区域とします｡

域は､別図1に示す港北ニュータウン･タウン

(く〉別図1)

第6条博 物等に関する基準
(1)敷地 ･共同化

① 敷地 :

良好な市街地環境を確保するため､狭小な敷地 ･間口の小さな敷地に分割し

ないようにしましょう｡

② 共剛 ヒ:

来街着の回遊性を創出する集客力のある施設立地を促進し､脹わいのある街

づくりを行うため､隣地宅地との共同化 ･協調化した施設計画を進めましょうo

タウンセンターの核となる大規模施設の立地を促進するため､共同化を前提

とした共同化義務街区を別図2に示す位置に設定しますO (⇒別図2)

(2)用途

③ 1倍の用途 :

通りの脹わいを形成するために､施設の1階には賑わい施設を立地させまし

ょう｡特に､歩行者系道路に面した施設の1階部分には､住宅 ･倉庫 ･駐車場

などの施設 (脹わいを生み出さない施設)は立地させないようにしましょう｡

暫定利用施設は､通りの脹わいを阻害しないような工夫をしましょう｡

⑥ 住居 :

周辺の施設集棟への影響を低減するために､別図3に示すように住宅配置可

能地区を定めます｡ (⇒別図3)

⑤ 用途 :

タウンセンターの魅力形成上好ましくない用途は規制します｡特に別表 1に

上げる風俗営業法による関連官業等は制限します｡ (⇒別表 1)

⑥ 都市利便施設の付iE:

乗街着の利便性を高める都市利便施設 (キャブシュ･3-チ-､キオスク等都市生活を婿完

する施設)を積極的に付置するよう努めましょう｡

(3)オープンスペースの確保

⑦ 壁面後退 :

建物の前面は街に開放し､人々が施設になじみやすいようにしましょう｡

シンボル広場に面した施設は1･2階部分を4m以上壁面後退させ､広場を

簡む回廊を創りましょうOまた幹線道路沿いは､建築物､工作物とも2m以上

-2-

後退させ､十分な歩行者空間を確保するようにしましょうO (⇒別図4)

⑧ 通り抜け通路 :

敷地の中､建物の中に歩行者空間を引込み､来街着にとって多様な空間休験

や発見､回遊性のある脹わいを創り出しましょう｡

タウンセンター内の回遊性を形成するため､大規模敷地内には宅地内通路を

確保しましょう｡ (=>別図4)

⑨ 広場､約7rlレク､中庭 :

人が集まり､様々な活動の出来るセミパブリック･スペース (半公共的空間)

として､広場や中庭､アトリウムを積極的に設けましょう｡公開空地の清掃 ･

管理についても十分に心掛けましょう｡

⑩ 階段､エスカレ-9-等の設置 :

タウンセンターは坂の街です｡高低差が苦にならない街づくりを行うため､

施設内の昇降施設を公開で利用できるように工夫しましょう｡特に､階段､歩

行者デッキ､歩行者専用道路橋などに隣接する施設においては､出来るだけこ

れらに接続して来街着の利便性を高めるようにしましょう｡

⑪ 緑､水､彫刻 :

敷地内に設けられたオープンスペースには､緑､水､モニュメント等､賑わ

い､うるおいを創り出す装置を設けましょう｡

(4)建物形態

⑬ 意匠 :

建物の意匠は､界隈毎に統一感を持った街並みを創り出すように工夫しまし

ょう｡
⑬ 高さ:

スカイラインや通りの景観を整えるため､建物の通りに面する壁面の高さを

揃えるなど､通り毎､歩行者空間毎の工夫を行いましょう｡

⑭ 街並みのスケール :

施設の通りに面した部分は､人のスケールにあわせてデザインしましょう｡

⑮ 色彩 :

タウンセンターの色彩の統一感の創出と､各施設 ･通りの個性の演出に心掛

けましょう｡

遠景からの統一感のある街並みを割り出すため､建物の壁面の3階以上の部

分は r基調色)を使用しましょう｡また､通り毎に､まとまりを持たせる r界

隈色Jの導入も検討しましょう｡ (く〉別表2)

⑯ 設備の隠蔽:

設備様器等は通りや他の建物から見えにくいように修景しましょうO
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(5)付属物

⑰ 看板､広告､日除けテント:
デザインの質の高い看板､広告物､日除けテント等によって､街の個性､店

の個性を創り出しましょう｡

界隈の街並みの統一感を演出するため､看板 ･広告物は位置 ･大きさ･色彩

などを街並みに調和するよう心掛けましょう｡ (⇒別表3)

⑯ 夜間の賑わい :

夜間も脹わいがあり､安全に楽しく歩けるよう､照明など夜間の街並みの演

出に心掛けましょう｡

(6)駐車場 ･駐輪場

⑩ 駐車場 ･駐輪場の設置 :

来街者の利便性､円滑な道路利用を高めるために､駐車場 ･駐輪場の付置を

図りましょう｡

駐車場を付置する場合､付置義務台数以上の整備に努めましょう｡

大規模な施設計画を行う場合､用途に応じて駐輪場を付置しましょう｡

⑳ 駐車場のしっらえ方 :

駐車場の出入口は､歩行者の安全性､円滑な道路交通を損なわない位置とし､

わかり易く､利用し易い施設にしましょうO

駐車場は駐車車両が丸見えにならないよう修景しましょう｡特に歩行者系道

路に面する場合には､通りの脹わいを損なわない計画としましょう0

⑳ サービス用車両の処置 :

サービスヤー ドは歩行者の安全性､円滑な道路利用を損なわないようにしま

しょう｡

大規模施設のサービスヤードは､駐車場との併設を考慮し､歩行者系道路に

面しては設けないようにしましょう

小規模宅地では､駐車場の計画に際して共同化等に努めましょう0

来街着で脹わう時間帯は､サービス車両の出入りを行わないようにしましょ

う｡

-3-

第 7条l協定の運営

1.街づくり協定運営委員会の設置
街つくり協定の取り決めにあたり､第5条に定める街づくり協定区域の地権者

等関係者の代表からなる街つくり協定運営委員会を設置します｡

街づくり協定運営委員会は､当分の問､タウンセンター開発推進協議会の専門

部会とします｡

2.街づくり協定運営委員会の役割
(1)街づくり協定運営委員会は､この協定の遷宮を行うものとします｡

なお､遷宮の細目については､必要に応じ､別途街づくり協定遷宮委員会に

おいて定めるものとします｡

(2)街づくり協定運営委員会は､止むを得ない場合において､第6条の各項の

基準の適用緩和の措置を行うことが出来るものとします｡

3.番づくり協定運営委員会の報局
(i)街づくり協定運営委員会の事務を行うため､事務局を設置します｡

(2)事務局は(掬港北都市開発センター内に設置します｡

第 8条l建築等の手続き及び届出

1.街づくり行為の届出
第5条に定める協定区域内で街づくり行為 (建築物の建設､広告物 ･工作物の

設置等)を行なうとする場合は､あらかじめその計画を第7条に定める街づくり

協定運営委員会に届け出て､その計画について遷宮委員会の承認を得なければな

らないものとします0

2.暫定土地利用の届出
第5条に定める協定区域内の土地について､暫定的な土地利用 (仮設建築､青

空駐車場､資材置場等)を行う場合にも､この協定の内容に沿ったものとし､前

項の手続きを行うものとします｡
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規制する用途

+風俗営業法で区分される関連営業のうち以下の用途は禁止しますo
co'3号営業･.･ラブホテル等

●4号官業-･アダルトショップ等

(1号 ･2号 ･5号官業は風俗営業法によって､タウンセンターには出店

出来ません｡)

●用途地域上制限を受け机 ＼用途のうち､以下のものは設置しないようにしまし

ょう｡
⇒●営業用倉庫

●自動車教習所､床面積の合計が15rrfを超える畜舎D

●作業場の床面積の合計が50nfをこえる工場で､危険性や環境を悪化

させるおそれの極めて少ない施設以外の施設｡

●火薬類､石油類､ガスなどの危険物の貯蔵､処理の施設｡

(ただし､貯蔵､処理の量が非常に少ない施設は除く｡)

｣-ガソリンスタンドは幹線道路沿いのみ立地可能とする｡

男rJ表 2 .色彩

●色彩における F基調色』の考え方は以下の通りです.

●基調色は3階以上の高さに使用する色で､遠景からの街の色を特徴

､づけるものです｡

●タウンセンターの明るい街をイメージさせる､白に近い色 (明度事1

の高い色)を基調色として使用するものとします｡

●色相I2については､地区毎､通り･街区毎 (界隈毎)にそれぞれの

特徴を出すために､独自の約束事を設けることも考えられますO

●r界隈色』の考え方は以下の通りです｡

●界隈色は､通り･街区毎 (界隈毎)に基調色や､建物の2階以下の

壁面の部分の色彩について､それぞれに個性を演出するために､色

相の範囲や明るさなどを取り決めるものです｡

注)●l明度 ‥色の明るさを表し､白を10として､大きく10段階で表示されます｡

2̀色相 :色の色あいを表し､大きく赤､黄､緑､青､紫の5つの色相に分割さ

れ､さらに細分化して表示されます｡

-4-

男り表 3 看板 ･広告物等設置基準

●看板 ･広告物に関する基本的な考え方は以下の通りです｡

a.看板の氾濫のない整った街並みを創るため､シンボル広場 ･シンボル道

路 ･駅前広場の周辺には､屋上広告 ･窓面広告 ･野立広告板等は設置し

ないようにしましょうo

b 蛍光塗料､点滅サインは使用しないようにしましょうo

c.赤 ･黄の面的使用は交通信号 ･緊急時の表示に優先使用するため､使わ

ないようにしましょう｡

d.3階以上の高さに付く看板 ･広告物の色彩は彩度を低く抑えましょう0

(マンセル色度表示による各色の最高彩度の 1/3までに抑える｡)

e.建物の住所や名称を表示するサインは､通りや界隈毎にデザインを統一

するようにしましょう｡

ll
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タウンセンター街づ くり協定区域内における建築手続きの流れ
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話に.票冒リこして雲量J･-e三.r7度LT の:三rp_こ認

亨EJLT=言ち着きC:)ある主語.文忘:,蔓るい童謡

こする｡

了T ≡､,

7r敷地内の工作年寄 歩行書三男溝を宗tjする這具7=てこ=iるシ三

つJT-ス▲うアーJT - T{亭0:釈:ニ再三一乍謁Eこ､

遥完及び,-'宝達の景王亮と謂青口するC;う､そのデ

ブインl=き己還する.

簡易シ=ルタ-?工事罵碩重い､誇i2の芳

書亭-言i=二1乍詔について=.ハ モの再読E_i芯に

7;'7)､てつらず周畠の景放こ諾亭ロするよう記屈T

呑 ｡

'5 ライトアップ =,=軌 己＼⊂)夜E環の宗±の-:貢こして三雲ぢJ慧

詮をライトア ップし.ぎ≡Ll⊂3,･3,ItモえるC;

う∈己屋する｡

'9)敷地内増設用地 積完.注更汚毒が増設こnる亮=空に.謹化

等をそラい周昌の謹環と語手6するよう記屋する.
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●敷地内に与三聖場､サービスヤー ト′､ 白転出駁 結 くlil匿 ;:キi九 第 をは け も)

6Hiとを配遊する場合には､以下の点 に皆良一91るU

①SZgI鳩や大規蟻な卓上指場が退路やベテ等か らF'ii

見19るi差合は､周Ⅰ8日こ地政指を設ける｡

･仕出をEj的 とす るため 鵜紬の低木 rlJ木を立付

とす るが､周辺を歩く歩行者に も配塩 して､7E

J.や,鵠人を組み合せて､変化のあ る他放そり うC

招致)E.:よ る完全Ii遊癌では11く､ある梢皮見

地 しそ確保 し､見過 した兜にもhl奴的なポイノ

トを設けるとよいD

地形によるレベル差を砥用 した り､-Ir-jノ ドを

利用 して もよい｡

②Stii場の規模の問題点の 】つ は舗装面である｡

必ず しも牌uBを権鼓で雌わな くて も舗装の工夫

と､広大1三富di装面の広が りを仕切 る抽鼓があ る

と､兇触上の効果 は大 きい｡

･私案施設や公共的な施設は､特 に都会 らしいに

さわい盛が必要であ り､虹登場等 について も舗

装を=夫 し､捕捉蛸を配す るなど､スベ -ス白

化を工夫 して広場的心事Bil気 にす る｡

･歩道ほや､建物か らの見えかか りに留宜 し､以

並場内に も適宜高木を丘笹す る.

(はiiJのコ入)

宙｢11118番rT

㊨ L｣一喝軌｣｣JJl

●道路 .ペ-)I'沿いや､敷地(Jjlよ書芸ナよとか ら日立つ く生垣T一匹 い

所に設備枝器､その他及根上fllま しく!よい もの

が蒜出す る喝合 には､連載捕代を行 う｡

● この他､退柁 ･ペ7- ･隣地などか ら7-I-}イパ ソ

-そ托保-3るため人の祝辞,Jtさえきる必 要があ

る所に も空転納札を寺子 うD

●連夜捕鼓は以下の点 に祁守をi る｡

①できるだ け外周柄救地､別立場の轄月日M tl也等 くつィバ ーTr,ツH .挿苑帯 )
立体5三五11等

と一体化 した柵放手許の中にiRn-押 し､Tu貫によ る

中高木で蓬蘇す るC

②対象物の周囲 に市生b-顎をiirtけ､逆にBT駅上の

お もしろさ､効果をね らう｡

●立体駁g_噂等 についてlj､延汚物 と しての 77

サー トー処理 に充分配座す る他､ これを手箱うため､

以下のよっに格鼓による任炭を考尽す るQ

①聖面にツタ等をはわせ る｡

② ウィン r一･rL'-/クスによる机技を行 う｡

③聖5]の約両に統裁77帯を設ける.







■産]L=ユータウン･タウンセンター開発推進協議会 フロック連絡会 第 1回日時 93.03.13(土) 14･00-16.30
於 港北都市開発センター 会議室

ロ出席蓋警 保 開発推進協議会 会長
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田丸 政治 事業化促進部会 会長

(事務局)西川 横浜市港北NT建設部次長 事業管理課長
松本 ′′ 事業管理課係長

石毛 住宅 ･都市整備公団港北開発局 事業計画二課課長

野田 ′′ 事業計画二課係長

野渡 港北都市開発センター計画部部長

丸山 ′′ 計画部次長

高橋 ′′ 計画部課長代理

菅 ㈱山手総合計画研究所

1.開会

2.開会のあいさつ :金子 タウンセンター開発推進協議会会長

3.タウンセンター開発状況について :横浜市 西川課長
住宅都市整備公団 石毛課長

4,部会等開催状況報告 :(輔港北都市開発センター 丸LLJ次長

5.ビデオ上映

6.街づくり協定 (莱)等説明 :山手総合計画研究所 管

7.質疑

(井上) ●以前の会議では商業地区では住宅は建てられないと聞いたが､協定

を見ると建てられそうだがどうなっているのか｡

●始めの話ではオーナーのみの住宅が認められていると聞いたが｡

(b+･西川)●タウンセンターは商業 ･業務槻能を中心に施設計画を行いたいと考

えている｡

●住宅については､1階部分は脹わいの連続性を確保するため避けて

頂きたいという主旨である｡

(岸田) ･これからの社会は､高齢者が多くなり､身障者もどんどん街へ出で

来る｡

●歩車道の段差や信号など街としても考えなければいけない｡

●協定の条文を見ると一般の人のことしか書いていないように思う｡

高齢者や身障者のことについても触れておくべきだ｡

(恥 石毛).基盤施設の計画では､全部とはいかないが高齢者や身障者対応で計

画している｡

(管)

(大久保)

横浜市の基準にスロープの設置やその勾配の規定や機械処理の促進
が謡われている｡

壁面後退について｡高い減分率を課せられて更に壁面後退をしなけ

ればいけないのはおかしい｡公共空間の中で確保すべきものではな

1/2

いか｡

+壁面後退などの場所は屈定資産税の評価はどうなるのかO

(鯨市･西川)●壁面後退については､その部分でカフェテラスの設置やワゴンセー

ルなどの賑わいづくりに使用することが出来るが､公共空間となる

と自由に使用は出来なくなる問題もある｡

●使い方が公共空間と違う｡

(鯨市･松本)●固定資産税の件は､公共的利用を出来る空地については評価の対象

となる可能性がある｡上部に建物を設けると無理かも知れない｡専

門ではないので｡

(大久保) ●土地と建物は別だから評価には係わりないのではないか｡

(鮮市･松本)●壁面後退部分の使われ方が問題となるO

(大久保) ●むかしは通りに面した12尺は公共的役割を持つものだと教わった｡

ある程度の公共性を備える必要はあるだろう｡

(岸田) ●壁面後退を一律に行うのは無理ではないか｡

●メリットのある人とデメリットになる人が出るが､換地の変更をし

てくれるのか｡

(事粥･丸山)●壁面後退を想定している所は､メリットとなるように考えて設定さ

せていただいた｡

(岸田) ●申し出換地の際に壁面後退を条件として提示しているのか｡

●個別の地権者に意見を聞いているのか｡

(罪,5･丸山)●前回の地権者総会の際にも壁面後退の考えは出させて頂いている｡

その後も部会において検討を続けてきた｡

〔会叢後･A氏〕●2地区義務街区の対面の街区のものだが､大型施設は監重場の入口

やサービス出入口が補助幹線に面して出てくると思うが､こちらの

街区にとっては街並みに影響するので注意して欲 しい0

8.閉会のあいさつ こ田丸 政治 事業化促進部会 会長､開発推進協議会 副会長



r港北=,一タウン･タウン叫 一開発推進協議会 フロック連絡会 第2回日時 :93.03.13(土) 18:00-20:30
於 :港北都市開発センター 会議室

ロ出席霊警 保 開発推進協議会 会長

徳江 義治 開発ルール部会 会長､開発推進協議会 副会長

(事務局)西川 横浜市港北NT建設部次長 事業管理課長
松本 ′′ 事業管理課係長

石毛 住宅 ･都市整備公団港北開発局 事業計画二課課長

野田 ′′ 一 事業計画二課係長

野渡 港北都市開発センター計画部部長

丸山 ′′ 計画部次長

高橋 ′′ 計画部課長代理

菅 (柵山手総合計画研究所

1.開会

2.開会のあいさつ :金子 タウンセンター開発推進協議会会長

3.夕立ンセンター開発状況について :横浜市 西川課長
住宅都市整備公Ea 石毛課長

4.部会等開催状況報告 :(椀港北都市開発センター 丸山次長

5.ビデオ上映

6.街づくり協定 (秦)等説明 :山手総合計画研究所 管

7 質疑

(蘇) ●居住住宅はオーナー用のみという話だったと思うが 300%まで建て

てもいいのか｡

●壁面後退部分の地下利用はいいのか｡

(棚 ･丸LLr)●タウンセンター全体で夜間人口1万人で計画しているO住宅は容積

300%を限度として､地区を定めて計画出来るものとした｡

●壁面後退分の地下利用については､前面道路の歩行者空間と同レベ

ルで自由に歩けるように空間を作るのが主旨であるので､高低差の

;二 :≡ _こ:;I_:三言 三 二,-i:--:::_∴ 二 ∴ ‥_I

●新横浜の例でラブホテルが街の熟成を遅らせたような話をしていた
が､私は逆だと思う｡

●住居の問題､人が住んでこそ街は賑わうものなのではないかO

(箱石･丸山)●この協定で出来るだけ良い街をつくってきたいと考えていますo
●住宅の計画も可能なように考えている｡

(苗床(槻) ●通り毎に建物の高さが決まるようだが､例えば5階で揃えることで

決まった通りで3階建ては建てられないのか｡

●共同化 ･協調化といっても建設時期はばらばらであるので､申請も

複数で揃って出せない｡単独になってしまうがいいのか0

(弼S･丸LLl)●ガイドラインを設けて共通の考え方を理解して頂けるようにしたい.

(古床㈱) ●届け出を出したとき､協定にの内容を満たしていなくてもいいか｡
(弼昂･丸山)●その為に事前に相談して頂きたいO

(A ) ●このルールは市や公団が指導するのか.自前のルールなら公共がや

るのはおかしいではないか｡

(邦局･丸山)●事務局は第3セクターで､協定運営委員会の事務局として行うo

(管) ●ここの協定は法的拘束力のないもの｡街づくりの考え方を今回まと

めようと考えている｡地区計画や建築協定など拘束力を持つ制度も

あるので今後必要なら導入を検討して頂きたい｡
(吉本) ●事業者の届出は法的拘束力があるのか｡

●ビデオの内容は既成の街の場合である｡街のイメージが決まるまで

仮設の計画でやろうと思っていたが､それも制限されるのか｡

(事鶴･丸山)●法的拘束力は有りませんO
●協定にもありますようにOKです｡

(B ) ●具体的に計画を早く進めるにはシンボルとなる建物を早期に建設す

ることが大切であるOどのような目処になっているのか｡

(事開･丸山)●2地区義務街区は進出企業順位として､1位高島屋､2位東急とな
っている｡

●1地区義務街区は企業を選定中である｡

●進出時期については現在交渉中であるのでお答え出来ないO

(B ) ●契約条件として､何年以内に着工という項目は入っているのか｡
(邦吊･丸山)●目安の時期のついては記載してあるO

(穂高㈱) ●ビデオの内容では摘み所がないo具体的にこういう街にするという

モデルづくりをしてほしい｡5つくらいモデルを作って地権者全員

で選ぶような方法の方が早く進みそうだ｡

(字音局･丸山)●今後事業化促進部会で検討していくO

(蘇) ●駐車場の設置の基準について聞きたい｡

(事務局･丸山)●駐車場は横浜市の駐車場条例で付置義務が生じる｡

●条例の基準は最低の基準であり､タウンセンターでは十分でないの

で協定の基準はそれ以上確保して頂くように書いてある0

(C ) ●地下鉄が開業するが駅の乗降客数はどれくらい見込まれているがO

(鯨市･西川)●交通局の発表では､個別データはないが乗降客は6万人という予想

がされている｡

8.閉会のあいさつ :徳江 義治 開発ルール部会 会長､開発推進協議会 副会長



■港北ニュータウン･タウンセント 開発推進協議会 フロック連絡会 第 3回
日時 :93.03.14(日) 14･00-16.30
於 :港北都市開発センター 会議室

ロ出席蓋警 保 開発推進協議会 会長

(事務局)西川 検浜市港北NT建設部 次長兼事業管理課長
中村 ′′ 事業計画課長

松本 ′′ 事業管理課係長

石毛 住宅 ･都市整備公田港北開発局 事業計画二課課長

野田 ′′ 事業計画二課係長

野渡 港北都市開発センター計画部部長

丸山 ′′ 計画部次長

高橋 ′′ 計画部課長代理

菅 ㈱山手総合計画研究所

1.開会

2.開会のあいさつ :金子 タウンセンター開発推進協議会会長

3 タウンセンター開発状況について :横浜市 西川次長

住宅都市整備公団 石毛課長

4.部会等開催状況報告 :(梯港北都市開発センター 丸山次長

5.ビデオ上映

6.街づくり協定 (秦)等説明 :山手総合計画研究所 管

7.質疑

(高橋) ･ビデオの中でエ レベーターやエスカレーターの紹介例があったか､

そのような施設は費用 もかかる｡どこが事業主体となるのか｡

(I耶･丸LLF)･それぞれの地権者が工夫 して設置 していただきたいO

く菅) ･公共施設の中で も自由に使えるエ レベーターやエスカレーターが倭

えるようになっているが､それ以外の皆さんの施設でも公共で使え

るような工夫を考えていただきたいということである｡

(大久保) .手続きの中の事業者には公共機関にもあてはまる｡

●タウンセンターの駐輪場 も 500台 800台の規模となると景観的にも

十分注意 しないといけないと思う｡

●高架下は植栽が出来ないというかも知れないが､甲州街道の初台で

は中央高速の高架下にスプ リンクラーを設置 して植栽 している｡

●タウンセンターのものはまだ見ていないが､中川駅前の例を見ると

想像出来る｡中川の ものは看板など酷いものを付けている0

●今からでも遅 くないので､担当部署と調整 して欲 しい｡

(弼毒･丸山)●事業者の中には当然公共機関も含まれる｡

●駐輪場についても協定の内容は守 らなければいけない｡
(大久保) ●科目の駐輪場は管理意識丸出 しの看板が､道路から丸見えの所に那

り付けられている｡

(鯨市･西川)●関係機関にはこれまでも協定の考え方や内容を周知 している｡

●駐輪場についても調整 していきたい｡

(飯田) ●協定の中の運営委員会の暫定機関の設置について､当分の問という

のはいつまでのことか明快でない｡

●運営委員会も委員が何人で任期が何年でとか､決まっていないと協

定の内容が知 らない間に変えられる恐れがある｡

●運営の細目がないままに総会をするのほおか しいのではないかO

(邦局･丸山)●その点については協議会までに検討 します｡

8.閉会のあいさつ :金子 保 開発推進協議会 会長



■港北ニュータウン･タウンセンター開発推進協議会 フロック連絡会 第4回
日時 .93.03.14(日) 18･00-20･30
於 .港北都市開発センター 会議室

ロ出席蓋警 保 開発推進協議会 会長

徳江 義治 開発ルール部会 会長､開発推進協議会 副会長

(事務局)西川 榛浜市港北NT建設部 次長兼事業管理課長
中村 ′′ 事業計画課長

松本 〃 事業管理課係長

石毛 住宅 ･都市整備公団港北開発局 事業計画二課課長

野田 ′′ 事業計画二課係長

野渡 港北都市開発センター計画部部長

丸山 ′ノ 計画部次長

高橋 ′′ 計画部課長代理

菅 (柵山手総合計画研究所

1.開会

2 開会のあいさつ :金子 タウンセンター開発推進協議会会長

3.タウンセンター開発状況について :横浜市 西川次長

住宅都市整備公団 石毛課長

4.部会等開催状況報告 :㈱港北都市開発センター 丸山次長

5.ビデオ上映

6.街づくり協定 (秦)等説明 :山手総合計画研究所 管

7.質疑

(小林) ･手元に配られている資料は､壁に貼りだしてある図面のように色が

付いていないためわかり難いO

●息子に土地を譲ることになっているが､色がついてわかり易い協定

だと渡すだけでいいのだが｡

(棚 ･丸山)･今後の資料づくりには工夫したいo

(岸) ･協定という名前は初めて聞いた｡まだ案ということだが､いつ決定

するのか｡

(糊 ･丸山)･条文にあるように地権者総会での合意によって成立するものと考え

ている｡

(早) ･いろいろな基準がかかった上に､更に細かい縛りをかけると､決ま

りそうなテナントも決まらない｡

●手続きについても､従来の手続きに加えて新たな手続きをしなけれ

ばならないのは面倒だ｡

(事育昂･丸LLJ)●縛りと言われたが､この協定は良い街を作るための指針となるもの
である｡

(岸) ●地権者の合意によるというのは､投票かなにかするのか｡

(邦6･丸山)●総会でのおおかたの同意が得られれば締結と考えている.

(小泉) ●ブロック毎の協定はどのくらいの期間で出来るのか｡

(窮鳥･丸山)●ブロック毎の内容はガイドラインでお示 ししたいO

(高村) ●ルールは賛成であるO継続的に運用していくことが大切であるo

NT内でもいくつか取り決めがあるが､最近はなかなか守られてい

●ないようだ｡強い力を持たせる必要があるのではないか0

(諏吊･丸山)●協定自体には強制力はないが､必要に応じて地区計画等を導入する
ことも可能である｡

(高村) ●タウンセンターの計画自体が遅れているが､地権者に任せきりでは

更に遅れる｡

●横浜市 ･公団と地権者が一体となった計画を進めていかなければな

らない｡

(手折･丸山)●具休的な事業の検討は､事業化促進部会でモデル地区の検討を進め

ている｡

(舷市･西川)●タウンセンタ-は横浜の4つの副都心の一つに位置づけられており

更に業務核都市として国の承認を得られている｡これが一つの弾み

になると思う｡

●街づくりの観点からみてルールに沿った統一感のある街づくりと事

業の促進を合わせて進めていくことが大切と考える｡



J港北ニュータウン･タウル ター開発推進協議会 フロック連絡会 第 5回
日時 :93.03.15(月) 18:00-20.30
於 .港北都市開発センター 会議室

ロ出席霊芝 義治 開発ルール部会 会長､開発推進協議会 副会長

(事務局)西川 横浜市港北NT建設部 次長兼事業管理課長
中村 ′′ 事業計画課長

松本 ′′ 事業管理課係長

石毛 住宅 ･都市整備公団港北開発局 事業計画二課課長

野田 ′′ 事業計画二課係長

野渡 港北都市開発センター計画部部長

丸山 ′′ 計画部次長

高橋 ′′ 計画部課長代理

菅 ㈱山手総合計画研究所

I.開会

2.開会のあいさつ :金子 タウンセンター開発推進協議会会長

3.タウンセンター開発状況について :榛浜市 西川次長
住宅都市整備公E3] 石毛課長

4.部会等開催状況報告 :㈱港北都市開発センター 丸山次長

5.ビデオ上映

6.街づくり協定 (秦)等説明 :山手総合計画研究所 管

7.質疑

(秋津) ●街づくり協定は建築協定を念頭に置いているのかO

(事関･丸山)●任意の協定である｡建築協定は今後必要であれば検討頂きたい｡

(秋津) ･聴問等は予定しているのか｡協定は地権者の土地利用を制限するち

のであるがどの様に合意を得るのか｡

●建築協定は個々の人の同意を必要としているが､この協定は総会の

合意で締結されていると書かれている｡

●総会の過半数の合意で締結されるのか｡

(榔 ･丸山)･任意の協定であるので､そのように考えている｡
ている｡

(秋津) ･この協定に同意出来ないひとは協定の区域から外して締結するのか｡

(管) ･これまでの検討の経緯はTCレター等で逐一ご報告している｡その

後この会を設けさせて頂いている｡

(秋津) ･大部分の内容は良いと思う｡

●しかし例えば､手続きの流れの中に事前協議と承認と書かれている

が､承認されないならば次の手続きに入れないのか｡

(邦か丸山)●極力協定に沿って施設計画に協力して頂きたいO

●区画整理法や建築基準法の手続きとは独立したものである｡

(秋滞) .先程の意見だと､検討の席に居なかった人は賛成ということで考え

ているようだが､欠席の人は事情のある人､無関心の人､反対の意
思表明の人なと､様々な人がいるはずだ｡

(管) ●そうではなく､様々な機会を持って地権者の方々の意見を改み入れ
て今回の協定としてまとめている｡

●総会の同意については決められていない｡

(秋津) .総会での締結方法も決まっていない状態で大方の同意だけで決める
のは､法をくぐるような行為ではないか｡

(山本) ●ビデオで様々な例が紹介されたが､タウンセンターはど大規模な汁

画はなかった｡同じような方法論ではうまくいかないだろう｡

●長期かつ広大な街づくりであり､地権者の代替わりもある中で､ど

のように進めていけばいいのか充分検討しておく必要がある｡

●地区計画等による担保と書かれているが､タウンセンターの特殊性
を充分考えて欲しい｡

(森村) ●この協定が出来ると､協定の内容に沿わない建物は建築出来なくな
るのか｡

●例えば私が反対だとして､建築許可が下りなくなるのか0
(芋粥･丸山)●そのようなことではないo

(管) ●協定の内容は大きく幅を持たせた表現となっている｡具体的な数字

も殆どない｡そのためにガイドラインで工夫の仕方を事例も含めて
ご紹介していくことになる｡

(森村) ●壁面後退についても､街が熟成してくれば効果もあるかも知れない

が､それまでは低層や仮設でやっていくこともあると思う｡

(管) ●21項E]すべてを満足しなければいけないものではないD IOO点満点

でなくても30点でも70点でもいい｡ただし 180度後ろ向きではない

ある一定の方向性を持って街づくりを進めたいということだ｡

(徳江) ●開発ルール部会での検討でも､同じ創るなら立派な街を創ろうとい

うことでは皆さんに同意して頂ける｡
●しかし具体的に看板一つ取っても､余り厳しくしても賑やかさがな

くなるし､かといって無秩序にしていいものではないし､非常に多

くの議論を頂いた｡

(山本) ●界隈毎のルールづくりの際に､技術的援助､費用の援助はしてもら

えるのかo専門家に相談するにも費用がかかるC是非検討をお願い
したい｡
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タ ウ ン セ ン タ - 開 発 推 i王墓協 議 会

特 芳り合 同 善巧 金 次 第

日 時 平成 5年 4月 2日 (金) 10時～

場 所 港北 都 市 開発 セ ンタ-会議 室

1 開会 の あ い さつ

2 議 事

(日 プ ロ yク連 絡会 の開催状 況 につ いて (報告 )

(2) 街 づ くり協定 (案)及 び協 定 遷 宮 (寡) につ いて

(3) 今後 の進 め方等 につ いて

3 閉 会 の あ いさつ



flヅ
ク 連 絡 会 で の 質 問 一意 見 等 の 要 約

･午 ∵-_::Ll_--:I-葵 三 ;I-:-------:~了 ∴ -≡

■

I:一区芸3品k6*荒:9,1oY ,2#9%7%'畠イ諾 芸 茎数に対する出席者数の割合です｡

@要 撃 な 質 問 及 び 要 望 (要 旨 )_I1-▲⊥亡･1-It■.=トljゴ~.;せIJ-■-､J､†′hJEEBE;/苫ヒニヽ
建物等にBbする基準】についての質問 (要旨)

住宅は建設出来ないと聞いていたがどうなのかO
4 FEE)罪IL5LlーTrl-I ~~

● タウンセンターでは-住居が建てられる街区はないと思っていたが｡

● 壁面後退は･土地区画整理事業として公共空間の中で確保しないのか0

14 壁面後退を行うと-土地の評価軌 こ彫轡があるのか｡

r 壁面後退については一同-街区等での事業化時において･壁面後退を行う人と行わ
ない人とが隣接しているケースも考えられるので･-律に設定するのは国東ではな

いか｡

● 壁面後退について･地権者の意見は聞いているのかo

● 壁面後退の箇所の地下利用は可能なのか｡

● エスカレータ等の設置に際し･その事業主体は誰なのか｡

駐車台数の算定根拠はあるのか｡

(2) 【街づくり協定の取り決め】に関する賃間 ･要望 (要旨)

● 建築協定を念頭に置いて.この協定を定めようとしているのか｡

● 協定の内容は,実質的に地権者の土地利用権を制限しているが,とのように合意を

取り付けるつもりなのか｡

●蛤会の誰を経たということで,協定を取り決めようとしているが,全員一致の必要

性はないのか｡

i● 捨金の成立要件も定まっていないで.相当の意見ということで決めるのは,法をく

ぐろうとしているのではないか｡

● この協定に合意出来ない人に対しては,適用除外にするのか｡

● 捨金等に出席しない人にも理由がある筈だが,それでも押し付けられるのかo

･l この協定を今取り決めても.建築時期は地権者それぞれに異なってくると思われる｡

例えば,ある街区では結果的に隣接施設の高さがバラパラになったりすることち

怨念される｡その辺のところはどうするのか｡

● 協定を定めると自らの首を絞めることに或りかねない｡

● 今回の内容のようにガンジガラメにしなくてもよいのではないか｡人が実際に住み

:l タウンセンター地区の開発は,大規模 ･長掛 こわたるものであるので.協定の取り

明確にしておいた方がよいと思う｡

(3) 【萄づくり協定の遷宮】に関する質問 (要旨)

● r街づくり運営委員会は,当分の問,タウンセンタ-開発推進協議会の専門部会と

しますlとなっているが,当分の問とは.どの位なのかOまた.委員会の構成等が

不明であり,このままだと協定の内容が知らない間に変えられたりする可能性もあ

る○この辺のところを明確にしないで総会を開催するのはおかしいのではないか.

● この協定に基づいて.実際に7ド′ヾイス等を行うのは誰なのか○

● 事業者には,公的械関も入っているが,協定が取り決められる以前の建築物への適

用はどうなるのか○

● 現在,中川駅周辺においては,駐輪場案内の看板等,景観上良くないものが乱立 し

ている○タウンセンターにおいてもどうなるかわからない.今後,どのように対処

するのか○また.協定では.その辺の担保方箆をどうするのか○

● こういう協定は良いと思うが.順守されない場合もある○強制力をしっかり持たな

(4) 【建築手続き】に関する質問 ･意見 (要旨)

● 建築等の手続きにおいて.法的規制があるのか○

● この協定に則っていなければ建築許可が出ないのかO

● 事前協議において承認が得られない場合,つまり計画内答が是とされない場合は,

次のステップには進めないのかO

● 街づくり運営委旦会への事前協談の段階において.例えば高さ等で.その計画が駄

Elだと言われることがあるのか○

(5) その他の質問 ･要望 (要旨)

● タウンセンターの市街化に寄与すると思われる.シンボルとなるようなビルの着工

計画はあるのかO

● 地下鉄の利用客はどの程度を見込んでいるのか○

● 界隈毎に定めるのは,いつ頃なのかO

● 身障者 ー高齢者に対する対応策を条文の中に明記して欲しい○

(≡)今 後 の 予 定 もこ 一つ t,→て

今回のブロック連絡会においては-貴重なご意見 ･質問等を多くいただきながら,

街づくり協定 (寡)の説明を行ってきましたが-地権者の方のこ都合もあり,出席者

は,地区内の約3割の方々に止まっていますD｡このため,開発推進協議会としまし

ては.今後もさらに地権者説明の接会を設け.より多くの地権者の方のご意見等を伺

うため,以下のように日程変更,及び作業を行っていくことになりました｡

●4月24日開催予定の地権者総会は.街づくり協定 (秦)についての説明会に

変更し,より多くの地権者の方々のご参加をお願いしたいと思いますb

●4月初旬頃.タウンセンター地区内全地権者の方々を対象として,ハガキによ

る色々なご意見等をいただきたいと考えています｡

●これらの結果を踏まえて,5月下旬～6月中旬頃に,街づくり協定を取り決め

る場としての地権者総会を開催したいと考えていますo



平成 5年4月

く り 協 定 (塞 ) に - い て ご 意 見

::ガ 者 せ 下 さ い

港北ニュータウンタウンセンター

開発推進協議会

会 長 名

l北ニュータウン地区は､平成 7年度の完成に向けて基盤整備が進めら

れているところであります｡

れ 市営地下鉄3号線の新横浜～あざみ野間延伸開業によってタウン

で,タ一地区の開発､発展が多いに期待されるところで もありますo

Lとも､協議会では､一昨年来､後世に誇れる街づ くりをめざ してタウ

.でノクーの開発ルールや事業化の促進に向け種々検討を重ねてまいりま

その成果として､この度､街づ くり協定の原案を確定するにあたり､杏

I.:封する地権者各位の忌輝のないご意見をお寄せいただき､この街づ く

''i定の趣旨でもあります､相互理解と協調を図って参 りたいと考えてお

'iす｡

';お､ご意見等について､別添官製-ガキにて来たる4月26日までに

こち晒いただければ幸いに存 じますO

03.'9

(-ガキ)

了幸手づ く り 協 定 もこ 対 す る

こ '二重葺_声己

1 特に意見は､ありません｡

2 ご 意 見

住 所

氏 名

(第 1地区 第 2地区)

※恐れ入 りますが､4月26日までに

ご投函ねがいますO



ド 〆 更 襲

街 づ く り 協 定 ( 本 文 )

ブロック連絡会投明 くTCレターNO.5) 合同都会､協Z&会､捨金用最案 肯 考 l

第2条恒 づくりの基本方針1.タウンセンターの暇 怠タウンセンタ-地区の師班 会li以下の4項目が挙げられています.(1)多横併 合に基づく広域胞点の形成(2)生活 一文化の僻 発信拠点の形成(3)高LEの私心蛙と自然性を備えたセンターの形成(4)e蛙量かで自己主張を持つセンターの形成2.タウンセンターの酢くりの基珊構え方(1)広溝を対象としたセンタ-にふさわしい施設を誘致し､艶 色ある農 地 を-Lqるために､故地 一建物の共同LL 協酎 ヒによる一片的tl街づ くt)を萎めます○(2)タウンセンターの開発理念を実現するために必要な用途 .披能を集謙するこ'嚢 叢 妻童表 芸喜萎…軍 票 苧冨 i 第 2条庫 づ.くりの基本方針1.タウンセンターの筒彰蛤タウンセンタ-地区の沌班 会li以下の4項目が挙げられています.(1)多按能複合に基づ く広軌 点の形成(2)生活 一文化の情報発信拠点の形成(3)高度の私心色と白魚蛙を卓えたセンターの形成(4)眉性豊かで自己主張を持つセンターの形成2.タウンセンター(婚づくりの基本机考え方(1)広域的集客力を持つ麓没を沃鼓 し､新しい私心を判るために､敷地 一定物の共同化､佐郡 ヒによる-㈱ な街づくりを進めます｡(2)タウンセンターの鞘舞艶 を実現するため､様々な用途 .桟能を集秩することにより､星塊 を魅力あ緬 を創ります.く3)人々が自由に利用できる通り抜け義持や広場 .中庭といった､オ-プンスベ-スを設け､水 -掻 .光 .モニュメント等により時間や季節の変化に応じた衝の脹わいを創造する様々な演出を行い､奥行き-異見のある楽しい苛を側｡ま
(4)赦地内の半公共空間には水 .禄 .光 .モニュメント等を煮え､星 .夜､また す.

は幸市の変化に応じた街の娠わいを創造する様々な演出を行い､常に仲報を舞 く4)建物は､意匠 .高さ 一色夢等の賀和に留意し､タウンセンタ-地区全件の眉

適してゆく街づくりを行います. 蛙や､ T界隈｣毎に扶-盛のある芽匪気を持った故 づくりを行ない､それぞ

(5)建物ーi､意匠 .高さ.色彩等の酌 に留意し､タウンセンター地区全体の眉 れの建物の個性と透 りのイメージ棚 する協粥的な街づくりを進めます.

芸諾 .霊 きまと…よ慧富農 芸 誓 言言霊 …誓;.f-施酎 く｡を 慧 q 警 ;芸孟諾 雪雲 芸霊 芝誓言芸……£≡eg ,(苦三言誓 ;誓 ｡の

(6)広域的な拠点形成に対応できるよう､利用し易い十分tl駐車境 .駐輪場を重 く6)広域的な来街着にも対応できる利用し易い十分な監車場 .駐輪場を蔓拝し､

錦し､乗街着にとって利便性の高い街づく｡を針 )ます. ユ 高低差の行き来を助ける昇降芸歪を置物や に号九l 七 一､利便性の高い街づ く｡を進めます.第3:el.警雲.i(:盟 .oB警P,警?_鵬 捨金で取決め 第 3,AI街づくり協定の取り決め



街 づ く り ta 定 ( 本 文 )
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1ロック連絡会税明 くTCレターNO,5) 合同部会､協払全､捨金用原案 備 考

第7条固 定の運営 第 7条匝 定の運営 -毒し毛木 ,虜 書

1.酢くり協定運営委始の設置 1.街づく鳩定量嘗委員会の設置
粁づくり協定の取t)決めにあたり､第 5灸に定める静づくり協定区域の地権者 街づくり塩定の取り決めにあたり､第5灸に定める街づくり協定区域の地権者

如 与≠｢ 2.街づく鳩定差首委員会の個

2.酢くり協運営委員会の甜(1)街づくt)協定蓬首重点全は､この協定の荘官を行うものとします.11お､遷宮の柾目については､必要に応じ､別途街づく｡協定遷宮季長全において定めるものとします. く1)街づ くり協定善言委Å会は､この協定の遷宮を行うものとします.なお､荘官の細目についてlit必要に応じ､別途街づ くt)協定荘官委旦会において定めるものとします.(2)街づくt)tB定荘官要具会札 止むを得ない特会において､第 6灸の各項の

(2)街づくt)協定遷宮委且会は､止むを得ない牧舎において､第6条の各項の 基準の主用故知の活王を行うことが出来るものとします.

美挙の鼻用捷和の清正を行うことが出来るものとします. 3.街づくり協定葺預員全項奄局
3.番づく鳩定量首委員会の事務局 (1)街づ くt)協定遷宮委鼻会の事番を行うため､事有馬を設置します.

(1)街づくり塩定運営委且会の事務を行うため､事有馬を設ZlLます く2)何 局は､株式会社 港北柾市開先センターとします.

(2)革帯局は㈱港北古市開発センター内に没正します.第8条廃 築等の手続き及び届出 第 8条廃 集等竺 続き及び届出1街づく掩為の届出
I.番づく桶為の届出 第5灸に定める協定区境内で街づくり行為 (廷集物の葺投､広告物 .工作物の

第5灸に定める協定区境内で貯づくり行為 (荘重物の建設 広告物 .工作物の 設定等)を行なおうとする埠合は､あらかじめその帽 を第 7灸に定める街づく
ヽ 日没正等)を行なうとする場合 ま̀､あらかじめその計画を第7条に定める街づくり り塩定荘官奔鼻全に届け出て､その汁酎 こついて遷宮葬具会 _ 得なければ 主恩皇

協定荘官要具会に届け出て､その計執 こついて遷宮委鼻会の東芝を得なけTufな ならないものとします. (軸 tlR/の伊1)

らないものとします.2.暫虹舶用の射 - 2.暫定土瑚用の届出第5灸に定める協定区坂内の土地について､暫定的tl土地利用 (政没楚望､青 (仲 句一合托疋Q)有り)

第5条に定める協定区域内の土地について､暫定的fl土地利用 (仮投建集､育 空駐車境､更材置場等)を行う場合にも､この協定の内容に沿ったものとし､前



街 づ く り tB 定 ( 本 文 )

ブロワク連絡会説明 (TCレタ-N〇一5) 合同市会､焼 金､捻会用原案 蔦 考

別 矛 3 .看板 -広告物等投正基準 芳U表 3 _看板 -広告物等設置基準

●書坂 .広告物(こ関する基本的IJ.靖 え方は以下の通りです. ●寺坂 -広告物に関する基本的11考え方は以下の孟 りです.

a.看板の氾丘のt}い至った街並みをb]るため､シンボル広場 .シンボル立 a.有坂の氾藍のない圭つた街並みを創るため､シンボル広埴 -シンポ}Li

跨-駅前広場の周辺には､邑上広告 .富面広告 .方正広告板等は投正し 拓 .駅前広鴇の周辺には､邑上広告 .富面広告 .野立広告板等比投正し

lJこいようにしまし.iう. ないようにしましよう.

b.重光塗料､点まサインは使用しないようにしましよう. b一隻光塗料､点滅サインは使用しないようにしましよう.

C.蘇 .黄の面的使用は交通信号 ー緊急時の表示に使先使用するため､便わ C_赤 .貴の面的使用は交連信号 .先皇時の表示に使先使用するため一便わ

ないようにしましよう. ないようにしまし▲う○

d.3階以上の高さに付く看板 .広告物の色彩は彩度を丘く抑えまLJ=う. a.3轄以上の高さに付 く有坂 .広告物の色彩辻を正 ●Iを低く抑えまLJEう.

(マンセル色度表示による各色の最高をまの 1′3までに抑える.) (マンセル色度去赤による各色のJt高影まの 1ノ3までに抑える.)

e.建物の住薪や名称を表示するサインは､通りや界隈毎にデザインを琵- e_建物の住所や名称を表示するサインは､議t)や界尾毎にデザインを扶-
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街 づ く り 協 定 運 嘗 一筆 -鼻 一金 一の 運 営 等 に

関 す る 要 綱 竹 三 二 ･,｢ 予 詰 了′,,㌍寺島 LT
:.

街づくり協定 (以下 ｢協定｣といいますo)第7条の協定の遷宮 につい

て､次のとおり定めるもの とします｡ ⑦

(委員会の構成)

3 案件 は､多数 によ り決 しますが可否同数の場台は､議長の決す ら

ところによ りますD

(委員会の役割 )

第 5粂 委員会は､協定第 7粂第 2項の競走により､次の案件を処理 し

Tr7し-:ち/丘撫 ます｡_･.-_~__.=
川 街づ くり行為 (建築物の建設､広告物､工作物の設置等)につ

いての空重 壁 盛 事 を 頂 領 有 主項ぞ曳
なお､委員会は､案件の審査に降 し､適宜､専門家､事業者又

は代理人の意見等を求めることがで きます｡

(2. 協定第 6粂各卯 基準の適用的 措置 .こついて感 J冒鵡
/ -i

13' 委 員会の運営に必要 な細 目事項の決定及ひ実施

第 1条 街づ くり協定遷宮委 邑会 (以下 ｢委員会｣ といいます｡)の構

二 言 ∵ :_: ;-_:_ :器 :_::･こ…-_:;-t享 ∴
轍鼻 1人で構或 します｡

(役員)

第 2粂 委員会に次の役員を置きます｡

ニ=-- /:二三望ニ

1 委員長 (1人 ) 副委 邑長 〔2人) 事携局長 (1人)

ただ し､事務局長は､副委員長の うちいずれか 1人が兼任するも

のと します｡

2 役員の選任 は､委員の互選 と します｡

(役員等の役割)

第3粂

1 委員長は､委員会を代表 し､委員会を招果 します｡

2 副委員長は､委員長を輔佐 し､委員長が欠ける場合は､その職務

を代行 します｡

3 事務局長は革帯転を統括 します ｡

(委員会の開催)

第 4粂

1 委員会は､委員の 2分の 1以上の出席を もって開催 しますo

2 委旦最は､委員会の議長として､案件の処理をおこないますC

'4, その讐璽 空空 旦
に関す る必要な事項

一 一 ′づ苛 /Li.巧 空′等-i,/ :,JiI

(事務局-の委任)

第 6粂 事務局への委任は､次の とおりとします｡

(日 第 5粂第 1号及び第 2号の うち延床面額3,000平方 メー

トル以下の建築物の建設及 び広告物､工作物の設置に関す る等査

及び承認 に関す ること

ただ し､事務局長が委員会 に諮 るべ き案件 と認めた ものは除 き

ます｡

(2J 届け出に必要な事務様式等 の決定及び実施 に関すること

(事務局の業務)

第 7条 事務局は､協定及び この要絹の趣 旨､委員会の決定に基づ き吹

の業務を行います .

Ll) 委員会 の亨珠遷宮に関す ること

121 街づ くり行為届け出に関す る事務処理

(3) 委員会か らの委任事務

ハ√ ｢'-

′｢



(委員会への辞書)

第 8粂 事務局は､第 6粂並 びに前条第 2号及び第 3号 の措置を とっ

た場合､ これを至近の委員会へ報告するものとします｡

付 則

この要掛 ま､協定の発効の 日か ら施行 します｡



士出 梅 者 総 会 Cこ お Cナ る ｢街 -ゴ く り 協 天巨
(案 ) ｣ の 採 択 の 万 兵左 tこ 一つ しヽて

先に開催されたブロック連絡会においてご指摘をいただきました ｢街づ

くり協定 (莱)｣の採択の方法については､次の理由により､挙手等によ

る採択は行わないこととしたい｡

(援由)

i
タウンセンターの街は､地権者が中心となって創っていくものでありま

すO

このため､地権者全島による自主的な話 し合い ･取り決めを行うことで､

地区内における各種施設の建設が個々バラバラに行われることのないよう

にしていきたいと考えています｡

この街づくり協定は､地権者が自主的に取り決めを行う､いわば､街づ

くりの憲章としての性格をもつものであり､法的強制力をもたない任意の

協定であります｡

すなわち､地権者の相互理解と協調のもとに､魅力的な街づくりをすす

めるための基本的な考えを申し合わせて､ ｢街づくり協定｣として確認す

るもので､挙手等の採決は､馴染まないと考えますo

･II

甘 ㌔ 押 す



タ ウ ニ/セ ン タ - 関 学巨推 :讃蓋協 言義 会

今 後 の 開 イ#_ス ケ ジ ュ - ノレ

4月6日 (火)14時～ 協 議 会

★ 清北都市開発センター会議室

① ブロック連絡会､特別合同部会の開催箱書

(塾 街づ くり協定､協定運営委昌会要綱案について

③ 地権者総会の開催について

i
◆ ハガキによる 地 権 者 意 見 の聴取

(4月26Eほ でにご投函願います｡)

4月24日 (土) 10時～ 地 権 者 総 会 (全体説明会)

★ 新横浜ラポールシアター

① ブロック連絡会等の開催経過宅告

② 衝づ くりビデオの紹介

③ 街づくり協定 (案)の説明

★ 港北都市開発センター会議室

① 街づ くり協定 (案)について意見集約及び原案の確定

② 地権者総会の開催について

5月下旬～6月中旬 地 権 者 総 会

① 協議会等経過報告

② 街づ くり協定原案の採択



■港北NTタウンセンター開発推進協議会 特別合同部会
日時 :93.04.02(金) 10:00-ll30
於 :港北都市開発センター下会議室

(出席) 金子 開発推進協議会 会長
徳江 義治 開発ルール部会 部会長

田丸 政治 事業化促進部会 部会長

男全 富雄

高橋 良雄

大久保久夫

平野 泰二

守谷寿三男

小山 正

関 敬一

松漂 秀定

貞

貞

員

貞

員

兵

員

員

委

委

委

委

委

委

委

委

西川 横浜市港北NT建設部 事業管理課次長

中村 ′′ 事業調整課課長

石毛 住宅 ･都市整備公団港 北開発局 事業計画二課課長

野渡 港北都市開発センター計画部部長

丸山 ′′ 計画部次長

1.開会のあいさつ : 金子会長

2.資料説明 : 丸山

●資料確認

●ブロック連絡会の開催状況について｡質問 ･意見の要約説明｡

●街づ くり協定 (秦)の変更点について｡

●委員会運営要綱について｡

3.質疑

(関) ･仲町台の協定でも承認 ･調整が問題となっている｡

●承認の方法として具体的にどのような方法を考えているのか｡

(丸山) ●遷宮要綱の中に詳細に書いてある｡

(高橋) ･3000m2の設定は､どれ くらいの規模を想定 しているのか｡_
(丸山) ･それぞれの容積率で換算すると､400%の所で 750rrf､600%の所

で 500r如 く大まかな目安となるo

(田丸) ･これまで協定の遷宮はルール部会を中心にやっていくと説明してき

ているのに､この委員会遷宮要綱では事業化部会も含めたような人

数の設定になっており､ぼやかした表現にしたのはなぜかo

(丸山) .こちらもルール部会の方が中心になるべきと考えていたが､より多

くの意見を反映させたいと考えて25人とした｡

(EEF丸) .これまでの検討の経験があるので､ルール部会の委員の方が中心と

なって教典委員会を構成すべきだ｡

(関) ●街のイメージの方向性がないが｡

(丸山) ●事業化部会の方で検討を進めている投階である｡

(関) ●地権者として､事業者として､ルールの運営委員として､それぞれ

の立場があり､難 しい問題が多いO

●それをどうまとめていくかが､これからの問題である｡

(徳江) ●現在はルールの方が先行する形となっているが､幅広な見解を持ち

ながら協定の遷宮をしていきたい｡

●事業化の方の検討も参考にしつつ進めて行きたいが､全 く野放 しに

するのはまずい｡

●委員会のメンバーとしても事業化の方 も加えて､ご意見を反映させ

たいQ
●田園都市線沿線の建築協定の委員会は､区画整理事業の理事に､そ

のまま協定運営委員会の委員長をお願いしているO

(男全) ●TCをいい街にしていくことに皆さんの意見は変わりないだろう0

●ルールなく野放 しにしておいては､いい街は出来ない｡

●時代時代によって､その時代の中でよりよい街をめざしてルールを

変化させていけばいい｡まずスター トのルールを創ることが大切｡

●昔は3代続 く家を建てることが立派なこととされたが､今は1代 1
代よいものをつくっていく時代になっている｡

●良い街づ くりをめざして､皆さんのご協力をお願いしたい0

(大久保)●男全さんが言われるように､がんじがらめのルールではだめだ｡

●委員会の中で柔軟に検討が出来るようにしたいが､大まかな方向性

は大切にしていきたい｡

(守谷) ●建築基準法という厳しいルールがあって､更にまたルールがあるO

●これまでの検討の中で､かなり柔軟に対応できるように変えて頂い

た ｡

+テナント誘致に支障となるような内容は避けるべきO

●委員会の人数は余り多 くすると運営出来なくなる恐れがある｡

しかし少人数で委員の方の責任が重 くなるのであれば大人数にした

方が責任は軽くなる｡

(田丸) ●責任問題が出るようでは委員になる人がいないD

●ブロック連絡会で意見が出た時に､ルール部会中心で行うと言って

おくべきだった｡

(秋津) ●建築協定でも難 しい判断を迫 られた場合に､地権者が具体的に判断

すると後々問題が簸る｡

●ここは改組 して､その辺の問題が起こらないような組織にした方が

いい ｡

(平野) ●今後も更に細かいルールをっ くっていくことになるが､運営委員会

での判断は難 しい｡

●地権者を多 くするか､事務局側を多 くするか､どちらにしても襲 し

1/2
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い｡

(男全) ●責任問題の話が出ているが､遷宮委員会は良い街を創るための協定
の考え方を理解してもらうための組織と考えればいいのではないか｡

●こうしなさい､という組織では､やはり費任問題が生じる0

(大久保)●街づくり協定が出来た所で目的は達成したも同じだo
+中川でも協定の細かい内容については皆知らないO建築相談の際に

細かく検討してもらっている｡

(男全) ●あくまで協定の趣旨を割 等してもらうことが一番であるO

(徳江) ●事業化部会の方からも運営委員会へ委員を推薦して頂きたいO

(男全) ●建築基準法の建築確認は建物本体の構造などをチェックするルール
である｡

●協定はどんな衣装をきるかの約束であるので､軽く考えればいいの
ではないか｡

(金子) .自主協定であるので､誰もが守れるものにすることが大切だ｡
･責任問題の話もあったが､皆が守ることで皆のためになることを先
分理解してもらうことが主になるのではないか｡

●消費者のために良い街が大切｡一人では何も出来ないから､皆で良
い街を創り､向こうから人が足を運んでくれるようにしたい｡

●そのためには､皆さんから十分に意見を頂いて､総会で気持ち良く

賛同して頂けるようにしたい｡
●心配しているのは､協定を創ったために窮屈になると考えることが

ないように､こちらが努力する必要がある｡

●言葉使い等も十分吟味して頂きたい｡

(丸山) ●委員会のメンバーとして25人から16人として､ルール部会のメンバ
ーに協議会会長と事業化部会の委員から3名に加わって頂く構成で

とうでしょう｡

(徳江) ●責任という意味で委員をお願いしているのではない｡

●これまでの事業化部会での貴重な検討の経験を生かすために委員に

なって頂ければと思うo

(一同) ●事務局の考え方でよい.

(丸山) ●運営委員会の位置づけとして､協定の珊整機関として考えるのはど

うかO 審査く〉協議 承認く,調整

(中村) ●遷宮要綱の5条の委員会の役割の中に協定変更の発議を加えてはど

うか｡

(一同) ●賛成

(丸山) ●文章は精査します｡

(石毛) ●構成の地権者16名の所に､ルール部会○名､会長､事業化部会○名

と入れなくて.良いか｡

(一同) ●入れなくて良いO

(丸山) ●TCレターでお渡しした協定 (秦)についても変更を行いたい｡

●今後の進め方について､当初は次の総会で承認を得たいとかんがえ

ていたが､より多くの意見を反映させるため少し時間を設けること

(田丸)

(金子)

にした｡

次回の総会は協定の内容を説明するだけとし､その次の総会まで意

見を頂くこととした｡

ブロック連絡会でも多数の出席があったが､浅りの地権者の方から

もより幅広いご意見を頂くことにした｡

総会での決議も賛成反対を明確にすると､反対の人はずっと反対に

なり､その後も裁判ざたになるなど､後々しこりが簸るので､大体

の雰耗気で採択できる方法が良いo

しかし､そのためには事前の説明を十分に行うことが大切であるの

でよろしくお願いしたい｡

その方がいい｡反対の人がいると､その人のブロックが反対ブロッ

クなどとして色分けされたりする｡

事前に十分説明して理解してもらう努力が必要だ｡
ここはスタートであり､また問題が出たら､またその時点で十分議

論すればよいではないか｡

●最初は気持ち良くスター トしたいものだ｡

(丸山) ●本日のの語義輪を元に資料の修正を行いたい｡

3.閉会のあいさつ : 徳江 開発ルール部会長
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ク 避 給 金 で の 質 問 一食 兄 等 の 要 約
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.蒜 至言芸濃 .'9,1三

1人/297人)でありました｡

ク連絡会開催の通知発送者教に対する出席者数の割合です｡

@多 産 な 賓 問 及 び 要 望 く要 旨 )__IT■LAl匂=-J-tJt.+二乙̀tr･;暮II-_一日.ー-〝､点FEIZi/1
l建物等に関する基準】についての質問 (要旨)

住宅は建設出来ないと聞いていたがどうなのか｡

tr タウンセンタ-では･住居が建てられる街区はないと思っていたが｡

.● 壁面紺 ま･土地区醍 理事業として公共空間の中で確保しないのか｡

I. 師 後退については･同一街区等での事業化時において･壁面後退を行う人と行わ
ない人とが隣接しているケースも考えられるので.一律に設定するのは囲穀ではな

いか｡

l 壁面後退について-地権者の意見は聞いているのか｡

.● 壁面後退の箇所の地下利用は可能なのか｡

.● エスカレータ等の設置に際し･その事業主体は誰なのか｡

珪車台数の昇定根拠はあるのかO

【帯づくLJ協定の取り決め】に関する質問 ･要望 (要旨)

挫奔協定を念頭に置いて, この協定を定めようとしているのか｡

tl 捨金の話を逢たということで.協定を取り決めようとしているが.全員-敦の必要

. 蛙はないのかo

;● 捨金の成立要件も定まっていないで,相当の意見ということで決めるのは,法をく

ぐろうとしているのではないか.

.1 この協定に合意出来ない人に対しては,適用除外にするのかo

:l 蛤会等に出席しない人にも理由がある筈だが,それでも押し付けられるのか｡

l この協定を今取り決めても.建築時掛 ま地板書それぞれに異なってくると思われるo

例えば,ある街区では結果的に隣接施設の高さがパラパラになったりすることら

懸念される｡その辺のところはどうするのか｡

● tB定を定めると自らの首を絞めることに成りかねない｡

● 今回の内等のようにガンジガラメにしなくてもよいのではないか｡人が実際に住み

始めてから街が出来てくると患うが｡

l タウンセンター地区の開発は,大規模 ･長掛 こわたるものであるので,協定の取り

明確にしておいた方がよいと思うD

(3) 【苛づくLJ協定の遷宮】にBbする質問 (要旨)

● r街づくり遷宮委員会は.当分の問.タウンセンター開発推進協議会の専門部会と

しますJとなっているが.当分の問とは.どの位なのか.また,委員会の構成等が

不明であり.このままだと協定の内容が知らfJ.-い問に変えられたりする可能性もあ

る○この辺のところを明確にしないで給金を開催するのはおかしいのではないか○

● この協定に基づいて.実際に7 ドバイス等を行うのは誰なのか.

● 事業者には,公的桟関も入っているが.協定が取り決められる以前の建築物への適

用はどうなるのか○

● 現在.中川駅周辺においては,駐輪場塞内の看板等,景観上良 くないものが乱立 し

ている.タウンセンターにおいてもどうなるかわからない○今後,どのように対処

するのか.また.協定では.その辺の担保方毎をどうするのか○

● こういう協定は良いと思うが,砺守されない場合もあるD強制力をしっかり持たな

(4) 【建築手続き】に関する質問 ･意見 (要旨)

● 建築等の手続きにおいて.法的規制があるのか○

● この協定に則っていなけれl罰垂築許可が出ないのか.

● 事前協誌において承認が得られない場合.つまり計画内答が是とされない場合は,

次のステップにはigめないのか○

● 街づくり運営委員会-の事前協議の投階において,例えば高さ等で.その計画が駄

E]だと言われることがあるのかo

(5) その他の質問 ･要望 (要旨)

● タウンセンターの市街化に寄与すると思われる.シンボルとなるようなビルの著エ

計画はあるのか○

● 地下鉄の利用客はどの程度を見込んでいるのか○

● 界隈毎に定めるのは,いつ頃なのか○

● 身障者 .高齢者に対する対応策を条文の中に明記して欲しい○

Q≡)今 寺麦 の 予 定 Lこ -=> し､て

今回のブロック連絡会においては.舟重なご意見 ･質問等を多くいただきながら.

街づくり協定 (秦)の説明を行ってきましたが,地権者の方のご都合もあり,出席者

は.地区内の約3割の方々に止まっています｡｡このため,開発推進協議会としまし

ては.今後もさらに地権者説明の接会を設け.より多くの地権者の方のご意見等を伺

うため,以下のように日程変更.及び作業を行っていくことになりました.

●4月24日開催予定の地権者総会は-街づくり協定 (秦)についての説明会に

変更 し,より多くの地権者の方々のご参加をお願いしたいと思います｡

●4月初旬頃,タウンセンタ-地区内全地権者の方々を対象として.-ガ牛によ

る色々なご意見等をいただきたいと考えています.

●これらの結果を踏まえて,5月下旬～6月中旬頃に.街づくり協定を取り決め

る場としての地権者総会を開催 したいと考えています｡



ブロック連絡会艶明 (TCレターNO.5) 合同節会､協法会､捨金用原案 再 考

第2条庫 づくりの基本方針i.タウンセンターの開放怠タウンセンター地区の開発理念は以下の4項目が挙げられています.(1)多技能複合に基づく広馳 点の形成(2)生活 一文化の情報発信払点の形成(3)高度の私心蛙と白紙 を備えたセンタ-の形成(4)層位圭かで自己主張を持つセンタ-の形成 第 2条庫 づ.くりの基本方針1.タウンセンタ-の筒難塩タウンセンター地区の開発理念lま以下の4項目カく革tプられています.(1)多稜能複合に基づ く広飽 点の形成(2)生活 .文化の情報発信拠点の形成(3)高度の臥 位と自武佐をヰえたセンタ-の形成(4)色色豊かで自己主笹を待つセンターの形成 ｣

2.タウンセントの酢くりの墓相構え方(1)広域を対象としたセンターにふさわしい施設を沃鼓し､見地 出し創るために､敷地 一幕物の共同化､協弱化による-㈱ な街づく｡を進めます.(2)タウンセンターの開先理会を実現するために必要な用途 .横能を集秩するこ 2.タウンセンターの街づくりの鉢机考描く1)広域的集客力を持つ施設を韓鼓し､新しい私心を判るために､敷地 .蓬物の .共同化､ta酎 ヒに上る-一体的な街づくりを進めます｡(2)タウンセンターの輔班 会を実現するため､様々な用途 .披能を集gtするこ

とにより､魅力ある街を創ります.(3)通り抜けのモ-ルや広場 一中庭といった､人々が自由に利用できる半公共的な空間や､高色差の行き来を助ける昇降装iEを建物や敷地内に設けるなど､多 とにより､量班 空重邑とを魅力ある街を封ります｡(3)人々が自由に利用できる遍り掛 ナ通路や広場 .中尾といった､オープンスペースを設け､水 .掠 -光 一モニュメント等により時間や季節の変化に応じた街

様な匝逆位､奥行き.発見のある薫しい街を部ります. の尾わいを創造する様々な演出を行し'.､奥行き.異見のある美 しい街を創りま

(4)敷地内の半公共空間には水 .緑 一光 .モニュメント等を伴え､量 .夜､また す｡

は幸市の変化に応じた街の晦わいを創造する様々な済出を行い､常に偶 を晃 (4)楚軌 土､景匠 .高さ .色彩等の芳和に留意 し､タウンセンター地区全体の侶

蓮してゆく街づくりを行います. 性や､-∫界軌 毎に扶-盛のある雰毘気を持-,た施設づくt)を行ない､それぞ

(5)建物は､意匠 .高さ.色彩等の賢和に留意し､タウンセンタ-地区全件の償 れの蔓物の個性と通 りのイメ-ジが共宅する協巧的tl帯づ くりを進めます.

性と共に､ r透り｣や r街区J毎に統一感のある雰匠気を持った施設づくりを行ない､それぞれの施設の膚色が共宅する街づくりを進めます. 慧 句 警 _;芸孟諾 慧 諾 霊 芝誓言芸……三三Ea ,<苦三言≡…;誓 ｡の

(6)広域的な拠点形成に対応できるよう､利用し易い十分な駐車場 .駐輪場を竪 (6)広域的な来街着にも対応できる利用し易い十分ri監車境 .駐捨場をを焦し､

焦し､乗街着にとって利便性の高い街づくりを進めます.第 3条庫づぐり協定の取り決めこの街づくt)協定は､平成〇年〇月〇日のタウンセンタ-地権者捨金で取決め 高低差の行き来を助ける昇降装置をを物や敷地内に設けるな '､利便性の高い街づくりを進めます勺第 3条庫 づくり協定の取り決め



街 づ く り 協 定 ( 本 文 )

ブロック連絡会艶明 (TCレターNO.5)
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第7条伸 定の運営

1.酢くり協定運営委員会の設置
好づくり協定の取り決めにあたt)､第 5集に定める街づくり協定区域の地権者

等的疎音の代表からなる街づくり協定荘官季長会を投正します｡

J挿そうJq:三三三三三念は､当分〇臥 タウンモニタ 諾二浩三三三三〇号rl

一路金主もます.-

2.酢くり協運営委員会の禍
(1)街づくり協定遷宮垂且会は､この協定の荘官を行うものとします｡

なお､遷宮の柾目については､必要に応じ､別途街づくり協定連首委旦全に

おいて定めるものとします｡

(2)街づくり協定運営委且会は､止むを得lJ.-い壌合においてー第 6灸の各項の

基準の適用捷和の捨臣を行うことが出来るものとします｡

3.番づく摘定運営委員会の覇局
(1)街づくt)協定荘官季長会の事務を行うため､事有馬を設定します｡

(2)事務局は㈱港北糊 発センター内に設定します｡

第8条廃 築等の手続扇 諒
1.街づくり稿の闘

第5灸に定める協定区域内で街づくり行為 (珪男物の建設､広告物 ･工作物の

設定等)を行なうとする場合は､あらかじめその計商を第7灸に定める街づくり

協定遷宮委員会に届け出て､その計画について遷宮委員会の承認を得なければfl

らないものとします｡

2.暫定土地利用の届出
第5条に定める協定区域内の土地について､暫定的な土地利用 (仮設建築､青

空駐車境､資材置場等)を行う場合にも､この協定の内容に沿ったものとし､前

項の手続きを行うものとします｡

合同部会､協議会､絵会用原案

第 7条固 定の運営
i.酢くり醍葺嘗委員会の設置

街づくり協定の取り決めにあたt)･第 5灸に定める街 づ くり協定区域の地権者

等開床者の代表からtj･る街づ くり協定荘官季長会を設定します｡

2.酢く鳩定量嘗委始の個
く1)街づくり協定蓮首套鼻会心 この協定の蓮宮を行うものとします｡

なお､荘官の打目について臥 必要に応じ･芳随 街づ くり協定遷宮委見合に

おいて定めるものとします.

(2)街づくり協定荘官季長会は､止むを得ない垢合にか て､第6条の各項の

基準の遺用珪和の清正を行うことが出来るものとします｡

3.酢く鳩銀鱈始の覇局
く1)街づ くり協定蓮首葬具会の事野を行うため､事粥 を設置します｡

(2)事音尉 土､株式会社 封 ヒ- 発センターとします｡

第 8条 建築等の手続き及び届出

1.酢くり楠の削
第5条に定める協定区牧内で街づ くり行為 (建築物の建設､広告物 ･工作物の

設置等)を行なおうとする者は､あらか じめその計画を第7条に定める街づくり
協定遷宮要具会に掛 ナ出て､その計酎 こついて街づくり協定荘官委員会墾

珪なければならいものとします｡

2.暫ki舶用の削
第5条に定める協定区域内の土地について､暫定的な土地利用 く仮設建築､青

空駐車場ー資材置場等)を行う場合にも､この協定の内容に沿ったものとし-前

項の手続きを行うものとします｡

一 泡皇_

(中日l蚊 の骨 ･1)

(停 戦･合らRo)飢 )



街 づ く り 協 定 ( 本 文 )

プロ-/ク連絡会説明 (TCレタ-N0,5) 合同部会､協集会､捨金用原案 備 考

別 空走 3 一看板 -広告物等設定基準 男U表 3 ー看板 .広告物等設定基準

●看板 .広告物に関する基本的な考え方は以下の通りです. ●看板 .広告物に関する基本的な考え方は以下の通りです.

a.看板の氾藍のない整った街並みを判るため､シンボル広場 .シンポ′レ正 a.看板の氾藍のない整った街並みを創るため､シンボル広場 -シンポJH五

塔 .駅前広場の周辺には､直上広告 .窓面広告 .野立広告板等は投正し 拓 .駅前広場の周辺には､邑上広告 .富面広告 .野立広告板等l土没直し

fJ.-いようにしまし.tう. ないようにしまし上う.

b.重光塗料､点滅サインは使用しないようにしまLJ=う. b_糞光塗料､点滅サインは使用しないようにしましよう.

C.赤 .黄の面的使用は交連信号 .緊急時の表示に使先使用するため､任わ C.赤 .黄の面的使用は交通信号 一緊急時の表示に駄 使用するため､使わ

tJ:いようにしましよう. ないようにしまし上う○

d.3階以上の高さに付く看板 .広告物の色彩は彩度を低く抑えまLJ:う○ d.3轄以上の高さに付く看板 -広告物の色彰は彰虎 ●lを低く抑えましょう.

(マンセル色度表示による各色の最高彩度の 1′3までに抑える. ) くマンセル色度表示に上る各色の最高彩度の 1ノ3までに抑える. )

eー建物の住所や名称を表示するサインは､通りや界隈毎にデザインを鼓- e_建物の住所や名称を玉示するサインは､通りや界隈毎にデザインを玩-



一の街づ くりイメージとルールの必要性

l商業･業務の肖発別

0開派略の考え方

+広域集客が可能な商業貰境を活かす｡

+芙移低能立地の可能性を拡げろ｡

+帯として広域的な個性を持たせる｡

碁
0開発戦略上の課題

●広域的な集客構造の構築がポイント

'共同化 ･協弱化開発による一年的な帯づ く

りか必要

+個々の敷地 ･建物が魅力を充分発揮する一

価性のある帯の形成か重要

調･0閑班 会

I合に基づく広域

○形成

文化の情報発信拠

t鼓

こ払心性と自然性を

Jこセンターの形成

一かで自己主張を持
ターの形成

lマストプランによる齢の鰭

①全体横成の基本方針

4第 1･2地区の個性化と相互の補完による

回遊分散性のある拡がりのある衝づ くり

●シンボル広場 ･都市軸 ･回逝軸による荷の

横道の明准化｡

+特母あるゾーンの複合による苗づくり

②交通計画

4笥唾的な車対応のための大丑の毛車場整備

と変化にとんだ歩行者空間の創造

⑧景観計画､景較給針の作成

.シンボル広場､シンボル遭箱といったシン

ボル空間の局毎的創出

●公共 ･公益施設による条板形成の誘専

堰)造成計画

●高低差のある現況地形を活かした連成

(9新都市施設の計画

'情報系施設と高水準の薪都市施設の整備

lタウンセンターカ唱指す街づくり

●荷票 ･業務の開発戦略とマスタープラ

ン (基盤整備)に対応 して､宿づくり

の方針を以下のように定めます｡

①広域的集客力を持つ祐詮を誘致し､新

しい都心を創るために､敷地 ･建物の

共同化､協調化による-体的な缶づく

りを進めます｡

②タウンセンターの開発理念を実現する

ために必要な肩途 ･抜能を集積するこ

とにより､院わいの連続した鮭力ある

轟を創ります｡

③人々が自由に利掲できる通り抜け通為

や広場 ･中庭といったオープンスペー

スを設けー水 ･技 ･光 ･モニュメント

等により時間や季節の変化に応じた衝

の振わいを創造する様々な演出を行い

奥行き ･発見のある楽 しい栃を創りま

す｡

①建物は､意匠 ･高さ ･色彩等の訴和に

留意し､タウンセンター地区全休の個

性や T界隈｣毎に成一感のある雰囲気

を持った施設づくりを行ない､それぞ

れの建物の個性と通 りのイメージか共

唱する協調的な筏づ くりを進めます｡

⑤看板 ･サインの演出や夜間の照明など

にも心を配り､通りの阪わいや通りの

イメージを演出する小さな魅力のちり

_はめられた石つくりを行います｡

⑥広域的な究'筒音にも対応できる利用し

易い十分な駐車場 ･も捨場を整備し､

高低差の行き来を助ける昇降装置を建

物や敷地内に設けるなと､利便性の高

い街づ くりを進めます｡

l街づくりルールの必要性

荷づくりの基本的な考

え方に基づいて､具捧

的に荷づくりを進めて

いくために一定のルー

ルを設ける必要があり

ます｡

この衝づくりルールを

骨格として､街づくり

に関わる人々相互の創

意工夫によって､より

良い街づくりを進めて

行きます｡

l街づ(i))トル

ルールの那

(D.敷地規模

②.共同化

③ー1腎の用途

住)_住宅

⑤.用途規制

⑥一都市利便施設の付置

⑦_壁面後退

(勤.通 り抜け通箱

(臥 広場､村7トバーク､中庭

⑳.階段､エス力t,-卜 等の設置

①.隷ー水､彫刻

⑳.建物の意匠

⑬ 通 り沿いの高さ

⑯.茜並みのスケール.

⑳.色彩

⑳_設備の恩恵

⑳.看板 .広告 -日除けテント

⑳.夜間の賑わい

⑩ー駐車場 -墓捨場の設置

⑳.駐車場の設え方

①.サービス用空両の処理

祷づくりルールの報
●街づ くり協定

●地権者相互の合意による自主的な協定

として取 り決められるものです｡

･南づ くりルールの中心となる取り決め

で､具体的tit7ノ丁子了英としてiTイド

ラインも作成します｡
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･街づくり協定は､街づくりの方向性と基本的な考え方を示

すもので､地権者等関係者の自主的な協定として相互の合

意によって取り決められるものです｡

誓 芸冨≡書芸誓三､より良い街づくりを行う為に､街づくりの基本的- え方に基づいて､具体的に街づく

｡を進めていくために､一定のルールを設ける必要があります｡

.この街づくり協定を骨格として､街づくりに関わる人々の創意工夫によって､より良い街づくりを進めて行

くことが大切です｡

lF
Tl

′

′

qlくり協定の内容】

(粁づくり協定の趣旨

O脚 等に関する項目

①.敷地

①.共同化

③.1階の用途

④.住宅

⑤.用途規制

⑥.都市利便施設の付置

⑦.壁面後退

⑧.通り抜け通路

⑨.広場 ･計?ト7トク･中庭

⑲.階段 -エ加レーク一･等の設置

⑬.緑 ･水 ･彫刻

⑫.建物の意匠

⑬､通り沿いの高さ

⑩.街並みのスケール

⑬.色彩

⑬.設備の隠蔽

⑰.看板 ･広告 ･日除けテント

⑳.夜間の脹わい

⑳.駐車場 ･駐輪場の設置

㊨.駐車場の設え方

⑳.サービス用車両の処理

街づくり協定の内容

ガイ ドライン ;三補完i言妄考例も留意事項

を示した解説香です｡

【ガイ ドラインの日的】

･具体的に施設計画を行っていく場合の､街づくり協定

で定めた項目の考え方や背景の解説と､具体的な作り

方､アイデアや参考事例などを示し､街づくり協定を

実際の街づくりに反映させるためのものです｡

卓 ⇒ 【ガイドラインの内容〕

･街づくり協定の各項目に対応し､その内容をわかり易

く解説します｡

･例えば､色彩の項目であれば具休的な色を遠ぷガイ ド

を示します｡

･看板 ･広告物であれば､その大きさや位置､色彩等の

基準以外の工夫の仕方の参考例を示します｡

･駐車場のしっらえ方であれば､駐車場を計画する場合

の留意事項や事例を示しますe

区 計 画 .重要項目については､地区計画により法的に担保することも可能です｡

【地区計画で定める項目】

:唖帽 の目的〕

●港]じ ユータウンのタウンセンターに相応

しい土地利用や街並みの骨格等街づくり協

定の重要項目を法的に担保するもので､土

地利用の基本方針､公共施設等の整備方針

地区別の廷物の整備方針を定めます｡

①地区方針

･街づくりの基本方針を明示するもので､タウンセン

ターの街づ くりの方向性を示します｡

②地区整備計画

･地区施設の配置及び規模､建築物等の取り決め等に

ついて担保する内答を定めます｡



ゥンセンター街づ くり協定区域内における建築手続きの流れ

･J
r,
-
..
r{
r
J

鋸くり協定に関する事前協議と調整

土地区画整理法

第76条届出

土地区画整理法 i建築確認申請
I

第76条許可 ‡(76条許可書を

t添付)

樵市

区建築課･建築審査課

土地区画整理事業に関する許可申請

[至 ≡コ

注)開発許可､高さ緩和 (環境設計制度)､大規模店舗法の届出等を宴する

施設計画は､托認申請の前にそれそれ所定の手続きが必要になります亡



センタ-の街づくりイメージとルールの必要性

l商業 l業務の開 戦時 lタウンセンターが目指す街づくり l街づくりルールの必要性 l毎づ(州 -ル

宮木 路 の前提

二調醍 プラン

.一押心にふさわしい

l･J!の爺市をめざす)

仰 の踊 理念

lIk征合に基づく広域

I80形成

tき･文化の情報発信拠

t･'.彰成

牡の払心性と自然世を

l･'J;センターの形成

klかで自己主張を持

'~ンクーの形成

甜 菜鮒 の考え方

'広域集答が可能な商業環境を活かす｡

+糞務抜能立地の可能性を拡げる｡

+荷として広域的な個性を持たせる｡

碁

0 開 発眺 上の課題

●広域的な集客構造の構築がポイント

+共同化 -協調化開発による一棒的な昏づく

りか必要

●個々の敷地 ･建物が魅力を充分発揮する､

個性のある韓の形成か重要

lマスタープランによる齢 の骨格

①全体構成の基本方針

●第 ]I2地区の偏位化と相互の補完による

回遊分散性のある虻がりのある街つくり

+シンボル広場 ･都市軸 ･E]音軸による衝の

横道の明耗化｡

+特徴あるゾーンの複合による衝づくり

(診交通計画

+簡極的な車対応のための大量の駐車場整備

と変化にとんだ歩行者空間の創造

③景観計画､景観指針の作成

●シンボル広場､シンボル遭箱といったシン

ボル空間の積極的創出

.公共 ･公益施設による景鞍形成の誘導

④造成計画

●高低差のある現況地形を活かした造成

⑤新都市施設の計画

●情報系施設と高水準の新都市施設の整備

●商藁 ･業務の鞘発戦時とマスタープラ

ン (基盤整備)に対応して､荷づくり

の方針を以下のように定めます｡

①広域的集客力を持つ施設を誘致し､新

しい都心を創るために､敷地 ･建物の

共同化､協調化による一体的な街づく

りを進めます｡

②タウンセンターの開発理念を実現する

ために必要な用途 ･挽能を集啓するこ

とにより､張わいの連続した底力ある

香を創ります｡

③人々が自由に利用できる通り抜け連詩
や広場 ･中居といったオープンスペー

スを設け､水 ･緑 ･光 ･モニュメント

等により時間や季節の変化に応じた街

の賑わいを創造する様々な演出を行い

奥行き･発見のある楽しい筋を創りま

す｡

④葉物は､意匠 ･高さ･色彩等の調和に

留意し､タウンセンター地区全件の個

性や T界隈｣毎に宗一感のある芳田気

を持った施設づくりを行ない､それぞ

れの建物の個性と通りのイメージか共

鳴する協調的な祷づくりを進めます｡

⑤看板 ･サインの演出や夜間の照明なと

にも心を配り､通りの賑わいや通りの

イメージを演出する小さな鮭力のちり

ばめられた萄つくりを行います｡

⑥広域的な釆街者にも対応できる利用し

易い十分な駐車場 ･星肴場を整備し､

高低差の行き来を助ける昇降装置を建

物や敷地内に設けるなと､利便性の高

い衝づくりを進めますO

荷づくりの基本的fJ.1考

え方に基づいて､具体

的に荷づくりを進めて

いくために一定のルー

ルを設ける必要があり

岩90

この荷づくりルールを

骨格として､衝づくり

に関わる人々相互の創
意工夫によって､より

長い衝づくりを進めて

行きます｡

ルールの那

(9.敷地規模 il
②.共同化

(卦.l階の用途

(む.住宅

⑤.用途規制

⑥.都市利便施設の付置

⑦.壁面後遺

㊨.通り抜け適時

⑨.広場､紳7トバーク､中庭

⑳.階段､エスカL'-卜 等の設置

①.緑､水､彫刻

⑫.楚物の意匠

⑬ 通り沿いの高さ

⑯.筏並みのスケ-ル

⑬.色彩

⑩.設備の隠蔽

⑬.看板 .広告 -日除けテント

⑳ー夜間の賑わい

⑩.藍葺場 .駐韓場の設置

⑳.駐車場の設え方

①.サービス用窒両の処理

街づくりルールの報

●街づくり協定

･地権者相互の合憲による自主的な協定

として取り決められるものです｡

･街づくりルールの中心となる取り決め

で､具仔的な7イデ7集としてガイト

ラインも作成します｡
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●街づくり協定は､街づくりの方向性と基本的な考え方を示

すもので､地権者等関係者の自主的な協定として相互の合

意によって取り決められるものですO

:fjくり協定の目的】

･大努の人の集まる､より良い街づ くりを行う為に､街づくりの基本的な考え方に基づいて､具体的に街づく

りを進めていくために､一定のルールを設ける必要がありますO

.この街づくり協定を骨格として､街づくりに関わる人々の創意工夫によって､より良い街づくりを進めて行

くことが大切です｡

Ifjくり協定の内容】

〔櫛づくり協定の趣旨

o建物等に関する項目

①.敷地

②.共同化

③.1階の用途

④.住宅

⑤.用途規制

⑥.都市利便施設の付置

⑦.壁面後退

⑧.通り抜け通路

⑨.広場 ･抑7川-9･中庭

⑬.階段 ･エスカレ-卜･等の設置

⑬.緑 ･水 ･彫刻

⑳ 建物の意匠

⑬.通り沿いの高さ

⑩.街並みのスケール

⑬.色彩

⑬.設備の隠蔽

⑰ 看板 ･広告 ･日除けテント

⑬.夜間の賑わい

⑳.駐車場 ･駐輪場の設置

㊨.駐車場の設え方

①.サービス用車両の処理

●街つ くり協定の内容を具体的

ガイ ドライン に補完する参考例や留意事項

を示した解説書です｡

【ガイドラインの目的】

●具体的に施設書十画を行っていく場合の､街づくり協定

で定めた項目の考え方や背景の解説と､具休的な作り

方､アイデアや参考事例などを示し､街づくり協定を

実際の街づくりに反映させるためのものですC

車 中 【ガイドラインの内容】

●街づくり協定の各項目に対応し､その内容をわかり易

く解説します｡

●例えば､色彩の項目であれば異体的な色を選ぶガイド

を示します｡

●看板 ･広告物であれば､その大きさや位置､色彩等の

基準以外の工夫の仕方の参考例を示します｡

●駐車場のしっらえ方であれは､駐車場を計画する場合

の留意事項や事例を示します｡

地区計画 .重要項目については､地区計画によ｡法的に担保することも可能です0

:穏計画の目的〕

●港北ニュータウンのタウンセンターに相応

しい土地利用や街並みの骨格等街づくり協

定の重要項目を法的に担保するもので､土

鳩利用の基本方針､公共施設等の整備方針

鴫 別の建物の整備方針を定めます｡

【地区計画で定める項目】

①地区方針

●街づくりの基本方針を明示するもので､タウンセン

ターの街づ くりの方向性を示します｡

(塾地区整備計画

･地区施設の配置及び規模､建築物等の取り決め等に

ついて担保する内容を定めます｡
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用に了タ
ウン･タウンセンター地区街づくり協定(莱)≡
rid.lll･"
"."..L"'州…日日…川…lM…ltl'Htl……l日日…‖…‖…川‖…M"……lMM…""…日伊
はじめに

港北ニュー
タウン･タウンセンター地区は､
人･自然･都市空間･都市蔑能と

いった
様々な要素が共鳴･融合化する､
2ユ世紀に掛ナた新しい都市の創造をめざ

しています｡

タウンセンター地区の街づくりは､
広大な地域において多様な筏能と用途を持

っ静L.を長
期にわたって開発する事業であるため､
地権者や事業者など壱つくり

にかかわる詮ての
人々が
､
魅力的な街づくりに向けて
＼
基本的な街づくりの方向

性や価佳観を共有し守っていくことが重要となります｡

この街づくり協定書は､
今後都市基盤整備の進捗に合わせて街づくりが進んで

いくなかで､
広域拠点として魅力ある街づくりを行うため
､
街づくりに参加する

人々の問で共有する基本的な街づくりの方向性とそれに基ついた街づくりの約束

事をまとめたものですO

街づくり協定の趣旨

I.街づくり協定の紺
港北ニュータウン･タウンセンター地区において魅力的な都市環境を創ってい

くためには､タウンセンター建設にかかわる人々の創意と工夫による街づくりを

進めていくことが重要であり､そのための拠り所として､建築物等に関する基準

やその遵首方法などを街づ くり協定として取り決めるものです｡

タウンセンターの街づくりは､この協定に基づいて､具体的に行なわれていき

ます｡

..街づ川協定の位置づけ
街づくり協定は､削 ヒニュータウン･タウンセンター地区全域にわたる街づ く

りの基本的考え方 ･方針を示すものです｡

今後は､多様な個性を育むタウンセンターづくりをめざし､小さなI_リアや通

り毎などのまとまり (以下 r界隈jという)毎に､それぞれの界隈毎の特徴を出

すことや､重要+1項巨について担保する方法を鼓討していくことが大切になって

いきます｡

第 2条摩 づくりの基本方針

i.タウンセンターの開発理念
タウンセンター地区の開発理念は以下の4項目か挙げられています｡

(1)多権能複合に基づ く広域拠点の形成

く2)生活 ･文化の情報発信拠点の形成

(3)高度の都心性と自然性を備えたセンターの形成

(4)個性豊かで自己主張を持つセンターの形成

2.タウンセン9-の街づくりの基本的な考え方
(1)広域的集客力を持つ施設を誘致 し､新しい私心を創るために､敷地 ･廷物の

共同化､協調化による一体的な街づ くりを進めます｡

(2)タウンセンターの開発理念を実現するため､様々な用途 ･籍能を集穣するこ

とによりこ脹わいの連続 した魅力ある街を創りますO

(3)人々が自由に利用できる通り抜け通路や広場 ･中庭といった､オープンスペ

ースを設け､水 ･緑 ･光 .モニュメント等により時間や季節の変化に応じた街

の脹わいを創造する様々な演出を行い､奥行き･発見のある楽 しい街を創りま

すO

(4)建物は､意匠 ･高さ･色彩等の調和に留意し､タウンセンター地区全休の個

性や､ ｢界隈｣毎に統一感のある軍記気を持った施設づ くりを行ない､それぞ

れの建物の個性と通りのイメージが共鳴する協調的な街づくりを進めます｡

(5)看板 ･サインの演出や夜間の照明などにも心を配り､通りの賑わいや通りの

イメージを演出する小さな魅力のちりばめられた街づくりを行います｡

く6)広域的な乗街着にも対応できる利用 し易い十分な駐車場 ･駐輪場を整備し､

高低差の行き来を助ける昇降芸置を建物や敷地内に設けるなど､利便性の高い

街づくりを進めます｡

第 3条 庫 づくり協定の取り決め

1.街づくり協定の取決め
この街づくり協定は､平成〇年〇月OBのタウンセンター地権者の相互の合意

のもとに､総会で取決められたものです｡



1

-
√7.-I-
一

J･
r

.効･TJL･主苧
この協定の区域内で新たに土地 ･建物等の権利を取得する者も､この協定の効

が .承継し､街つくりの推進に努めるものとしますO

第4条この協皇協定の変更及 び 廃 止を変更及び廃止する場合､弟 7条で定める街づくり協定運営委員会で

留まのうえ､前条の例にならってこれを行うものとします｡

第5条
この協

i
人ヒ

協定の区域
における衡づくりの区域は､別図 1に示す港北ニュータウン･タウン

センター地区の区域とします｡ (=◇別図 1)

第6条卜建物等に関する基準
(1)敷地 ･共同化

① 教地 :

良好11市街地環境を確保するため､狭小な敷地 ･間口の小さな敷地に分割し

ないようにしましょう,

② 共剛 ヒ:

東街着の回遊性を創出する集客力のある施設立地を促進し､脹わいのある街

づくりを行うため､隣地宅地との共同化 ･協調化した施設計画を進めましょう｡

タウンセンターの核となる大規模施設の立地を促進するため､共同化を前提

とした共同化義務街区を別図2に示す位置に設定します｡ (cs別図2)
(2)用途

◎ 1階の用途 :

通りの脹わいを形成するために､施設の 1階には脹わい施設を立地させまし

ょう.特に､歩行者系道掛 こ面した施設の 1階部分には､住宅 ･倉庫 ･註宣揚

などの施設 (脹わいを生み出さない施設)は立地させないようにしましょう｡

暫定利用施設は､通りの脹わいを阻害しないような工夫をしましょうC

④ 住居 :

周辺の施設集積への影響を低減するために､別図3に示すように住宅配置可

能地区を定めますC く⇒別図3)
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⑤ 用途 :

タウンセンターの魅力形成上好ましくない用途は規制します｡韓に別表 1に

上fJl'る風俗嘗業法による関連官業等は制限しますO (⇒別表 1)

⑥ 都市利便施設の付置 :

釆街着の利便性を高める都市利便施設 くわ-Jy二･コート､キオスク等都市生宿を補完

する施設)を積極的に付置するよう努めましょう｡

(3)オープンスペースの確保

⑦ 壁面後退 :

建物の前面は街に閑放し､人々が施設になじみやすいようにしましょう｡

シンボル広場に面した施設は1･2階部分を4m以上壁面後退させ､広場を

囲む回廊を創りましょうoまた幹線道路沿いは､建築物､工作物とも2m以上

後退させ､十分な歩行者空間を確保するようにしましょうO (⇒別図4)

⑧ 通り抜け通路 :

敷地の甲､建物の中に歩行者空間を引込み､栗石者にとって多様な空間体験

や発見､匝逆性のある脹わいを創り出しましょうo

タウンセンター内の回遊性を形成するため､大規模敷地内には宅地内通路を

確保しまLよう｡ (亡>別図4)

⑨ 広場､紳プト/i-ク､中庭 :

人が集まり､様々な清動の出来るセミパブリック.スペース (半公共的空間)

として､広場や中庭､ア トリウムを積極的に設けましょうO公開空地の清掃 ･

管理についても十分に心掛けましょう｡

⑲ 階段､1スZH'-ター等の設置 :

タウンセンターは坂の街です｡高低差が苦にならない街づくりを行うため､

施設内の昇降施設を公開で利用できるように工夫しましょう｡特に､階段､歩

行者デッキ､歩行者専用道路橋などに隣接する施設においては､出来るだけこ

れらに接続して釆街着の利便性を高めるようにしましょう｡

⑪ 緑､水､彫刻 :

敷地内に設けられたオープンスぺ-スには､緑､水､モニュメント等､脹わ

い､うるおいを創り出す装置を設けましょう｡

(4)建物形態

⑫ 意匠 :

建物の意匠は､界隈毎に統一悪を持った街並みを割り出すように工夫しまし

ょう｡
⑬ 高さ:

スカイラインや通りの景鞍を整えるため､建物の通りに面する壁面の高さを

揃えるtiと､通り毎､歩行者空間毎の工夫を行いましょう｡
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@ 街並みのスケ-ル '
施設の通りに面した部分は､人のスケ-ルにあわせてデザインしましょうC

4? 色彩 ‥

タウンセンターの色彩の綻一客の創出と､各施設 ･通りの個性の演出に心掛

けましょう｡

遠景からの統一感のある街並みを創り出すため､建物の壁面の3階以上の部

分は r基調軌 を使用しましょう｡また､通り毎に､まとまりを持たせる 塀

隈色)の導入も検討しましょうo (朝 康 2)

⑯ 設備の隠蔽 :

設備綴器等は通りや他の建物から見えにくいように修景しましょう｡

(5)付属物

⑳ 看取 広告､日除けテント=

デザインの質の高い看板､広告物､日除けテント等によって､街の個性､店

の個性を創り出しましょう｡

界隈の街並みの統一感を演出するため､看板 ･広告物は位置 ･大きさ･色彩

なとを街並みに調和するよう心掛けましょう｡ (⇒別表3)

⑩ 夜間の賑わい :

夜間も脹わいがあり､安全に楽しく歩けるよう､照明など夜間の街並みの演

出に心掛けましょう｡

(6)駐車場 ･駐輪場

⑩ 駐車場 .蛙捨場の設置 :

来街着の利便性､円滑な道路利用を高めるために､駐車場 ･駐輪場の付置を

図りましょうO

駐車場を付置する場合､イ寸置義務台数以上の整備に努めましょう｡

大規模な施設言十画を行う場合､用途に応じて駐輪場を付置しましょうo

小規模宅地では､駐車場の計画に際して共同化等に努めましょう｡

⑳ 駐車場のしっらえ方 :

駐車場の出入口は､歩行者の安全性､円滑な道路交通を損なわない位置とし､

わかり易く､利用し易い施設にしましょう｡

駐車場は駐車車両が丸見えにならないよう修景しましょう｡特に歩行者系這

軌こ面する場合には､通りの脹わいを損なわない計画としましょうO

㊧ サービス用車両の処置 :

サービスヤードは歩行者の安全性､円滑な道路利用を損なわないように設け

ましょう｡特に､大規模施設のサービスヤードは､星車場との併設を考庫し､

歩行者系道路に面しては設けないようにしましょう｡

乗街者で賑わう時間帯はサービス重商の出入りを行わないようにしましょう｡
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第 7条伸 定の運営

1.街づ(鳩定運営委員会の設置
街づくり協定の取り決めにあたり､第5条に定める街づくり協定区域の地権者

等関係者の代表からなる街づくり協定運営委員会を設置します0

2.街づくり協定運営委員会の役割
(1)街づくり協定運首委員会は､この協定の遷宮を行うものとしますC

なお､遷宮の細目については､必要に応じ､別途街づくり協定運営委員会に

おいて定めるものとします｡

(2)街づくり協定運営委員会は､止むを得ない場合において､第6条の各項の

基準の適用緩和の措置を行うことが出来るものとします0

3.番づくり協定運営委員会の事務局
(I)街づくり協定運営委員会の事務を行うため､事務局を設置します｡

(2)事務局は､株式会社 港北都市開発センターとしますO

第 8条廃 築等の手続き及び届出
1.街づくり行為の届出

第5条に定める協定区域内で街づくり行為 (建築物の建設､広告物 ･工作物の

設置等)を行なおうとする者は､あらかじめその計画を第7条に定める街づくり

協定運営委員会に届け出て､その計画について街づくり協定蓮言委員会の調整を

経なければならいものとします｡

2.暫定土掛澗の届出
第5条に定める協定区域内の土地について､暫定的な土地利用 (仮設建築､青

空与主車場､資材置場等)を行う場合にも､この協定の内容に沿ったものとし､前

項の手続きを行うものとします｡
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規制する用途

4厨俗営業法で区分される関連富業のうち以下の用途は禁止します〇
C,'3号官業･･.ラブホテル等

.4号言葉･-アダル トショップ等

(1号 ･2号 ･5号官業は風俗言業法によって､タウンセンターには出店

出来ません｡)

●用途地域上制限を受けない用途のうち､以下のものは設置しないようにしまし

ょう｡
C9'営業用倉庫

･自動車教習所､床面積の合計が15nfを超える畜舎｡

･作業場の床面積の合計が50m2をこえる工場で､危険性や環境を悪化

させるおそれの極めて少ない施設以外の施設｡

･火薬類､石油貰､ガスなとの危険物の貯蔵､処理の施設｡

(ただし､貯蔵､処理の農が非常に少ない施設は除く｡)

｣→かノリンスタンドは幹線道路沿いのみ立地可能とする｡

別表 2 ･色彩

●色彩における r基調色Jの考え方は以下の通りです｡

●基調色は3階以上の高さに使用する色で､遠景からの街の色を特徴

づけるものです｡

●タウンセンターは明るい街をイメージさせるため白に近い色 (明度

の高い色)を基調色として使用するものとします｡

●明度の基準は､マンセル色度表示による明度9以上とし､色相'2に

ついては特に定めないものとしますO

●ただし､地区毎､通り･街区毎 (界隈毎)にそれぞれの特徴を出す

ために､独自の約束事を設けることも考えられますO

●r界隈色Jの考え方は以下の通りですc

f界隈色は､通り･街区毎 (界隈毎)に基調色や､建物の2階以下の

壁面の部分の色彩について､それぞれに個性を演出するために､色

相の範囲や明るさなどを取り決めるものです｡

≡)●t明度 =色の明るさを表し､白を10として､大きく10段階で表示されます｡

●2色相 ‥色の色あいを哀し､大きく赤､責､緑､青､紫の5つの色相に分割さ

れ､さらに細分化して表示されます｡

芳U衰 3 _看板 ･広告物等設置基準

●看板 ･広告物に関する基本的な考え方は以下の通りです｡

a.看板の氾濫のない整った街並みを創るため､シンボル広場 .シンボル造

詣 ･駅前広場の周辺には､屋上広告 ･窓面広告 ･苛立広告板等は設置し

ないようにしましょう.

b.蛍光塗料､点滅サインは使用しないようにしましょうo

c 赤 ･黄の面的使用は交通信号 ･緊急時の表示に優先使用するため､使わ

ないようにしましょう｡

d.3倍以上の高さに付く看板 ･広告物の色彩は彩度■-を低く抑えましょう｡

(マンセル色度表示による各色の最高彩度の 1/3までに抑える｡)

e,建物の住所や名称を表示するサインは､通りや界隈毎にデザインを統一

するようにしましょう｡

注) 1̀彩度 :色の鮮やかさを表し､彩度 0は色味の7Liい無彩色となりますO色相 ･

明度によって最高彩度の数字は異なります｡







ンクー街づ くり協定区域内における建築手続きの流れ

土地区画整理法

第76条届出

街づくり協定に関する事前協議と調整

土地区画整理法 l建築確認申請
I

第76条許可 ;(76条許可書を

l添付)

種市

区建築課増築審査課

土地区画整理事業に関する許可申請

往)南条許可､高さ緩和 (環境設計制度)､大規模店舗法の届出等を要する

施設計画は､狂喜忍申請の前にそれぞれ所定の手続きが必要になりますC
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酵 づ く り 協 定 運 営 委 員 会 の 運 営 等 に

関 す る 要 綱

街づ くり協定 (以 下 ｢協 定 ｣ とい い ま すO)第 7条の協定の遷宮 につい

て ､次のとお り定 め る もの と し ます｡

(委員会の構成)

第 1粂 街づ くり協定運営委鼻会 (以下 ｢委員会｣ といいますO)の構

成は､地権者代表 (タウンセ ンター開発推進協議会委員の互選による)

16人､横浜市報鼻1人､住宅 ･都市整備公団職員 1人､港北都市開

発セ ンター職員 1人で横鼓 しますO

-(役員)

第 2粂 委 員会に次の役 員を置 きます｡

1 委員長 (1人) 副委 邑長 (2人) 事帯局長 (1人)

ただ し､事務局長 は､副委員長のうちいずれか 1人が兼任す るも

のとします｡

2 役鼻の責任は､委員の互選 と します｡

(役員等の役割)

第 3粂

1 委兵長は､委員会を代表 し､委 邑会を招具 します｡

2 副委 員長は､委員長を積佐 し､委員長が欠け る場 合は､その職務

を代行 します｡

3 革帯局長は事鞍馬を統括 します｡

(委旦会の開催)

第 4粂

1 委員会は､委員の 2分の 1以上の出席を もって開催 します｡

2 委員長は､委旦会の議長 として､案件の処理をお こないます｡

(I.;言 弓号 JHL
｢I,7,､首dilも

3 案件は､多数 により訳 しますが可否同数の場合は､議長の決す る

ところによります｡

(委貴会の役割)

第 5粂 委員会は､協定第 7粂第 2項 の規定 により､次の案件を処理 し

ます｡

(1) 街づ くり行為 (建築物の建設･広告物､工作物の設定等)につ

いての協議及び調整

なお､委員会は､案件の協議 に際 し､適宜､専門家､事業者又

は代理人の意見等を求めることができます｡

(2) 協定第 6粂各項の基準の適用援和措置

(31 協定第 4条 に関す る協議

147 委員会の遷宮に必要な細 目事項の決定及び実施

L5) その他協定 の遷宮 に関す る必要な事項

(事務局への委任)

第 6粂 事務局への委任は､次の とお りとします｡

Illl 第 5粂第 1号及 び第 2号のうち延珠面礁3･000平方メー

トル以下 の建築物の建設及び広告軌 工作物の設定に関する調整

に関す ること

ただ し､事務局長が委員会に諮 るべ き案件と提めたものは除 き

ます｡

(21 届Zナ出に必要な革帯様式等の決定及び実掛 こ関すること

(事務局の業若)

第 7粂 事務局は､協定及びこの要綱 の趣 旨､委真金の決定に基づき吹

の業者を行います｡

川 委員会の事苓遷宮 に関す ること

(21 街づ くり行為届け出に関す る事務処理

(3, 委員会か らの委任革帯



(委員会への寄書)

第8粂 革帯局 は､第 6粂並びに前条第 2号及び第 3号 の措置を とっ

た場合､ これを至近の委員会へ饗告す るものと します ｡

付 則

1 この要掛 ま､協定 の発効 のE]か ら並 行 します｡

2 第 1条の地権者代表委員の選任 につ いては､ タウ ンセ ンター開発推遠

協護会 会長並 びに開発ルール郡会委 旦及び事業化促韮部会季長の互逮

による3人と↓喜ヰ†

/__
-L･L ヽ. 一 一 ｢)

′しこ､ノ/I-1象 .1



地 権 者 耗密 会 に お け る ｢律 子-ゴ く り 協 定

(秦 ) ｣ の 採 択 の 万 兵左 こ̀ つ し､て

先に開催されたブロック連絡会においてご指摘をいただきました ｢衝づ

くり協定 (莱)｣の採択の方法については､次の理由により､挙手等によ

る採択は行わないこととしたい｡

(理由)

タウンセンターの街栂､地権者が中心となって創っていくものでありま
す｡

このため､地権者全員による自主的な話 し合い ･取り決めを行うことで､

地区内における各種施設の建設が個々バラバラに行われることのないよう

にしていきたいと考えています｡

この街づ くり協定は､地権者が自主的に取り決めを行う､いわば､街づ

くりの憲章としての性格をもつ ものであり､法的強制力をもたない任意の

協定であります｡

すなわち､地権者の相互軍解と協調のもとに､魅力的な街づ くりをすす

めるための基本的な考えを申し合わせて､ ｢街づ くり協定｣として確認す

るもので､挙手等の採決は､馴染まないと考えますO



タク 妄 芸 三 孟 這 警 ≡ 讐 讐 讐 莞 会

1月6日(火)14時- 協 議 会
★ 港北都市開発センター会議室

① ブロック連絡会､特別合同部会の開催報告

② 街づ くり協定､協定運営委員会要綱案について

③ 地権者総会の開催について

lハガキによる 地 権 者 意 見 照 会
(4月26日までにご投函願います｡)

1月24日 (土) 10時～ 地 権 者 総 会 (全体説明会)

★ 横浜ラポールシアター (新横浜 別紙案内図のとおり)

① ブロック連絡会等の開催径過報告

② 街づ くりビデオの紹介

③ 街づ くり協定 (案)の説明

5月13日 (木)10時JT 協 言責 会

★ 港北都市開発セ ンター会議室

① 街づ くり協定 (莱)について意見集約及び原案の確定

② 地権者絵会の開催について

5月下旬～6月中旬 地 権 者 総 会

① 協議会等経過報告

② 街づ くり協定原案の採択

1乞.lJ, I,?),

JR･市営地下鉄新横浜駅から徒歩約10分



平成 5年 4月

く り 協 定 (秦 ) もこ 一つ しヽて ご 意 見
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妄 ガ 寄 せ 下 さ い

港北ニュータウンタウンセンター

開発推進協議会

会 長 名

港北ニュータウン地区は､現在､平成 7年度の完成に向けて着実に基蛋

抑 {進められおります｡

また､市営地下鉄 3号緑の新横浜～あざみ野問の延伸開業によってタウ

ンセンター地区の開発､発展が大いに期待されるところでもあります｡

払ども､協議会では､一昨年来､後世に誇れる街づくりをめざしてタウ

ンセンターの開発ルールや事業化の促進に向け種々検討を重ねてまいりま

したが､その成果として､この度､街づくり協定の原案を協議会としてま

とめるに至りました｡

この街づくり協定は､既にご案内のように私たち地権者が自主的に話 し

合い､取り決めを行うもので､魅力ある街づくりのために基本的な考え方

を集大成した､いわば､街づくり憲章としての性格を持つものであります｡

従って､法的強制力をもたない任意の取り決めであることは､言うまで

もありません｡

是非､街づ くり協定のこのような趣旨をご理解いただいたうえで､本案

に対する地権者各位の忌博のないご意見をお聞かせいただきたいと思いま

す｡

なお､ご意見等について､別添官製-ガキにて来たる4月26日までに

こ投函いただければ幸いに存 じますO

(-ガキ)

街 づ く り 協 定 らこ 対 す る

二irE≡∃l芸!

1 特に意見は､ありません｡

2 ご 意 見

住 所

氏 名

(第1地区 第2地区)

※恐れ入りますが､4月26日までに

ご投函ねがいます｡



■第4回 港北NTタウンセンター開発推進協議会
日時 93.04.06(火) 14:00-15.30

於 :港北都市開発センター下会議室

(出席) 金子 開発推進協議会 会長
徳江 義治 開発ルール部会 部会長

田丸 政治 事業化促進部会 部会長
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平野 泰二
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牧畑 昌男 榛浜市都市計画局港北NT建設部長

両角 博 住宅 .都市整備公団港北開発局事業部長

布施 守敏 (掬港北都市開発センター開発部長

〔事務局〕

西川 横浜市港北NT建設部 事業管理課次長

中村 ′′ 事業調整課長

石毛 住宅 ･都市整備公団港北開発局 事業計画二課長

野渡 港北都市開発センター計画部長

丸山 ′′ 計画部次長

1.開会のあいさつ : 金子会長

2.資料説明 : 丸山

●資料確認

●ブロック連絡会の開催状況についてo質問 ･意見の要約説明O

●街づくり協定 (秦)の変更点について｡

●委員会運営要綱について｡

3.質疑

(飯田) ●運営の要綱の中で､委員の任期について触れていないがいいのか｡

(丸山) ●運営委員会は開発推進協議会のメンバーを中心に構成されるので､

協議会の委員任期を運営委員の任期としたい｡

(飯田) ･街づくり協定の中に推進協議会の存在が明記されるということは､

今後も推進協議会が存続することになるのか｡

(丸山) ･当面の間ということでご理解いただきたい｡

(坂田) ･この際はっきりと別の組織として作ってはどうか｡

(丸山) ●協定の取決め後も界隈毎のルールづくり等まだまだ検討 していか吃

ければいけない問題があると思うので､まだこのままの体制でいき
たい｡

(牧畑) ●遷宮要綱の付則の2項で開発ルール部会の名称が使われているが､

協定の取決めで役割が終わるのではないのか｡

(丸山) ●協定を創った段階で終わりではないので､そのまま継続している0

(牧畑) ●どういうことをやるのか｡

(丸山) ●これからの街の設えなどの検討もあるので､まだこのままにしてお

きたい｡

(牧畑) ●協議会としてまだあるのなら､任期はなくてもいい｡

(飯田) ●協定が出来たら別組織にすべきではないか｡委員の人は仕事が出来

なくていけない｡
(丸山) ●今後も諸問題があるので､このまま継続したい｡

(金子) ●協議会の役割として､設立当初はルールの話はなかった｡

●この会の役割として､タウンセンターだけの開発の方向性の検討だ

けでなく､ニュータウン全体を見据えた開発のあり方を検討してき

たが､その中で質の高い街を創るための方法としてルールの必要性

が重要だとわかったo

tルールは開発の基であり､具体的な街づくりはこれからである｡

(丸山) ●会長がおっしゃったように､今は過渡的な状況にあるということで

ご理解いただきたい｡

(金子) ●運営について特にご意見がなければ､次に進めてください｡

4.資料説明 : 丸山

●街づくり協定の修正箇所について

●今後の進め方について

5.質疑

(徳留) ●この協定はタウンセンターの中だけを対象にしているのか｡

●道路一本隔てた反対側の建物に対しては効力を持たないのか｡

(丸山) ●協定書の中の別図 1でお示ししているような範囲となっています0

(徳留) ●道路の反対側の宅地にもきちんと造ってもらいたい｡

●タウンセンターに面した良い立地条件であるのに､なにも負担しな

いというのは納得いかないo

●以前､反対側の街にもルールの力が及ぶようにすると聞いたような

気がするが.

(丸山) ●事務局としてタウンセンターのエリア外についてはお話 しにくい｡

(大久保)●付則の2項は非常にわかり発いo

(丸山) ●精査して修正します｡

6.地域冷暖房施設の計画について : 公団 石毛課長

7.閉会のあいさつ : 金子会長

1/2
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第4回タウンセンター地権者総会

進行票 (事務局資料) 4月24日 (土)

⊂P等 問 L土 牛 青石 1 0 日寺 - 1 1 時 4 5 分 の 予 定 コ

｢盲毒~ ~ 刻 F寺 問 冨羨 革 A--U亡3 -∈ヨ

10:10-10:ユ5l 5分 プロ.ツク連結会等開催経過蔀告･ブロック連絡会の開催報告〇第4回開発推造協議会の開催報告

10:15-10:45 30分 -右づくりビデオ放映 事務局

10:45-ll:15 30分 街づくり協定 (秦)の説明 事務局

(3-SF令 雪嶺冨lrsbl ※山手総研すLL

ll:15-ll:20 5分 衝づくり協定の趣旨等確王君 縁江部会長

ユ1二20-ll:40 皇o券 質 辰 事務居米会 長

ll:40-ll:45 5分 今後の予定等 事務局



港 北 ニュ リ ウ ン ･タウ ンセ ン タ - 地区 街づ く り協定 (莱 )

はじめに

目 次

第 1条 街づくり協定の趣旨

1 街づくり協定の日的

2 街づくり協定の位置づけ

第 2 条 街づくりの基本方針

1 タウンセンターの開発理念

2.タウンセンターの街づくりの基本的な考え方

第 3 条 街づくり協定の取り決め

第 4 条 協定の変更及び廃止

第 5 条 協定の区域

第 6 条 建物等に関する基準

(1).敷地 ･共同化

(3).オープンスペースの確保

(4).建物形態

(5) 付属物

(6).駐車場 ･駐輪場

第 7条 協定の運営

1.街づくり協定運営委員会の設置

2.街づくり協定運営委員会の役割

3.街づくり協定運営委員会の事務局

第 8 条 建築等の手続き及び届出

別表 1 規制する用途

別表 2 色彩

別表 3 看板 ･広告物等設置基準

別図 1 街づくり協定の区域

別図 2 最小敷地規模設定街区

別図 3 住居配置ゾーン

別図 4 壁面後退と通り抜け通路

別図 5 タウンセンター街づくり協定区域内における建築手続きの流れ-

街づくり協定運営委員会要綱
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はじめに

港北ニュータウン･タウンセンター地区は､人 ･自然 ･都市空間 ･都市機能と

いった様々な要素が共鳴 ･融合化する､21世紀に向けた新しい都市の創造をめざ

しています｡

タウンセンター地区の街づくりは､広大な地域において多様な権能と用途を持

っ都心を長期にわたって開発する事業であるため､地権者や事業者なと街つくり

にかかわる総ての人々が､魅力的な街づくりに向けて､基本的な街づくりの方向

性や価値観を共有し守っていくことが重要となります｡

この街つくり協定書は､今後都市基盤整備の進捗に合わせて街づくりが進んで

いくなかで､広域拠点として魅力ある街づくりを行うため､街づくりに参加する

人々の間で共有する基本的な街づくりの方向性とそれに基づいた街づくりの約束

事をまとめたものです｡

第1条庫 づくり協定の趣旨
1.街づくり協定の目的

港北ニュータウン･タウンセンター地区において魅力的な都市環境を創ってい

くためには､タウンセンター建設にかかわる人々の創意と工夫による街づくりを

進めていくことが重要であり､そのための拠り所として､建築物等に関する基準

やその道富方法などを街づくり協定として取り決めるものです｡

タウンセンターの街づくりは､この協定に基づいて､具体的に行なわれていき

ます｡

2.街づくり協定の位置づけ
街づくり協定は､港北ニュータウン･タウンセンター地区全域にわたる街づく

りの基本的考え方 ･方針を示すものです｡

今後は､多様な個性を育むタウンセンターづくりをめざし､小さなエリアや通

り毎なとのまとまり (以下 F界隈1という)毎に､それぞれの界隈毎の特徴を出

すことや､重要な項目について担保する方法を検討していくことが大切になって

いきます｡

-1-

第 2条摩 づくりの基本方針
1.タウンセンターの開発理念

タウンセンター地区の開発理念は以下の4項目が挙げられていますO

(1)多桟能複合に基づく広域拠点の形成

(2)生活 ･文化の情報発信拠点の形成

(3)高度の都心性と自然性を備えたセンターの形成

(4)個性豊かで自己主張を持つセンターの形成

2.タウンセンターの街づくりの基本的硝え方
(1)広域的集客力を持つ施設を誘致し､新しい都心を創るために､敷地 ･建物の

共同化､協調化による-休的ti街づくりを進めます｡

(2)タウンセンターの開発理念を実現するため､様々な用途 ･桟能を集積するこ

とにより､脹わいの連続した魅力ある街を創りますo

(3)人々が自由に利用できる通り抜け通路や広場 ･中庭といった､オープンスペ

ースを設け､水 ･緑 ･光 ･モニュメント等により時間や季節の変化に応じた街

の賑わいを創造する様々な演出を行い､奥行き･発見のある楽しい街を創りま

す｡

(4)建物は､意匠 ･高さ･色彩等の調和に留意し､タウンセンター地区全播の個

性や､ r界隈｣毎に統一感のある雰囲気を持った施設づくりを行ない､それぞ

れの建物の個性と通りのイメージが共鳴する協調的な街づくりを進めます｡

(5)看板 ･サインの演出や夜間の照明などにも心を配り､通りの脹わいや通りの

イメージを演出する小さな魅力のちりばめられた街づくりを行います｡

(6)広域的な来街着にも対応できる利用し易い十分な駐車場 ･駐輪場を整備し､

高低差の行き来を助ける昇降装置を建物や敷地内に設けるなど､利便性の高い

街づくりを進めます｡

第 3条1街づくり協定の取り決め
1.街づくり協定の取決め

この街づくり協定は､平成〇年〇月〇日のタウンセンター地権者の相互の合意

のもとに､総会で取決められたものです｡
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2.効力の甜
この協定の区域内で新たに土地 ･建物等の権利を取得する者も､この協定の効

力を承継し､街づくりの推進に努めるものとします.

第4条恒 定の変更及び廃止
この協定を変更及び廃止する場合､第 7条で定める街づくり協定運営委員会で

協議のうえ､前条の例にならってこれを行うものとします｡

第5条l協定の区域
この協定における街づくりの区域は､別図 1に示す港北ニュータウン･タウン

センター地区の区域としますO (=絹り図 1)

第6条廃 物等に関する基準
(1)敷地 ･共同化

① 敷地 :

良好な市街地環境を確保するため､狭小な敷地 ･間口の小さな穀地に分割し

ないようにしましょう｡

② 共同化 :

来街者の回遊性を創出する集客力のある施設立地を促進 し､脹わいのある街

づくりを行うため､隣地宅地との共同化 ･協調化した施設計画を進めましょう｡

タウンセンターの核となる大規模施設の立地を促進するため､共同化を前提

とした共同化義務街区を別図2に示す位置に設定します｡ (⇒別図2)

(2)用途

③ 1階の用途 :

通りの脹わいを形成するために､施設の 1階には脹わい施設を立地させまし

ょう｡特に､歩行者系道路に面 した施設の 1階部分には､住宅 ･倉庫 ･監重場

などの施設 (賑わいを生み出さない施設)は立地させないようにしましょう｡

暫定利用施設は､通りの脹わいを阻害しないような工夫をしましょう｡

④ 住居 :

周辺の施設集積への影響を低減するために､別図3に示すように住居配置可

能地区を定めます｡ (ES別図3)
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⑤ 用途 :

タウンセンターの魅力形成上好ましくない用途は規制します｡特に別表 1に

上げる風俗営業法による関連官業等は制限しますO (ES別表 ユ)

⑥ 都市利便施設の付置 :

来街着の利便性を高める都市利便施設 (キャッノユ･コーナー､キオスク等都市生活を手甫完

する施設)を積極的に付置するよう努めましょう｡

(3)オープンスペースの確保

(∋ 壁面後退 :

建物の前面は街に開放し､人々が施設になじみやすいようにしましょう｡

シンボル広場に面した施設は1I2階部分を4m以上壁面後退させ､広場を

囲む回廊を創りましょう｡また幹線道路沿いは､建築物､工作物とも2m以上

後退させ､十分な歩行者空間を確保するようにしましょう｡ (=>別図4)

⑧ 通LJ抜け通路 :

敷地の中､建物の中に歩行者空間を引込み､来街者にとって多様な空間体験

や発見､回遊性のある脹わいを創り出しましょう｡

タウンセンター内の回遊性を形成するため､大規模敷地内には宅地内通路を

確保しましょう｡ (く〉別図4)

(参 広場､紳フトJ(-ク､中庭 :

人が集まり､様々な活動の出来るセミパブリック･スペース (半公共的空間)

として､広場や中庭､アトリウムを積極的に設けましょう｡公開空地の清掃 ･

管理についても十分に心掛けましょう｡

⑩ 階段､エスカレーター等の設置 :

タウンセンターは坂の街です｡高低差が苦にならない街づくりを行うため､

施設内の昇降施設を公開で利用できるように工夫しましょう｡特に､階投､歩

行者デッキ､歩行者専用道路橋などに隣接する施設においては､出来るだけこ

れらに接続して乗街者の利便性を高めるようにしましょう｡

⑮ 緑､水､彫刻 :

敷地内に設けられたオープンスペースには､緑､水､モニュメント等､賑わ

い､うるおいを創り出す装置を設けましょう.

(4)建物形態

⑫ 意匠 :

建物の意匠は､界隈毎に統一感を持った街並みを創り出すように工夫しまし

ょう｡
⑬ 高さ :

スカイラインや通りの景観を整えるため､建物の通りに面する壁面の高さを

揃えるなど､通り毎､歩行者空間毎の工夫を行いましょう｡



⑯ 街並みのスケール ‥

施設の通りに面した部分は､人のスケールにあわせてデザインしましょう｡

⑮ 色彩 :

タウンセンターの色彩の統一感の創出と､各施設 ･通りの個性の演出に心掛

けましょう｡

遠景からの統一感のある街並みを創り出すため､建物の壁面の3階以上の部

分は r基調色jを使用しましょう.また､通り毎に､まとまりを持たせる r界

隈色lの導入も検討 しましょうC (⇒別表2)

⑯ 設備の隠者 :

設備耗器等は通りや他の建物から見えにくいように修景しましょう｡

(5)付属物

⑰ 看板､広告､日除けテント:

デザインの質の高い看板､広告物､日除けテント等によって､街の個性､店

の個性を創り出しましょう｡

界隈の街並みの統一感を演出するため､看板 ･広告物は位置 ･大きさ･色彩

などを街並みに調和するよう心掛けましょう｡ (¢別表3)

⑯ 夜間の賑わい :

夜間も脹わいがあり､安全に楽しく歩けるよう､照明など夜間の街並みの演

出に心掛けましょう｡

(6)生卓場 ･駐輪場

⑩ 駐車場 ･駐端境の設置 :

来街着の利便性､円滑な道路利用を高めるために､駐車場 ･邑輪場の付置を

因りましょう｡

駐車場を付置する場合､付置義務台数以上の整備に努めましょう｡

大規模な施設計画を行う場合､用途に応じて駐輪場を付置しましょうO

小規模宅地では､駐車場の計画に際して共同化等に努めましょうO

⑳ 駐車場のしっらえ方 :

駐車場の出入口は､歩行者の安全性､円滑な道路交通を損なわない位置とし､

わかり易く､利用し易い施設にしましょう｡

駐車場は星章車両が丸見えにならないよう修景しましょう.特に歩行者系道

路に面する場合には､通りの脹わいを損なわない計画としましょう｡

⑳ サービス用車両の処置 :

サービスヤー ドは歩行者の安全性､円滑な道路利用を損なわないように設け

ましょう｡特に､大規模施設のサービスヤー ドは､駐車場との併設を考慮し､

歩行者系道路に面しては設けないようにしましょう｡

来街着で脹わう時間帯はサービス車両の出入りを行わないようにしましょう｡
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第 7条伸 定の運営

1.街づくり協定運営委員会の設置
街つくり協定の取り決めにあたり､第5条に定める街づくり協定区域の地権者

等関係者の代表からなる街つくり協定遷宮委員会を設置しますO (es要綱)

2.衛づくり協定運営委員会の役割
(1)街づくり協定遷宮委員会は､この協定の遷宮を行うものとします｡

なお､遷宮の細目については､必要に応じ､別途街づくり協定運営委員会に

おいて定めるものとします｡

(2)街づくり協定運営委員会は､止むを得ない場合において､第6条の各項の

基準の適用緩和の措置を行うことが出来るものとします｡

3.街づくり協定運営委員会の事務局
(1)街づくり協定遷宮委員会の事務を行うため､事務局を設置します｡

(2)事務局は､株式会社 港北都市開発センターとします｡

第 8条廃 築等の手続き及び届出
1.街づくり行為の届出

第5条に定める協定区域内で街づくり行為 (建築物の建設､広告物 ･工作物の

設置等)を行なおうとする者は､あらかじめその計画を第7条に定める街づくり

協定運営委員会に届け出て､その計画について街つくり協定遷宮委員会の調整を

経なければならないものとしますO (く〉別EZ]5)

2.暫定土地利用の届出
第5条に定める協定区域内の土地について､暫定的な土地利用 (仮設建築､青

空駐車場､資材置場等)を行う場合にも､この協定の内容に沿ったものとし､前

項の手続きを行うものとしますO



別 表 1一環討け る用途

●風俗富美法で区分される関連書蓑のうち以下の用途は禁止します｡
⇒◆3号官業-う プホテル等

◆4号官業.･･アダル トショップ等

(1号 ･2号 ･5号営業は風俗営業法によって､タウンセンターには出店

出来ません｡)

●用途地域上制限を受けない用途のうち､以下のものは設置しないようにしまし

ょう｡
⇒◆営業用倉庫

◆自動車教習所､床面程の合計が15Tdを超える畜舎O

◆作業場の床面積の合計が50TTfをこえる工場で､危険性や環境を悪化

させるおそれの極めて少ない施設以外の施設｡

◆火薬類､石油類､ガスなどの危険物の貯蔵､処理の施設｡

(ただし､貯蔵､処理の量が非常に少ない施設は除く｡)

｣ ガソリンスタンドは幹線道路沿いのみ立地可能とする｡

男lJ表 2.色彩

●色彩における F基調色』の考え方は以下の通りですO

◆基調色は3階以上の高さに使用する色で､遠景からの街の色を特徴

づけるものです｡

◆タウンセンターの明るい街をイメージさせる､白に近い色 (明度日

の高い色)を基調色として使用するものとします｡

◆色相●2については､地区毎､通り･街区毎 (界隈毎)にそれぞれの

特徴を出すために､独自の約束事を設けることも考えられますO

●r界隈色Jの考え方は以下の通りです｡

◆界隈色は､通り･街区毎 (界隈毎)に基調色や､建物の2階以下の

壁面の部分の色彩について､それぞれに個性を演出するために､色

相の範囲や明るさなどを取り決めるものです｡

注)'1明度 :色の明るさを表し､白を10として､大きく10段階で表示されます｡

■2色相 :色の色あいを表し､大きく赤､黄､緑､青､紫の5つの色相に分割さ

れ､さらに細分化して表示されます｡
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芳U表 3.看板 ･広告物等設置基準

●看板 ･広告物に関する基本的な考え方は以下の通りです.

a.看板の氾濫のない整った街並みを創るため､シンボル広場 ･シンボル道

路 ･駅前広場の周辺には､屋上広告 ･窓面広告 ･野立広告板等は設置し

ないようにしましょう｡

b 蛍光塗料､点滅サインは使用しないようにしましょう｡

C.赤 ･黄の面的使用は交通信号 ･緊急時の表示に優先使用するため､使わ

ないようにしましょう｡

d.3階以上の高さに付く看板 ･広告物の色彩は彩度']を低く抑えましょう.

(マンセル色度表示による各色の最高彩度の 1/3までに抑えるO)

e.建物の住所や名称を表示するサインは､通りや界隈毎にデザインを統I

するようにしましょう｡

症)'l彩度 :色の鮮やかさを表し､彩度 0は色味のない無彩色となります｡色相 ･

明度によって最高彩度の数字は異なります｡
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ゥンセンター街づ くり協定区域内における建築手続きの流れ

土地区画整理法

第76条届出

街づくり協定に関する事前協議と調整

土地区画整理法 :建築確認申請
l

第76条許可 ド76粂許可書を

:添付)

距市

区建築課･建築審査課

土地区画整理事業に関する許可申請

男り図 5

注)開発許可､高さ緩和 (環境設計制度)､大規模店舗法の届出等を要する

施設計画は､確認申請の前にそれぞれ所定の手続きが必要になります｡
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摩 jヒ ニ ユ ー タ ウ ン タ ウ ン セ ン タ ー

街 づ く り 協 定 運 営 委 員 会 の i茎 官 等 に

T3E す る 要 綱

街づ くり協定 (以下 ｢協定J といいます｡)第 7条の協定の遷宮 につ い

て､次の とおり定め るもの とします｡

(委貞会の構成)

第 1粂 街づ くり協定遷宮委員会 (以下 ｢委員会｣ といいます｡ )の構

成は､施権書代表 (タウンセンター開票推進協議全委員の互葺による)

16人､横浜市報邑1人､住宅 ･都市整備公団職長1人､淳北都市開

発セ ンター職長 1人で棟成 します｡

(役員)

第 2粂 委真金に次の役員を書きます｡

1 季長長 (1人) 副委兵長 (2人) 事務局長 (1人)

ただ し､事務局長 は､削委貞長のうちいずれか 1人が兼任するも

のとします｡

2 役員の責任 は､委員の互選 と します｡

(役員等の役割)

第 3粂

1 委貞長は､季長会を代表 し､委員会を招集 します｡

2 副委員長は､委員長を橋佐 し､委員長が欠ける場合は､その職務

を代行 します｡

3 事務局長は事務局を統括 します｡

(委貞会の開催)

第 4粂

1 委員会は､季長の 2分の 1以上の出席を もって開催 します｡

2 委員長は､委旦会の議長と して､案件の処撃をお こないます｡

3 案件 は､多鞍 によ り決 しますが可否同数 の碩合は､課長の決す る

ところによ ります｡

(委員会の役割)

第 5粂 委旦会 は､協定第 7粂第 2項 の規定により､次の案件を処理 し

ます｡

日) 街づ くり行為 (建築物の建設､広告物､工作物の設定等)につ

いての協議及 び調整

Titお､委貞会は､案件の協議 に際 し､適宜､専門家､事業者又

は代聖人の意見等を求 めることができます｡

(2) 協定第 6集冬顎の基準の適用諜和措正

(3) 協定第 4条 に関す る協議

14; _委員会の遷宮に必要 な柾 目事項の決定及び実施

(51 その他協定の遷宮 に関す る必要な事頚

(事務局への委任)

第 6粂 事務局への委任 は､次のとお りとします｡

(1) 前条第 1号及び第 2号の うち延宋面謙 3.000平方 メー ト)i,

以下の建築物の建設及び広告物､工作物 の設定に関す る講をに関

す ること

ただ し､事務局長が委月会 に袴 るべ き案件 と認めた ものは除 き

ます｡

(2) 届け出に必要な事務様式等の決定及び実施に関すること

(事務局の業務)

第 7粂 事務局は､協定及び この要綱 の趣旨､委員会の決定 に基づき次

の業務を行います｡

(1) 委員会 の事捺遷宮 に関す ること

(2) 街づ くり行為届 け出に関す る事務処璽

(3) 委員会か らの委任事務



(季長会への寄書)

第 8粂 事務局 は､第 6粂並 びに前条第 2号及 び第 3号の措定をとっ

た場合､ これを至近の委員会へ報告するものとします｡

付 則

1 この要掛 ま､協定 の発効 の 日か ら施行 します.

2 第 1条の地権者代表委貞16人の重任については､タウンセ ンター尉

莞推進協議会の全長､開発 ルール部会長12人､事業化促進部会長の互

卦 こよる3人 と します｡

3 委員の任掛 ま､ タウンセ ンター輔発推進協議会委員である期間と しま
す｡

律テづ く り 蓮 嘗 委 員 会 メ ン /ヾ- (地権者代表)

■■T C 開 発 推 進 協 喜義 金 会 長 金 子 イ某

開 発 ノレ- ノレ部 会 事 業 イヒイ足 力套部 会

- 高 橋 良 友監 一 食反日ヨ.直 推

罪也区 ー 皆 ノーl成 夫ー 栗 原 靖一 票 原 貞 夫ー 大 久 保 信 正 一 大 久 イ呆 久 夫

第 - 徳 だ工義 治● /J＼山 正一 平 男子寮 二 一 関 義 手口



港北ニュータウン･タウンセンタ-開発推進協議会

.第 5回蘭発推進協議会

.日 次 Ⅰ.議事次第

Ⅱ.葉書による地権者意見の集約結果
Ⅱ.地権者給金､ブロック連絡会等の意見整理

L Ⅳ･地権者絵斜 こおける街づくり協声の採択の方法について:
Ⅴ.資料 1.朗ル ターの街づくりイメージとルiTルの必衰性

2.街づくり協定 (秦)

3..手続きの流叫
4.街づく,り協定に対する意見 -

Ⅵ.叢事録

平 成 5年 5 月 13日



第 5 回

タ ウ ニ/ セ 二/ タ - 開 発 推 主王墓協 害毒 会

莞表 等∃

日 時 平 成 5年 5月 13E】(木) 10時～

場 所 港 北 都市 開発 セ ンター会議 室

1 開会 の あ いさつ 金 子 会長

2 議 事

日) 葉 書 に よ る地 権 者 意 見 の集 約 結 果 につ いて (覇 告 )

(2) 地 権者経 会 (説 明会 ) ､ ブ ロ ック連 絡 会 等 の意 見整 理 につ いて

(3) 絵 会 にお け る ｢街 づ くり協 定 ｣ の取 り決 め方 法等 につ いて

(47 街づ くり協定 遷 宮 委 員会 の横 成 につ いて

(5) その他

3 閉会 の あい さつ 金 子 会長



顔 づ く り 協 定 (秦 )の 説 明 会 等 に つ い て

平成 5年 5月13日 (木)

街づくり協定に関しましては,一昨年来よりタウンセンター開発推進協議会にか て･

拶 ノレール部会を中心として検討してきました｡この街づくり協定の最終机 案文につい

てのタウンセンター地区内地権者に対する説明 ･報告はr随時行っているT/Cレターと

併せて,

｡本年3月13日～15日の間で開催されたブロック連絡会｡

｡全地権者への郵送による紙上説明と意見牌会｡ ◆

｡本年4月24日の第4回地権者絵会｡

の拝金を設けてまいりました｡

この結果.説明会への御出席や葉書による御意見等をいただいた地権者の方々について

は.以下の通りとなっています｡

① ブ ロ ッ ク連 絡 会 出 席 者-150名

② 真 書 に よ る 御 意 見 等- 86名

③ 全休説明会出席者(4/24)- 60名

延人数 -296名

【薫香による意見照会結果】

合 計 第1地区 第2地区 不明分

発 送 数 502 205 297 -

回2=敬 意見ちり 賛 成 13 8 5 -

反 対 9 1 7 1
その他(協定関係) 9 4 ○ -

〟 (協定以外) 6 3 3 -

汁 37 16 20 1

意 見 な し 49 27 21 1

【真書による意見等の内容要旨】

く賢或) I (単位 =人)

○必ず舘籍して欲しい○ 3

O協定運営委員会のチェック桟能は推進にも弾みがつくO 1

O協定を守るよう指導を望む. 1

o話は早く決めて実行すべきo 1

O絵論としては,良い街ができると思う○各論を聞きたい占 1

O日程は,計画どおり退めて下さいo 1

Oこの協定は.最低限のルールと思うo協定の趣旨徹底に務め協定の 1成立を図ってほしい.

o結構な協定なので,これを推し進めて下さい○ 2

o街づくり協定は必要なことと思うが厳しすぎては街が面白くなくな 1るのではないか○

o良い街ができるよう顧つているo決まったことには協力するo 11



(笹が 対する要望等)

○協定案をラフにして｡

∴ -ヰ = ∴ -

■■lI-■■一一･一~~■~■~･.■･･一一

牽聖 堅 禦 肇 ができないかo

案は必ず投票でo

余分な経野増はどうするか｡

地権者が30%で総意を取ろうとするなo

地権者の代表は.傘下の地権者の意見を汲み上げ施行者の代弁者となるな｡

公団が負担すへきものを地権者にかぶせている｡

公団は地権者を枠にはめようとしているO

街づくり協定の内容の一部で車 重 司 として定め拘束するのかo

公的資金の長期低利の融資について検討できないか.

基本計画 基本設計の事前協議と調整の段階で運営委員会の権限はとこまで及びど

の項E]を重視し運用するのか｡

届出にあたり弾力的かつ迅速な遷宮を望むo

o私の所有している土地のある街区は住宅配置が可能となっているが,この街区は駅 づ と三戸
前に面Lかつ画地が細分化されているので住宅配置を可能とすることは駅前との調

和がとれないのではないか｡

塵 垂遠 戚 ましない方がよいのではo奇麗事では街ができない.

(その他の意見等)

of頭 重正 ≡ ≡ 亘垂 密 - 合いを進めている.

D他地区の駅前開発の事例をみると後発業種が成功しているo

o平成5年には街に活気が砧っているはずだが,もう10年も遅れている｡この分で

は平成7年度完成も危ぶまれる｡

o近 くに店がないので不便｡マンション用地をもっている人は工夫を｡

oごみ箱.吸い殻入れの設置 ･E]収｡禁煙の街つくりo

o港北ニュータウン建設事務所の指導は行過ぎが多い｡

Oセンターの工事が遅れているので早掛 こ工事をo

o絵会は土曜の夕方から日曜しか出席できないo

o地権者代表の委員に若人を入れてもらいたい｡

O地権者.市.公団で三位一体となった集客力を備えた街づくりが必要だと思う｡

2



#B llJ 平 成 5 年 4 月 2 4 E3 ) で の

姐｣璽｣ 革 意 見 等 に つ い て

意 見 ､ 質 問 ､ 要 望 要 旨

1./Jさ的 駐 車 場 は ､ 設 け な い の か 0

2.建 物 の 1階 の 用 途 で 賑 わ い 施 設 を 設 け る よ う に と の こ と だ

が､ 街 角 広 場 や 壁 面 後 退 ､ 通 り抜 け 適 指 を 設 け る と ､ そ の 様

に使 え な い ｡ 市 は 建 ぺ い 率 ､ 容 積 率 の ポ - ナ ス 等 を 考 え て い

るの か ｡

3. トロ ン トで は 夜 10時 ま で 店 内 の 輿 明 を 点 け られ る よ う に

な って い る よ う だ が ､ こ う ゆ う こ と に 対 し補 助 等 を 考 え られ

な い の か .

4 壁 面 後 退 4m と な る と 構 造 的 に 柱 が 必 要 に な り､ オ ー プ ン

スペ ー ス も半 滅 す る の で は な い か ｡

5 オ ー プ ン ス ペ ー ス に エ ス カ レ ー タ ー を 設 置 す る よ う に と の

ことだ が ､ 高 低 差 が か tJ.-り あ り ､ 減 歩 率 も高 い 所 な の で 市 や

'Jと団 は 何 か しな け れ ば な ら な い の で は な い か ｡
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ブ ロ ッ ク 連 絡 会 で の 質 ~問 一 意 見 等 の 要 約

平成5年3月13日～15日の計3日間にわたり開催された,｢街づ くり協定｣に院する

1t" ク連絡会での討鼓内容について取 りまとめましたので･ご報告いたします｡

Lib･.今回のブロック連絡会-の出席率lま･第 1地区が28･8% (59人/205人)I

声2地区が30･6% (91人/297人)であ｡ました｡
襲 出鰐率は,ブロック連絡会開催の通知発送者数に対する出庶音数の割合です｡

◎ 主 要 T.iL質 問 及 こダ要 望 (要 旨 )
【第6集 L葉物等に関する基準】についての賃問 (要旨)

● 商業地区では.住宅は建設出来ないと聞いていたがどうなのかD

4 タウンセンターでは.住居が筆て られる街区はないと思っていたがO

● 壁面後退は,土地区画整理事業 として公共空間の中で確保 しないのか｡

● 壁面後退を行うと.土地の評価額に影jFがあるのか｡

● 壁面後退については.同一街区等での事業化時において.壁面後退を行 う人と行わ

ない人とが隣音 しているケースも考えられるので.一律に設定するのは囲軽ではな

いか｡

● 壁面後退について.地権者の意見は呪いているのか｡

● 壁面後退の箇所の地下利用は可能なのか.

● エスカレータ等の設置に際 L その事業主体は誰なのか.

● 駐車台数の算定根拠はあるのかO

(2) 【帯づ くL)協定の取 LJ決め】に的する質問 ･要望 (要旨)

● 建築協定を念頭に置いて. この協定を定めようとしているのか｡

● 協定の内容は.実質的に地権者の土地利用権を制限 しているが.どのように合蒙を

取り付けるつ もりなのか｡

● 捨金の護を径たということで.協定を取 り決めようとしているが,全員一致の必要

性は11いのか｡

● 絵会の成立要件も定まっていないで.相当の貴兄ということで決めるのは.法をく

ぐろうとしているのではないか｡

● この協定に合意出来ない人に対 しては.適用除外にするのか｡

● 捨金等に出席 しない人にも理由がある筈だが.それでも押 し付けられるのか｡

● この協定を今取 り決めても.建箕時期は地権者それぞれに異なって くると思われる｡

例えば,ある街区では結果的に隣接施設の高さがパラバ ラになったりすることら

鮭念されるCその辺のところはどうするのか｡

● 協定を定めると自らの首を絞めることに庄 りかねない｡

● 今回の内答のようにガンジガラメにしなくてもよいのではないか｡人が実際に住み

始めてから街が出来てくると思 うが｡

● タウンセンタ-地区の開発は.大規模 ･長軌 こわたるものであるので.協定の取り

決めに鴨 しては.明確にしておいた方がよいと思う｡

(3) 【萄づ くLJ協定の荘官】に関する質問 (要旨)

● r街づ くり遷宮委旦会は.当分の凪 タウンセンタ-開発推進協集会の専門部会と

しますJ となっているが.当分の問 とは. どの位なのか○また.委員会の構成等が

不明であり.このままだと協定の内答が知 らない問に変えらt'Lたりする可能性もあ

る○この辺のところを明確にしないで蛤会を開催するのはおか しいのではないか.

● この協定に基づいて.実際にア ドバイス等を行 うのは誰なのか○

● 事業者には,公的1監閑も入っているが,協定が取 り決められる以前の建築物への遍

用はどうなるのか○

● 現在.中川駅局辺においては,監捨場案内の看板等.長政上良くないものが乱立 し

ている.タウンセンタ-においてもどうなるかわからない.今後.どのように対処

するのか.また.協定では.その辺の担保方責をどうするのカ､.

● こういう協定は良いと思 うが.噸守されない場合もある.替制力をしっかり持たな

(4) 【葺筆手抜き】に関する質問 ･意見 (要旨)

● 建築等の手続きにおいて.法的規制があるのか.

● この協定に則っていなければ建築許可が出ないのか○

● 事前協鼓において車記が得られfJ.-い場合.つまり計画内答が是とされない場合は,

次のステップには進めないのか○

● 街づ くり運営委員会への事前協議の段階において.例えば高さ等で,その計画が駄

. 昌だと言われることがあるのか○

(5) その他の質問 ･要望 (要旨)

● タウンセンターの市街化に寄与すると思われる. シンボルとなるようなビルの着工

計画はあるのか○

● 地下鉄の利用客はどの程度を見込んでいるのかD

● 界隈毎に定めるのは.いつ頃fJ.-のか.

● 身障者 一高古き者に対する対応策を条文の中に明…己して欲 しい.
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第 5 回 タ ウ ン セ ン タ ー 地 権 者 総 会 (衝 Ij く り 協 定 の 耳文 り 決 め 予 定 )

へ 向 Lj-て の 地 権 者 説 明 会 ､ 及 こメ 意 見 男卑 会 等 の 集 系勺 (ニ ーつ し､て

別 添 資 料 の 通 り ① ブ ロ ッ ク 連 絡 会 ､ (2)地 権 者 総 会 (吉見 明 会 ) ー ③ 葉 音 に よ る 意 見 照 会

で は 斉 重 な 胡印 意 見 を 多 数 し､7L二 だ き ま し 六二 O

こ れ ら の う ち - 葉 書 に よ る 掬 】意 見 を し→ナ二 だ し､ナこ も の 以 夕i-に つ き ま し て は ー 当 吉家 会 議 で 直

接 お 答 え し て お り - 又 ､ 第 4 回 タ ウ ン セ ン タ ー 関 学逢 推 進 協 召集会 で も 課 長貢 の 最 終 的 整 理 ･ 検

官寸 を 行 っ て 蓋 しヽ 仁) ま し ナ二 〇

以 ｣二 を 1- ま え - 来 る 第 5 回 タ ウ ン セ ン タ ー 地 権 者 総 会 に お し､て 荷 ｢ゴ く り 協 定 の 取 り 決 め

に 隈 し ー 以下のg項 E が 重 点 に な ろ う か と 思 わ れ ま す ｡ そ こ で ー 協 議 会 と し て こ れ ら の t

項 目 に - い て の 考 え -フ吉 を 確 言忍 し て お き _ナこ い と .菅 ､い ま す ○

な お - 葉 書 に よ る 字卸 与百 聞 - - き ま し て は ､ 亭 予算 局 に お い て 会 長 ー 両 副 会 長 と 権口相 互炎 の ｣ニ

個 卦 ｣- 書 面 - て 回 答 し ナこ い と 思 い ま す ○
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問 薙喜 _卓二の 要 旨 協 議 会 と し て の 考 え プぎ

1_協定は必要な し｡賛成 しない｡

2 壁面後退は賛成で きない｡

この街づ くり協定は､地権者相互間において､取 り決めを行 う任意の協定であります｡

従 って､注的な拘束力を持たないいわば､ r街づ くり意章Jであ ります｡

タウンセ ンター地区の街づ くりは､ 73へ クタ-ルという広大な地域において多様な技能 と用途を もつ軌 トを長期 に

わた り開発す る事業であるため､地権者や亭美音など街づ くりにかかわ る捨ての人々が魅力的な街づ くりに向けて基本

的な街づ くりの方向性や価値観を共有 し､守 り育ててい くことが重要 とな ります｡

特別な用地に関す る申出講歪の実施 (昭和 51年 2月)にあたって も､ この様な趣 旨をふまえ､街づ くり協定などの

自主的な取 り決めを前提 として きま した｡ .

また､街づ くり協定第 6条の基準について も廷葉物の用途や敷地､営巣の形態等を考唐 して適宜事業者 との話 し合い

を行 い､調整をEZ]るものであ りますC

壁面後退は､快適な歩行者空間を創出 し､相互の回遊性を高めることにより､多 くの集客をEZlることをE3的 としてい

ます｡

シンボル広場に面 した施設部分には､1､2階部分を 4m以上壁面後退 させ､ワゴンセールやカフェテラス等の商業

藷動 に利用 したり､雨天時の快適な ショッピングスペースを提供す るものです｡

なお､4m以上の後退については､市街地環境設計制度における公開空地の判断基準等に照 らし合わせた ものです｡

斡額造指沿いの 2m以上の空面後退について も同様の趣旨であ ります｡

6





※ 第 4回タウンセンター開発推進協議会

(平成 5年 4月6日)確認事項

姫樺 者 総 会 に お け る ｢街 づ く り 協 天巨

(罪 ) ｣ の 取 り 決 め の プチ 法 に 一つ し､て

先に開催されたフロック連絡会においてご指摘をいただきました ｢街づ

(り協定 (案)｣の取り決めの方法については一次の琴由により､挙手､

探熟こよる採択は行わないこととしたい｡

(理由)

タウンセンターの街は､地権者が中心となって創っていくものでありま

す｡

このため､地権者全員による自主的な話 し合い･取り決めを行うことで､

連区内における各種施設の建設が個々バラバラに行われることのないよう

にしていきたいと考えています｡

この街づくり協定は､地権者が自主的に取り決めを行う､いわば､衡づ

くりの憲章としての性格をもつものであり､蔭的強制力をもたない任意の

随 でありますo

Lたがって､地権者の相互理解と協調のもとに､魅力的な街づ くりをす

すめるための基本的な考えを申し合わせて､ ｢街つ くり協定｣として確認

するもので､挙手､投票等の採決は､馴染まないと考えます｡
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律テ-･･づ く り 運 営 委 員 会 メ ン ノヾ- (地権者代表)

- T C 開 発 推 ま:匡協 召集会 会 長 金 子 イ呆
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T/ C レ タ ー (N O ･ 6 ) 19930406
発信 ;港北NTタウンセンター

開発推進協議会事務局

時下､益々御健勝のこととお喜び申し上げますo

この度､ブロック連絡会､特別会同部会､第4回タウンセンター開発推

i協議会が､順次開催されましたので､その結果についてご報告 しますb

lブロック連絡会 (3月13日､14日､15日の問計5匡l開催)

出席者は､全休地権者502人 (共有者も含む)の内150人 29.

8%で約3割 の方々のご出席をいただきました｡

市､住宅 ･都市整備公Egの最近のニュータウンの状況説明 (口頭)の

臥 街づくりビデオの紹介があり､街づくり協定 (莱)の概要説明と質

嬢応答がありました. (質問､意見等の要旨 別紙 1のとおり)
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特別合同部会 (4月2日開催)

上記ブロック連絡会の報告を行い､衝づくり協定案､街づくり協定遷

宮に関する要綱の検討がなされ､街づくり協定運営委員会の構成等につ

いて議論されました｡

また､ブロック連絡会の出席状況を踏まえ､(9全地権者に対 し､葉書

による意見紹介を行うことや (94月24日 (土)に開催予定の地権者

蛭会を街づくり協定の全体説明会にすること ③街づくり協定の採訳の

方法等について議論されました｡

3第4回タウンセンター開発推進協議会 (4月6日開催)

特別会同部会の議事内容について別紙2のとおり了承されました｡

★ 今後の開催スケジュールが別紙 3のとおり変更となりますのでご注意

願います｡

○お問い合せは下記の協議会事務局までお願いします.

港北都市開発センター

丸山 高橋

045-943-2459

2470



｢ ッ ク 連 絡 会 で の 耶 潮 等 の 要 約

平成5年3月13日～15日の計3E]問にわたり開催された･｢街づくり協定｣に関する
ク連絡会での討議内容についてEM_まとめましたので.ご韓告いたします｡

路 今回の7'ロック連絡会への出席率は,第1地区が288%(59人/205人)

12地区が30･6%(91人/297人)でありました¢

菜 出席率は-プtDック連絡会開催の通知発送者鼓に対する出席者数の割合です｡

プロプ

@ 重 要 な 質 問 及 こド要 望 (要 旨 つ

【第6集 !建物等に関する基準】についての質問 (要旨)

●
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商業地区では.住宅は建設出来ないと聞いていたがどうなのか｡

● タウンセンターでは,住居が建てられる街区はないと思っていたが｡

● 壁面後退は,土地区画整理事業として公共空間の中で確保しないのか｡

● 壁面後退を行うと.土地の評価額に影響があるのか.

● 壁面後退については,同一街区等での事業化時において,壁面後退を行う人と行わ

lJ.tい人とが隣接 しているケースも考えられるので,一律に設定するのは国葉ではな

いか｡

● 壁面後退について,地権者の意見はBBいているのか｡

● 壁面後退の箇所の地下利用は可能なのか｡

● エスカレータ等の設置に際し,その事芙主体は誰lJ.-のか｡

● 駐車台数の算定根拠はあるのかO

(2) 【百づくLJ協定の取LJ決め】に関する賃間 ･要望 (要旨)

● 建築協定を念頭に置いて,この協定を定めようとしているのか｡

● 協定の内容は,冥質的に地権者の土地利用権を制限しているが,どのように合意を

取り付けるつもりなのか｡

● 捨金の護を珪たということで,協定を取り決めようとしているが.全員一致の必要

性はないのか｡

● 絵会の或立要件も定まっていないで.相当の意見ということで決めるのは,注をく

ぐろうとしているのではないか｡

● この協定に合意出来ない人に対 しては,適用除外にするのか｡

● 絵会等に出席しない人にも理由がある筈だが,それでも押し付けられるのかC

● この協定を今取り決めても,建築時期は地権者それぞれに異なってくると思われる.

例えば,ある街区では結果的に隣技施設の高さがパラバラになったりすることら

懸念される｡その辺のところはどうするのか｡

● 協定を定めると自らの首を絞めることに成りかねない｡

● 今回の内容のようにガンジガラメにしなくてもよいのではないか｡人が実際に住み

始めてから街が出来てくiと思うが｡

● タウンセンター地区の開発は.大蔑模 ･長掛 こわたるものであるので.協定の取り

決めに関しては,明確にしておいた方がよいと男 う｡

2

(3) 【看づくり協定の遷宮】に映する質問 (要旨)

● r街づくり遷宮委員会は.当分の問,タウンセンター開発推進協集会の専門部会と

しますlとなっているが.当分の問とは.どの位なのか○また,委員会の構成等が

不明であり,このままだと協定の内等が知らない問に変えられたりする可能性もあ

る○この辺のところを明確にしないで捻会を開催するのはおかしいのではないか○

● この協定に基づいて.実際にアドバイス等を行うのは誰なのか.

● 事業者には.公的穂関も入っているが,協定が取り決められる以前の建築物への適

用はどうなるのか○

● 現在,中川駅周辺においては.宅垢場案内の看板等,景観上点くないものが乱立し

ているoタウンセンターにおいてもどうなるかわからなtp､○今後ーどのように対処

するのか○また,協定ではtその辺の担保方策をどうするのか○

● こういう協定は良いと思うが,厭守されない場合もあるO替制力をしっかり持たな

(4) 【廷茎手続き】に関する質問 ･定見 (要旨)

● 建築等の手続きにおいて.法的規制があるのかO

● この協定に則っていなければ廷藁許可が出TJ.-いのか○

● 事前協議において幸詮が得られない場合.つまり計画内容が是とされない場合は,

次のステップには進めないのかO

● 街づくり遷宮委員会への事前協議の段階において.例えば高さ等で.その計画が駄

一 百だと言われることがあるのかO

(5) その他の質問 ･要望 (要旨)

● タウンセンタ-の市街化に寄与すると思われる.シンボルとなるようなビルの着工

計画はあるのか¢

● 地下鉄の利用客はどの程度を見込んでいるのか○

● 界隈毎に定めるのは,いつ頃なのか○

● 身障者 .高齢者に対する対応藁を条文の中に明記して欲しい○

(∈D今 後 の 予 天巨 もこ つ し､て

今回のブロック連絡会においては.貴重なご意見 ･質問等を多くいただきながら.

街づくり協定 (秦)の説明を行ってきましたが.地権者の方のご都合もあり,出蒋者

は,地区内の約3割の方々に止まっています｡このため,開発推進協議会としまして

は,今後もさらに地権者説明の接会を設け,より多くの地権者の方のご意見等を伺う

ため.以下のように日程変更.及び作業を行っていくことになりました｡

●4月24B開催予定の地権者絵会は.街づくり協定 (秦)についての説明会に

変更し.より多くの地権者の方々のご参加をお罷いしたいと思いますO

●4月初旬頃,タウンセンター地区内全地権者の方々を対象として,ハガ与によ

る色々なご意見等をいただきたいと考えていますC

●これらの結果を踏まえて,5月下旬～6月中旬頃に,街づくり協定を取り決め

る場としての地権者絵会を開催したいと考えています｡
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ンタ-の街づ くりイメ-ジとルールの必要性

l商業･業務の粕跳 lタウンセント力唱指す街づ(LJ l街づ(iJルールの必要性 l読づくりルール ※ は変 更 部 分

畔 センター階の前提
r L

iO闘 ま2惟 折 ラン
.綿 の副都心にふさわしい

婁偏

(自立型の都市をめざす)

心紬机醐-の開理念

1.多伎能複合に基づ く広域

拠点の形成

2.生活･文化の情報莞信拠

点の形成

S.高圧の軌心性 と自然性を

馬えたセンターの形成

1,億位豊かで自己主張を持

つセンターの形成

0開戦略の考え方

4広域集客が可能な商業環境を活かす｡

●菱務践能立地の可能性を拡げろ｡

+爺として広域的な個性を持たせる｡

碁
0開発戦略上の課題

●広域的な集客構造の禰薬がポイント

4共同化 ･協調化開発による一体的な帯づく

りか必要

4個々の敷地 ･建物が魅力を充分発揮する､

個性のある街の形成か重要

lマスタープランによる都市の骨格

①全体横成の基本方針
●第1･2地区の個性化と相互の補完による

回遊分散性のある乾がりのある街つくり

+シンボル広場･都市軸.拘遂軸による筒の

綿連の明確化｡
●特徴あるゾーンの複合による街つ くり

②交通計画

●積極的な車対応のための大量の駐車場整備

と変化にとんだ歩行者空間の創造

(診菜現計画､景戦指針の作成

+シンボル広場､シンボル遭箱といIlたシン

ボル空間の積極的創出

●公共 ･公益施設による景観形成の誘導

堰)造成計画

●高低差のある現況地形を活かした造成

⑤新都市施設の計画

◆情報系施設と高水準の新都市施設の整備

4商業 ･業務の開発戦略とマスタ-プラ

ン (基盤整備)に対応 して､街つくり

の方針を以下のように定めます｡

①広域的集客力を持つ施設を誘致 し､新

しい都心を創るために､敷地 ･建物の

共同化､協調化による一体的tj:街つく

りを進めます｡

②タウンでンタ-の開発理念を実現する

ために必要な用途 ･秩能を集構するこ

とにより､隈わいの連続した鮭力ある

荷を創ります｡

諜 ③人々が自由に利用できる通り抜け通路

や広場 ･中庭といったオープンスペー

スを設け､水 ･緑 ･光 ･モニュメント

等により時間や季節の変化に応 じた筒

の帳わいを創造する様々な演出を行い

奥行き ･発見のある楽 しい荷を創りま

す｡

至芸宅 ④葉物は､意匠 .高さ ･色彩等の訴和に

留意し､タウンセンター地区全休の個

性や ｢界隈J毎に統-愚のある雰雷気

を持った施設つくりを行ない､それぞ

れの建物の個性と通 りのイメ-ジか共

鳴する協調的な衛つ くりを進めます｡

-X ⑤看板 .サインの演出や夜間の照明ちと

にも心を配り､通 りの賑わいや通 りの

イメージを演出する小さな魅力のちり

ばめられた街づくりを行います｡

⑥広域的な釆衝者にも対応できる利柄し

易い十分な駐車場 ･駐肴場を整備し､

高低差の行き来を助ける昇降装置を建

物や敷地内に設ける屯と､利便性の高

い梼づくりを進めますO

荷づくりの基本的な考

え方に基ついて､具体

的に荷づくりを進めて

いくために一定のルー

ルを設ける必要かあり

ます｡

この衝づくりルールを

骨格として､街づ くり

に関わる人々相互の創

意工夫によって､より

良い徳つくりを進めて

行きます｡

ルールの那

∫①.敷地規模 事
②.共同化 1

③. 1階の用途 1

①.住宅

(9_用途規制

⑥.都市利便施設の付置

⑦.壁面後遺

⑧.通 り抜け通路

⑨.広場､約7ト!i-ク､中庭

⑳_階段＼エス力レター等の設置

①.緑､水､彫刻

⑫_建物の意匠

⑬ 通 り沿いの高さ

⑭.街並みのスケール
⑬.色彩

⑬.設備の隠蔽
⑬.看板 .広告 .日除けテント

⑳.夜間の賑わい

⑬_星室甥 ,駐輪場の設置

⑳_駐車場の設え方

①.サ-ビス用車両の処理

祷づくりルールの報
●街づくり協定

4地権者相互の合碧による自主的な協定

として取 り決められるものです｡

+南つくりルールの中心となる取り決め

でー具陳的1171デ7集として7.1イト

ラインも作成します｡
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街づくり協定
●街づくり協定は､街づくりの方向性と基本的な考え方を示

すもので､地権者等関係者の自主的な協定として相互の合

【街づくり協定の目的】

･大勢の人の集まる､より良い街づくりを行う為に､街づくりの基本的な考え方に基ついて､具体的に街づく

りを進めていくために､一定のルールを設ける必要があります｡

'この街づくり盗定を骨格として､街づくりに関わる人々の創意工夫によって､より良い街づくりを進めて行

くことが大切ですO

【街つくり協定の内容】

○街づくり協定の趣旨

○建物等に輔する碩目

①.敷地

②.共同化

(参.通り抜け通路 ⑬ 色彩

⑨.広場 ･柑7川-)･中庭 ⑬ 設備の隆恵

③.1倍の用途 ⑬ 階段 ･エスカレータ一･等の設置 ⑰ 看板 ･広告 ･日除けテント

㊨.住宅 ⑬.緑 ･水 ･彫刻 ⑬.夜間の脹わい

⑤.用途規制 ⑳.建物の意匠 ⑩.駐車場 ･駐輪場の設置

⑥.都市利便施設の付置 ⑬.通り沿いの高さ ⑳.駐車場の設え方

⑦.壁面後退 ⑩.街並みのスケ-ル ⑳.サービス用車両の処理

-B は追 加 説 明

●街づくり協定の内容を具体的

ガイ ドライン に補完する参考例や留意事項

を示した解説書です｡

【ガイドラインの日的】

●具体的に施設計画を行っていく場合の､街づくり協定

で定めた項目の考え方や背景の解説と､具体的な作り

方､アイデアや参考事例なとを示し､街づくり協定を

実際の街づくりに反映させるためのものです｡

車 中 【ガイドラインの内容】

.街つくり協定の各項目に対応し､その内答をわかり易

く解説します｡

●例えば､色彩の項目であれば具体的な色を選ぶガイド

を示しますC

●看板 ･広告物であれば､その大きさや位置､色彩等の

基準以外の工夫の仕方の参考例を示します｡

●駐車場のしっらえ方であれは､墓室場を引画する場合

の留意事項や事例を示しますC

地区計画 .重要項目については､地区計画により法的に担保することも可能です｡

【地区計画で定める項目】

【地区計画の目的】

｡港北ニュータウンのタウンセンターに相応

しい土地利用や街並みの骨格等街づくり協

定の重要項目を法的に担保するもので､土

地利用の基本方針､公共施設等の整備方針

地区別の建物の整備方針を定めます｡

①地区方針

●街づくりの基本方針を明示するもので､タウンセン

ターの街つくりの方向性を示します｡

②地区整備計画

.地区施設の百己置及び規模､建築物等の取り決め等に

ついて担保する内容を定めます｡
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街 づ く り 協 定 ( 本 文 )

ブロック連籍会税明 くTCレタ-N0.5) 合同部会､協集会､捨金用原案 肯 考

第 2条庫 づくりの基本方針 第 2条庫 づ.くりの基本方針
1.タウンセンターの尉放念 '1.タウンセンターの筒班会

タウンセンタ-地区の踊莞理念は以下の4項呂が挙げられています. タウンセンター地区の開発理念比以下の4項目が挙げられています.

(1)多浅能複合に基づく広域拠点の形成 く1)多伎能複合に基づ く広堆払点の形成

(2)生活 .文化の情報発信拠点の形成 (2)生房 .文化の情報発信拠点の形成

(3)高度の都心色と巨然性を備えたセンターの形成 (3)高度の臥 ､蛙と自然色を備えたセンターの形成

(4)個性生かで自己主張を持つセンターの形成 (4)屈性圭かで自己主張を持つセンタ-の形成

2.タウンセンターの街づくりの基本机考え方 2.タウンセンター碩づくりの基本机考え方
(1)広域を対象としたセンターにふさわしい施設を沃致し､旦払 五五盤並左と (1)広域的集客力を持つ施没を誘鼓し､新しい臥 ､を判るために､敷地 .蓬物の

創るために､故地 .建物の共同化､協ヨ引ヒに上る一件的な街づくりを進めます○ 共同化､ta巧化による-㈱ な街づくりを進めます.

(2)タウンセンタ-の鰐発足会を実費するために必要な用途 .良能を集諌するこ (2)タウンセンターの開発理会を実額するため､様々な用途 .蔑能を集珠するこ

とにより､魅力ある街を判ります. とにより､旦地 主魅力ある街をLqります.

(3)通り抜けのモールや広鴇 .中庭といった､人々が自由に利用できる半公共的 (3)人々が自由に利用できる透り抜け通路や広場 .中庭といった､オ-プンスベ

な空間や､高低差の行き来を助ける昇換装正を建物や敷地内に設けるなど､多 -スを設け､水 .録 .光 一モニュメント等により時間や季節の変化に応じた街

様なEl逆性､奥行き.先見のある菜しい街をETJります. の脹わいを創造する様々な演出を行し-1､奥行き.発見のある糞 しい帯を判りま

(4)敷地内の半公共空間には水 .環 .光 一モニュメント等を備え､星 .夜､また す.

は季節の変化に応じた街の脹わいを創造する様々な演出を行い､常に情報を莞 (4)建物は､意匠 .高さ .色影等の調和に留意し､タウンセンタ-地区全休の個

遺 してゆく街づくりを行います○ 蛙や､ r界隈｣毎に扶一息のある茅艶気を持った施設づ くりを行ない､それぞ

(5)建軌 ま､意匠 .高さ .色彩等の講和に留意し､タウンセンタ-地区全件の層 九の建物の眉蛙と通 りのイメ-ジが共宅する協巧的tl街づ くりを進めます.

性と共に､ r透りJや r街区J毎に統一島のある雰囲気を持っ た施設づくりを行ない､それぞれの施設の歯性が共宅する街づくりを進めます. 追加q 誓 .;芸孟三言雪景諾 芝書芸誓言吉……£≡Eg ,<苦三言≡…;誓 りの

(6)広域的な払点形成に対応できるよう､利用し易い十分Tj:駐車場 -監持場を亜 (6)広域的な乗街着にも対応できる利用し易い十分fI庄車場 .駐捨境を基併し､

併し､来街着にとって利便性の高い街づくりを進めます〇第 3条l街づく.り協定の取り決めこの街づくり協定は､平成〇年〇月○E]のタウンセンター地権者投合で取決め 高低差の行き来を助ける鼻隆装置を建物や敷地内に設けるなどー利便性の高い街づくりを進めます.第 3条庫 づくり協定の取り決め

5
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街 づ く り tA 定 ( 不 文 )

プロ-/ク連絡会説明 (TCレタ-N0.5) 合同部会､協弘会､蛤会用原案 備 考

糊 ｢ 2.街づ くり協定董営委員会の禍

2.街づくり協定貴官委員会の役割 (1)街づ くり協定遷宮套鼻会は､この協定の遷宮を行 うものとします○

(1)街づ くり協定遷宮委兵舎は､この協定の遷宮を行うものとします｡fiお､遷宮の短日については､必要に応じ､別途街づ くり協定遷宮委見全において定めるものとします. なお､立言の柾目については､必要に応 じ､別途街づ くり協定遷宮委員会において定めるものとします.(2)街づくり協定重言垂兵舎は､止むを得ない鴇合において､第6灸の各項の

(2)街づくり協定遷宮委見合は､止むを得ない塙合において､第 6灸の各項の 基準の連用珪和の措定を行うことが出来るものとします.

基準の連用捷和の措正を行うことが出来るものとします○ 3.毎づ く鳩 定量首委員会の轟 局

3.街づくり協定運営委員会の事務局 (1)街づ くり協定蓮首委鼻会の事務を行うため､事務局を設置します.

(i)街づ くり協定運営委鼻会の事務を行うため､事務局を設定します (2)事帯局は､株式会社 港北訂市開発センタ-とします.

(2)事務局は㈱港北都市開発センター内に没正します.第 8 条 廃 築 等 の 手 続 き 及 び 届 出1.番づくり稿 の届出 第 8 条 廃 築 等 の 手 続 き 及 び 届 出1.街づくり行為の届出第 5条に定める協定区域内で街づ くり行為 (建築物の建設､広告物.工作物の
第 5灸に定める協定区域内で街づくり行為 (建築物の建設､広告物 .工作物の 設置等)を行なおうとする者は､あらかじめその計画を第7条に定める街づくり

設定等)を行なうとする場合は､あらかじめその計面を第 7条に定める街づくり 協定選言委員会に届け出て､その計画について街づくり協定謹言委員会の発雷を
協定荘官委員会に届け出て､その計面について遷宮季長会の乗翌を得なければな 経なければならいものとします○ (中川駅の例)

bfJ.いものとします. 2.暫定土御 用 の届出第 5条に定める協定区域内の土地について､暫定的な土地利用(仮設建築､青2.暫定土瑚 用の届出 - (仲町台駅の例) I
第5条に定める協定区域内の土地について､暫定的な土地利用 (仮設輩藁､青 空駐車場､資材置場等)を行う場合にも､この協定の内容に沿ったものとし､前



※ は追 加 説 明

折 づ く り 協 定 ( 本 文 )

プロ-/ク連絡会説明 (TCレターNO.5) 合同部会､協集会､捨金用原案 簾 考

芳Fl表 3 .看板 .広告物等設置基準 - 芳U茸 3 .看板 .広告物等投置基準

●看板 .広告掛 こ関する基本的な考え方は以下の通りです○ ●看板 一広告物に関する基本的tl考え方は以下の通りです.

a.看板の氾濫のflい整った街並みを創るため､シンボル広場 -シンボル並 a.看板の氾濫のない整った街並みを創るため､シンボル広境 .シンボル道

良 .駅前広場の周辺には､邑上広告 -窓面広告 .野立広告板等は投正し 路 .駅前広場の周辺には､邑上広告 .窓面広告 .野立広告板等は設定し

ないようにしましよう. ないようにしましよう○

b.集光塗料､点滋サインは使用しないようにしましよう○ b.生光塗料､点滅サインは使用しないようにしましよう.

C.赤 .黄の面的使用は交通信号 .緊急時の表示に使先使用するため､便わ C.赤 ー黄の面的使用は交通信号 ,緊急時の玉示に旦先使用するため､便わ

ないようにしましよう｡ ないようにしまし上う.

d.3階以上の高さに付く看板 .広告物の色彩は彩度を低く抑えまLJ_う○ d.3階以上の高さに付く看板 -広告物の色影は影慶 一Jを低く抑えまLJ:う.

(マンセル色度表示による各色の最高彰度の 1′3までに抑える. ) くマンセル色度表示に上る各色の最高影度の 1/3までに抑える. )

e.建物の住薪や名称を五示するサインは､通りや界隈毎にデザインを扶- e一差物の住所や名称を表示するサインは､通りや界隈毎にデザインを扶-

するようにしましよう○ するようにしましよう○注)●l彩度 :色の鮮やかさを表し､彩度 Oは色味のない無彩色となります.色相 .明度によって長石彩度の致芋は異なります.き:繕
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※ は 変 更 部 分

タウンセンター街づ くり協定区域内における建築手続きの流れ

事業者

土地区画整理法

第76条届出

土地区画整理法 :建築確認申請
I

第76条許可 ;(76条許可書を

;添付)

撤市

区建築課･建築審査課

街づくり協定に断る事前協議と整
匪璽

土地区画整理事業に関する許可申請

注)開発許可､高さ緩和 (環境設計制度)､大規模店舗法の届出等を要する

施設計画は､椛招申請の前にそれそれ所定の手続きが必要になりますC



｢ 北 ニ ュ _ タ ウ ン タ ウ ン セ ン タ _

街 づ く り 協 定 運 営 委 員 会 の i軍 営 等 に

関 す る 要 綱

l 街づ くり協 定 (以 下 ｢協 定 ｣ とい い ます｡ ) 第 7条 の協 定 の運 営 につ い

て､次の とお り定 め る もの と します ｡

･I

.
L

｢

;I

(委員 会 の構 成 )

第 1粂 街 づ くり協 定 運 嘗 委 邑会 (以 下 ｢委 貞 会｣ とい い ます ｡ ) の構

成は､地権者代表 (タウ ンセ ンター開発推 進 協議会委 員 の互 選 に よ る)

16人 ､ 横浜 市 職 邑1人 ､住 宅 ･都 市整 備 公 団職 員 1人､ 導 北 都市 開

発セ ンター職 員 1人 で構 成 します O

(役員 )

第 2粂 委 員会 に次 の役 員 を 置 き ます ｡

1 委 員長 (1人 ) 副 委 員長 〔2人) 事務局 長 (1人 )

た だ し､事 務 局長 は､副 要 点 是 の うち いずれ か 1人が兼 任 す る ち

の と します ｡

2 役 鼻 の選 任 は､委 員 の互選 と します ｡

(役員等 の役割 )

第3粂

1 委 員長 は､ 委 員会 を代 表 し､委 巨会 を招 果 します ｡

2 副 委 員長 は､委 員長 を補 佐 し､ 委員 長 が 欠 け る場 合 は､ そ の職 務

を代 行 します ｡

3 事 務 局長 は事 務 局 を哉 持 します ｡

(委員会 の 開催 )

第4粂

1 委 旦 会 は､委 員 の 2分 の 1以 上 の 出席 を もって 開 催 します ｡

2 委 員 長 は､ 委 員 会 の議 長 と して ､案 件 の処理 を お こな い ます｡

3 案 件 は､ 多数 に よ り決 しますが 可 否 同数 V?場 合 は､議長 の決す る

と ころに よ ります｡

(委真金 の役割 )

第 5条 委 員会 は､協 定 第 7条第 2項 の規定 によ り､次 の案件 を処理 し

ます｡

日) 街づ く り行 為 (建 築物 の建 設 ､広告 物 ､工作物 の設 置等 )につ

いて の協 議 及 び調 整

なお､委 員 会 は､ 案件 の協議 に際 し､適宜､専 門家､事業者 又

は代要人 の意 見等 を求 め る ことがで き ます｡

(2) 協 定第 6粂 各 項 の基準 の適 喝緩和措 置

(3) 協定 第 4条 に関 す る協議

(4) 委 員会 の遷 宮 に必 要 な織 目事 項 の決 定及び実施

(5:. その他 協 定 の遷 宮 に関す る必 要 な事 項

(事務 局へ の委 任 )

第 6粂 事 務 局 へ の委 任 は､次 の とお りと します｡

(11T 第 5粂 第 1号及 び第 2号 の うち延床 面鎌3.000平方 メー

トル以 下 の建 築物 の建設 及 び広 告物 ､工 作物 の設 定に関す る調 整

に関す る こと

た[=し､事 務 局長 が委 員 会 に諮 るへ き案件 と認 めた もの は除 き

ます.

121 届け出 に必 要 な事 務様式 等 の決 定 及 ひ実施 に蘭 す ること

(事務 局 の業 務 )

第 7粂 草津 局 は､協定 及 び この要綱 の趣 旨､委度会 の決定 に基 づ き次

の業務 を行 い ます ｡

tl) 委 員会 の事 帯遷 宮 に関す る こ と

(21 街 づ くり行 為届 け出 に関 す る事務処 理

(3J 委員会 か らの委 任 事務



(委員会への等 告 )

事8粂 事務 局 は､第 6条並 びに前条第 2号及 び第 3号 の措 置を とっ

た場合､これ を至近の委 員会へ報告す る もの と します.

付 則

LIこの卵 は､ 協定の発効 の 臼か ら施行 します｡

I

II 第1灸の地 権 者代表委 員 16人の選任 につ いては､ タウンセ ンター開

先推進協議会 の 会長､開発 ルール部会 良12人､事業化促進部 会員の互

舌による3人 と します｡

ll委員の任期 は､ タウ ンセ ンター開発推進協議会委員であ る期間 と しま

す｡



｢ T

タ ウ ン セ ン タ - 開 発 推 力圭協 議 会

今 後 の 開 催 ス ケ ジ ュ - ノレ

4月6日 (火)14時～ 協 議 会

★ 港北都市開発センター会議室

① ブロック連絡会､特別合同部会の開催霜害

② 街づ くり協定､協定運営委員会要綱案について

③ 地権者総会の開催について

◆ ハガキによる 地 権 者 意 見 照 会

(4月26日までにご投函願います｡)

4月24日 (土) 10時～ 地 権 者 糸套会 (全体説明会)

★ 横浜ラポールシアター (新横浜 別紋案内図のとおり)

① ブロック連絡会等の開催経過報告

② 衡づ くりビデオの紹介

③ 街づくり協定 (莱)の説明

旦月13日 (木)10時∵ 協 議 会

★ 港北都市開発センター会議室

① 街づくり協定 (莱)について意見集約及び原案の確定

② 地権者絵会の開催について

5月下旬～6月中旬 地 権 者 総 会

① 協議会等経過報告

② 街づくり協定原案の採択
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≡港北二ュづウン･タウンセンター地区 街づ くり協定 (莱)≡
5m日IHHIIIHlmIMlIIIFHHIll1日IJlll‖日日川JIE=lHMIIHIIl日日llHHl‖lllHH日日HllHI日日IlHEllHll=HrlH11mEllllllllllllH日日EIMMLHHEIHIIE扉

はじめに
港北ニュータウン･タウンセンター地区は､人 ･自然 ･都市空間 ･都市機能と

いった様々な要素が共鳴 ･融合化する､21世紀に向けた新しい都市の創造をめざ

しています｡

タウンセンター地区の街つくりは､広大な地域において多様な塩能と用途を持

つ都心を長期にわたって開発する事業であるため､地権者や事業者など街づくり

にかかわる絵ての人々が､魅力的な街づくりに向けて､基本的な街づくりの方向

性や価値観を共有し守っていくことが重要となります｡

この街づくり協定書は､今後都市基盤整備の進捗に合わせて街づくりが進んで

いくなかで､広域拠点として魅力ある街づくりを行うため､街づくりに参加する

人々の問で共有する基本的な街づくりの方向性とそれに基づいた街づくりの約束

事をまとめたものです0

第 1条 庫 づ くり協定の趣旨

1.街づくり協定の目的
港北ニュータウン･タウンセンター地区において魅力的な都市環境を創ってい

くためには､タウンセンター建設にかかわる人々の創意と工夫による街づくりを

進めていくことが重要であり､そのための拠り所として､建築物等に関する基準

やその道宮方法などを街づくり協定として取り決めるものです｡

タウンセンターの街づくりは､この協定に基づいて､具体的に行なわれていき

ます｡

2.街づくり協定の位置づけ
街つくり協定は､港北ニュータウン･タウンセンター地区全域にわたる街づく

りの基本的考え方 ･方針を示すものですo

今後は､多様な個性を育むタウンセンターづくりをめざし､小さなエリアや通

り毎などのまとまり (以下 r界隈Jという)毎に､それぞれの界隈毎の特徴を出

すことや､重要な項目について担保する方法を検討 していくことが大切になって

いきますo

-i-

値 正 本 :文:

第 2条 庫 づ くりの基本方針

I.タウンセンターの開発理念
タウンセンター地区の開発理念は以下の4項目が挙げられていますO

(1)多機能複合に基つく広域拠点の形成

(2)生活 ･文化の情報発信拠点の形成

(3)高度の都心性と自然性を備えたセンターの形成

(4)個性豊かで自己主張を持つセンターの形成

2.タウンセンターの街づくりの基本机考え方
(1)広域的集客力を持つ施設を誘致し､新しい都心を創るために､敷地 ･建物の

共同化､協調化による一休的な街づくりを進めますo

(2)タウンセンターの開発理念を実現するため､様々な用途 ･機能を集積するこ

とにより､脹わいの連続した魅力ある街を創ります｡

(3)人々が自由に利用できる通り抜け通路や広場 ･中庭といった､オープンスペ

ースを設け､水 ･緑 ･光 ･モニュメント等により時間や季節の変化に応じた街

の脹わいを創造する様々な演出を行い､奥行き･発見のある楽しい街を創りま

す｡

(4)建物は､意匠 ･高さ･色彩等の調和に留意し､タウンセンター地区全播の個

性や､ ｢界隈｣毎に統一感のある雰囲気を持った施設づくりを行ない､それぞ

れの建物の個性と通りのイメージが共鳴する協調的な街づくりを進めます｡

(5)看板 ･サインの演出や夜間の照明などにも心を配り､通りの脹わいや通りの

イメージを演出する小さな魅力のちりばめられた街づくりを行います｡

(6)広域的な来街着にも対応できる利用し易い十分な駐車場 ･駐輪場を整備し､

高低差の行き来を助ける昇降装置を建物や敷地内に設けるなど､利便性の高い

街づくりを進めます｡

第 3条 庫 づ くり協定の取 り決め

1.街づくり協定の取決め
この街づくり協定は､平成〇年〇月OElのタウンセンター地権者の相互の合意

のもとに､給金で取決められたものです｡
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2.効力の承継
この協定の区域内で新たに土地 ･建物等の権利を取得する者も､この協定の効

力を承継し､街づくりの推進に努めるものとします｡

第4条座 定の変更及び廃止
この協定を変更及び廃止する場合､第7条で定める街づくり協定選言委員会で

協議のうえ､前条の例にならってこれを行うものとします｡

第 5条
この協皇

協定の区域
における街づくりの区域は､別図 1に示す港北ニュータウン･タウン

センター地区の区域とします｡ (く〉別区]1)

第 6条博 物等に関する基準
(1)敷地 ･共同化

① 敷地 :

良好な市街地環境を確保するため､狭小な敷地 ･間口の小さな敷地に分割し

ないようにしましょう｡

② 共同化 :

来街者の回遊性を創出する集客力のある施設立地を促進し､脹わいのある街

づくりを行うため､隣地宅地との共同化 ･協調化した施設計画を進めましょうD

タウンセンターの核となる大規模施設の立地を促進するため､共同化を前提

とした共同化義務街区を別図2に示す位置に設定します｡ (⇒別図2)

(2)用途

(卦 日管の用途 :

通りの脹わいを形成するために､施設の 1階には脹わい施設を立地させまし

ょう｡特に､歩行者系道路に面した施設の 1階部分には､住宅 ･倉庫 ･駐車場

などの施設 (脹わいを生み出さない施設)は立地させないようにしましょうO

暫定利用施設は､通りの脹わいを阻害しないような工夫をしましょう｡

④ 住居 :

周辺の施設集積への影響を低減するために､別図3に示すように住宅配置可

能地区を定めます｡ (⇒別図3)
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⑤ 用途 二

タウンセンターの魅力形成上好ましくない用途は規制しますO特に別表 1に

上げる風俗言業法による関連営業等は制限します｡ (申別表 1)

(塾 都市利便施設の付置 :

来街者の利便性を高める都市利便施設 (キ†7･/二･〕-ト､キオスク等都市生活を補完

する施設)を棟極的に付置するよう努めましょう｡

(3)オープンスペ-スの確保

⑦ 壁面後退 :

建物の前面は街に開放し､人々が施設になじみやすいようにしましょう｡

シンボル広場に面した施設は1･2階部分を4m以上壁面後退させ､広場を

囲む回廊を創りましょうoまた幹線道路沿いは､建築物､工作物とも2m以上

後退させ､十分な歩行者空間を確保するようにしましょう. (⇒別図4)

⑧ 通り抜け通路 :

敷地の中､建物の中に歩行者空間を引込み､釆街着にとって多様な空間休験

や発見､回遊性のある脹わいを割り出しましょう｡

タウンセンター内の回遊性を形成するため､大規模敷地内には宅地内通路を

確保しましょう｡ (く〉別EZ)4)

@ 広場､未ケ7ト11-ク､中庭 :

人が集まり､様々な活動の出来るセミパブリック･スペース (半公共的空間)

として､広場や中庭､ア トリウムを横棒的に設けましょう｡公開空地の清掃 ･

管理についても十分に心掛けましょう｡

⑩ 階段､エ加レ-タ一等の設t :

タウンセンターは坂の街です｡高低差が苦にならない街づくりを行うため､

施設内の昇降施設を公開で利用できるように工夫しましょう｡特に､階段､歩

行者デッキ､歩行者専用道路橋などに隣接する施設においては､出来るだけこ

れらに接続して来街着の利便性を高めるようにしましょう｡

⑪ 稔､水､影刻 :

敷地内に設けられたオープンスペースには､緑､水､モニュメント等､脹わ

い､うるおいを創り出す装置を設けましょう｡

(4)建物形態

⑫ 意匠 :

建物の意匠は､界隈毎に統一感を持った街並みを創り出すように工夫しまし

ょう｡

⑩ 高さ :

スカイラインや通りの景観を整えるため､建物の通りに面する壁面の高さを

揃えるなと､通り毎､歩行者空間毎の工夫を行いましょう｡
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⑭ 街並みのスケール :

施設の通りに面した部分は､人のスケールにあわせてデザインしましょう｡

⑮ 色彩 :

タウンセンターの色彩の統一感の創出と､各施設 ･通りの個性の演出に心掛

けましょう｡

遠景からの統一感のある街並みを創り出すため､建物の壁面の3階以上の部

分は r基調色)を使用しましょう｡また､通り毎に､まとまりを持たせる F界

隈色Jの導入も検討しましょうO (ES別表2)

⑯ 設備の隠蔽 :

設備桟器等は通りや他の建物から見えにくいように修景しましょう｡

(5)付属物

⑰ 看板､広告､日除けテント:

デザインの質の高い看板､広告物､日除けテント等によって､街の個性､店

の個性を創り出しましょう｡

界隈の街並みの統一感を演出するため､看板 ･広告物は位置 ･大きさ･色彩

などを街並みに調和するよう心掛けましょうO (く〉別表3)

⑩ 夜間の賑わい :

夜間も脹わいがあり､安全に楽しく歩けるよう､照明など夜間の街並みの演

出に心掛けましょう｡

(6)駐車場 ･駐輪場

⑩ 駐車場 ･駐輪場の設置 :

来街着の利便性､円滑な道路利用を高めるために､駐車場 ･駐輪場の付置を

図りましょう｡

駐車場を付置する場合､付置義務台数以上の整備に努めましょう.

大規模な施設計画を行う場合､用途に応じて駐輪場を付置しましょう｡

小規模宅地では､駐車場の計画に際して共同化等に努めましょう｡

⑳ 駐車場のしっらえ方 :

駐車場の出入口は､歩行者の安全性､円滑な道路交通を損なわない位置とし､

わかり易く､利用し易い施設にしましょう｡

星章場は駐車車両が丸見えにならないよう修景しましょう｡特に歩行者系道

路に面する場合には､通りの脹わいを損なわない計画としましょう｡

⑳ サービス用車両の処荘 :

サービスヤー ドは歩行者の安全性､円滑な道路利用を損なわないように設け

ましょう｡特に､大規模施設のサービスヤー ドは､駐車場との併設を考慮し､

歩行者系道路に面 しては設けないようにしましょう｡

来街着で賑わう時間帯はサービス車両の出入りを行わないようにしましょう｡

-3-

第 7条｢協定の運営

1.街づくり協定運営委員会の設置
街づくり協定の取り決めにあたり､第5条に定める街つくり協定区域の地権者

等関係者の代表からなる街づくり協定遷宮委員会を設置します｡

2.街づくり協定運営委員会の役割
(1)街づくり協定遷宮委員会は､この協定の遷宮を行うものとします｡

7Liお､遷宮の細目については､必要に応じ､別途街つくり協定遷宮委員会に

おいて定めるものとします｡

(2)街づくり協定遷宮委員会は､止むを得ない場合において､第6条の各項の

基準の適用緩和の措置を行うことが出来るものとします｡

3.祷づくり協定運営委員会の事務局
(1)街づくり協定遷宮委員会の事務を行うため､事務局を設置します｡

(2)事務局は､株式会社 港北都市開発センターとします｡

第 8条廃 築等の手続き及び届出
1.街づくり行為の届出

第5条に定める協定区域内で街づくり行為 (建築物の建設､広告物 ･工作物の

設置等)を行なおうとする者は､あらかじめその計画を第7条に定める街づくり

協定運営委員会に届け出て､その計画について街づくり協定遷宮委員会の調整を

経なければならないものとします.

2.暫定土舶用の届出
第5条に定める協定区域内の土地について､暫定的な土地利用 (仮設建築､青

空駐車場､資材置場等)を行う場合にも､この協定の内容に沿ったものとし､前

項の手続きを行うものとします｡
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男rl表 1 規制する用途

●風俗首業法で区分される関連富美のうち以下の用途は禁止します｡

･う●3号首業･･･ラブホテル等

●4号言葉-アダル トショップ等

(1号 ･2号 ･5号官業は風俗首業法によって､タウンセンターには出店

出来ません｡)

●用途地域上制限を受けない用途のうち､以下のものは設置しないようにしまし

ょう｡
=〉●言葉用倉庫

+自動車教習所､床面棟の合計が15rげを超える畜舎｡

●作業場の床面積の合言十が50rTfをこえる工場で､危険性や環境を悪化

させるおそれの極めて少ない施設以外の施設｡

●火薬類､石油類､ガスなどの危険物の貯蔵､処理の施設｡

(ただし､貯蔵､処理の王が非常に少ない施設は除く｡)

｣-ガソリンスタンドは幹線道路沿いのみ立地可能とする｡

男U表 2 .色彩

●色彩における F基調色Jの考え方は以下の通りですO

●基調色は3階以上の高さに使用する色で､遠景からの街の色を特徴

づけるものです｡

●タウンセンターの明るい街をイメージさせる､白に近い色 (明度-1

の高い色)を基調色として使用するものとしますo

●色相'2については､地区毎､通り･街区毎 (界隈毎)にそれぞれの

特徴を出すために､独自の約束事を設けることも考えられます｡

●T界隈色Jの考え方は以下の通りです｡

●界隈色は､通り･街区毎 (界隈毎)に基調色や､建物の2階以下の

壁面の部分の色彩について､それぞれに個性を演出するために､色

相の範匿や明るさなどを取り決めるものです｡

症) 1̀明度 :色の明るさを表し､白を10として､大きく10段階で表示されます｡

'2色相 ･色の色あいを表し､大きく赤､黄､緑､青､紫の5つの色相に分割さ

れ､さらに細分化して表示されます｡

男リ表 3 看板 ･広告物等設置基準

●看板 ･広告物に関する基本的な考え方は以下の通りです｡

a.看板の氾濫のない整った街並みを創るため､シンボル広場 ･シンボル道

路 ･駅前広場の周辺には､屋上広告 ･窓面広告 ･野立広告板等は設置し

ないようにしましょう｡

b.蛍光塗料､点滅サインは使用しないようにしましょう｡

C.赤 ･黄の面的使用は交通信号 ･緊急時の表示に優先使用するため､使わ

ないようにしましょう.

d 3階以上の高さに付く看板 ･広告物の色彩は彩度'lを低く抑えましょう｡

(マンセル色度表示による各色の最高彩度の 1/3までに抑える｡)

e 建物の住所や名称を表示するサインは､通りや界隈毎にデザインを統一

するようにしましょう｡

症)'】彩度 二色の鮮やかさを表し､彩度0は色味のない無彩色となります｡色相 ･

-明度によって最高彩度の数字は異なります｡
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; タウンセンター街づ くり協定区域内における建築手続きの流れ

し 事業者

土地区画整理法

第76条届出

土地区画整理法 ‡建築確認申請
I

第76条許可 ド76条許可書を

!添付)

街づくり協定に関する事前協議と調整 土地区画整理事業に関する許可申請

粘市

区建築課･建築審査課

注)開発許可､高さ緩和 (漂境設計制度)､大規模店舗法の届出等を要する

施設計画は､確認申請の前にそれぞれ所定の手続きが必要になります｡
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街づ くり協定に対す る も-/
ご意見

1梓に意見はあ りません｡

〔すご 意 見

Jを三つ:'<tJ一協 概 と ZD-LL,Mラ7_にし'7･
l召し､､.(舌ひ 11､トTrZ之血 てu7,,7､

･03 - -AI,,3LI環 -蔀,--,ニ整
い 忠 人 が和 を)L こJ壕っ隻を13Lが

T:王かてl与 レ ､､｡?

王も廃 せ宮中うち.

任所慮 坊マ 托 jt五年入時 31)汁(

氏名-̂, 守 摘 一驚
(転 垂直 第 2地区)

繋祭れ入りますが､4月26日までに

ご投由ねがい ます｡

'三 豊 ㌘ 禁

絶 軒甘さt,叱 乳ちれ :

ik筆 者だ祈,T･''It-i"J13

霧 露 語

F'3 2JC-

街 づ くり協定 に対する右 L

ご意見

＼乍rL与･仔,1の

･r-1 も '-,･'.rI ･: ･:了
(第 1地区 第 2地区)

滋恐れ入 りますが,4月26日までに

ご投重ねがいます｡

5iy3 之/

街づ くり協定に対す る を -3

ご意見

1特に意見はあ りません｡

2ご 意 見

-..～------▲一-------一一------一一----一一一一一-----一一一一一一一一-一一一.tJ
御座t)㌢鴇的TaDa餌′草書73_い.-一一~一一一一一日-1一一一一一---------一一---=一一一一--一一--一一-一一一--一一-I-I--I●
盈-追幸二乙一子毎む a蚕が(1卯蕗IJ
'1往

粗 グ･逢j-1･･5巧7
Lも713才う

住 所

氏 名

(第1地区 第2地区 )

汝恐れ入 りますが､ 4 月 26 日 までに

ご穀由ねがいます｡
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老, V/T

街づ くり協定に対する

ご意見

1特に意見はあ りません｡

2ご 意 見

旦!lZ蔓･12如夏を泣滋@a__2線 モ

/b遵 lt-如 t馳 t-1a-甥 安継 親

-･/lP:il･f･17･･∴ -11手ビ†:-卵 ._主か

草加 舶̀ 蜘 L把‡欽孝中
経射 1一… r:一委絹 子で 璃陰.うLqL

住 所 額糸車毎

で一子1_'7笈 タ(第1地区第2～地区)′'vJ＼
汝恐れ入 りますが､i j326日までに

ご投由ねがい ます｡

C?仮路子け Z/oI

代.秦

fTノ知 久

し‡T.

,1=L'/(

街づ くり協定に対する

ご意見

1特に意見はあ りません｡

LITこ こ し

ir1号薙3-一尺巧こて

_.萱.i-守.坐.8,.鮎:こt,f輿串訂ホ∴i
住 所 車/Ll町 -,'3/;-3

氏 -名 松 嫁 入車
0(第 1地区 琴ぶ 軒区)

笈恐れ入 りますが､4月26E]までに

ご投重ねがい ます.

笑顔EC →て･才旬

?a

キーC,

ミ軒L/
衝づ くり協定に対する

ご意見

1特に意見はあ りません｡

Q )ご 意 見

･r･.
_笠_更生.:7_.エ塊ヱ息_i嵐互生ヱ阜う,.壬.
∠L ._史.なぜ:_.ilk.縁_t一._1__1:.旦_漫 筆準
i.教 gMqL患_右目つ現 二.轟 r7'EA摘
.i"jh_,Y,…eL:1:.Å縁n.tfて･,長治丈7･.3

3e館.1t.I.チ.;....._-A 融 _v't頑 免朗 ･)召生__"

-蔓-i望 ,---I-:-fi;iI_--:-LI_i-I:_:I--:-1lllI-Ii:--:≡
致恐れ入 りますが､4月26E]三でに

ご投由ねがい ますo
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街づ くり協定に対する

ご意見

1特に意見はあ りません｡

i:･･ -1 こ

-;-&fly-療 uLT.･p寺 o:請 _私 三ゝ･三･ii-pi lkt･･'-

Lll適も 珪 11ぁ∂Ll払1魁 f"-='=lb･t-p･･:-疫妻th

吐 圭 -1乞/タ乱 射 Qユ緑 遠 の伝一女/タラ絶 L

.:/:･て･ 言 ･･てこ-::､=:I:-･!-A:･

締 Ll/LTt, QLt1号を犬F77･,-

住 所 血 か呑､邑乗も-LIL- 号ユ ー ス

lll糖 iP/frL

※恐れ入 りi亨 が､_生且些且 呈_三し;

ご投由ねがい ます｡

一~∴ . ニ ∴ -

V/'b うケ

-葱 - 3

街づ くり協定に対する

ご意見

1特に意見はあ りません｡

斉/プ蟹区9-良-5</干フ圭_
塗 )ご 意 見 下 表 ,店 級 /,声 7

γ/̀ 3T

jL?

街づ くり協定に対する

ご意見

1特に意見はあ りません｡

ワ 意 見

考妄'.I_li_:I.1垂毎夏二夏至.lI.'∈_-.-_Iノ̂,1′碓LL吻 頻々｣…すタ7

募ブ葛･･て~けち､,dl
クーでく0,人藤生
声3)'右.ノ･

弓J.千･kZ諸_炉一･ク‥了

住篭哲 琵芸1:悪露疑
氏 名 ,lー小耳 ‥Lt ■とZj ･

I,地区 第〇地､
繋恐れ入 りますが､A旦堕旦_茎_:む主

ご投重ねがいます｡



∴』 』 ｢

y'了

街づ くり協定に対す る

ご意見

1特に意見はあ りません0

2ご 意 見

I子らP＼)

氏名 710

菜恐れ入 ります

布--･ケ<■aTうつヲ

T字
4月26日

ご投重ねがい ます｡

までに

y/i

街づ くり協定に対する

ご意見

1特に意見はあ りません｡

2ご 意 見

b,'II)- ･一 ･= ._
'EL .-B -.. LC･.丘_I,-H yI
L.nT=- ,.■ コt.=_ 3; llT･丁･

住 所 規 子67L_号 -i i-今ト 8T う竹

氏名加{:RTt?_.キ‥ 3-
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港北ニュづウン･タウンセンター開発推進協議会

一第5回 地権者総会
目 次 Ⅰ.議事次第

Ⅱ.協議会等開催経拝及び地権者意見の集約結果
皿 資料 1.街づくり協定 (秦)

2.街づくり協定運営委旦会要繍

3.運営委貴会委貞
Ⅳ.韻事録

平 成 5年 5 月 30ET
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莞頭 男ヨ

と き 平成 5年 5月30日 (臼)14時～

ところ 中川西小学校 体育館

1 開会のあいさつ

2 協議会等開催経緯及び地権者意見等の集約について

3-街づ くり協定 (秦)の確認

川 協定本文

(2) 協定運営委員会要綱

(3) 運営委昌全委員

4 質 疑

5 取り決め

6 その他

7 閉会のあいさつ



タ ウ ン セ ン タ ー 開 発 推 進 協 言轟 会

(菩rS会 ) 開 催 案至緯

第 1回タウンセンター開発推進協議会 (平成 3年 6月6日)

第 1【司 (合同)平成 3年 9月3日

第 2匝】(合同)平成 3年 10月29日

第 3E](合同)平成 3年 12月6日

【開発ルール部会】 【事業化促進部会】

第 4回 平成 4年 1年21日

第 5回 平或4年 2月7日

第 6回 平成 4年2月27日

第 7回 平成 4年 3月10日

第 8回 平或4年3月24日

第 4回 平成 4年 1月21日

第 5回 平成 4年 2月27日

第 6回 平成 4年 3月24日

【合同視察会】

平或4年 4月24日 多産ニュータウン､斬首合ケ丘､新横浜

第 9【司 平成4年 6月4El

第 10回 (合同)平成4年 8月5日 第 7回 (合同)平成 4年8月5日

第2回タウンセンター開発推進協議会 (平成 4年 9月14日)

第 11回平成 4年 10月26日

第 12回平成 4年 11月12日

第 13回平成 4年 12月8B 第 8回平成 4年 12月 10日

第 14回 (合同)平成5年 2月8日 第 9回 (合同)平成5年 2月8日

第3E]タウンセンター開発推進協議会 (平成 5年 2月19日)

●ブロック連絡会 3月 13日 14時～､18時～

(5回開催) 14日 14時～､18時～

15日 18時～

特別 特別

第 15匡l(合同)平成 5年4月2日第 10回 (合同)平成5年4月2日

第 4回タウンセンター的発推進協議会 (平成 5年 4月6E])

● 葉書による地権者意見 照会 (平成 5年 4月26日迄に投函)

第 4回 地 権 者 総 会 (説明会)平成 5年 4月24日

第5回 タウンセンター開発推進協議会 (平成 5年 5月13日)

第 5回 地 権 者 総 会 平成 5年 5月30日
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≡港北ニュー舛ン･タウンセンター地区 街づ くり協定(莱)≡
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はじめに
港北ニュータウン･タウンセンター地区は､人 ･自然 ･都市空間 ･都市機能と

いった様々な要素が共鳴 ･融合化する､21世紀に向けた新しい都市の創造をめざ

しています｡

タウンセンター地区の街づくりは､広大な地域において多様な機能と用途を持

つ都心を長期にわたって開発する事業であるため､地権者や事業者なと街づくり

にかかわる総ての人々が､魅力的な街づくりに向けて､基本的な街つくりの方向

性や価値観を共有し守っていくことが重要となります｡

この街づくり協定書は､今後都市基盤整備の進捗に合わせて街づくりが進んで

いくなかで､広域拠点として魅力ある街づくりを行うため､街づくりに参加する

人々の問で共有する基本的な街づくりの方向性とそれに基づいた街つくりの約束

事をまとめたものです｡

第 1条 庫 づくり協定の趣旨
1.街づくり協定の目的

港北ニュータウン･タウンセンター地区において魅力的な都市環境を創ってい

くためには､タウンセンター建設にかかわる人々の創意と工夫による街づくりを

進めていくことが重要であり､そのための拠り所として､建築物等に関する基準

やその遷宮方法などを街づくり協定として取り決めるものです｡

タウンセンターの街づくりは､この協定に基づいて､具体的に行なわれていき

ます｡

2.街づくり協定の位置づけ
街づくり協定は､港北ニュータウン･タウンセンター地区全域にわたる街づく

りの基本的考え方 ･方針を示すものですO

今後は､多様な個性を育むタウンセンターづくりをめざし､小さなエリアや通

り毎などのまとまり (以下 r界隈)という)毎に､それぞれの界隈毎の特徴を出

すことや､重要な項目について担保する方法を検討していくことが大切になって

いきます｡

第 2条庫 づ くりの基本方針

1.タウンセントの開祖念
タウンセンター地区の開発理念は以下の4項目が挙げられていますD

(1)多様能複合に基づく広域拠点の形成

(2)生活 ･文化の情報発信拠点の形成

(3)高度の都心性と自然性を備えたセンターの形成

(4)個性豊かで自己主張を持つセンターの形成

2.タウンセンターの街づくりの基本的絹え方
(1)広域的集客力を持つ施設を誘致し､新しい都心を創るために､敷地 ･建物の

共同化､協調化による一体的な街づくりを進めます｡

(2)タウンセンターの開発理念を実額するため､様々な用途 ･桟能を集請するこ

とに法り､脹わいの連続した魅力ある街を創ります｡

(3)人々が自由に利用できる通り抜け通路や広場 ･中庭といった､オープンスペ

ースを設け､水 ･緑 ･光 ･モニュメント等により時間や季節の変化に応じた街

の脹わいを創造する様々な演出を行い､奥行き･発見のある楽しい街を創りま

すO

(4)建物は､意匠 ･高さ･色彩等の調和に留意し､タウンセンター地区全播の個

性や､ ｢界隈｣毎に統一感のある雰匪気を持った施設づくりを行ない､それぞ

れの建物の個性と通りのイメージが共鳴する協調的な街づくりを進めます｡

(5)看板 ･サインの演出や夜間の照明などにも心を配り､通りの脹わいや通りの

イメージを演出する小さな魅力のちりばめられた街づくりを行いますD

(6)広域的な来街着にも対応できる利用し易い十分な駐車場 ･駐輪場を整備し､

高低差の行き来を助ける昇降装置を建物や敷地内に設けるなど､利便性の高い

街つくりを進めます｡

第 3条l街づくり協定の取り決め

1,街づくり協定の取決め
この街づくり協定は､平成〇年〇月〇日のタウンセンター地権者の相互の合意

のもとに､給金で取決められたものです｡
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効力の承継
この協定の区域内で新たに土地 ･建物等の権利を取得する者も､この協定の効

力を承姓し､街づくりの推進に努めるものとしますO

第4条
この協皇

協定の変更及び廃止
を変更及び廃止する場合､第7条で定める街づくり協定運営委員会で

協議のうえ､前条の例にならってこれを行うものとします.

第5利 協定の区域
この協定における街づくりの区域は､別図1に示す港北ニュータウン･タウン

センター地区の区域とします｡ (く,別図 1)

第6条博 物等に関する基準
(1)敷地 ･共同化

② 共同化 :

乗街着の回遊性を創出する集客力のある施設立地を促進し､脹わいのある街

づくりを行うため､隣地宅地との共同化 ･協調化した施設計画を進めましょう｡

タウンセンターの核となる大規模施設の立地を促進するため､共同化を前提

とした共同化義務街区を別図2に示す位置に設定します｡ (⇒別図2)

(2)用途

( ③ 1階の用途 :

通りの脹わいを形成するために､施設の 1階には脹わい施設を立地させまし

ょう｡特に､歩行者系道路に面 した施設の 1階部分には､住宅 ･倉庫 ･駐車場

なとの施設 (娠わいを生み出さない施設)は立地させないようにしましょう｡

暫定利用施設は､通りの脹わいを阻害しないような工夫をしましょう｡

④ 住居 :

周辺の施設集積-の影響を低減するために､別図3に示すように住居配置可

能地区を定めます｡ (⇒別図3)

- 2 -

(9 用途 :

タウンセンターの魅力形成上好ましくない用途は規制しますO特に別表 ユに

上げる風俗首業法による関連官業等は制限します｡ (⇒別表 1)

⑥ 都市利便施設の付置 :

来街者の利便性を高める都市利便施設 (キャッシュ･コづ-､キオスク等都市生活を橋完

する施設)を積極的に付置するよう努めましょう｡

(3)オープンスペースの確保

⑦ 壁面後退 :

建物の前面は街に開放し､人々が施設になじみやすいようにしましょうO

シンボル広場に面した施設は1･2階部分を4m以上壁面後退させ､広場を

囲む回廊を創りましょう｡まT=幹線道路沿いは､建築物､工作物とも2m以上

後退させ､十分な歩行者空間を確保するようにしましょう｡ (ES別図4)

⑧ 通り抜け通路 :

敷地の中､建物の中に歩行者空間を引込み､来街着にとって多様な空間休験

や発見､回遊性のある脹わいを創り出しましょう｡

ダウンセンター内の回遊性を形成するため､大規模敷地内には宅地内通路を

確保しましょう｡ (=>別図4)

⑨ 広場､粁ヲト/レク､中庭 :

人が集まり､様々な活動の出来るセミパブリック･スペース (半公共的空間)

として､広場や中庭､ア トリウムを積極的に設けましょう｡公開空地の清掃 ･

管理についても十分に心掛けましょう｡

⑩ 階段､エスカレート 等の設置 :

タウンセンターは坂の街です｡高低差が苦にならない街づくりを行うため､

施設内の昇降施設を公開で利用できるように工夫しましょう｡特に､階段､歩

行者デッキ､歩行者専用道路橋などに隣接する施設においては､出来るだけこ

れらに接続して乗街着の利便性を高めるようにしましょう｡

⑪ 緑､水､彫刻 :

敷地内に設けられたオープンスペースには､緑､水､モニュメント等､賑わ

い､うるおいを創り出す装置を設けましょう｡

(4)建物形態

⑫ 意匠 :

建物の意匠は､界隈毎に統一感を持った街並みを創り出すように工夫しまし

ょう｡
⑬ 高さ :

スカイラインや通りの景観を整えるため､建物の通りに面する壁面の高さを

揃えるなど､通り毎､歩行者空間毎の工夫を行いましょう｡
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⑭ 街並みのスケール :

施設の通りに面した部分は､人のスケールにあわせてデザインしましょう｡

⑮ 色彩 :

タウンセンターの色彩の統一感の創出と､各施設 ･通りの個性の演出に心掛

けましょう｡

遠景からの統一感のある街並みを割り出すため､建物の壁面の3階以上の部

分は r基調色Jを使用 しましょう｡また､通り毎に､まとまりを持たせる r界

隈色)の導入も検討 しましょう. (=>別表2)
⑯ 設備の隠蔽 :

設備桟器等は通りや他の建物から見えにくいように修景しましょう.

(5)付属物

⑰ 看板､広告､日除けテント:

デザインの質の高い看板､広告物､日除けテント等によって､街の個性､店

の個性を創り出しましょう｡

界隈の街並みの統一感を演出するため､看板 ･広告物は位置 ･大きさ･色彩

などを街並みに調和するよう心掛けましょうO (ES別表3)

⑯ 夜間の賑わい :

夜間も脹わいがあり､安全に楽しく歩けるよう､照明など夜間の街並みの演

出に心掛けましょう｡

(6)駐車場 ･駐輪場

⑩ 駐車場 ･珪論場の設置 :

来街者の利便性､円滑な道路利用を高めるために､駐車場 ･駐輪場の付置を

図りましょう｡

駐車場を付置する場合､付置義務台数以上の整備に努めましょう0

大規模な施設計画を行う場合､用途に応じて監輪場を付置しましょう｡

小規模宅地では､駐車場の計画に際して共同化等に努めましょう｡

⑳ 駐車場のしっらえ方 :

駐車場の出入口は､歩行者の安全性､円滑な道路交通を損なわない位置とし､

わかり易く､利用し易い施設にしましょう｡

駐車場は駐車車両が丸見えにならないよう修景しましょう｡特に歩行者系道

路に面する場合には､通りの脹わいを損なわない計画としましょう｡

⑳ サービス用車両の処置 :

サービスヤードは歩行者の安全性､円滑な道路利用を損なわないように設け

ましょう｡特に､大規模施設のサービスヤードは､駐車場との併設を考慮し､

歩行者系道路に面しては設けないようにしましょう｡

釆街者で脹わう時間帯はサービス車両の出入りを行わないようにしましょう｡

-3-

第 7条 E協定の運営

1.街づくり協定運営委員会の設置
街づくり協定の取り決めにあたり､第5条に定める街づくり協定区域の地権者

等関係者の代表からなる街づくり協定遷宮委員会を設置しますO (⇒要綱)

2.街づくり協定運営委員会の役割
(1)街づくり協定遷宮委員会は､この協定の遷宮を行うものとしますO

なお､遷宮の細目については､必要に応じ､別途街づくり協定運営委員会に

おいて定めるものとします｡

(2)街づくり協定運営委員会は､止むを得ない場合において､第6条の各項の

基準の適用緩和の措置を行うことが出来るものとします｡

3.街づくり協定運営委員会の事務局
(1)街づくり協定遷宮委員会の事務を行うため､事務局を設置します｡

(2)事務局は､株式会社 港北都市開発センターとします｡

第 8条 廃 築等の手続き及び届出

1.街づくり行為の届出
第5条に定める協定区域内で街づくり行為 (建築物の建設､広告物 ･工作物の

設置等)を行なおうとする者は､あらかじめその計画を第7条に定める街づくり

協定運営委員会に届け出て､その計画について街づくり協定運営委員会の調整を

凱 ければならないものとします｡ き空璽重き

2.暫定土地利用の届出
第5条に定める協定区域内の土地について､暫定的な土地利用 (仮設建築､青

空駐車場､資材置場等)を行う場合にも､この協定の内容に沿ったものとし､前

項の手続きを行うものとします｡



BrJ表 1 ･規制する用途 男U衰 3 .看板 ･広告物等設置基準

●風俗営業法で区分される関連富美のうち以下の用途は禁止 します｡⇒◆3号官業-ラブホテル等

◆4号営業･-アダル トショップ等

(1号 ･2号 ･5号官業は風俗営業法によって､タウンセンターには出店

出来ません｡)

●用途地攻上制限を受けない用途のうち､以下のものは設置しないようにしまし

ょう｡
く〉◆営業用倉庫

◆自動車教習所､床面積の合計が15Ⅱfを超える畜舎.

◆作業場の床面積の合計が50nfをこえる工場で､危険性や環境を悪化

させるおそれの極めて少ない施設以外の施設｡

◆火薬類､石油類､ガスなどの危険物の貯蔵､処理の施設｡

(ただし､貯蔵､処理の豊が非常に少ない施設は除く｡)

L-ガソリンスタンドは幹線道路沿いのみ立地可能とする｡

男rl表 2 .色彩

●色彩における F基調色』の考え方は以下の通りですO

◆基調色は3階以上の高さに使用する色で､遠景からの街の色を特徴

づけるものです｡

◆タウンセンターの明るい街をイメージさせる､白に近い色 (明度■l

の高い色)を基調色として使用するものとします｡

◆色相'2については､地区毎､通り･街区毎 (界隈毎)にそれぞれの

特徴を出すために､独白の約束事を設けることも考えられます｡

●r界隈色jの考え方は以下の通りです.

◆界隈色は､通り･街区毎 (界隈毎)に基調色や､建物の2階以下の

壁面の部分の色彩について､それぞれに個性を演出するために､色

相の範囲や明るさなどを取り決めるものです｡

注) 1̀明度 :色の明るさを表し､白を10として､大きく10段階で表示されます｡

'2色相 :色の色あいを表し､大きく赤､黄､緑､青､紫の5つの色相に分割さ

れ､さらに細分化して表示されます｡

●看板 ･広告物に関する基本的な考え方は以下の通りです｡

a 看板の氾濫のない整った街並みを創るため､ノンポル広場 ･シンボル道

路 ･駅前広場の周辺には､屋上広告 ･窓面広告 ･野立広告板等は設置し

ないようにしましょう｡

b.重光塗料､点滅サインは使用しないようにしましょう｡

C.赤 ･黄の面的使用は交通信号 ･緊急時の表示に優先使用するため､使わ

ないようにしましょう｡

d,3階以上の高さに付く看板 ･広告物の色彩は彩度')を低く抑えましょうO

(マンセル色度表示による各色の最高彩度の 1/3までに抑える｡)

e.建物の住所や名称を表示するサインは､通りや界隈毎にデザインを統一

するようにしましょう｡

注)''彩度 :色の鮮やかさを表し､彩度 0は色味のない無彩色となります｡色相 ･

明度によって最高彩度の数字は異なります｡
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クンセンター街づ くり協定区域内における建築手続きの流れ
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土地区画整理法

第76条届出

街づくり協定に関する事前協議と調整

土地区画整理法 ;建築確認申請

第76条許可 k76条許可書を

蔓添付)

糎市

区建築課･建築審査課

土地区画整理事業に関する許可帽

男り区I5

注)開発許可､高さ緩和 (環境設計制度)､大規模店舗法の届出等を要する

施設計画は､確認申請の前にそれぞれ所定の手続きが必要になります｡
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衝 づ く り 協 定 運 営 委 員 会 の 運 営 等 古こ

関 す る 要 綱

街づ くり協定 (以下 ｢協定.rといいます｡)第 7集の協定の謹言 につい

て､次の とおり定め るもの とします｡

(委員会の樵成)

第 1粂 葡づ くり協定運営委員会 (以下 ｢委度会｣ といいますc1)の構

成は､地権者代表 (タウンセ ンター開発推進協議会委負の互遠による)

16人､横浜市報 邑1人､住宅 ･都市整備公団職員 1人､淳北都市開

発セ ンター職長 1人で構成 します｡

(役員)

第 2粂 要具会に次の役負をまきます｡

1 委長島 (1人) 副委員長 (2人) 主務局長 (1人)

ただ し､事務局長 は､削要点長のうちいずれか 1人が兼任するも

の とします0

2 役員の選任は､委鼻の互選 と します｡

(役員等の役割)

第 3粂

1 委貞長は､委員会を代表 し､委員会を招集 します｡

2 副委員長は､委貞長を橋佐 し､委員長が欠ける場合は､その職務

を代行 します｡

3 事務最長は事務局を統括 します｡

(委員会の開催)

第 4粂

1 委貞会は､委鼻の 2分の 1以上 の出席を もって開催 します ｡

2 委鼻長は､委旦会の議長として､案件の処理をおこないます｡

3 案件 は､多数 によ り決 しますが可否同数 の場合は､課長の決す る

ところによ りますD

(委員会 の没割)

第 5粂 委鼻会 は､協定第 7粂第 2項 の規定により､次の案件を処理 し

ます｡

日) 街づ くり行為 (建築物の建設､広告物､工作物の設定等)につ

いての協議及び弼整

なお､委員会は､案件の協議 に際 し､適宜､専門家､事業者又

は代理人の意見等を求めることがで きます｡

(2) 協定第 6粂各項 の基準の適用緩和桔正

(31 協定第 4条 に関す る協譲

141 要具会 の運営に必要 な細 目事項の決定及び実施

(5) その他協定の連宮 に関す る必要な事項

(手車局へ の委任)

第 6粂 事鞍局への委任 は､次のとお りとします｡

(1) 前条第 1号及び第 2号の うち延宋面稚3.080平方 メー ト)し

以下 の建築物の建設及 び広告物､工作物 の設置 に関す る調整に関

す ること

ただ し､事貰局長が委B会 に袴るべ き案件 と認めた ものは除 き

ます｡

(2) 届 け出に必要な事務様式等の決定及び実施に関すること

(事務局 の業務)

第 7粂 事務局 は､協定及 びこの要綱の巷 旨､委員会の決定 に基づき次

の業務 を行います｡

(1) 委真金の事務遷宮 に関す ること

(2) 街づ くり行為届 け出に関す る事務処理

(3) 委貴会か らの委任事務



(委員会への報告)

第 8粂 事務局 は､第 6粂並 びに前条第 2号及 び第 3号 の措 定を とっ

た場合､ これを至近の委貞会へ朝告す る もの と します｡

付 則

1 この要掛 ま､協定 の実 効 の 日か ら施行 します｡

2 第 1条の地権者代表委貞16人の選 任につ いては､ タウンセ ンター騎

乗推進協議会の全長 ､的突 ルール部会長12人 ､事業化促進部会長の互 ___ _

卦 こよる3人 と します｡

3 委点 の任掛 ま､ タウ ンセ ンターBB発推進協議 会要点 であ る期間 と しま
す｡

青野 づ く り i軍 営 蚕 具 合 メ ン ノヾ- (地権者代表)

ー T C 開 発 推 主珪 1名 言手蔓会 会 長 金 子 保

開 発 ノレ- ノレ部 会 事 業 イヒイ定 式妄菩巧会

第地区 一■ 高 橋 良 雄 一 食反日ヨ.直 雄

ー 皆 JT一成 夫ー 栗 原 靖一 乗 原 貞 夫ー 大 久 保 イ言 正 ー 大 久 保 久 夫

第 一 徳 だ工義 治● /J､山 正一 平 男子泰 二 一 関 義 手ロ



■第5回 港北NTタウンセンター地権者総会
日時 :9 3.05.30(日) 14 :00- 16 :00

於 二中 川西小学校 体育 館

(出席) 金子 保 タウンセンター開発推進協議会 会長
徳江 義治 タウンセンター取越協議会IiI会長 開発ルール部会 部会長

田丸 政治 タウンセンター取越脂会計全長 事業化促進部会 部会長

牧畑 昌男 横浜市都市計画局港北NT建設部長

両角 博 住宅 ･都市整備公団港北開発局事業部長

布施 守敏 ㈱港北都市開発センター開発部長

輿水 横浜市港北NT建設部 事業管理課長 (節)

片田 横浜市港北NT建設部 事業調整課長 (節)

中村 横浜市港北NT建設部 事業調整課長 (前)

安村 住宅 ･都市整備公団港北開発局 事業計画二課長

〔事務局〕野津 港北都市開発センター計画部長

丸山 ′′ 計画部次長

〔その他〕横浜市港北NT建設部

松本係長､土谷,嶋田,佐藤

住宅 ･都市整備公団港北開発局 事業計画二課
野田係長,下村

港北都市開発センター計画部
平本

1.開会のあいさつ : 金子会長

●今日､ご議論頂く街づくり協定は､市の副都心としてのタウンセン

ターの街づくりの方向性を示す憲章のようなものです｡

｡私たち自身が主人公となる街づくりを進めて参りましょう｡

2.協議会等開催経緯及び地権者意見の集約について : 事務局 丸山

3.街づくり協定案の確認 : 事務局 丸山
●協定本文

●運営委員会要綱､運営委員会委員

4.街づくり協定の基本的な考え方 : 徳江開発ルール部会長

●10数回の検討を重ねてきたが､いつも念頭にあったのは立派な街を

創りたいということ1つであった｡

｡昭和44年に区画整援事業に調印して以来長い年月が経ったD当時換

地の原則は現地換地であったが､地権者の意向と関係なく土地利用

が決められることに反対して､申し出換地の方法を先駆的に導入し

た｡タウンセンターには開発の意思を持った人が集まっている｡

●この協定は子々孫々まで匿]守するものではなく､時代のニーズに合
わせていく性格のものである｡

5.質疑

(大久保).先日見せて頂いた地権者の方の葉書の意見では､協定の内容が厳し

すぎると街が面白くなくなるという意見があったが､どのように考
えているのか｡

(丸山) ●この協定は取締りを目的としたものではなく､みなさんの建築計画

の際の話し合いを基本として街づくりを進めることを目的としてい
る｡

(金子) ●この協定は､あくまで地権者が主体的に運用するものであり､市や

公団は技術的な判断を行う1参加者と考えている｡

(小林) .壁面後退4m以上ということだが､2mや3mではいけないのか｡

(丸山) .4mの壁面後退はシンボル広場廻りだけです｡これはシンボル広場

回りにおいて人の回遊性を高めることを目的としたものである｡
(小林) ●容積率に影響しないのか｡

(丸山) .検浜市の市街地環境設計制度を適用が受けられれば高さや容積率の
-緩和が可能となります｡

(1 )●税務署で､供用開始から建物竣工までの問の土地保有税については

建物の用途によって税額が異なると言われたが､協定は関係するの
か｡

(丸山) ●タウンセンター内の敷地の位置によっては建物の用途が異なること

が考えられるが､具体の建築計画に沿って､税務署と調整していた
だきたい｡

(大久保)●会長は､この協定は法律や規則ではないと言われたが､このように

文章にすると､規則として一人歩きすることが懸念される.そのよ

うなことが起こらないよう､協定の実施にあたっては十分相談する
という一文を入れておいてもらいたい｡

(丸山) ●街づくり協定は強制力を持つものではなく､表現も ｢街づくり協定

運営委員会の調整を経る｣という内容に止まっているOまた､ ｢～
しましょう.｣というように呼びかけ卸 こなっている｡

●また､協定運営委員会のメンバーは殆どが地権者の代表の方で構成

されており､協定に関する判断は地権者が行うようになっている｡

(金子) ●今日のこの街づくり協定を骨子として､さらにいいものを創ってい
きたい｡

(武田) ●タウンセンターは私の街区もそうだが小さい宅地が多いのが特徴に

9-16 なっているが､それぞれ個別に施設建設を行っても現状ではうまく

いかないと思われる｡

●共同化について､ブロック内で話し合いを行うことも大切だと思う

が､なかなか出来ないので共同化についてもブロック内のメンバー

の意志の確認の出来る場を設けてほしい｡
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(丸山) ●共同化については事業化促進部会の方で検討 しているが､フロック

連絡会tj:どの場で意志の疎通をEE]るようにしたいO

( ).協定書の中の図面が小さくて見にくいので､大きくしてほしいO

(打 ･今後きちんとした印刷にかけるので､その中でハッキリ分かる図面
としたい ｡

(金子) ●ルールの遷宮は地権者が自主的に行っていくものであり､役所の片

棒を担いでやっていくつもりはない｡

●末永く人々に愛される町を創っていくために､出来ることからやっ
ていきたい ｡

6.取決めの方法について : 徳江 部会長

●この協定が街づくりの憲章的な性格のものなので､賛否を取るとい

うことではなく､拍手で採択を確認したい｡

7.取決め : 金子 会長

●この協定に賛成される方は拍手をお願いします｡
(拍手)

8.その他 :

横浜市 : 輿水課長

●街づくり協定はこれからの街づくりに重要な役割を果たすものであ

る｡実効性のあるものとして運営されるよう､市としても関係各局
に周知して支援 していきたい｡

住都公団 : 安村課長

●公団としては､すでに着手しているTCの基盤整備に全力を注いで
いきたい｡

●スケジュールについては､TC推進協など改めてお知らせする場を
設けたい｡

｡基盤整備を進めるにあたって必要となるTC内の各宅地の宅地内供

給処理施設 (排水桝､電気､電話の引込み施設等)などのお知らせ

説明会も近々行う予定としておりますので､ご協力よろしくお願い
いたします｡

9.閉会のあいさつ : 金子 会長
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第 2章.街づくりビデオ

も く じ

』■帝 づ く り と､デ オ の 目 的 と 内 容

- 衝 一づ く り と､デ オ の 構 成
■■衝 一ゴ く り と､デ オ シ ナ リ オ
■『撫 影 ス ケ ジ ュ - ノレ



紳 ニュー門ン■タウンセンタ-街づくり誘導質料作成業務 2 ･街っくりげ オ 2-11街づくりビデオの目的と内容 2-1

2-1 街づくりビデオの目的と内容

タウンセンター建築誘導 ビデオについて

(1)目的

タウンセンター地区の地権者あるいは建築設計関係者に対して,節

づくり協定を理解 してもらい.かつ周知徹底させるために制作する｡

またビデオをもって街づ くり協定のPRを図る｡

(2)時間 :15分～20分

(3)内容 (構成)

′う ①導入

l タウンセンターの概要

I;:
②街づくり協定の説明

le,I/;<;,, 7Ttj

項目 ･内容

③CG及び実写 10分

｣ a･タウンセンタ~内を移動 しなから街並を見るカメラアングル

･ ●空撮-地上撮影 (例,M"21)17明 藤島をニー′声 席 も N-i t･･来街着の視点から見たもの｡

b･協定の主要項Elの建築物事例のCG 叱 定摘 ･ニ7>iむモ 叩 じJ

対象となる項削 こついては (5)参照o

C･濃艶ク メリット デメリットを説明するものO ,_
共同化 した場合とそうでない場合の事例をCGにより現出

させる｡

(5)CG作成対象となる主要項目について

以下の項目のうち,☆ :要作成,◆ :出来れば作成,無印 :作成し

ない｡

①敷地規模

②共同化

③ 1階の用途

④住宅

⑤用途規制

⑥都市利便施設の付置

☆ ⑦壁面後退 LAP/,-ち

☆･⑧通り抜け通路

◆ ⑨広場,ポケットパーク,中庭

◆ ⑯階鼠 エスカレーター等の設置

◆ ⑪緑,水,彫刻

☆ ⑫高さの最高限度

◆ ⑬通り沿いの高さ

◆ ⑭街並のスケール

☆ ⑮色彩

令 ⑬設備の隠蔽

☆⑰看板 ･広告 ･日除けテント

◆ ⑬夜間の脹わい

⑬駐車場 ･駐輪場の設置

⑳駐車場のしっらえ方

⑳サービス用車両の処理

d.実写

横浜市内外の事例 (元町商店街･馬車道,外国都市等) cGの制作レベルは,対象全項目について一色,材質がわかる程度まで作

りたいが無理であれば,項目毎に使い分けることも考えたい｡ただし,ワイ

ープゥヮ7終 1ノ醐 ヤ州 避けたいo YMdA: ''-;A'NN･NGCAB･N･



タウンセント 街づくLJ誘導資料作成業務 2 街づくりビデオ 2-2.街づくりビデオの構成 212

2街づくりビデオの構成

1)タウンセンタ-の祇要 :位置､規模､交通アクセス網､主要施設
港北ニュータウンの特徴

タ ウ ン セ ン タ - の 街 並 み Eま ど う あ オlEま

1)ルールの有無による街並みの比較と問題点の抽出

:詰 街二歪是霊市 丁 映像とコメントによる比較

¢良い街並みと良くない街並みを比較することで､ルー

ルの必要性を印象づける｡

⇒具体的なルール項目に沿ったプレゼは避ける｡しかし

全ての項目が網羅されるように考慮する｡

⇒良くない街並みの防止方法とその効果を､実写､CG
ナレーションで目と耳からインプットする｡

ノレ- ノレの 必 要 .l生 と 衝 -づ く り 協 定

1)街づくりの必要性 :=〇2の内容から､良い街並みを実現するためには､

やはりルールが必要ということを再確認する｡

2)街づくり協定の役割 :タウンセンターのルールの骨組みの説明｡

く〉建築協定､地区計画等との連い

く〉ハードの内容､ソフトの内容全てを網羅するル

ールであることの理解｡

3)街づくり協定の項目の概要 :6グループ､21項目

こ>項目の内容の提示｡

○ 表現イメージ

C,｡CGを活かし､横浜市域における位置や交通機関の利便性､NTやTCの機能
特徴を地図等にオーバーラップさせる｡

く>●第 1案

実際にレポーターに良くない事例の街を歩かせ､その後良い事例映像や改善策
のCGと共にナレーションを入れる｡

●第2案

良くない例､良い例を交互に見せ､ナレーションでそれを解説する｡

く声●表や図でわかり易く説明する｡

くつ●協定の項目を文章でスクロールし､合わせてナレーションを入れる｡

YAMAltPLANNINGCA8fN●



タウンセンター街づくり誘導賓料作成業務 2 .街づ くりビデオ 2-2.街づくりビデオの構鼓 2 - 3

(2)構成案B

タ ウ ン セ ン タ ー ビ デ オ YF;琵 92 12 18

XTC Qヱ汀l

1 まちづ くりtB是のあき蛙を苦界して もらう為の啓空

①タウンセンタ-の坂集 (ボ リューム)

自分達のつ くる苛はこんなに大きいんだとの芝箆｡

鮮 市との比較 薪書 -1タウンセンターとのスケール比枚を

昔浜 ｣ 友空写芹等手札相する｡

②2三世Eに掛 れた校合汝恵をもった帯である｡

百分遠のつくる善テは亀朱の折とiま養う21鼓巳の'#だとの現

送全壊旋 転責系 ･･･凍施設 :神戸f-7ィ､マfJtン零度印 例

独居幕 ;集産､歌声任町等Jf存事例

(シンー=A選 的TLきつに襲関 して'いる街があれだ長い)

薫香系 - -YモIP､薪清等】空車抑

文化系 ･- 廷吏棚 (CG)､空合庁舎､書写署､ホール､

祥百比､文11センター等糊

自然系 - ･nEJ羊の喪公菅等援存手5]

V
こうゆう他には無い21世己の81は ので､榔 11試乗というよりも比 良の

とうきめ (まちづ くりの方軒-まちづくYjE定)の毒で貰莞していこう.

2.まちづ くり協定

①重要rJ項E]については､誘導的に芸卑しまとめろ｡

②その他の萌∃については､このよう11ことi=もさもつけてやろう珪丘でまとめる.

t窃 三間イヒの イ メ - ジ

まちづくり協定を邑匡冒せ､歩妬決定的に荘顎髭itについても貧相を行う｡

まちづくりとはネ束は蕪転と完#/Jl-岸とTLったらDである#･ら､旺莞即 =･匁 即 増 ･･B･L>･-旦星 L巧にそIh･が邑 gTJさ."_7_ ･J･I3-i
･ここタウンセンターではその Liうtl')ニュー7ル蒔鞍をむかえる時に班 てる今 ではナ}(･即 言辞;r槌 (麺最･%_) こ,.1.,. -.JtJ_i;_,
あるのを利点としてモチ朋 引こ考えるerSJf厭別センターの定芳塩定ネオパ コ ックの純 加 をaらに舞喪させるもっ て ,I:ニー

】 対&モデルエ リアのit定

歩空海古道等エ リア ･ .I2m一方通行で､漣軌 こ上る利 払 詑削 圧C- がな く一片化 したエリア亡恐たま11 も 1 .

他のit箆と比較 してb議連更正が少ないのでまこきりがある｡
供用粥始時鵜から ･･･今後の良陣も考え平成 5年皮荒供用的娃二.,丁とする｡

2 テーマの投延

長琴きちづ くりCL'テーマを･拓正し､タウンセンター[:相応 しいテー-.･C)設定を行う｡
例)大き墳OZモール､大倉山エルモ-ル

(折損県三粂市では三条 ドイツ村,'ルヘン紡 壬をめざレ ､-メルノC_痛 をEi匹甲)

3.也誘化対象物の挽相

投定テーマを玉に苅永坂｡)デザインiS一針をまとめる｡

①7t支帯のポ:Jク3度
①ゴミJiコ
①tはボックス
②ェリア入Dのゲート

∴ 享…Ii-

'T

.
"
.
1.≡
.
～

-.-..
｣

4 対象エ リTl=おける塀並みのバーツ作成

上rcの各対象物をまとめてモデルニ'117のプレゼンテ-ノきンJ{-I;.を拝か -る｡

5.事羊化方策の牧村

事業者公e･等へOTJ凍要子を針>fT=穿紙立ての滞男胡 紬 を絶付する｡

82 12.17 KTC OXITA
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紳 ニュー舛ン.タウンセンタ-右づくLJ誘導賓料作成業務 2
街づくりビデオ 2-2 街づくりビデオの構成 2-4

(3)構成案C タ ウ ン セ ン タ ー ビ デ オ 作 成 93.1.18
KTC DlJTA

内 容 カ ブ ト 見せ方

1.まちづくり協定の名草蛙を理解してもらう為の啓fビデオ下記の点を語義してもらうような構成とする.①タウンセン.タ-の立換 (ボリューム)自分連のつくる野はこんなに大きいんだとの望嵐⑦21世Eに阿かれた複合機能をもった帯自分連のつくる帯は従兼の帯とは違う21世丘の街だとの乱複合職能を他藩市の事例で去男⑳絶好市tは逢うスビ-Fで印果される野百分巷のづくる荷は従来の折と紘逢う併発ス.タンスだとの執従兼の新宿 .義轟等の商兼.一策好の集榔 帯は､只を中心として時碍をか ナ頚の垂になって1ーる｡そこでは.X没の老巧化､集客力の低下などから等何条等のニューアルをJtり童~し開床者が独自で姓力ある街づくりを実践してさTtヽる●毛がタウンセンタ-のような大鰍 轟葉.葉書の集糠する弟が一再期にできの姓氏存野市で拙桝のなかったことである.?④遜臥 ー広場等が他事市に比べ隻傷された街糊 付けでそれぞれ特徴をもった連帯空句ができる. 悪霊 コ 腔 顎繭玉系...搬 ;神戸S-7(､マJJ建居系 ;雌 ､(シ舶 ウに跡美事系....YBP､薪有等妊存事胡文化系...長史縛触好くCG)､JB柵 ､文化センタ-等黄白転乗-一一四季の珊 存事例 茄空写真上にタウンセンターの大きさを重ねて蓑寛する翠 平 針

禁 芸 コ 妄言宗 する10年毎和ロ-マ;えペインFF段 莞慧 コ 嘉冨宗 言孟捉 諾 宗生当有市の静止声を鼓す静止善をます_ 上巳の①と逃場しても良い

-シンボル広場の韓な巨大な広場を中心とした帝菓空現が鴨成される スペイン広場

t暮類の地中化が全域i.こわたって行われる⑤鼓合する古市が多い街ライバル古市が､3号輩の辞表に掛 -ヽ30分内で行けるようになる t蛸 の地中化を実技した書市多摩センター等渋谷耕 一

羨谷､ー榛東､rT田等 S 橡浜昇最 .一 一一 C1榛東のポI)ユームと此幹しても面計時にもはばrTEF界l早 招じであり､また対材 一にとつて轟合すT<き密集エL)アともなる○

こつゆつ蝕に辻*い21世Eの折で､注目を浴びる為､魅力的tL好づくりをする為にはどうすれば長いかを皆さんで考え､葵行して行きま:LJ:ラ. ＼

YAHATEPLANNINGCABINI
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彦 北ニュータウン ･タウンセンター街づく り誘導貸料作成業務 2 ･街づ くりビデオ 2-2･街づ くりビデオの構成

(3)構成 案C

r地力吋な帯と比一 国内事柄⑦ミラJ ドゥモ広均 (1)街のにぎわい (活気)がある(2)脚 で構成されている(3)王■和のとれた街である

く1)石のにぎわい く活気)がある (4)特書のある栃である(5)便利在荷である

量も人があふれている ①畿地衣も辻なやかである ②共同化七力型扱 11る ⑧lFBの用途④ 住 居⑤ 用達餅IJ⑩ 夜 間のJiわい⑳ 脚 のしっらえ方◎ トeZト F用手再の典憂(2)良さ空間で構成されている 玖上の再拝を全体で耕 する.
人､車が分離された安全で決着な街である. ⑦壁面組 事かンー マイ7Inlスtガ-前の広場回り

⑧通り抜け誠 く粁ア ナyzlコ広場
⑨広埠､軒TMづ ､中庭 ① ニ=づづ トランプタワー

◎拝､水､彫郵 ⑨0-7 コンドッティ亜りミラノ モ:庁はけ一手通り
(3)宰相のとれた野である 水沢 水沢♯町の広鴇

街並みと助 が一件化されている :⑳高さ 津山 パティオ一番街
1詐接した建物どうLが平和されている. 1-_⑳点り沿いの蔦さ 東本 集木上透り r/{ビr)オン｣

㊥街並みのスケ丁ル あけぼのJZ行前のか7lIトナ
⑳色彩 ⑳浜松 Iトづ一書生前の広場
⑳鼓書の旺載 金沢 春捧持L09榛の広4
⑳看板､広告､日BIナテンー 盛岡 大去り商店有に面した8本樹

(4)御 ある街である_ 他にない街である○ 富コ ■クー-ン ケ什 通り

幕臣が特化している(5)便利在野である 冨コ ミユル ミ1ン舟 ー⑳仙7nT4'ラ.億 ｡の看板

芸誌 芸㌫ 完賢 覧与る7u さの紬 豊 艶 三宅 認 諾 .⑳新百合ケ丘､集之内､

YAMATEPLANNINGCABIN●
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彦北ニュータウン.タウンセンター街づくり誘導資料作成業務 2 街っ くりビデオ 2-3.街っくりビデオシナリオ 2-6

2-3街づくりビデオシナリオ

(1)シナリオ第 1稿

E -- - ー グ i
●港北ニ>-タウン､住宅地 (煮th)を背景にして歩 いている')が-ター｡

●'J･1ト ナー挟 拶
･JJi-クー rみ11さんこんにちは｡ こ こは､新た7'L邪印の形成をE指して､開発が屈めら

れている､継北 二一一タウンです｡今 E=i､ここ港北 ニ>-タウンに､乗たるべ き21LB

妃に向けて計画 されている新 しい粥づ くり､タウンセ ンター計画について､普さん と=一

よいこ考えていきたいと患います｡j

F ~ィ ト - f

港 北 ニ >- タ ウ ン ･タウンセンター 計 画

.､き J:王立土 足 然 i;･融和~ど･･-る声:;ii _､l｣

.祈づくり協定●
く IL支選書)

港 jヒ エ Jl 一一 タ ウ ン の 概 要

o港北 i >-タウ/内の史徴的な場所を歩 くl)ポーター｡

●光.t此二一一タウンを史放す7/JJ̀JプのもLLみjLLね.

●テth'グーーーr港北ニ>-タウンI

T計iiJ人口 30万人I
rF'h死絵面績 2.530haJ

ljポーター (朗iuL)r姥北ニ>-タウンは､首都恩における新たな嬢 として､IFEjDJI9
年に開先がスター トしました ｡J

I)ポーター (ナ レ)r計画人E]Li30万人｡Ba発給面顎は2.530ha｡ こ .i-チ.)ン

としては我が国でも長 も大 きなの都市計画プtPジ>ク トです｡そして､港北区 ･繰区の繰

豊かな丘抜地帯の美 い ､自水環境にか こまれたqTい ､ライフスタイルを韻集す る恥外型の

計画心市です｡ i

タ ウ ン セ ン タ - の 概 要
一一位置 ･規壌 ･交連7クでス網--

●地図内での､蔭北ニュータウン地境か らタウンセンター地区への引き込み

●芯慈3号枚 の 丁クIt:ス･ルー ト凪 (fitA浜/東急田匪8市艮あざみの駅 )L

+センター北LR､同SRの丘正固

+センター地区を表わす盟に浮かび上がるIt=ンター抜il(地区の集謙 イメージ)

ナL,-ターrこの港北ニ>-タウンの免居を追 う粥づ くり計画が現在急 亡.,チで進められ

ています｡それがタウンセ ンタ-計画です●タウンセンター椎正 には中正5年に閑3Eが予

定される高速鉄道 3号鞍が､その中央 を技併します. これに上り榛東中心部 とタウンセン

ター地区が直結 されるとともに文京か らの丁クセスを向上 させます｡タウンセンター地区

内には､･t:ンター北訳､センター雨駅の 2つのIRか投辞され､これを中枢 として､首打tEZ

でも長大頒嬢の商兼業戦集毛地区が形成 されます｡j

●タウンセンター廷設予定地 (さら地を含む )にて一一一l)ポーター

リ9!-クIrタウンセンターが出来ると､港北 ニ ュータウンは､t&浜市の副拡心 としてだ

けではなく､首都留を含む広域を対象 とす る核堺市にtlると期待されています｡今､私は

タウンセンターの埋没予定地 に果ています｡わた し1:ちのタウンセンターはいったい､e'

ん仁術になるので し上うか ? J

●さら地のタウンセ ンター杜没予定地か ら浮かびあが る､タウンセ ンターの完成全兼 (C
G).

/

タ ウ ニ/ セ ニ/ タ - の ア ウ ト ラ イ ン
ー一三軍施設 ･並玲才7トワークーー

●第 1地区､第 2地区

●ブラザ ビル

+校合帝策施設

ナレーターrタウンセ ンターはセンター北駅をとりまく罪1地区｡センター構訳をとりま

く第2地区の･2つの地区から枕申されています｡
邦 】地区には､地区を史世する施設として､七ン7-北駅と一件化したブラザビルが埋没

されます.そしてプうザ t-ルと漣排し商業施投の技となる様々11社会鬼没｡J

●市民j,･-ル
●旺史博物柁

ナL,-ターl第 1地区には､これらLZ)商晃指紋のほかに､文化 ･芸縦の&となる施設が立
地 します｡J

ナレーターr文化 ･芸aiの尭情基地としての､印民.ll-ルj

ナレーターP歴史公適と一体化 L､韻浜の正史を件感でさる厘史仲物伯｡j

●タウンセンター企桑CC｡
●罪2地区のCGへ

● ビジネスコ丁

ナレニターTセンター両駅をとりまく第 2地区の北西部には.本社良能を中心に大枚損な

集梯施投が銀等する施政として､ビジネスコITが立地 Lます｡ )

+区総合庁舎

ナレーターrさらに､新 しい区の中心と7'}る大規横11始会庁舎｡JI

●投合稀院
ナレーターT故浜市北部地域の医妬施設の拠点 となる投合病院｡J

●スJ:-ツ･文化島牧

ナレーター rそ して､タウンItンタ一に辞駿する総合公歯と一件化 した､スポーツ･文化
の根となる弛汝Jことがま十画されています｡J

●タウンセンター全史 (CG)

ナレーターrこa)上うにタウン七/タ-ほ､ここを訪れるたくさんの人々の買求に対応で

きる､兼務 ･文化 ･住宅等の多様rl接地､大小揚々な空似 ･形虫が紬台する多々他振合EJ
のセンターを員指します｡i

● /一三ノダ同

ナレーター rこれら桝の拠点 となる施設は､タウ ンセンター内に分散して立地 し､それぞ

れを中心 とするゾーンがつくられます｡これらは道掩え7トワ･-クと有税的に#E,び付 くこ
とにより､回逆性の布い､広が りのある粥になります｡i

●タウンセンター予定地が且改せる斡扱逼柏の-角の実写

●逼掩オフトワークtElAq

(中山 ･北山EZ]扱､左江戸 ･北山田韻､薪羽 ･*3k培､牛久停 ･中川根 )
(区画正掩 )

ナレーター r造指ネ7トワークは､タウンセンタ-を訪れるた くさんの人たちに向けて､

i
YAMATEPLANNINGCABIN'
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分か.)易 く･伴い易いネットワ-クの捕削 めざします｡a:法からタウンセ ンターとITク
.eスする幹操道路q幹線逆鞘 とタウンセンター内郡をつなぐ骨格 としての柿肋幹線道路o

そして､･t=ンクー内部を馬尾す る区画道路が笠偏 されます｡ J

+妙行者 ネゥ トワ-ク図

ナレータ-r妙行者ネ･'トワークは駅や主要施設を結ぶ ソンポル造指を骨掛 こ捗行者債鬼

正路を拡充して､歩 き易 く･安全で快適13渉行空間をつ くりま寸｡ i

e総合公臥 こて-- リボ-ター

L) メ -クー Tタウンセンタ-計画のアウ トうインがわか りましたが､タウンセ ンタ-内o)

数多 くの施設 は経か 1人の手によって作 られるわけではありませんpJ

oタウンセンター所有主体分布囲 (公共 .民間の比率を入れて も良い)

a)ポーター (ナ レ)rその所有主体は､公BL 挽浜nj-､保留地､公B)と､民地によって絹 ､

成されていますcJI

●再び組合公団にて-- リポーター

●｢巻iづ くり協定 ｣

l)ポーター rつまり､居住者全長の長兄のTに､契際に街づ くr)を進めるのは公共横関 と

民地の仙椎者のみなさんです｡･そして現在､他社者のみたきん4･はじめとす るBB侠者が

u明Elのタウンセ ンターの姿'をみつめ.詞和のとれた往iづ くりを行うためにルールを作っ

ています｡それが ｢街づ くり協定 ｣です｡ これからT街づ くり協定 ｣の内容をご紹介 しな

から､Ltり出力的J:ZタウンセL,タ一任を操 っていきましょうp ∫

e脹わいのある遜 りにて一一- I)ポ-クー

や一体的に開先 された透 りや界隈のサンプルスチールの列挙1Lと

1)ポーター r自他に人が乗まもような鮎力的な桝 とは_どの1うむ街なのでLJ:うか｡そ

れは､個性的な通 りや界級があって､そこにどん1JLlお店が並び､またどん11買物ができる

のかを､訪れる人がイメー ジで きるような街ではないで し▲うかo｢街づ くり協定 ｣は､

タウンセ ンターをそんな個性豊かで節和のとれTこ掛 こす るために建物l-L的遵す る碁串やそ

の荘官方法などについてのルールを取 り決めた ものです. r折づ くり協定 ｣は法杜ではあ

りませんが､地権者のみなさんが実際に街づ くりを行 う時の良 さ指針となるで しょう｡J

街 づ く と)i森 三E 内 容
一一6グループ､21項 E7の内容捷示 一一

●以下､ ｢払定 J2】項 目を適時 テロップ来示す る

○妬岩わいのある商店街にて--- リポーター

リボ-ター r人 々が集 まる脹わ いのある街並 みを作 るためには､通 りや界隈 ごとに一体化

した析づ くりが必要です｡ タウノセ ンターの r往iづ くり協定 ｣では敷地 と建物の共同利用
を椎iELます｡ i

●住宅監置 ゾー ン国

リポーク- F通 りや界隈の一博部分 に店舗な どの乗客施設を集めることも鞍iの脹わいづ く

りには欠かせ ませ/L,b住宅については住宅配置 ゾー ンが設 け られ ます｡ i

O郡市利便施設 の代表例の スチール等其 または実写

(郡市利便施設の顎 ヨをテロヮI/で列挙 )

ナレーター r｢'diづ くり協定 ｣で｡Lタウンセ ンターを訪れ る人々の利便性 を高め る施設
の環瞳的11導入 を推進 します｡i

● テロップ一一規制 ･諌止項日

ナ レーター rまた､ タウンセ ンターの魅力形成 にそ くわない施設 は規制 または禁止 されま
す J

●空ail後退 '･通 り抜 け道韓 ･老 いの鳩 にて一一一 リポーター

リポーター r人が集 まる施設 には必ず放題 な空脱が用意 されて います. タウンセ ンターで
も､ こち らのよ うに､姓物の荊i5をみなさんに閑放し~ていきます｡ j

リポーター †また･触地の中に歩行者空間を引 き込んで回避蛙のあ る多様 な蔽わいを沫出

しますC広場や､ ボケ サ lバークや中庭 など人々の老 いの塊 もどん どん取 り入れてい きま
す｡ j

Oタウンセンター の完成,i-ス()苛み壬ね

ナレーター r丘陵 地帯 に立地するタウンセンターは､坂 の多い地形 を生かして､展望奴席

から楽しめる--ノ ラマやデ,ネ構造を取 り)Jlた施役 に上ってー訪れ る人々が様々t17 ン

グルから新 しいタ ウンItンターを発見で きるような掛 こな ります｡ さらに､水 と緑 と光を

テーマlこしたそこ >メン トが地区内のポイー,トに配 され､タウンセ ンターの存在感を-fL:･
-ルします. ｣

●エスカレーターに乗 って 一一 リポーター

リポーター 【坂 の街で bあるタウンセ ノターでほ利用苛 の利便性を高めるためにエ レベー
ター､エスカ レーターを穣撞的に導入 してい きます｡ j

●掃 ･水 ･彫刻まわ りにて--- I):I:-ター

lJポータ~ r活気 のある軌 ま､私 たちを来しませて くれも戦 々な趣向が蘇らされ て います.

粥の屈わいを象徴する様々な溝鼠｡また､喝 に､落ち考 きゃ安 らぎを与えてくれ る水や

緑をあしらった装置が タウンセノターの祈並 みを彩 ります｡ )
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●大農山 ･エルム街にて-- リポーター

(ZZ,さ･色彩 .香坂等 )

リポーターr折の失敬 にとって並要なのが､辿物の高 さと色彩ですo ここエルムifjでJi煙

lTカの外thを凍- して､遡 り全件のムー ドをiF山 していますCエルム掛 1通 り全休を 】つの

テー?に基づいてルールをつ くり､地福者の昔 さんが街づ くりに取 り姐んだ良いお手本で

はないで し上うか｡通 りのイ7-ジに預和 した広LIE,物､看板なども個性的な街並みにとっ

ては重要llJ:イン トにtlウます. J

O建物の分節化デザイン例のスチール写其 または実写の積みまね
ナレーター rこのほかにも耕 しみのある祈非みをつ くるために､｢折づ くり協定 Jでは.

人のスケールに合わせた通 り柏いのデザインを推進 しますI i

OFa音すべ き投鳥のステーJL･写其または実写

ナレーター Iまた､町並みの集板を7ATiう設備枚芸ほ､通 りや91の建物か ら見えに くい.i
うにユ̀美 し*し▲う●J

O狂出された攻の町並み例のスチール写真 または宗写

ナレーター r夜の脹わいを済出す ることも忘れては11らflいaiづ くりのポイン トです｡広

場の夜間席明､店Siや看板をライ ト7 7プす るなど､タウンセンチ-を明か りのたえJH ､
折にしま しよう｡ i

e タウンセ ンターItb区まわ りの幹玖道路にて並群か らの引き込みで一一一リポーター
●'J.1共駐串鳩の位旺盛

')j'-クー 【タウンセ ンターを訪れる人の多 くは班別月畑 です. タウンセ ンター地区内に

はた くさんの公共屯乎堤か計画 さ】'Lていますか'､さらに民間で も十分fl駐屯地 を花序する

必要があ りますp これl:対応 して､ r拐づ くr)協定 Jでは監事壇等の至便条件が定め られ

ています｡また､歩行者ほか交通の掛 IにtlLらないも定規の投正基坪の設定､サー t･ス用
丑両について b規制が投けられます｡

●再び広わいのある通 りにて-- 1)i:-タ-

.,'ポーター rご用介 しましたr往iづ くりtA定 JのJI･-JL,内宮 はあくまで基本です｡芙尿に

は,タウンセ ンターの拐づ くりに参加 され る地権者のみなさんがta力Lで､それぞれの還

り､罪障 ごとにルールを兎屈 させて､より慣性的tJ.掛 こしていって くだ さい｡通 りや界隈

は地粗肴のみ11さんの創意工夫を熟めることで､難 しくて､日射 こ人が染 まる脹わい空間
になります｡ J

リポーター rさて次に_a-っ くりでは､Ilぜル-ルが必要flのかを､ほかの折を参考にし
てもう少 し考えてみましょう｡i

∫

タ ウ ニ/ セ ン タ - の 街 また み くま と▲う あ れ Eで ?
一 良い街裁ち､患 い町並みの比較 E

【折非み比較① 〇 才一階の用 水途敷地規偵 米共同化 】

○偶別の店.ulこは匹わいが見 られるbのの､床店的全作の振わいづ くりの弱い透 りにて一
一一 リポーター

tJポーター r良 い街をつ くるとさに欠かせtlい安来､そ1日王た くさんの人が玉 まるSEわい

のある祈並みです｡ (ある人のGわう店論を通 りがかも)こちらは恥分h;わ っていますね｡
(通 りす ぎる)J

●商店'eiは､金座や駐在蟻などにより窯客地紋が分断されている

-Jj1-クー rあ ら､急 に人通 りがまばらにな りました｡お店 とお店の軌 こ駐車場や住宅な

どもあります｡J

O蹄店ai全景 (匿名 )が見える常丑にて一一- I).iI-タ-

1)･1-ター rこち らの商店折では､確かに脹わ っているお店はあもんですが､通 り金持で
は､ちょっと地味11慈 しが します｡J

Oi由り全体の店舗が-FFを共有地投に用いている蔵店粥にて一一一レポーター

I):f-クー rさて､こちらの商店街を見て ください.遜 り全件にまんべんな く人が行 きか

ってまさに広わ っていますpそれぞれのお店 も結構人口が広々としていて､入 り易いです

ね｡一つの-ビルの中に色々11環頬のお店が複合 している店舗 も見 られます｡ j

I)ポーター rさて､先程の商店33との追いはど/Uなところにあるので しょうか ?J

●比較団析

ナレークI r始めに如覧いたT･'い1=向店桝のJB会､頻 り沿いlCは､住宅や倉薪､牡革鳩が

混在 しています｡ また･敷地の小 さTl店BEが多 く見 られます｡ これ らによって適 Y)全体 と

しての回適性 と集客能力が低下 しています. これに対 して､後に御覧いただいた商店街で

は､歩行寄道箱 に面 した一階維分には､できるだけ由井施設などの兼官施設を立地 させる｡

また､小 さ1}故地の店蓋は､ ほかC)店B と共同で広い故地 として利用し効率的11祖全店

iZとす るなどのルールを作 り重 り全件がルールに基づいた町並みづ くりに取 り壊んでいま
す｡J

【街並み比較① o X蟹面後退 X線 ･水 ･彫刻 】

○歩行者逆相 bあまり広 く11い､-股的tJ交差点の局辺にて一一一リポーター

I)ポーター rllるIiと､そ ういうことだ ったんです1つ｡荘わいのあるhL並みを作 るために

はやはり､通 りや界取が協力 してZSわい空間を専撞的に作 っていくことが大切なんですわ.
J

リポーター rさて､重 りを歩いていると､当然のよ うに､交監点にぶつか ります｡交定点

では人 と人 も交わ ります｡実はこの交豊点が街づ くりaL･大 きなポイン トにtlります.今､

私が通 りかか った この交監点は､そ う､督適の､一般的11交整点です｡交墓点 に面 してお
店が並び､適度 にお客 さんの出入 りbあ ります｡J

●配両後退 によ･'てi!5角広塀を形成 した交差点にて--- I)ポーター

リ;1:-クー rこち ら11､日･同 L:く交差点ですが .先程の交皇点 とはずいぶん感 じが薄いま

す｡まるで広域のようですね｡ち)つとしたィ.<ン ト空恥 こもtJっています｡線や-<ノナ

bあって成 りかか りの人たちが一休み してい*す｡ ささはとの普通の交定点 との遭い.iど
こにあるんで Llうか｡j
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+比較図解

ナレータ ー r始 めに触覧いただいた交差点 ではJIB業 ビルが､歩行者逆相 に面 して建 て られ

ています p これ に対して､後に卸先いただいた交監点では､交差点 に面 した各店軌が協-/.7

しあ って ビルの聖を歩行者並鞄か ら挨過 させて.公即空地をだ Lあ って います｡ これに1

って､一体的な交豊丘広場が作 られて います｡ この広場を,-T-ルやイベ ン ト会軌 こ利用

した り､人々の老 いの場 と して提供す ることで粥の屈わい空間の.i'ィ ン トにしています｡ i

【81並み比較Q) o x遜 り沿いの高 さの最高四度 米街並みの スケール】

e高 さが まちまちで､極端 な高層 ビルによって通 りC)規光が速断 されT:街並 みにて -- lJ

が-チ-､街跡で万物'aみを一杯抱 えてや って くる

J)･i'-クーrどうも.Js待たせ しま した｡折 角いろい ろな街に発ていますか ら､買物 をす ち

の も勉敏の1つですbそん なことはさておき､何か ち ょっと気 にな りませんか｡ 空 はこん

なに昭れ渡 っているに もかかわ らず､ この辺 り､ち Jつと育喝いですね｡ どうや ら 向かい

の高 い ビルが太服の光が追跡 して いるよ うです｡ それに応分庄ieZ感 もあ りますね .E

手遜 り沿 いの高 さを揃えて制限す るとともに､人の スケールが与 え られT=街並ろにて --

- リポーター

T)ポーター rこち らの街澱みは､先程 と逼 って高 い ビルがあ りません｡通 りには日の光が

いきとどいて､気持 ちが明か るくな りますO盛 り沿 いの退勤 b高 さが一定 に捕 え られて､

そのせいか､見た 目に もスッヰ lJLた印象の街並みです｡それ1-_､何か救 しみを感 L:させ
るのは､何かti･密があるので LJうか ?)

○該当界関 の実写 の積 み重ね

ナ レーター Fこの濁 りでは各店舗 が協力 して､一階の部分に火遁す る7-Jr- ド右投鼓 し

ています｡ これによ り､秩序のあ る来校 と､人の スケールを患瓜 した街並みをつ くり､人
々に毒見近藩 を与 えています｡ j

●欧米の参考等兵群

ナ レーター rこうした桝づ くりは､欧米諸国では古 くか ら取 り組 まれて朱ま した｡ コロネ

ー ドによる歩行者蓮指 と敷地内の空間取合や､建物 の一個 部分 の色 を統一するなど､廼 り

やプt)･'ク岬付で牲物 に人の スケールを与える様々tl誌 bが見 られ ます｡J

【古i並み比較① o x看板 .広告物等 】

○看板が立 ち馳ぶ､匿名の場所にて 一一- JJポーター

I)ポーター rさて､脹わいのある桝を相成す る安東 には､吐物だけではな く､看板や広告

物t}どのサ インb妾空 fl役割 を果た してい3･す｡今､私が妙いている通 りにもそれぞれの

お戊 に石坂がつけ られています｡ どれ も純分形に敢 ･,ています｡ I

O看板､広告物 の良 い例､憩 い例の比較 スチールもしくは葵写

ナ レーターr無秩序 に設定 された看h-･広告物 な どは抗の魚班 を 壊 し､ また､祝製的 な ノ

イス と 11って本来の広告 としての撮1妃に も影野を さ1T.します｡石 板 ･広告物な どは一つ の

通 りご とにデザ インや大 きさ､rRり付 け位置､色 f=どをコントロ -ルす ることで､.Lり効

史的な ものにな ります｡ J

●通 りにて--- 1Jポーター

1)=fl'-クー r今 まで ご紹介 しま した､脹 わいのある子H'並みづ くりa,成功例にlま､共通点が

あ ｡ます｡ そ11がルールです 1 通 りや詐取が脇刀してルールTE作 り､それに基づいた桁
づ くりを行 ->て います｡J

I)j'-ター r｢箭づ く｡協定 ｣は法律ではな く･あ くまで地区のみなさん によ って つ くら

れた任意 のルールですB地権者､革雑考 のみなさんが盗力して､iEJlた ル ールをつ くり､

守 る ことにILって魅力あふれ る甚iが実現 しまL{｡ それは､地区の財産 に な るととt)fこ.ち
L}さんの所有す る地物 の価値 を高め ることに11-ります｡ J

6円0㌧ タウンセ ンターの全件俊 (CC)

○総合公固の水 と損 と光の兵 しく象徴的なイメー ジカ ,トパ .,ク

ナ レーター rタウンセ ンターrJ完成 によ り港北 ェ ユータウンは首都圏を含む広域対象 の拠

'.相 印 とLての馴 Eと-持出かな白fW J如 ;認軸す る魅力ある術 になります. それは､化
む人､触 り ＼にとって も生活 に根 ざした ｢ゆ と｡｣と｢うるおい ｣のかん じられ る人間味
豊か11桁ですD J

F キ ビ - ー グ ~｣
○繰か らの引 き込 みで --按 と住宅地が融合す る兵 い 博 北 ニ >-タ ウン地区内の折並み
を背恩 に_--- リポーター

リポーター F拙扱者のろ11さん､ この操 あふTLる･G7づ くりへの参加 をお廉 い Lます｡ぴJ･%
デザ インす るのはみなさんです｡力を合わせて､ タウンセ ンター計画をよ り実 りあるもの
にして いきま LJ=う｡ i
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i 彦jE=ユータウン,タウンセンター街づくり誘導資料作成業務 2 ･街づ くりビデオ 2-3 街づ くりと?･オシナリオ 2-10

シナリオ第 2稿 (絵コンテ)

,gil-=3-タ ク/ .タ クです-yタ一柳 t'デfSd NO /

●J&山内での､XP光 三▲-タウン地牡から

79ン七ン7一斗tE-の引8込み

+;暮並3号J&¢丁タセス .ルー ト庇

(F&浜/JtJL日ZZホ市Jtあざ みのP )

●tンター北R､賄釈〇位正瓦

++ンター地EgをJtもナ由仁fIかcr上がも

センターす正 (地区のItイメー5))

●タ-すラ'ヰ~ラ【デご取手7t地
(さら地を含tJ)にて1-- 1)ポータ

_I _ -- ■
●さら也のタ9ンセンターJIJ2予定地から

恥 びもがも･タウンセ ンターの完成全Jt

●i-O~i･-ii㌻=あ虎{B-i首藤

内 苔

タ ウ ニ/ セ 1/ タ 一･･一･･･の 概 事宇

-一位JL･伏牧 ･交並丁タtスJt--

ナ L'-ターrこの港北こ_-タ.

毛虫 ビ,ナでZtめられています｡
ンの免筏を瓜 う析づ くりltJlが現

tL4 L'T Lr4のbTiています｡それがタウンセ ンター什Ebでナ｡
7ウンセyター柚広f=rI

- ･キ- - 排 しTf.-て芯 痛 心盲 賢 だ 誓

タ一也EEかd:挿されるととt･に文京からの丁夕叫 を向上 さtます.

= ンItン7-JQ区内にほ､センター北PL .tンター脚 !¢ 2つ

の収blJ*JFされ､ これを軸 として･甘tlEPで もJt大M の… 井
事At地区が形成されtナ｡J

‥‥ _い . ∴ :･.‥ 二 叫ゴこ.こ..‥;､牡
浜7Don6心 としてだけではtE(､TtTを念tZJZ:JAを対Jiとす る

tl怒7Fに7=もとD778されていtT.今､私はタウンセンターのn牧

子ZE地に兼てい*す.わたしたちのタウンセンタIliいったい､ ど

節 -ゴ く り･協刃EJの概空宇

ナレーターrタウンtンターは･ ここを斬れるた くさんの人 ¢々B
未に対応で H ･井載 ･文化 ･住宅等の多様な8位､大小我々な空

間 ･形Dが社台する事tB社台塁のセ ンターをEITBL暮す. これ ら

タウン七ン9-のす祐となるn投は､セ ンター各1bfこ分放 してEJE
され､匝立世のか ､･広が りのある桁にな ります｡T oLJ.うにタウ

ンItン9-を広地を対Jtとす るhAtF7t,亡三言も-い ､析r.十もため

にlま･横全件を-件的にBl弗lfも必中があ りますI L
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r 彦北ニュータウン.タウンセンター街づくり誘導資料作成業務 2 .街づ くりビデオ 2 - 3.街づ くりビデオシナリオ

(2)シナリオ第 2稿 (絵コンテ)

● タ ウ ンセ ンタ ー Ji汝IT･宅 地にて
-- tJd'-チ-

内 容

f)d'-タ- 公共れ叫 と民有Jto■tf

のみq:さんがIAカ して行 う-一件的なfiづ くり､それがタウンt ンタ

一計b71̂ ,ですね.Tさて､そのIZrとして､今､折づ くりOIbCtを

が ●明E]のタウンセンタ-〇年■をみつJi､地区全件モIll巾Oと

誓 .E完 芸等 宗 野 漂 禁 -･,三宝芸三笠孟宗 :;

冒……言霊 …三…SH;/;書芸…;筆書蓋……三選 葺き……≡

諾 芋型 -p-" ')'こ仙 ら淡々叩 並みを相 に考えてみ… I

l
タ ウ >_tBt蒜 品 1 完 琵 琵 F t.浩 三 品 轟 1 ぱ ?

く 町 並 み 比 較 - そ の 1 }

- 1 ●

ボ_7=†甘 Tl帯をつ【{ど盲七 欠京百石 い畏未､それtiた く

芸冨Û:!言…言…ご芸恵三誓 言:三･fi.告 志言芋… ;デ了を

;●■粥○店■J=はJZわいが見 られろもの¢､

ミ た店軒全的 'Eか . くりのか ､丑 ｡にで

･. ､一 ･■･l∴ て

r 戸 諒 訂 慧 認 諾 霊 {三̀

1 -_A-諸々 せ む 咳

j ■晦 的 石黒 LEL-;-

:'･ 声 蒜 云 禦 fSr･_R;ご う

辛 [-a(わけ
･史･てイ7川 -

鷲

鵠 iL三豊茜 雲 Z芸子告 に… した湖 とお店

崇 ;£:五三三三…欝 誓 JI･t芸;芸芸苦言;ご言誓 …

崇 :,'17L誌 .,三三三;誓 ……号‡t',…三㌦ 至芸至芸…芸
･て､入 りあいですね.1つの ビルの中にも拝事入DがD:Jtと

色々な■す○お店bl
I)d'-ターrさて.

IPL▲うか?J

ている店点 も見 られます. J

巾店帯 とのぷ いはどんtLところにあるの

…善嘉 蔓芋蔓買 主…‡…蓋≡;……:蔓恵…蓋…………恵

力が色T してい暮す.!これに対 して､&に句丈いただいたtt店折で

は､捗行垂jr拓に市 した-Y書分に_11､TQ典h投tlどの&暮k投を

立地させていtす｡ さらrL_､小さなIL也の店IFは､ほかの店■上糸

rqで広いtt袖として利用 し幼年吟な社台店BIとするなどのルールを

作って売 り全件が町並みづ くりにJRり耕んでいます,J

l)JP-ターrなるJiと､そういうことだ･,たんですか｡カ ウや井FR

がLB力 してEわい生田FtB的に作 ってい くことが大切なんですね.

さて､タウンセンター払帯lfくりではEわいをつ くもための ,̂_

A,Jiあるので し▲うか9J

r仏文 Jgt目の ナp,プ

●称肯i福h-ErO代表百石云卓二㌃-

∴一 ･-:.;::

か 1ササglI鞘 .周 ､せ ｢恒 〆 ,,

且里._ユニ__

内 容

--- __J _

匝 r一 軒 - く ｡ 協 苧 /i p A R T ll
(折のEわいつくりのルール )

nL,-クー rタウン七ン7-のr87

もrT並みを一件杓に作 Z.ためにル_

書和 BtbrlOJtzE､暮た､k抽
斗などのJI書k投を立地させるこ>

は､hZわいのも

す｡これには､

曲 りの 1FFに店
i+..J

ナ レート rさらにr如 く｡触 ｣では､ タ ウンセンターをEOれ

る 人々の刑 E如 恥 dJ一枚- - - 人を7は していけ .J

0 /111f
~---▲一･.･.･･■-
●捗行書3L特 もあまり広 くない.

一般的な交支点oJL丑 にて--I ･JdZ-ター

●JLm jZに.t三fb=郷l交JtAr..て 一一一 [)J'-タ

●It面牡iPにJ.る*-ゲンスぺ-又の

抽 聖l早旨.-_rJllLL-L'
{ 町 立た み 比 恨 ･そ の 2 >

d'-ターrFT､~すり稚 いTT Lとご一一号h石7 号

ぶつかりけ･交Jt点では人と人は わ ｡け り FJlこの交点点が

折づくりの大 日 Zポイントになり‡す･今､私が為 りかか.>たこの

交点点せ･そう､甘主〇･一J" な交JL点です.交生息にiBしてお
店が並び･iL丘にお客さんの出入 りもあ ります.j

tJポーター rこちらJi･-Tqしく交生点ですが･-･先8¢宍ZE点 と吐

ずいぶん■ t3がjtいtす.*与でJt如 J=うですね.ち.i.,とした

イベン ト空恥にもq:っていtナp*やI,<ンナ bあってjBりかか りの

人たちが一休み してい暮す.ささRとの甘元の交丑点 との暮いたと
こにあるんで Ljうか｡∫

ナレーターr即 に丸文いただいた女王点ては巾井 ビルが､歩行8

車拓に話 してJBてられてい- ･ これに対 して.鼓にbrいただい

た交主点でLl､交鼻息に声 した各店`桝 B力 しわ.,て ビルの土を歩

行卓立馬からg潤 させて･公朗空JBをだ しあっています. こhにI

,て･一件的な交差点a:4が作 られています. この広4をJ<ザール

やイペン･ト全JAF=利用 した〇･人々のJAい¢租として捷供すること
で抗のJEわい空何のボイン一にしています. J

川 -タ-r人が1まる肋 に比丘編 泊繭 ､l
す｡タウンセンターにも､こちらのような人々の払いの4かた くさ
んでさるといいですね.J

ナレーター rここで= ンセンターの完成イノーL)を中井いただき

*し▲うb丘Am 軌 こ立地するタク/センターほ.坂の多い地形を

生か して･ZR空… から鼓 しJbる.i/‥ や77+横力をJM 入れ

た九恥 こ上.,て･折れる人J- tt々 なアングルか ら新 しいタウンセ

ンターを宛見てさるような折になります｡さらに､水 と柊 と光をテ

ーマにしたモエ>ノントが杜EK内のポイ- にE され､タウンセン
ターの存在鉱をTt'- ･̂します｡J
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彦北 ニュ-タウン ･タウンセント 街づくり誘導資料作成業務 2 ･街づ くりビデオ 2 1 31街づ くりビデオシナリオ 2-12

(2)シナリオ第 2稿 (絵コンテ)

内 専 ■ 秒

⊂ ｢ 砂テづ く り 協 走 ｣ 卓 A R T 2⊃

一一- __ T心注 JglEIC,テロ,プ HBZEJでは.タウ ンセンターモ モ ん71人 々が兼 しみ≠土星声望肌あふれる掛 こするた めにルール を 枚 け よ化

_,/陸 d V 此 輔 .--:ご~■I,慧 ≡ . . '≡ 去∃ j ナレ-タ- r**を歩行者al鳥沿いから聖を牡過 させて､Jt物両の

ナレ-タ-rtた.敢地の中に歩行者空間を引き込んで多様な免見

やJH にあふれた空rnを作 り､直32ttのあるEわいの放出をt,.且いしています.}

, 勉 ).以下､… -,こ こう -0品 空BbTrl●ニ スカレ- タ一に史 -,て--TJ7f- ?- ー●強 .水.彫刺まわりにて---lJポータ-1 ----j I .-..i 蔚 ■- :1 5 .∠ li

-)N->r- r坂の折 で も あるタウンセンタ ーでJi利用者の私 産性 を _

恥 もため_にエレ< - チ-､エスカ レ -タ -噂 >-rtX _乍 ｢.I.iTliい11 JjD.J?

いしています J

∫ト甫さが-与で､- Aビ- て畔 i,車 宰領 t,.,..(ll Ll

-Jポ-タ-rEl銭に人が78まもような地力的な桁と(まどんなVifLの
一一 リポーター､ふ もと もん,

･TLJlう9 6性的な為 りやIRIかあって､そこにどんなお店が症

ぴ､どんなJl物ができるのかを､ふとイメージして Ltう､そんTI

桁でriないかと私は患います....(?)空はこん11に研れているに

bかかわらず､この史 り､ち_上,と秤qいですね. どうや ら向かい

･こ･~lT ーrI.I 蘇 17')
rJ 亡ニ/. ∴.I: I･ぜ ′-p~苧 ≡≡苧≡妻喜宇戸≡ '＼x:二. ら ,射 血-末. 亨TL-07 甥

遜 り全件の▲- r'モ析出しています.

ナレ-タ- rタウンセンターの街づ くりで t)､fPkのJ:うに､盛 り

ごとにそれぞれ佃世桝 ナ-マの投7Eが什Fされています.tた､

これら歩行者書,トワークは､分放 して立J&す る各地点k投 と有a

F ｢ 街 .j 7_～ り満 車二( -p や /ii-.TIT-モ ノ】t t(M 抄 で- のとれ棚 づ く｡のルール)

77 二言T rL由L,5くり血豆 ∫昔話{ら~シi;-{7両

に面する生面ゐ高さを捕えるなど､遜 りごと､妙行者空冊 ことのエ

矢をお巧い しています.A

tンタ-全件のZE打色を投定 してい暮す. さらに､丑 りIとに色彩

のまと*りモつくる｢井何色 ｣のgF人を柁Elしています.∫

. . _ーL
孟よ;三三三だ苧こ:禦 三≡三諒 ､写!:苦手二苦 りや紬 のl

ナレーター r人のスケ1A,に合わせたiBウ沿いのナサインをttjtL

tす｡ この.tうにjtttTjほ を分ff､tた､JBb4EJtBとホtも･t

≡:…重言;三三三詰 …;ぎ芋空;三;読 :'芸芸::ミ芸

ナ レーター rこうし

れて兼ました, コE7 づ くりは､取米持B]では古 くか ら放りAt

rrL.上る少行着立侍 と軟地内の空知Jl合や,

芝空言ま雷誓 …;r綜 …芸岩沼 …;;;:;由 で4岳

●Pi米の事事有井持
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港北ニュ-タウン･タウンセント 街づ くり誘導賓料作成業務 2 1街づ くりビデオ 2-3.街つ くりビデオシナ リオ

(2)シナ リオ第 2稿 (絵コンテ)

lIl●一首が立ち並ぶ､TE名a)斗所 内 容 秒

1.イ 甲 づLくFuは,hLl'5'符ら票 !i霊 符 軒7t)J7lLこ-I

いている遜 りにもそれ .b●｣

也 セ スナ-.JPもしくは采等一六 か ら- せ Iy.*,

-i.--やり:-

など01サキyJP大きさ､ZM 付け位■､

F

ナレ-タ- T故の市 tくりB定 ｣ では広4 ¢ A

~ー-.･.--一一--■･.__-

【.｢ 召守 づ ('B品 篭 言 霊 £ _RJ f 】

TLli1∴ 亘 ｣')

三貴.≡.一喜踊 .L郭 ‰

ナレ-タ-r正*h点と-して柄ftされているタウンセ ンタ-租tS円

にJlやtLますます事くの人々がJI.PD5れるようになるて LJう.千

公兆左耳JAがJ+kされてII､ますが､■さらに兄LE)で も十分にtlJLJAを&保する必羊があり*す.これに対応 して､ ｢析づ くりB7EJでyl.■T ''ーHr 暮 I(+)A等のJEJ&再が定められていtT. 2た､萌のJlわいの掛

J P王ヨ■b■■至l __. t=ならないtHL串の投tiBqLのZF定､サ- i,ス用斗丙についての&

lll 内 苔 秒

4--)7. ｣
ljポータ- rさて.抜か72術を適ってまいりましたが､ '成功 した

○+

____ ｣内*と義汰
'Jit-チ- rこ招介 してまいウましたr桁づ くりtZZ疋}のルール

容はあくtで暮本Tす.実史 にll､タウンセンターの折づ くりに

加 されるkb梅香のみflさんがIB力 して､それぞれの連 り､界押 こ

にルールを免Jiさせて､上り4位的な折にしていつて ください,ウJP界FLll､みなさんの引去工夫を集めることで､糞 しくて､a

ナレーター rタウンヤyタ-の完成に上り削 ヒ;i-タウンは甘也

Bを含tJ広也弱虫の拠点払市としての書能 と ､J*丑かL1台広ZIgLがつてBEl昧

耳和す ろk力ある帯になります.それtt､珪む人､如 く人 に と

も生掛 こ韻ぎした rやとりJと｢うるおい｣のかん L=られる人

iかなiFiです. i J

一■･..II-.A:. -メマ ′●NLから¢引さ込みで一二 ここ ヒ●ロ - クー
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,fe九二._"ノ.Mノー7卜Fl捌 … ビfオ什d一株 桧コンテ l 斗入部 It.･ト''.1･1--=･.--

｢

タウンセノタ-の也FEと交通網

港北こ.-MノIIウノtノ1-71熊IIgIビデォ作成兼梯

プロ｡-y
ポイント

タウンセンターの街づくりの進め

方について考えまし▲う｡

タウンセントの叔要
●ポイノト

･タウンセノターの東京に対する吐

kと交連IIJ度也

Nt抗市内における位正｡

･鉄iB明 (柏鞍､収)､il相打 (高

遠､IC､EEliL)をそれぞれの広

さの中で回面にラップさせる｡

タウンセンターの規は

新宿

淡谷 と タウンセ/タ一
朗座
MM2】

タウンセンターの粥づ くり

タウンセ/タ一睡L2予定地からtA里･CGを

浮かび上がらせ るt,

さらに各予定地投がタウノセ,/ター全件Lkか
らiT_かんでくる.

商美 ･集梯 ･住宅系は沖田氏メモのイメージを

流す｡

ヨーロッパの有名/i広LAとソノポル広場のH.lR
写夫を見せてから平面を比l王｡

スペイン広明､サンマJL'コ広場等

栓コンテ 2 桁づくLJのキーワー ド

既存の術の炊事Aと比快

それぞれの粥の地TEl(わかりCJい

しの)にタウンセンターのエリ

(わかり良く団示)をラ yプする｡

ニュ-タウンのセンターとしてだ

けではIlく､IA択北部のほと/)ち

別状のuiづくりであることを示す.

多杜絶 吐合化の粥づくり

櫛& .兼掃 ･文化 ･性屠苛

21世紀に向けた折づくり

･T定されている施L2の大まかIL紹

介｡

折づくりのキーワー ド

｢ 芯 .1

l 2,快- 仰 .梶わい釧 づく｡l2,快- 仰 .梶わい釧 づく｡l

ILにについて考えて粥づくりをす
れ11よいか､わかり易い古井を示 3 由性 .甥ft7のある粥並みづ くり

I- 元 気 ㌫蒜 ｡l

｢ 丁 蒜 ~㌻1

(3)i,j･r)斗湘3粛(硲UVjlB)
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)
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3-∫.附)いの溺性

｢ " _

馬_q!枯fl物柁桐の1/'Jリノスタンド

相応しく11いm途

どこか良いPJがあItは

,%北:I-Ml.?ウノt/ト姓射tilビデオ作成Jt捕

●ポイ/ト

･突然JJ.ノ IJノスタンドがあり､街

のLiわいを分Prしている｡

･歩いていてb先がrLくILってしま

ったようIL印史を受ける.

･辞行者弗のil柊であるのに､車が

いつも山人りして安心 して辞けIL

い｡

･歩行者系の止掛 こは立地すべき用

途ではILい｡

ポイント

爾店粥の中に突然■空tE阜鴇があ

り､iBりの帳わいを分断している｡

牡JtJ!和 t丸見えで､うるおいが11い.

応わいづくりに相応しくIlい用途

エyF現場の振田い

Pr7-8

九で打【す.

l会コンテ 3-1 桔わいの連挽性

エfF中の現場も､仮囲いにベイノ

トを施 して､頚りのGわいをlJIrL

ポイント

喜……至芸誓…喜;::孟:,伽 て

休E卜 夜r,,1の帳わう通りの中のm店施投

j i i

休8m店の兼排ビルのJF;わいづくり桝

るヽ例

硬N)閉店のビルの塀わいづくりの例

･畑物自体をライト7ツナしている例

ポイント

休tjGわっている両店粥の中でブ

ラックホールの上うにノ十ブタt

を閉ざしているビル.

夜仰^っ18にしている施L2

鎖行Ilと夕方閉店してしまう島牧

llとをいくつかコメノトしなから

見せる｡

●ポイント

休日m店島牧で拡わいづくりの万

力をしている刑｡

4ポイント

･通りに明かりを山すことが､攻の

桁づくりに/Jる｡

(
3
)

で
+

-｣

斗

湘
3

訓

(肝
u
V

jlB)

i
iiiii
i
i
i
i
]

憩

L
=

,･
5'
ヾ

.

苦
さ

f
･

却
Tj
(

LJ

湖
臓

.3
%

芋

f

f

熟

淋

薄

2

.

軒止
(
D
i
.j
l.斗

2

-

3
.奇

止

(

b
q
j
｡'斗

ヾ
斗
r)

斗



.yJt.二.-117･,9/r/I-Jt拝Vl*ビf才作′蛇JL赫 授 コンテ 3-之 tA暮まrq･Hlつい皇t叫づくり

3-2.快適空間･附)い空間づくり
渋谷109

〒 ｢

i T

瀬北二】一日/･Mノーソト 捷妓l大坪L='デオn=蛾*捕

ポイント
交差点に面して広J8をL2けている,

広tAに面した地物の2FBに放送ブ

ースがあり.A折の音素や粥の策
内などを流して.色JHL蝿帳を持

たせ/こ広場をLIJl7ている.

ポイノト

3つの建物を一件的にJI映し.千

の姓鰍 こ囲まれるように公開広場

を扱けている.

休日にはfI々 rlイベントが開かれ

ている｡

店先に小さIJ気配りをしているお店の例を敷例｡

絵コンテ 3-2 tkSb全閉･Rl)い堂rLnづくLJ

今の例は大き/L地物の鳩舎でした

小さい瀬畑の場合はこのような広

鳩を取るのは少し九しいですね｡
どのようrLことを考えたら良いで

このようにほんの少しgE面の比丘
を下げるだけで､店先を持見に臭

える場所か生まれます.

ポイント

小さい漣物がいくつか集まって1
つの小さILEtI応を判っている｡

帳やかrL粥の中でホブと出来る鳩

qTをIIJることも大仇

中応に面して店舗を配正している｡

ポイント

いくつかの敷地の個別の建物のrtq

に小さ11遜り似 ナiiF古を扱けてい

る｡

このようrilA帯Il空間づくりは､

/i.Ht空T.1では法Tl_上IIJることが出

兼/IU.敷地の巾でこそ可能fj魅

力づくりの方法である｡

訓 土聖 二 壁面後退
4ポイント

j i

TCのソンポル広場 CG

Lg界の広明の刑 多放流ナ スチル

一一 一 ~ ~~

･元町では商店粥として少iLの快さ

州 道みのIJであった.

･そこで商店粥の入金JLで 】仲部分

の里面を I,5TTlづつ下Jlて歩並を

広(1ることを取り決め′こ.

･その結果JLかIL辞行者空間を生み

出すことが可帳にILり､大分の人

が肪れるように～っ/こ｡

･通り全件でB;わいづくりに別して

EA力することも大切である.

●ポイント

･TCの大き11心力の一つにシンボ

ル広租がある｡

･このようILノンポル的rL少行者空

抑 ま日本では点り即 叫 い.

●ポイント

･ヨーE37パやアメ･)17時では､鮎

市の中心掛 こ必ずあり､その桝の

暇わいの中心杵とILっている.

･このようIL大き(LLL牧は,空rVl的

Ii広さと､それを取りせくN!物の

デザインによって､さらにLE力が

高められている.

世界の広明の刑 ビデオ

この広場ではTL鳩を囲むように回

線か旺けられている｡

お焦りの時には､ここに多数の花

店が山て､甘E2とは逢った帳わい

を刑りLLJしている｡
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玉出 ｣ 7日ウム･削鋸朗

_ LI LLI ll

ミラノの〝レIJ7 ビデ^､スチル

j i

イートンセ/ター ビデれ スチル

: - _ _-: -

港北二】-MンIMンtノト 種族Pt叫ビT-オ作成JE輔

31和空間だけでILく､敷地や建物

の中にもiBりLkrJ通相をAIJること

で.多はIL人の流れを則り､馬わ

いを多fIIは せることも､術全体

の魅力づくりには大切である｡

◆ポイノト

･高さ20mのガラス最椴でtlわれた

汐行者iI指と建物が一件と11っ/こ
空糊｡

IjZI相に対しての店SGの逆洗.

･Nラス邑8Iからの自然の光｡

+ポイント

･7rlJウムに面して何hものデy

ヰを放り.店舗を放けている｡

･いろいろllレベルでアトリウムを

UtPrするデッキ｡

パッサージュの例

持 コンテ 313 tl和のある粥並みづくり

この上うIL嶋の快い､粗密fl空間
づくりは､敷地内 ･建物内だJから

′.'ッサージュー柁地空間

iIlント

通りの伯が淡いことで､人の怒LE

がP;まり､Gわいが生まれる｡

このようrJ快いiL相は､JR社の徒

HLでは山東/)い.

加地の中でJIJる必Fがある｡

ポイント

いくつかの取地でLBカナることで

規密li柁地空間を則り山している.

3-3.調和のある粗bづくり
イノ-/'し易い粥迎み

･束 tti1
･開銀
･元P1

--I _- " " -_ -

" =- = " "

クウ/センターの粥づくりtiNT
/ごりでは11(､J:り広域からの典

客を〔‖旨している｡

その/こ桝 二は､iFiの個性づくりが

大切｡

稚多IL粥並みでは､広鞍的11個性

を生み山すことは山来ない.

ポイント

明治以東の邦人蛤の抜る通りの歯

性を生かし､新しい建物もレンガ

を用いる工夫をしている.

ポイント

区商転理の粥づくり

交藍点に面して.吐物の角にとん

がり島根の串をほてている｡

煉物に書号をつljてわかり易くし

ている.

mi i i i 四

一 ≡ 一㌧

海外の特徴的fl透り

●′くり､ソ十ノtIリゼ

●ロ~マ､

.スイス (′､-7ティノJく一抹式)

"i:'が,

･ドイント

ギリノ十ta式の組物デサイノで粥

此与を統一｡

白い丑､円tiを用いたデザイン､

書抜までデサイ/を工夫.

商店粥が一致団結して､粥のイJ

-リづくりの労力をしている｡

ポイント

大点山岡抹柄店粥で協力して､一

斉立甘えを行,た｡

il相生blも同時に行っている｡

姓物のデザインの挟一に当たって

投什者やLt牧兼者の租税化による

tHLの統一b行っている｡
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I

3-4.鮎力机 施設づくり
有兼Plマ リ71ン ス1ル

Ⅷ ｢

快訴 束急 - ン ズ と相鉄ムービル スチル

元町 スチル

j i

削 ヒニ'-Iつノ･11ソ=一棟鈍1六gIビT-オ作成兼捕

Tl' イ / ト

t i わ う脚 こけ､通りの 個性づくり

と 何 時に心力的Ii島牧か欠かせlj
い ｡

マ リオノは2つの百才 店と5つの
映 画 J Bの71台ビルであるが､この
ビル か山 来 て､鎖盛の粥の人の維

れや 兼吉 Jfが大きく変 わったと音
われ てい る ｡

ポイ / ト

fJ浜 西口 のこの商店抑ま､通りの

先 に 東女 ′･ノスや吸音柁･小爪 Ja

が 山 兼1=ことにより､ 非常に人通

りの多い畷やかIi頑りに変身した.
ば的IL推比の立地がiaり全件の活
性化 に天心した例｡

ポイント

元1日ま抹となる施投がないが大変
lこぎわっている｡

iiりblつ1つの店GGの魁力の集

恥こ上って通り全休がlつの蛾と
fJっている｡

〒 ｢

自由が丘など魁力的な有坂の例 スチル

篭 i

捻コンテ 3-4 魅力的fL精粋づくLJ

ポ イ ン ト

大 E ! の ソ9 ツt'/グ センターであ

る が 小さfL37づくり に似ている｡
有 坂 や日除けテ ントの色やデJrイ
ンが 細 かく マこュ7ルで決めらIt

ている.

ポイ/ト
41仮称の小さl▲bのにb､こだわ
りの感じられる店NHi､品捕えに
しこIfbりが感じられる｡

I-カー支給のせ投は､安上がり
であるが､店のAl力づくりにlill
らい.

投細刺さ山しのビル

外地と物干しベラングの7ニメ又は葵写

ポイント
最上t" や足元の投輔は軸路 を
野しく乱す｡

抜毛では洗jI物や7ト/rLと私心

として相応しくないbのもある｡

Tドイ/ト
尾上の牧柵を挿す′(ネルをデサイ
･'して･オ7ジェのように見せて
いる｡

見せ方を工夫することで､捷物の
特徴にしてしまうことも可能｡

ポイント
榊 のマ/ソ■ノである机 物干
しベラノダは､外からは見えfLい
ようlこ工夫している.

住宅桝の生活は式を､そのまま如

崇 票:こ持ち込むこと-け べきで

YAAtATfFM INGCAEHN'

憩 t 日,･99)･99)さT却? .( tJ湖職柵羊講耗淋蒲t ･11■■~~~~-■ー

(3)で+I)斗湘3封(鰐UV5 1B)
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譜北二'-Mノ･ll/t/I一連的rl群ビデオ作成*輔 捨 コンテ 3-5 ttflJrL術づくLJ

315.鮒棚づくり

老人が苦労して階段を丑っている攻良

性来場持ちの掻い列の映Lk

i i

_ ~T -_-_

A後 粥の利便性について

まず､称 こ乗る人を同定LILい｡

板の粥であるTCのflJ捷性を高め

るために11満低善のあるところの

横紙処理が必要｡

2つめは､脚 こ乗る交ia)手段を限

定しfLい｡

4!で兼た場合にti水明を托してし

ポイント

板の粥であるTClま高齢者や身昨

春に辛い｡

大きIL高低差のある所には､エレ
ベーターやエスカレーター等のは

bL載■やスロープか必要.

並柑レベルと妙行者デyキをエス

カレータ-で格ぶ｡

ポイ/I

商売施投の恭伽の住宅地への少行

者ルート上にエスカレータ-を炊

けている｡

施L2の敷地内にL2けている｡

デサイ/にら非常におって削って

いる,

粥の何ttにILっている｡

神戸大丸パーキング

星の封 I.攻の水川

歌声技q,4-キング

ングの写JEのあと

平塚MNビル′トーキ/グ

Lt車鳩やtt的均も便71JILuTづくり

には11くてliIlらILい.

蛙車鴇も術並みをfA成する安東の

通りの脂わいを分断するbのであ

ポイ/ト

一般的11タワーパーキングはIJ中

にあっても接見Jtである.

外空の′くネルのデザインを工夫す

るだけで､これIfけのことが山東

このタワーバーキノグb外史′(令

ルを工夫して.オフィスt'ルのよ

うIiデサイノにしている.

旺虹鳩の入日周りt)牡故を行う/i

どの工夫をしている.
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■■■J

彦北ニュータウン･タウンセント 街づくり誘導資料作成業務 2 ･街つ くりビデオ 2-31街づ くりビデオシナリオ 2-20

(4)シナリオ第4稿(最終稿)

D港北ニュータウン･タウンセンター建設務串ビデオ台東

●プロローグ

港北ニュータウン､
斎扱(鴨池公園･かしの大台ハイツをバックに)を背鼻に

歩いているリポーター｡

リポーター挨拶｡

⊂】リポーター顔出しコメント

Jリポーターオフコメコメント

ロリボ一夕-｢みなさんこんにちは｡ここ
は
､
新たな都市の形成をめざして開

発を進めている
､
捲北ニュータウンです｡
今日は
､ここ
港北ニュ

ータウンに､
来たるべき21世紀に向けて開発されていく複合機

能由布
､
タウンセンターの街づくりについて､
皆さんとご-掛こ

考えていきたいと思います
｡｣

リポーターから青空にバンニングしてオ-バーラップ｡

●メインタイトル

タウンセンター鳥轍EZ]CGにタイトルが｡

仮題｢魅力ある街づくりをめざしてJ

●タウンセンターの位置づけ

地球
､
E]本地回
､
商内東妹エリアから港北ニュータウンエリアまでズ-ム.,

CGが展開.

ナレータIr港北ニュータウンは､
横浜市中心部から北北西へ12キロ､
兼京

私心部から南西へ25キロと､
地理的な条件に息まれています｡
ま

た
､
今後予定されている
､
鉄iE網
､
広域幹魚道掩網などの拡充に

よって､
中部･関西方面への森口としての積能を持ち､
横浜市の

劉私心として
､
さらに首都淵
､
全国を含む広域を対象とする核都

市として期待されています｡J

タウンセンタ-進行工事状況｡
(地下鉄から見える状況)

1

ナレ-タI rこの港北ニュ-タウンの発展を担う街づくりが､現在急ピッチ

で進められています｡｣

タウンセンターと新宿､淡谷､銀座､MM21を地隆上でラップして比較｡

ナレ-タ- ｢タウンセンターは､新病､淡谷.叙座､みなとみらい21､と同

じような規模を持ち､これらの街づくりに匹敵するE]本全国でも

有数の街づくりになります｡｣

タウンセンタ-の模型､CG等.,

ナレ-タI rそして､タウンセンターは､ここを誹れるたくさんの人々の要

求に対応できる､商築 ･美春 ･文化等の多様な機能､大小様々な

空間 ･形態が複合する多機能複合型のセンターをめざしています

｡｣

rこのようにタウンセンターを広域を対象とする拠点菰市にふさ

わしい街にするためには､街全体が一体となった魅力をかもし出

す街づくりを行う必要があります｡｣

建設地区を歩くl)ポーター｡

ロ ー)ボータI r地権者の皆さんと関係者が脇力して行う祈づくり､それがタウ

ンセンターなんですね｡｣

r街づくり協定)のための会合等がインサートできれは効果的｡

rさて､そのIZBとして､今､地権者の代表の方々と醍係者が †

明日のタウンセンターの姿Jをみつめ､地区全休を調和のとれた

街にするための枚討を行っていますDそのひとつが､ r街づくり

協定)です｡地権者のみなさんが実軌 こ街づくりを行うときの､

良き指針となります｡｣

rその街づくりの考え方に基づいた､基本的な方向性について考

えたいと思います｡軌 ま､大勢の人が訪れて賑わってこそ放り立

つものです｡大勢の人々に訪れてもらえるような翁を刈るには､

次の6つの考え方が大切ではないでLJ:うか｡A

スーパ-と過勤して｡ (スーパー部を下級)

Tリポーター ｢それは､

2
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■■■■J

港北ニュー舛ン･タウンセンター街づくり誘導資料作成業務 2 ･街づ くりビデオ 2-3･街つくりビデオシナリオ 2-21

(4)シナリオ第4稿 (最終稿)

①いろいろな用途や機能の建物が立地して艦わいの連続性を持

つ街づくり｡

②人々が自由に行き来でき､発見のある装い 燭 を創る監塾生

オープンスペースづくり｡

③建物の個性と通り全体が共鳴する街づくり.

④オープンスペースに置かれる水 ･樟 ･光 ･モニュメント等や

看板 ･テント等により､小さな鮭力のちりばめられた街並み｡

⑤広竣架街着にも対応できる利便性の高い便利な街づくり.

⑥広域的集客力を持つ俊良な施設を誘致するための共同化の推

進､つまり､広域的集客施設の立地促進です. )

ロ リポーターrそれでは､この6つの考え方にそってより良い街づくりをする

ためには､どんな点について考えていったらよいかを見ていくこ

とにしまし+う.｣

①いろいろな用途や執能の建物が立地 して脹わいの連続性を持つ街づくり｡

淡谷公園通りを背景に｡

ロ リポーター 鳩 軌 まrいろいろな用途や捌 巨の建物が立地して脹わいの逮炭

生を持つ街づくり.Jについてですbまず､相応しくない例から

見ていくことにしまLJlう｡｣

･好ましくない用途例｡

馬車鴇博物婚前のガソリンスタンド､ラブホテル､倉庫､1階の住宅の例を4

面マルチで展開｡

ナレ-ター rこのガソリンスタンド､ホテル､倉庫､住宅は､脹わいを分断

している例といえましょう｡ J

r歩行者系の道払であるのに､車がいつも出入りして安心してス

ムーズに歩けなかったり､商店街の中に､突然ホテル､倉庫､住

宅が現れ脹わいを分断しています｡｣

･銀座通り/淡谷公園通り｡

Jrリポーター ｢噸 わいの連続性Jをもたせた例として､銀座通り､喪谷公厘

通りの例を見てろまLJ=う.J

ナレーター r先程の､ガソリンスタンドやホテル､倉庫､住宅のような歩行

者にとって脹わいを分断する施設はありません｡｣

｢壁の部分にも漉落た絵が描かれていて､公園通りの振わいづく

りに貢献しています｡J

･好ましくない施設計画例｡

殺風斉な=事現場の仮招し､､丸見え監査軌 3時に閉まる銀行などの薬巷施設

夜間真っ暗なシャッターを下ろした施設を1両マルチで度朋｡

ナレ~タ~ rまた､好ましくない施設として､殺風景な=申現場の仮臥 ､､

丸見えな鹿茸鳩､3時に閉まる銀行などの兼務施設､夜間真っ暗

なシャッターを下ろした施設などもあげられます｡∫

･MM21の良い仮EZ]い例

ナレーター Tみなとみらい21地区のエ串現軌 こは､このような仮臥 ､が施

されています｡細やかな気配りが街の脹わいを生み出しています

o∫

･施設計画の工夫 穀座等｡

ナレ-タ- 傾 わいを分断させないように､工夫している例として0000

があげられます｡J

Lリポーター 日 陰にショールームや店舗を配正して脹わいに貢献しています

｡｣

･休El閉店の美春ビルの脹わいづくり例｡

ナレーター r休日閉店の業務ビルの場合､霜店商に場所を提供したり､供の

施設のワゴンセールなどに使用し､商落たショーウィンドウを設

けて対応している例があります｡J

･夜間閉店のビルの賑わいづくりの例 銀座､三の乱

4
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ー■ ー

彦北ニュータウン･タウンセンター街づくり誘導賓料作成業務 2 ･街つくりビデオ 2-3.街づ くりビデオシナリオ

(4)シナリオ第4稿 (最終稿)

ナレ-ター r夜間閉店のビルが脹わいの迎抜髄を保たせるために､シースル

ーシ十ツターと店内照明の設乱 酒落たショーウィンドウ､建物

自休をライ トアップしている例があげられます｡｣

■I)求-タ- ｢通りに明かりを出すことが､夜の街づくりになるんですね｡J

②人々が自由に行き来でき､発見のある楽しい街を創る快適オープンスペースIj

くり.

淡谷 109を背景に｡

D L)求-ター ｢次は､ r人々が自由に行き来でき､発見のある楽しい街を創る

快適なオープンスベ-スづくりJについてです｡｣

rまず､街角広場から見ていきましょう｡)

･街角広場 淡谷109/淡谷丸井前｡

ナレーター r淡谷ユ09は､建物のデザインを特徴づけて場所の日印として

います｡足元には人が集うことができるスベ-スが用意され､イ

ベント等できる設備も用意しています｡J

ナレーター ｢淡谷丸井前は､交差点に面した広場を設けています｡広場に面

した建物の2階に放送ブースがあり､最新の音楽や街の案内など

などを鼓して､色々な枚能を持たせた広場を創っています.｣

･広場 ･中庭 川崎ルフロン｡

ナレーター rJli埼ルフロンは､3つの建物を一体的に建設し､その建物にEEl

まれるように公的広場を設けています｡｣

｢休日には様々なイベントが開かれています｡｣

自由が丘メイプルタウン

ナレ一夕I r自由が丘メイプルタウンは､小さい建物がいくつか集まってひ

とつの小さな中庭を創っています｡店舗を中庭に面して配置して

います｡｣

L.)ポ-ター r賑やかな街の中で､はっとできる場所を創ることも大切ですね

｡｣

5

･壁面後退 元町｡

ロ リポーター rセットバックとも言われる､壁面後退についてごF Fさい｡｣

ナレータ- ｢従来の元町では､商店街として歩道の狭さが悩みの種となっ.

ていました｡そこで､商店あの人全点で 1階部分の壁面を1.5紘

づっ下げて抄造を広げること､所謂､壁面後退､とも言われる取

決めを行いました｡｣

[その結果､豊かな歩行者空間を生み出すことが可能になり､大

勢の人々が訪れるようになりました｡｣

■リポーター r商店街通り全体で阪わい作りに対して協力することが大切なん

ですね｡｣

店先で小さな工夫を行っている例｡

a )ポーター rこれまでは､大型施設を例にした場合でしたが､次は小さい敷

地を例にした場合のものです｡J

rどのようなことを考えたら良いでLJ:うか｡∫

ナレ-タI rこのように､ほんの少しの壁面の位正を下げるだけで､店先を

椅丑に養える場所があります｡ (以下､詳細を)｣

･ア トリウム ･通り抜け適払｡

ロリボ一夕I r造指空間だけでなく､敷地や建物の中にも通り抜け通路を創る

ことで､多様な人の流れを創り､脹わいを多様化させることも､

祇全体の魅力づくりには大切です｡｣

rその例をご覧下さい｡J

ミラノのガレリア｡

ナレーター rミラノのガレl)アは､高さ20㍍のガラス屋根で現われた歩行書

道指と建物が一件となった空間です｡J

r通臥 こ対して､店舗が漣鼓しており､ガラス屋頼からの自然の

光が鮮やかです｡J

神戸､ハーバーランド｡

ナレーター ｢(詳細語る)J

6
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港北ニュータウン･タウンセンター街づくり誘導資料作成業務 2 ･街つ くりビデオ 2-3･街づ くりビデオシナリオ 2-23

(4)シナリオ第4稿 (最終稿)

(イートンセンターを少なめに､-ーバーランド多め)

トロント､イートンセンター｡

ナレーター rイ-トンセンターは､ア ト[)ウムに面して何層ものデッキを設

け､店舗を設定しています｡いろいろなレベルでアトリウムを故

斬するデッキがあります｡｣

･バッサ-ジュ 海外の事例数箇所｡

■リポータI Tパッサージュ､所謂､路地空間の例を見てみましょう｡J

ナレーター ｢このような親密な空間づくりは､敷地内 ･建物内だからこそ事

業者の工夫によって創りだせるものでしょう｡｣

ハーバーランド/モザイク例追加

淡谷スペイン坂｡

ナレ-タI r要検討/｡J

③建物め個性と通りのイメージが共鳴 ･協調する街づくり｡

大倉山エルム通りを背景に｡

ロ リポーター r次は､r建物の個性とiR)り合体が共鳴する訪づくりJについて

です｡｣

｢その例を見てみまし▲う｡｣

･大倉山エルム通り｡

ナレ-タ- [大倉山エルム通りは､ギリン十校式の建物デザインで街並みを

枕-しています｡白い壁､円柱を用いたデザイン､看板までデザ

インが工夫されています｡商店禎全体で､街のイメ-ジづくりの

努力をしているといえまLJlう｡｣

･名古屋 大曽根OZモール｡

7

ナレ一夕I r名古屋 大曽根OZモールは､大倉山エルム通りとと同じよう

に商店街全体で､一斉に立替えが行われました｡建物のデザイン

の統一に当たって設計者や建築業者の組液化による意識の凍-が

行われたのです｡また､道路整備も同時に行われました｡｣

･マイカル本牧｡

ナレータI Tマイ*)レ本牧は､交差点に面して､建物の角にとんがり屋損の

塔を建てています｡建物に番号をつけてわかりやすくしています

｣

･西神中央｡

ナレーター r(デザイン･モチーフを揃えて枕-感を演出､以下詳細を)｣

アメリカ村｡

ナレーター rアメl)カ村は､狭い区域にアメリカンカジュアルの店が集嶺 し

､地域の個性を生み出しています｡同じような施設を姓珠したも

のも魅力の一つといえましょう｡J

大倉山エルム通りを背景に｡

□ リポーター rタウンセンターの街づくりは､港北三ユータウンだけでなく､

より広域からの集客をめざしています｡そのためには､街の個性

づくり､イメージしやすい街づくりが大切というわけなんですね

｡｣

④オープンスペースに置かれる水 ･緑 ･光 ･モニュメント等や看板等のまとまり

による魅力的な街づくり｡

自由が丘を背景に｡

ロ リポーター r次は､ (オ-プンスペースに置かれる水 ･緑 ･光 ･そこュメン

8
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港北ニュータウン･タウンセンター番づ くり誘導資料作成業務 2 ･街づ くりビデオ 2 - 3.街づ くりビデオシナリオ

(4)シナリオ第 4稿 (最終稿)

ト長 坂 .テント等により､監魅力壁土地主地
主について写す｡｣

='t㌔し71､､

･看板の氾濫する祷並み例をマルチ展開｡

自由が丘など魅力的な看板の例

ナレータ- ｢看板などの小さなものに､こだわりの感じられる店鰍 ま､品蒜

えにもこだわりが感じられます｡｣

rメ-カー支給の署版は､安上がりではありますが､店の魅力づ

くりにならない例が多いでLJ=う｡｣

･ホ- トンプラザ

ナレーター rホ-トンプラザは､看板やEl除けテントの色やデザインが細か

くマニュアルで決められています｡大型のシ ョッピングセンター

ではありますが､小さな街づくりをしている例といえまLJlうJ

･設備剥き出しのビル等の例を4面マルチで｡

JIJJポーター r次は､設備など剥き出しのビルを例に好ましくない例を見て

ろまLJ:う｡｣

ナレーター r屋上の没膚や足元の設備が剥き出しのビルは､街並みを著しく

乱します.,J

･新宿東京海上火災ビルなどの事例.

ナレーター r新宿東京海上火災ビルは､屋上の設備を隠すパネルをデザイン

して､オブジェのように見せています｡見せ方を工夫することで

建物の特徴にしてしまうことも可能となっています｡｣

⑤広域来訪者にも対応できる利便性の高い街づくり.

堀之内を背景に｡

ロ リポーター r次に､ r広域来往渚 にも対応できる利便性の高い便利な街づく

旦Jについてご招介しましょう｡｣

9

rr広像来街着にも対応できる利便性の融 噛 づくり)にするた

めには､2つの事柄があげられます.まず窮1に､街に乗る人を

騒定しないということです｡そのために､坂のあるタウンセンタ

ーの利便性を高めなければなりません○そこで､高低差のあると

ころのエスカレーター等の機械処理が必要となります｡J

唱 2には､街に来る交通手段を親足しないということです｡そ

のために､卓で来た鳩舎の駐車牧 丘姶鳩を探さなくてもよい街

にしなければなりません｡｣

rそれらの例をご覧下さい.J

･公的エスカレーターの例

娼之内/川崎ルフロン/開場ダイエーb

ナレ一夕- 鳩 之内では･商業施設の遵側の住宅地への非行者ルート上にエ

スカレ-タ-を設けています｡施設の敷地内にも設け､デザイン

にも非常に凝っていて､街の個性となっています｡｣

ナレーター ｢川崎ルフロンは､3つの施設で共同で設けた広場の中心に､公

共利用のできるエスカレーターを設けています｡｣

ナレーター r(岡鳩ダイエーについて)｣

･駐車場/神戸大丸パーキング

J リポーター rg貴明の確保はタウンセンターの課題といえますが､街並みに

留意した駐卓鳩整備が大切です｡｣p

ナレーター T神戸大丸パーキングは､通りに画した 1階部分に店舗を配正し

て通りの脹わいに貢献しています.建物のデザインも-E]見ただ

けで駐車掛 こは見えず､脹わいの過振蛙をもたせています｡∫

･歌井伎町パーキング

ナレーター ｢一般的なパーキングは町中にあっても殺風景となる場合が多い

ようです｡歌舞伎町パーキングは､外壁のパネルのデザインを工

夫するだけで､お酒落な感覚となっています｡｣

･自転垂であふれるデパート､ショッピングセンター｡

10

YA仙TEPLANhHNGCA8川◆



港北ニュータウン･タウンセンター街づくり誘導賃料作成業務

(4)シナリオ第 4稿 (最終稿)

〔大型施設では駐輪場も必要とうたう〕

⑥広域的集客施設を培数するための共同化の推進｡

有楽町マリオンを背景にリポーター｡

ロ リポーター ｢最後に､ l広域的集客力を持つ優良な施設を誘致するための共

同化の推進､つまり､広域的集客施設の立地促進)についてご招

介しましょう｡J

rそれらの例をご覧下さい.｣

･共同化の事例/有糞町マリオン｡

ナレーター r有楽町マリオンは､2つの百食店､5つの映画虎と新聞社の吐

合ビルです｡｣

rこのビルができて､銀座の街の人の流れや来客届が大きく変わ

ったといわれています｡J

川崎ルフロン｡

ナレーター ｢川崎ルフロンも百貨店､丑販店､専門店の共同ビルです｡J

横浜東急ハンズ｡

ナレーター ｢横浜西口のこの商店嶺は､通りの先に東急ハンズや映画蛤 ･小

劇場がてきたことにより､非常に人通りの多い脹やかな通りに変

身しました｡核的な施設の立地が通り全体の活性化に貢献した例

と言えましょうo｣ 一一､_一一一
｢ZIliZS

/ 一 ･敷地の共同利用 (小さい施設の利用)/自由が丘メイプルタウン

ナレーター r自由が丘メイプルタウンは､小さい建物がいくつか集まってひ

とつの小さな共同の中庭をbrJっています｡このように為地空間も

生細 すことができました｡｣ ー′/---- / I

l■iii=:!l

＼＼＼-1 ､旦旦一夕-･有卿Jヱ旦互と三呈上垂を-

ロ リポーター に のように､大勢の人を集める力を持った施設をiJL簸させ るた
｢しも

めにも､共同化は大切なんですね｡J

.11

2 .街づ くりビデオ 2-3.街つ くりビデオシナリオ

●エピローグ

タウンセンター通りにて｡

ロ))ポーター ｢さて､削 LLユータウン､タウンセンターの街づくりの考え方

に沿って様々な街を見てきました○ご紹介してまいりました各地

の街づくりでは､地権者の方や開発者､行政が協力して街づくり

を進めています｡｣

成功例のタイジュス トがダイナミックに展臥

ナレ-ター ｢そこでは､共通の考え方を協定や仏法事項といった約束事､所

押 r街づくり協定)をhrJり､お互いの取決めを行い､それに基づ

いて計画的な街づくりを行っています｡｣

rタウンセンタ-の街づくりに参加される地権者の昔さんと関係

者が協力して､タウンセンタ-に共通の考え方や旋法gI項といっ

た約束事にして､お互いの取決めを行い､それに基づいて計画的

な街づくりを推進していくことで､他の都市に負けないすぼらし

い街をつくりだすことができるでしょう｡｣

タウンセンター通りにて｡

ロ リポーター rタウンセンターの街づくりに参加される地権者のみなさんが協

力して､タウンセンターに共通の､或いはそれぞれの通り･界隈

ごとに約束事を創って､協調しながら缶づくりを進めてゆく必要

があります｡｣

rこの r街づくり協定Jにそって皆さんの創意工夫を集めること

で､楽しく自然に人が集まる､脹わいのある街を創っていきまし

ょう｡｣

タウンセンターの完成CGとこれまでの印象的な実写 (街の人々の表情)がモ

ンタージュして｡

ナレーター r港北ニュータウン･タウンセンタ-｡この完成により､稽北ニ

ュ-タウンは首都潮を含む広域対象の拠点蔀市としての機能と､

撮豊かな自然環境が謁和する魅力ある街となるでLJ:う｡ ]

｢それは､住む人､働く人にとっても生活に根ざした rゆとり｣

と rうるおい｣の藤L:られる人間味豊かな街です｡J

カメラに向かって呼びかけるように｡

ロリポータI r地権者のみなさん､この繰あふれるタウンセンターの翁をデザ

インするのはみなよんです｡力をあわせて､タウンセンターの街

づくりをより実りのあるものにしていきましょう｡∫
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2-4.撮影スケ ジュール

港北ニ ュータウン ･タウンセンター スケジュール捧影内容

A 班 (高相 ー妃野 .ビッ ト) B 班 (丸山 .平原 .ビフ 卜)

日 時 場 所 内 容 日 時 場 所 内 容

2/26 名古屋前 日移動清野､り｣､竹氏､高相､紀野､中林､カ)ラ7シスタハ宿泊先 チサ ンホテル名城名古屋市北区清水4-14-14ple1052-916-33日 2/269:00- 桜木町釈 動 く歩道(HL,節)集合

lO:00ll:3013:3015:00 馬車路MM21元町本牧 博物婚前のガソリンスタ ン ド工事現場仮囲い食事 .壁面後退マイカル本牧.

2/2710:0014:0021:00 名古屋大阪三の宮 大曽根OZモールアメリカ村.夜間閉店の ビル宿泊先 神戸 ワシン トンホテル

2/2810:00 神戸 西神中央. 2/28(Bー 川崎 川崎ルフロン.十うず朽tL,ハーバーラン ド 横浜 横浜東急ハ ンズ

大丸パーキング 港北 庁 仮EBい他･1階 も住宅のマ ンション系/丸見え駐車場/ 3時に閉まる範行/夜間真 っ暗 シャッターを下ろ した施設

-:_=''j/IL~ LI:- 〟O.i
A 班 (高相 .記野 .ビット) B 班 (丸山 .平原 .ビッ ト)

日 時 場 所 内 容 日 時 場 所 内 容

3/ 29:DO l#% 109広場集合 3/ 29:00 自由が丘 自由が丘駅集合

10:0014:30 渋谷新宿 ●.&谷 とリボ一夕- 10:8013:00 自由が 自由が丘メイプルタウン自由が丘など魅力的な

渋谷公園通 り .渋谷 l 丘もL

09を背景に

街角広場 淡谷 109 看板の例敷地の共同利用 (小 さ

/鼓谷丸井前/彼谷公園通 り/渋谷スペイ ン い施設の利用例)
坂 ● 自由が丘 とリポータ f

新宿兼京海上火災 ビル ユ5:0018:00 ･並座 連座通 り/施設計画の
/歌舞伎町/i-キング 工夫 銀座等/轍& .

他･1階 も住宅のマ ンシ 夜間閉店の ビルの脹 わいづ くり例
∋ン系 他
･丸見え駐車場 夜間真 っ暗なシャッタ

･3時に閉まる銀行などの業務施設･夜間其 つ暗シャッターを下ろ した施設 -を下ろ した施設

3/ 39:30 有楽町 有禁町マ リオ ン前集合 3/ 3 横浜

13:00 大倉山 ●有糞町マ リオ ンと リポーター.有楽町マ リオ ン. 構雫新横浜@*1 横浜市丑境事業局 仁清掃 ショット操 りスタジアム近 くのホテル

昨日B班の撮 り残 し分(銀座通 り/施設計画 倉庫他･1階 も住宅のマンシ
の工夫 銀座等/共同
化の事例の中か ら)

●大倉山エルム通 りと ヨン系/丸見え駐車場/ 3時に閉まる並行/
リポーター. 夜間真 っ暗シャッター

YAMATEPLANNINGCABIN'
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2-4.撮影 スケ ジュール

A 班 (高橋 .た野 .ビッ ト) B 班 (丸山 .平原 .ビッ ト)

日 時 場 所 内 容 日 時 場 所 内 容

3/ 4 お休み 3/ 4 岡鳩 ダイエー ロケ(如 止 1-号i)

3/ 5 ●港北ニ ュータウンと 3/ 5 スチール操 り

リポーター港北 ニュータウン､景敬 (駅舎住宅周辺)香背景 に リポーター.タウンセ ンタ-通 りにてエ ピローグの リポーター○タウンセ ンタ-進行工事状況. ★他操 り鼓 し分

3/ 6 堀之 内 ●堀之内と リポーター 3/ 6 ナム コ横浜 横浜市環境事業局

S#セ ンタ 堀之内景観 商品 ショッ ト操 り

合
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琵
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画研究所/045-662-4836)
ムコCGプロジェク ト/045-593-0711)
リッジ/044-246-7905)

221)
26)
リッジ/044-246-7905)

ビワけランニング 代表 中林/03-3225-5846)
ア ロス 03-3639-8848)
株式会社 03-5232-3400)

制作スケジュール表

港〕Lニュータウン
タウンセンター 建設族斗ビデオ

有 限 会 をと こブリ っ′ジ

〒210川耶 1JIEi区柵 卜8-3アルス川崎106号
TELOJJ1246-7905F∧ヌ044-246-7906

月/E] EI 内 容 月/冒 q! 内 容 月/El qZ 内 筈

月 月 2/22 月

火 火 23 火

水 水 2一 水

未 兼 25未
金 金 26 金

土 土 27 土

:-=; 28

月 月 3/J 月

火 火 2火 彫

水 水 3求

末 禾 4 未

金 金 5金

土 土 6 土 _T伽

ii.:;-.I 7 1

月 月 8月 仮庇 左写

火 火 9 火

水 水 10 水 本叫 (LO:(氾～)

禾 i ll 未 MA(J7:m ～)

金 金 12金

i i 13土

)一 I-:--

月 月 15月

火 火 】6火

ホ 水 17水

末 未 18未

金 金 1g 金

土 土 3)土

YAMATEPLANNfNGCABINI
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